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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月１１日 

自   午後 ２時０１分 

至   午後 ３時５２分 

於   委 員 会 室 ３ 
 
 

２、出席委員の氏名 

山村 健志 委 員 長 

坂口 慎一 副 委 員 長 

田中 愛国 委 員 

小林 克敏  〃   

溝口芙美雄  〃   

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

宮本 法広  〃   

中村 一三  〃   

堤  典子  〃   

鵜瀬 和博  〃   
   

 

３、欠席委員の氏名 

な   し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  

 
 

５、県側出席者の氏名 

太田 彰幸 交 通 局 長 

岩﨑 良一 管 理 部 長 

柿原 幸記 乗 合 事 業 部 長 

江頭 興祐 貸 切 事 業 部 長 

 
 

伊達 良弘 文化観光国際部長 

村田 利博 文化観光国際部政策監 

加藤 一征 文化観光国際部次長 

松尾 泰子 文化振興・世界遺産課長 

村山 拓男 
文化振興・世界遺産課企画監 

(世界遺産・日本遺産担当) 

小栁 剛志 ながさきピース文化祭課長 

伊東  猛 
ながさきピース文化祭課企画監 

（国民文化祭事業担当） 

長野 敦志 観 光 振 興 課 長 

小宮 健志 
インバウンド推進課長 

（参  事  監） 

庄司 孝繁 物産ブランド推進課長 

貝淵 裕幸 国 際 課 長 

久間 哲彦 
国 際 課 企 画 監 

（平和推進・国際協力担当） 

川瀬 亨介 スポーツ振興課長 
 
 

大安 哲也 県民生活環境部長 

下野 明博 県民生活環境部次長 

立石 寿裕 県民生活環境課長 

本多 千穂 男女参画・女性活躍推進室長  

石田 祐子 人権・同和対策課長 

大嶋 誠之 交通・地域安全課長 

谷村 重則 統 計 課 長 

渡邉  渡 生 活 衛 生 課 長 

荒木雄一郎 
生活衛生課企画監 

(動物愛護管理センター整備担当) 

岩永 俊一 食品安全・消費生活課長 

赤澤 貴光 地 域 環 境 課 長 

佐藤 貞夫 水環境対策課長 

山内 康生 資源循環推進課長 

深谷 雪雄 自 然 環 境 課 長 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午後 ２時０１分 開会 ― 
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【山村委員長】 ただいまから観光生活建設委員

会及び予算決算委員会 観光生活建設分科会を 

開会いたします。 

まず、委員席でございますが、サイドブック

スに掲載しております「委員配席表」のとおり、

決定したいと存じますので、ご了承をお願いい

たします。 

議事に入ります前に、選任後、初めての委員

会でございますので、一言ごあいさつを申し上

げます。 

このたび、観光生活建設委員長を仰せつかり

ました山村健志でございます。 

坂口副委員長をはじめ、委員の皆様、並びに理

事者の皆様方のご指導、ご協力を賜りながら、

公正かつ円滑な委員会運営に努めてまいりたい

と存じますので、よろしくお願いいたします。 

さて、本委員会は、文化・芸術やスポーツの

振興、魅力ある観光まちづくりによる交流人口

の拡大、国際交流、県産品のブランド化の推進

など、地域の活性化に取り組む「文化観光国際

部」、多様な活動主体による連携・協働や、女

性活躍の推進、食の安全確保、地域の環境保全

など、豊かなで安全・安心な地域づくりに取り

組む「県民生活環境部」、道路、橋梁、港湾等

の整備や維持管理、頻発化・激甚化する自然災

害を踏まえた防災・減災対策など、社会資本の

整備に取り組む「土木部」、そして、県民生活

に不可欠なバス路線の確保と、長崎の観光を 

足元から支える「交通局」、これら４つの部局

を所管しておりますが、いずれも「県民生活の

向上」と「県内経済の活性化」に欠かせない役

割を担っているところでございます。 

また、各部局ともに、県政の様々な重要課題

を抱えており、いずれも、喫緊の課題と認識し

ております。 

 委員の皆様におかれましては、山積する課題

の解決に向け、県民の目線に立って、より効果

的な事業の提案なども含め、積極的に論議を深

めていただきますようお願いいたします。 

また、理事者の皆様におかれましては、委員

会における論議を真摯に受け止め、長崎県の発

展のために行政を推進していただきますようお

願いいたしまして、簡単ではございますが、私

の挨拶とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

〔拍手〕 

それでは、私から副委員長並びに本日出席さ

れている委員の皆様方をご紹介いたします。 

〔副委員長・各委員紹介〕 

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

次に、理事者側の挨拶 及び 紹介を受けたい

と思います。 

【太田交通局長】交通局長の太田彰幸でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

観光生活建設委員会の開会にあたり、理事者

を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

観光生活建設委員会所管の文化観光国際部、

県民生活環境部、土木部、交通局の４部局にお

いては、文化・観光やスポーツの振興、安全・

安心な生活の確保、環境の保全、社会資本の整

備、公共交通の維持など、県民の生活に密接に

関連した事業を行っております。 

私共といたしましては、長崎県総合計画や各

部局が策定した計画の着実な推進とともに、市

町や県民の皆様とも力をあわせながら、県民の

皆様の安全・安心で快適な暮らしの実現、地域

の特徴や資源を活かしたまちづくりに全力で取

り組んでまいりたいと考えております。 
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山村委員長、坂口副委員長をはじめ、委員の

皆様方のご指導、ご協力のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

それでは、観光生活建設委員会所属の各部局

長をご紹介いたします。 

〔幹部職員紹介〕 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

【山村委員長】それでは、これより議事に入り

ます。 

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

 会議録署名委員は、堤委員、鵜瀬委員のご両

人にお願いいたします。 

 今回の議題は、観光生活建設行政所管事務に

ついて、第65号議案「令和７年度長崎県一般会

計補正予算（第10号）」のうち関係部分、ほか

１件の審査、令和８年３月定例会における本委

員会の審査内容等について であります。 

 次に、審査方法について、お諮りいたします。 

審査の方法については、サイドブックスに掲

載しております「審査順序」のとおり、本日か

ら明日にかけ、委員会を協議会に切り替え、 関

係部局の所管事務の概要について説明を受ける

こととし、土木部の所管事務の説明が終了した

後、分科会において、付託された議案に限って

審査を行います。 

審査終了後、３月23日からの委員会の審査内

容等について、協議することとしたいと存じま

すが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

 なお、所管事務の概要説明に関する質問等に 

 つきましては、特に理解しにくかった点につ

いての質問にとどめ、具体的な質問につきまし

ては、各課へ個別に質問していただくか、３月

23日からの委員会の中で行うことにしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、委員会を協議会に切り替えます。 

 準備のため、しばらく休憩いたします。 

― 午後 ２時０８分 休憩 ― 

― 午後 ３時５１分 再開 ― 
 

【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、土木部の概要説明を

受けたのち、分科会による補正予算の審査を行

い、審査終了後は、「令和８年３月定例会の審

査内容等」について委員間討議を行うこととい

たします。 

本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時５２分 散会 ― 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 １２ 日 
（関係部局所管事務概要説明 

 ・経済対策補正審査・委員間討議） 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月１２日 

自  午前 ９時５９分 

至  午後 ２時１５分 

於  委 員 会 室 ３ 

 
 

２、出席委員の氏名 

山村 健志 委員長（分科会長） 

坂口 慎一 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

小林 克敏  〃   

溝口芙美雄  〃   

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

宮本 法広  〃   

中村 一三  〃   

堤  典子  〃   

鵜瀬 和博  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し 
 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

山内 洋志 土 木 部 長 

中村 泰博 土 木 部 技 監 

犬塚 尚志 土 木 部 次 長 

椎名 大介 
土 木 部 参 事 監 
（まちづくり推進担当） 

高稲 稔也 監 理 課 長 

金子 哲也 建 設 企 画 課 長 

濱崎 正一 
建設企画課企画監 
（入札・契約担当） 

真鳥 喜博 都 市 政 策 課 長 

平  博敏 道 路 建 設 課 長 

田﨑  智 道 路 維 持 課 長 

本多 健一 港湾課長(参事監) 

田中  隆 
港 湾 課 企 画 監 
（港湾管理担当） 

小川 秀文 河川課長(参事監) 

岩永  彰 
河 川 課 企 画 監 
（ ダ ム 担 当 ） 

田中 良一 砂 防 課 長 

小島 俊郎 建 築 課 長 

進藤 政洋 営繕課長（参事監） 

野口  孝 住 宅 課 長 

小栁 正典 
住 宅 課 企 画 監 
（訴訟・管理担当） 

牛島 孝二 用 地 課 長 

舩越 一成 盛 土 対 策 室 長 

 
 

 

 
 

 

伊達 良弘 文化観光国際部長 

村田 利博 文化観光国際部政策監 

松尾 泰子 文化振興・世界遺産課長 

長野 敦志 観 光 振 興 課 長 

小宮 健志 
インバウンド推進課長 

（参  事  監） 

庄司 貴繁 物産ブランド推進課長 

川瀬 亨介 スポーツ振興課長 

 
 

 

 
 

 

大安 哲也 県民生活環境部長 

山内 康生 資源循環推進課長 
 
 

６、審査事件の件名 
 

○予算決算委員会（観光生活建設） 

第65号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第10号）

（関係分） 

第66号議案 

 令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計補正
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予算（第5号） 
 
 

７、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５９分 開議 ―  

【山村委員長】委員会を再開いたします。 

 これより、昨日に引き続き、関係部局の 

 所管事務の概要説明を受けることといたしま

す。 

  委員会を協議会に切り替えます。 
 

― 午前 ９時５９分 休憩 ― 

― 午前１１時０７分 再開 ― 
 

【山村分科会長】 委員会を再開させていただき

ます。 

 これより、第65号議案、令和7年度長崎県一般

会計補正予算（第10号）のうち、関係部分のほ

か1件について、分科会による審査を行います。 

 なお、理事者の出席については、付議案件に

関する範囲でサイドブックスに記載しておりま

す配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。 

 また、本日審査する議案は、国の「「強い経

済」を実現する総合経済対策」に伴うものであ

り、明日の予算決算委員会及び本会議において

審議することとなっておりますので、ご協力を

お願いいたします。 

 それでは、予算議案を議題といたします。 

 文化観光国際部長より、予算議案の説明を求

めます。 

【伊達文化観光国際部長】 おはようございます。 

 それでは、文化観光国際部関係の議案につい

て、ご説明いたします。予算決算委員会観光生

活建設分科会関係議案説明資料の2ページをお

開き願います。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第65号議案、令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された「強

い経済」を実現する総合経済対策に沿って、令

和7年12月16日に成立した国の補正予算に適切

に対処するため、必要な予算を追加しようとす

るものであります。 

 歳入予算は、諸収入537万5,000円の増であり

ます。歳出予算は、企画費1,075万円の増、商業

費1,500万円の増、観光費4億8,000万円の増、合

計で5億575万円の増であります。 

 歳出予算の内容についてご説明いたします。 

 1、光熱費高騰の影響を受けている指定管理者

の公共サービスの維持・継続を支援するための

経費として、長崎歴史文化博物館運営事業費

1,075万円。 

 2、光熱水費や人件費を含めた原材料価格高騰

による価格転嫁の影響などから、県産酒需要の

減少が見込まれるため、消費拡大キャンペーン

等を実施し、県産酒の消費拡大を支援するため

の経費として、長崎県産酒消費拡大推進事業費

1,500万円。 

 3、物価高騰の影響を受ける観光業界の活性化

を図るため、本県が旅行先として選ばれるため

のプロモーションを展開し、国内外からの誘客

を促進するための経費として、観光業界活性化

プロモーション事業費4億8,000万円を計上いた

しております。 

 この結果、令和7年度の文化観光国際部所管の

歳出予算総額は、59億8,138万9,000円となりま

す。 

 なお、歳出予算総額には、今議会に議案とし

て提出しております経済対策以外の補正予算の

金額についても含まれております。 
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 繰越明許費について。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 国の経済対策に伴い、適正な事業期間を確保

するため、観光費4億8,000万円について、繰越

明許費を設定するとともに、同様の理由により、

商業費1,500万円を増額しようとするものであ

ります。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

【山村分科会長】 次に、県民生活環境部長より

予算議案の説明を求めます。 

【大安県民生活環境部長】 おはようございます。 

 それでは、県民生活環境部関係の議案につい

てご説明いたします。 

 お手元にお配りしております資料のうち、令

和8年3月定例県議会予算決算委員会観光生活建

設分科会関係議案説明資料、県民生活環境部の

2ページ目をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

65号議案、令和7年度長崎県一般会計補正予算

（第10号）のうち関係部分であります。 

 今回の補正予算は、国において決定された

「「強い経済」を実現する総合経済対策」に沿

って、令和7年12月16日に成立した国の補正予算

に適切に対処するため、必要な予算を追加しよ

うとするものであります。 

 歳入予算は、国庫支出金5億6,082万4,000円の

増、歳出予算は、環境保全費5億7,563万1,000円

の増を計上いたしております。 

 補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。 

 海岸環境保全対策推進事業について。 

 海岸漂着物対策として、国の予算を活用し、

市町が実施する海岸漂着物等の回収・処理や発

生抑制対策を行うことなどに要する経費であり

ます。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 海岸環境保全対策推進事業の実施において、

年度内に必要な事業期間が確保できないことか

ら、産業廃棄物対策費5億7,563万1,000円につい

て、繰越明許費を設定するものであります。 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。 

【山村分科会長】 次に、土木部長より予算議案

の説明を求めます。 

【山内土木部長】 土木部関係の議案についてご

説明をさせていただきます。 

 予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料、経済対策補正、土木部の2ページをご

覧ください。 

 今回ご審議をお願いしておりますのは第65号

議案、令和7年度長崎県一般会計補正予算（第10

号）のうちの関係部分、第66号議案、令和7年度

長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第5号）

であります。 

 今回の補正予算ですが、国において決定され

た「強い経済」を実現する総合経済対策に沿っ

て、令和7年12月16日に成立した国の補正予算に

適切に対処するため、必要な予算を追加しよう

とするものであります。 

 第65号議案のうち、土木部所管の補正予算は

合計1,482万2,000円であり、電気代、燃油高騰

の影響を受けている指定管理者の公共サービス

の維持・継続を支援するための予算を補正しよ

うとするものであります。 

 このほか、第66号議案については3ページに記

載のとおりであります。 

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ
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らせていただきます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。 

【山村分科会長】 次に、文化振興・世界遺産課

長より補足説明を求めます。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 予算決算委員

会観光生活建設分科会補足説明資料、文化観光

国際部の4ページをご覧ください。 

 博物館運営費につきましては、予算額1,075万

円を計上しております。電気代等の高騰の影響

を受けている指定管理者を支援し、公共サービ

スの維持・継続を図ることを目的といたしまし

て、文化振興・世界遺産課が所管する長崎歴史

文化博物館の運営に係る光熱費について、当初

予算として7,325万2,000円を計上しておりまし

たが、実績において不足することが見込まれる

ため、差額の1,075万円を支援するものでござい

ます。 

 私のほうからは以上でございます。よろしく

ご審議賜りますようお願いいたします。 

【山村分科会長】 次に、観光振興課長より補足

説明を求めます。 

【長野観光振興課長】 それでは、私のほうから、

資料5ページに基づきましてご説明をさせてい

ただきます。 

 観光関係の経済対策といたしまして、観光業

界活性化プロモーション事業費4億8,000万円を

計上してございます。この事業は、物価高騰の

影響を受けております観光業界の活性化を図る

というものでございまして、本県が旅先として

選ばれるためのプロモーション等の展開を行い、

国内外からの誘客を促進していこうというもの

でございます。 

 取組につきましては、大きく3点ございます。 

 まず1点目でございます。 

 旬な話題を生かした情報発信でございますけ

れども、これは今年1月に、長崎がニューヨーク・

タイムズ紙の「2026年に行くべき52か所」に選

定されたことや、V・ファーレン長崎のJ1昇格な

どといった交流人口拡大に効果が高い旬の話題

を生かしていこうということで、Web、SNS、雑

誌等のあらゆるメディアを活用した国内向けプ

ロモーションや、現地へ出向いた観光物産PRな

ど、欧米豪・東アジア向けプロモーションを展

開するとともに、J1昇格を契機に、プロスポー

ツクラブと連携したプロモーションを実施する

など、長崎の露出を高めていこうと考えており

ます。 

 次に、広域周遊への効果波及に向けた情報発

信の強化でございますけれども、この話題性の

高い場所で高まった関心を、しっかりと県内各

地への周遊につなげるため、メディアプレスツ

アーの実施、平和、歴史、食といったPR映像の

作成など、県内の多様な魅力を発信してまいり

たいと考えております。 

 最後の3点目でございます。来訪者の円滑な移

動に向けた受入れ体制の強化でございますけれ

ども、このような情報発信の効果による来訪者

が県内を円滑に移動できるよう、MaaSの活用や

長崎空港からの二次交通対策に取り組むととも

に、インバウンドが集中しております主要都市

からの誘客を促すため、観光案内機能の強化を

進めてまいりたいと考えております。 

 この事業につきましては、繰越明許費を設定

させていただいておりまして、次年度も切れ目

なく、関係課と一体となって展開してまいりた

いと考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますようお願い申し上げます。 

【山村分科会長】 次に、物産ブランド推進課長

より補足説明を求めます。 
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【庄司物産ブランド推進課長】 続きまして、資

料の6ページのほうをお願いいたします。 

 長崎県産酒消費拡大推進事業費といたしまし

て、酒造用原料米の高騰による価格転嫁などの

影響により、県産酒の需要減少が懸念されてい

る状況を踏まえ、消費の下支えを図るための事

業経費として、1,500万円を計上いたしておりま

す。 

 事業内容といたしまして、まず、県産酒指定

店を対象とした「県産酒飲んでみんねキャンペ

ーン」でございます。これは、県内の飲食店に

おいて、県産酒を注文された方へデジタルスタ

ンプを付与し、抽選で県産品が当たるキャンペ

ーンを実施し、飲食店での消費拡大を図ること

としております。 

 次に、「県産酒買ってみんねキャンペーン」

でございます。これは、県公式オンラインスト

ア「ながおしセレクト」において県産酒特集を

実施するとともに、ECモール内での酒類購入に

使用できるクーポンを発行することで、オンラ

インでの県産酒購入を促進することとしており

ます。 

 これら2つのキャンペーンにつきましては、令

和8年6月から8月までの3か月間の実施を予定し

ております。 

 そのほか、県公式ユーチューブ番組「酒マニ

ア」の総集編動画の作成や多言語の字幕への対

応など、県産酒の情報発信強化にも取り組むこ

ととしております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

【山村分科会長】 次に、資源循環推進課長より

補足説明を求めます。 

【山内資源循環推進課長】 海岸環境保全対策推

進事業の補正予算について、ご説明させていた

だきます。 

 観光生活建設分科会補足説明資料の3ページ

をご覧ください。 

 この海岸環境保全対策推進事業は、長崎県海

岸漂着物対策推進計画に基づき、市町が実施す

る海岸漂着物の回収・処理や発生抑制対策の支

援を行うものです。 

 今回の補正予算につきましては、国において

決定されました「強い経済」を実現する総合経

済対策予算のうち、防災・減災・国土強靱化関

係の推進関連の予算を活用しまして、令和8年度

の事業予算を前倒しで確保するためのものです。

この予算は、国の令和7年度補正予算で38億円が

計上されており、補助率は離島地区が10分の9、

半島・過疎地域が10分の8、その他の地域が10分

の7となっております。 

 また、漁業者が自主的にボランティアで持ち

帰ってきた漂流ごみを市町が処分する費用につ

いては、10分の10となっております。 

 今回、補正予算として計上しておりますのは、

事業費として5億7,563万1,000円であり、そのう

ち5億6,082万4,000円を国庫補助金予定額とし

て計上しております。この補正予算につきまし

ては、全額次年度に繰り越しすることとしてお

り、令和8年度の実施に係る予算額については、

別途ご審議いただく令和8年度当初予算の7,374

万6,000円と合わせて、6億4,937万7,000円を確

保させていただきたいと考えているものでござ

います。 

 以上で補足説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

【山村分科会長】 次に、都市政策課長より補足

説明を求めます。 

【真鳥都市政策課長】 第65号議案、令和7年度

長崎県一般会計補正予算（第10号）のうち、都
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市計画費について、補足してご説明いたします。 

 予算決算委員会観光生活建設分科会補足説明

資料(経済対策補正)土木部の3ページをお開き

ください。令和7年度3月補正（経済対策補正）

事業予算書で説明をいたします。 

 これは、電気代、燃油高騰により、影響が生

じている指定管理者に対し、公共サービスの維

持・継続のために支援を実施するものです。予

算額は1,137万7,000円になります。 

 支援する対象施設は、県立総合運動公園にな

り、その指定管理者に対し支援するものです。 

 支援額につきましては、令和7年度の指定管理

者の事業計画における電気代等の予算額に対し、

執行見込額が超える分を支援負担金として支援

するものになります。 

 財源といたしましては、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金を活用し、全額国費が充

当されます。 

 以上で、都市政策課の補足説明を終わらせて

いただきます。よろしくご審議賜りますようお

願いいたします。 

【山村分科会長】 次に、港湾課長より補足説明

を求めます。 

【本多港湾課長】 第65号議案、令和7年度長崎

県一般会計補正予算（第10号）のうち、港湾空

港費部分及び第66号議案、令和7年度長崎県港湾

施設整備特別会計補正予算（第5号）について補

足してご説明いたします。 

 観光生活建設分科会補足説明資料4ページ、令

和7年度3月補正経済対策補正予算事業説明書を

ご覧ください。 

 これは、電気代、燃油高騰の影響を受けてい

る指定管理者に対し、公共のサービスの維持・

継続のために支援を実施するものです。この支

援に要する経費として344万5,000円を計上して

おります。 

 内訳としましては、長崎水辺の森公園や松が

枝国際ターミナルビルなどを管理する長崎港常

磐・出島地区及び松が枝地区の指定管理者に対

して321万5,000円、長崎港福田マリーナ及び長

崎出島ハーバー、小江ボートパークを管理する

指定管理者に対して、23万円を計上しておりま

す。 

 支援金額の算定につきましては、今年度の指

定管理者の事業計画における電気代等の予算額

に対し、執行見込額が超える分を支援負担金と

して支援するものでございます。 

 財源としては、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を活用し、全額公費が充当されま

す。 

 以上で港湾課の補足説明を終わらせていただ

きます。ご審議賜りますようよろしくお願いい

たします。 

【山村分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

【小林委員】 文化観光国際部、その経済対策、

事業名 観光情報発信事業費。重点支援地方交付

金を財源として、ここに書いてあるように、4億

8,000万円の事業、その事業概要ということは、

物価高騰の影響を受けている観光業界の活性化

を図るため、本県が旅行先として選ばれるため

のプロモーション等を展開し、国内外からの誘

客を促進と、こういう内容になってますね。 

 そこでお尋ねしますがね、この事業の背景に

はね、先ほど観光振興課長からお話があったよ

うに大事なこと、あんまりさらっとこう言うか

ら、どのくらい大事かということを受け止めて

いるかと。大変なことを言ってんだよな、君は。

そういうことをさらっとこう言ってるんだけど
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も、実はですね、観光振興課長がアメリカのニ

ューヨーク・タイムズね。アメリカのぞ、大村

じゃないぞ。アメリカのニューヨーク・タイム

ズ。2026年に旅行先として行くべきね、52か所。

これが発表されて、何とその中に、我が長崎市

がね、入っているというようなことでありまし

た。 

 私もね、今年のお正月の1月8日、長崎新聞を

実は拝見をいたしました。そこで今のような、

そういうこの2026年、旅行先として行くべき52

か所の中の、何と長崎が17番目。それから沖縄

が46番目だったかな。そういうようなことでね、

明らかになってるわけだよ。 

 それで、こういうニューヨーク・タイムズが、

我が長崎市を17番目に持ってきて発表してくれ

たと、選定していただいたということは、これ

は大変なことであって、これは、このニューヨ

ーク・タイムズというのは言うまでもなく、ア

メリカの有力紙であることにとどまらずですよ。

これはもう世界で、すごく評価されている有力

紙です。 

 そういう状況の中で、それだけのやっぱり評

価を受けているということは、これは大変な追

い風だと思うわけです。これはもう、あなた方

はね、大変な、実はしてやったりということで、

これはもう快挙と、私はそう思っているわけだ。 

 そういうことだから、このチャンスを、生か

さない手は絶対ないと、こう感じるわけですね。 

 そこでね、こういうアメリカのニューヨーク・

タイムズ辺りから、こうやって選定されること

によって、どれだけのですね、やっぱり、観光

振興という形の中で、いわゆる効果が期待でき

るのか、この辺についてね、今、見込みである

かもしれんが、どういうような考え方を持って

いるか。 

 もちろん、過去においてね、富山とか、ある

いは山口市とか、いろんなところが、大阪もあ

ったかな。そういうところが選定をされている

過去の実績もあるわけだ。そうすると、我が長

崎市がこういう形で選定されたということによ

って、どのようなこういう観光効果があらしめ

るのかと、この辺について、ちょっとお尋ねを

したいと思います。 

【長野観光振興課長】 今回、ニューヨーク・タ

イムズの2026年に訪れるべき52か所に選定され

たということで、他県の事例になりますけれど

も、他の自治体においても、このニューヨーク・

タイムズの52か所に過去に選ばれたというもの

がございます。そういったものを見ましても、

単なる話題づくりにとどまらず、やはり観光客

数の増加であったりとか、消費の拡大につなが

るといった効果が見られるところでございます。 

 例えば、2024年ですけれども、山口市でござ

いますが、やはりこのニューヨーク・タイムズ

の選出を受けて、これは関係機関が算出したと

ころ、県全体で年間54億円の、経済波及効果が

あったといった試算も行われてございます。 

 特に、外国人だけではなく、国内旅行者が改

めて注目したといったような、消費効果も大き

かったというふうにお聞きしております。 

 また富山市の事例、2025年ですけれども、こ

ちらも同じく外国人観光客にとどまらず、国内

宿泊客数の増加にも、全体としてつながったと

いうことで、やはりこのニューヨーク・タイム

ズへの掲載というのは、海外向けの効果だけで

はなくて、国内向けにも波及をしっかり持つも

のというふうに認識しているところでございま

す。 

 本県としては、今回の選出を一過性の話題に

終わらせることなく、しっかりと観光消費の拡
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大につなげてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

【小林委員】 今お話があったように、ニューヨ

ーク・タイムズに選定をされたことで、過去の

事例で、例えば今お話があった山口市、これは

県全体で54億の経済効果があったと。また、富

山市においても、県全体で相当な効果があった

というようなことだから、本当にしてやったり。

快挙。こういうふうに私はね、あなた方を激励

したいと思っているわけだよ。 

 要は、これから大事なことは、どういう取組

をやるかと。世の中における、例えば私がちょ

っと記憶にあることは、あのコロナ禍の中にお

いたときに、あのね、宿泊クーポンか、ああい

うのをやって、非常に即効性があって、かなり

評判が高かったよね。ああいうような形で、今、

物価高で非常に、やっぱりある意味では消費等

も落ち込んでいる。これを、やっぱり元気な、

観光県長崎県としてやっぱりこのやっていくた

めには、どういう事業を取り組むかということ

がとっても大事で、私はこのチャンスを、どん

なことがあっても生かさなくちゃいかんと、こ

う思ってるわけですよ。 

 そこでね。今言うですね、宿泊クーポン券み

たいな、非常に何というか、即効性、こういう

ものがあったり、そんな状況で、そういうこの

宿泊クーポン券をまたやるような考え方の中で

取り組んでいくのか、取り組み方についての内

容、その辺を観光振興課長にお尋ねしてみたい

と思います。 

【長野観光振興課長】 今回の取組で宿泊クーポ

ンに取り組んではどうかといったご意見かと思

っております。 

 宿泊クーポンは、コロナ禍の中のいわゆる起

爆剤として、かなり大きな効果をもたらしたと

いうふうには認識しております。 

 やはり短期的な需要喚起先といたしまして、

やっぱり一定の即効性が期待できる手法である

というふうには思っております。特に近県から

の誘客については、有効な場面もあります。 

 ただ今回、やはりニューヨーク・タイムズの

2026年に行くべき52か所への選定。先ほども他

県の事例を少しお話しさせていただきましたけ

れども、その観光の需要をクーポンによる割引

で、一時的に動かすというよりも、今は、やは

り高まっている本県への関心を、しっかりと実

際の来訪につなげるといったような場面ではな

いかなと。 

 先ほど委員からもおっしゃっていただいたよ

うに、このチャンスをしっかりと生かしていく

必要があると思っております。 

 それで、今回の事業におきましては、一時的

な値引きによる需要の前倒しということではな

くて、本県の魅力と選ばれる理由というのをし

っかり届けながら、来訪や県内の周遊、観光消

費の拡大につなげていくプロモーションを重視

して取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

【小林委員】 よく分かりました。 

 そういうダイナミックにもっと何て言うか、

端的じゃなくして、ずっと一過性じゃないよう

にしていきたいと。こういうことをね、あなた

が今、一生懸命強調しているわけだよ。かなり

気合が入ってもらわんと困るし、入っているよ

うに見受けられるわけよ。これはもうあなた、

異動せんとおらんばいかんぞ。継続せんばいか

ん。 

 そういうようなことの中でね、じゃあ次はね、

インバウンド推進課長、今回、こういうような

ね、ニューヨーク・タイムズからのバックアッ
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プを受けて、追い風を受けたわけだ。こういう

ようなことで、あなたのとこの、このさっきも

言った事業内容の1に、旬な話題を生かした情報

を発信。事業費として3億6,500万円が計上され

ております。 

 先ほどから話している、こういう状況の中で

ですね、欧米豪、それから東アジア、こういう

ところをですね、対象としてプロモーションを

展開したいと。こういうような形で、この議案

の中にあるわけです。 

 だから、そういう点からしてみて、これは私

はですね、この非常に、このプロモーションに

は、やっぱり期待をしたいと。抜本的なプロモ

ーションをつくってやってもらいたいと、こう

思っているわけだよ。 

 ただ、残念ながら、今、長崎県にはですね、

インバウンドがね、極めて低下というか、あん

まりね、これは私は大村で、この空港のところ

におるからよく分かるわけだけど。2万人とか1

万人とか、そういうような、まずいわゆる九州

の中で、一番の最下位なんだよ。そういう状況

で、果たしてこの欧米豪の人たちが、どれぐら

いこの長崎県に来ていただいているのか、その

ようなところについては、どのようにですね、

説明ができますか。 

【小宮インバウンド推進課長】 観光庁の宿泊旅

行統計調査によりますと、2025年、令和7年の1

月から12月、1年間の外国人延べ宿泊者数の速報

値になりますけども、国・地域別の数値で見ま

すと、本県が約51万6,000人泊となってございま

す。この51万6,000人泊のうち、欧米豪からのお

客様が約8万1,300人泊となっておりますので、

全体に占める割合としましては約17％という状

況でございます。 

【小林委員】 今ね、インバウンド推進課長は、

本県には、大体この欧米豪は、大体全体の17％

ぐらいはその方々ではないかと。この17％とい

うのはね、他と比較ができないから、多いのか

少ないのか分からんわけだよ。全国平均は幾ら

ぐらいになってるのか、分かるか。質問の通告

はしとらんぞ。分かりますか。 

【小宮インバウンド推進課長】 同じく速報値で

申し上げますと、全国の合計が約1億5,300万人

泊という状況でございます。このうち、欧米豪

の宿泊が約3,980万人泊でございますので、占め

る割合としましては、約27％になるという状況

でございます。 

【小林委員】 今ね、インバウンド推進課長がよ

く答えてくれたと思うんだけども、大体全国平

均が27％、長崎県は17％と、こういうことで、

かなりのやっぱり落差があるわけだな。選挙な

ら落選だよ。そういう感じがするわけで、やっ

ぱりその辺から考えてみてもですね、これから

プロモーション等を通じながら、しっかりやっ

ていただかなければいかんということ、そうい

う課題がね、見えてくるような感じがしますね。 

 ではそこで、お尋ねしますがね。これは答え

きらんかな。ちょっとインバウンド推進課長ね、

例えばですよ、欧米豪、ここのプロモーション

の在り方と、東アジアのプロモーションの作り

方、在り方。ここはやっぱり、これは全然もう

国民性も、あるいは求める内容も違うと思うん

だよ。そういう点を考えると、当然同じものを

作るわけにいかんと思ってる。だから、欧米豪

に対してどういうことに力を入れていくのか。

あるいは、東アジアについてはどういうような

プロモーションに力を入れていくのか。それを

答えることができますか。 

【小宮インバウンド推進課長】 委員ご指摘のと

おり、欧米豪市場の日本への訴求のコンテンツ、
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それから東アジアの旅行者が求めるコンテンツ

は異なってまいりますので、特に欧米豪市場に

おいては、長崎市は被爆地として認知されてい

るという状況でありますけれども、離島・半島

地域を含めて、本県全体は、まだまだ観光地と

して認知は高くないということで、私も認識を

いたしております。 

 こういった機会を活用して、今回の事業では

インフルエンサーなど、情報発信力の高い方を

招聘して、各種メディアまたはSNS等、様々な媒

体を活用したプロモーションを実施してまいり

たいと考えております。 

 まずは、欧米豪につきましては、認知度を高

めていくというプロモーションを実施したいと

思います。特に今年は、日本とイタリアの国交

樹立160周年という節目の年になりますので、本

県が有します世界文化遺産の長崎と天草地方の

潜伏キリシタン関連遺産、そして天正遣欧少年

使節、こういった本県独自の歴史文化を継続し

て、ヨーロッパ等には、情報発信を行ってまい

りたいと思っております。 

 東アジア市場につきましては、特に韓国のソ

ウル、釜山から直行便がございますので、こう

した直行便を利用したインバウンド誘客に注力

してまいりたいということで、メディアを活用

したプロモーションを実施することといたして

おります。 

【小林委員】 天正遣欧使節、これは大村も関わ

ってて、何て言うのか、大変タイムリーで、こ

ういうプロモーションを、非常に期待をしたい

と思います。 

 このプロモーションを実施することによって、

どんな成果を考えているのかと、そういうとこ

ろについては答えますか。 

【小宮インバウンド推進課長】 先ほど答弁いた

しましたように、東アジア、特に韓国が、ソウ

ル、釜山から直行便が就航しておりますので、

今回のプロモーションの効果としては、比較的

早いタイミングで宿泊、飲食、ショッピング等、

観光消費額の分野で消費拡大が期待をされます。 

 一方で、本県と直行便がない欧米豪につきま

しては、今回のプロモーションを実施すること

で、直ちにインバウンドのお客様が増加すると

いう状況にはないかと思いますけども、欧米豪

はなかなか即効性にはつながっていかないと思

います。 

 先ほど観光振興課長が答弁しましたように、

今回の契機を、今後のプロモーションにしっか

りと継続して行うことで、令和8年以降、令和9

年、令和10年につながるように、継続して取り

組んでまいりたいと思っております。こうした

継続した取組が、観光業界の活性化の下支えに

なるというところで、注力してまいりたいと考

えてございます。 

【小林委員】 伊達部長、あなたの出番だ。今言

うように、アメリカのニューヨーク・タイムズ

社で、長崎市が17番目にノミネートされたとい

うことはですね、大変ありがたいことです。こ

れは、この間の天皇皇后両陛下を迎えて、ああ

いうピース文化祭も盛大に、やっぱり誇るべき

ですね、成果を収めて、あなたは静かだけどよ

くやってるよね。本当に、よく頑張ったと思う

んだよ。 

 今回の観光に、これだけの、やっぱりノミネ

ートされて、選定されたということは大変なこ

とです。 

 それで、ここで、ある意味で部長に尋ねたい

ことは、こうやって長崎市がやっぱり選定され

たと。確かに長崎はああいう駅周辺の整備も、

全部整備をされて、ホテルなどの棟も立派にで



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月１２日） 

- 14 - 

きて、これ大変な環境整備が整って、本当に世

界から、国内だけじゃなくして、どうぞお客様、

来てくださいとね、こういうようなことで、我々

はある意味では自信持ってお客様を迎えること

ができると思うんです。 

 ただ、1つ、願わくば、やっぱり今回のこのい

わゆる選定は長崎市だけに偏りすぎて、いわゆ

る長崎県全体が、やっぱり周遊すると、こうい

って、長崎市だけじゃなくして、長崎県全体が、

今回のニューヨーク・タイムズで盛り上がる、

こういうようなことを考えるべきじゃないかと

思うが、部長の見解を求めたいと思います。 

【伊達文化観光国際部長】 まずもってお褒めの

お言葉をいただき、ありがとうございました。 

 委員ご指摘のとおり、今回のニューヨーク・

タイムズの記事で紹介されておりますのは、や

はり被爆クスノキでございますとか、カステラ、

そしてグラバー園など、長崎市内のスポットで

ございますので、他県の事例を見ましても、一

義的には、長崎市に注目が集まるというものだ

と考えております。 

 そのため、県といたしましては、その効果を

県北でありますとか、県央、島原半島、そして

離島、幅広い形で、波及させていく、これが本

当に重要であると考えております。 

 県内各地への、しっかり関心を高めて、広域

周遊につながるような、施策をしっかりと講じ

ていく必要があるものというふうに考えてござ

います。 

 今回、1,270万人というその購読者を抱えるニ

ューヨーク・タイムズに取り上げられたことは、

これは広告換算額の総額でいっても、10億円を

超えるというようなことも言われております。

このまたとない好機を、しっかりと最大限に活

用しながら、国内外から代表的観光地として選

んでいただけるような観光立県長崎を目指して

まいりたいというふうに考えております。 

【小林委員】 部長、よくぞ答えていただいた。

それでニューヨーク・タイムズが、1,270万人ぐ

らいの購読者がいると。あなたも結構調べてい

るんじゃないかな。大したもんだ。それで、金

額とすればこうだということまで、さすが長崎

県の観光を任せていい部長である。 

 そういうことから考えてね、今、長崎県全体

の底上げを図っていこうと。物価高によって、

長崎県の観光消費額はやっぱり低迷していると。

これを何とか打破しないといけないんという、

1つの追い風、きっかけ、チャンスに、こういう

ふうにしてもらいたいと思っております。 

 ぜひですね、今回の本当に皆さん方の努力で、

ここまで上り詰めた本県の観光業整備、しっか

りやっていただくように、私は激励して終わり

たいと思います。 

【山村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【徳永委員】 今の小林委員の質問にも関連しま

すけれども、このインバウンドに対してですね、

この受入態勢整備事業、7,800万円が計上されて

おりますけども、この長崎空港からのインバウ

ンド向け二次交通対策の内容について、質問い

たしたいと思います。 

【小宮インバウンド推進課長】 今回の二次交通

対策につきましては、韓国からの直行便がござ

いますソウル線、そして釜山線から、それぞれ

の航空会社、また韓国側の旅行会社から長崎市

内方面、それから佐世保市内方面の空港リムジ

ンバス、これ以外に、島原半島に向かうバス、

それからハウステンボスに向かうバスを何とか

運行していただけないかという強い要請を受け

てございます。今回は、試験的に期間を限定し

て、雲仙行きの直行バスとハウステンボス行き
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の直行バス、こういった商品を組み込んだ旅行

商品を、韓国側の旅行会社に造成していただき

たいと考えております。 

 県内各地域に、韓国からのお客様を送客でき

るように、試験的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

【徳永委員】 私が、議長のときに課長と一緒に

ソウルに行ったときに、大韓航空の副社長から、

やはりこのハウステンボスについては非常に大

きな期待と、そしてソウルからも、もっと行く

と、韓国からもですね。それだけのハウステン

ボスの魅力、この財産というのを言われました

よね。そういう中で、課長も一生懸命頑張って

PRをした中での、効果はあったのかと思います

けども、私が思うのは、1つ、今、先ほど小林委

員からあったように、この長崎空港の利用者と

いうのが非常に少ない中でですね、今度私の一

般質問で取り上げますけどね。1つは、長崎空港

からのあればいいんですけどね。福岡空港から

というのは、ちょっとあれなんですけど、これ

今どういう状況なんですかね。 

 例えば、試験的なものですけども、福岡空港

からも、今、何かやってますか。長崎県へのバ

スの運航実績はありますか。 

【小宮インバウンド推進課長】 過去、コロナが

明けた後に、福岡空港から本県への送客という

ところで、バスを実証的に運行した事例はござ

いますけども、あまり乗車率が良くなかったと

いうことで、一旦中止をしているという状況で

ございます。 

【徳永委員】ちょっと後でまた言いますけれど

も、分かりました。 

 そういう中でですね、今回この長崎空港から

のこの試験的なものですけど、これいつ頃、こ

の実証実験をやるようにしておられますか。 

【小宮インバウンド推進課長】 私どもが把握し

ております観光庁の宿泊旅行統計調査において、

本県のインバウンドの宿泊者が、年間通して、

6月と9月が少し落ち込むというデータがござい

ます。今回は韓国側の旅行会社、それから県内

のバス事業者、こういった関係する皆様との協

議等がございますので、予算成立後、速やかに

継続して協議を行ってまいりますけども、実際、

このバスの旅行商品造成して販売をするという

期間も考慮いたしますと、8月から9月頃の実施

になるものと見込んでおります。 

【徳永委員】 私が知る限り、過去もやってるん

ですよね。例えば雲仙。結果がよくないという

ことで、この閑散期がいいのかどうか、これは

どういうことでこの閑散期というものがいいと

いう判断をしたんですか。 

【小宮インバウンド推進課長】 ソウルから大韓

航空、それから釜山からエアプサンが就航いた

しておりますけれども、やはり韓国のお客様か

らすると、この夏の時期は九州は暑いというイ

メージ、印象が先行しております。夏ダイヤに

ついては、冬ダイヤと比較すると、便数も減少

するような傾向もございますので、夏の時期で

あっても、雲仙は比較的涼しく過ごせるという

こともありますので、この夏の時期に島原半島

を訪問いただく、この夏の時期に家族連れでハ

ウステンボスを訪問していただくというところ

を1つの狙いとして、この夏季ダイヤの就航に合

わせた旅行商品の造成というところに、1つのポ

イントとして、このバスを、直行バスを運行さ

せるという狙いで、造成を旅行会社にお願いし

たいと思っております。 

【徳永委員】 はい、分かりました。 

 過去にね、やったけども、なかなかこの効果

というのが出なかったということで、ただ雲仙
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の観光関係の皆さんは、非常にですね、これ以

前から私にも、やはりこのバス、空港からの、

これやっぱり要望が大きいんですね。ただ、や

はりこういった実証実験等やったけども、なか

なかやっぱりいい結果というか、利用者がない

ということで、非常にもう、今後、こういうも

のをもうちょっと諦めぎみというかですね、あ

った中でですね、こういったソウルのほうから

ソウル便、そしてまた、韓国の航空会社からこ

ういう要望があったということは、非常にいい

ことであります。 

 そういう中でですね、今回は試験的な取組と

あるけども、今後は、この事業をどのように展

開されるのか、お伺いをしたいと思います。 

【小宮インバウンド推進課長】 今回は国の交付

金を活用いたして、実証的に展開をするという

ことで、企画をいたしましたけども、今、現段

階では、3つのステップで事業構築を考えてござ

います。 

 今回は第一弾として、個別具体の旅行会社に

直行バスを組み込んだ造成をお願いしますけど

も、次のステップとしては、複数の旅行会社に

旅行商品を造成して、多くのお客様にこの直行

バスを利用していただく。まずはステップ1、ス

テップ2で、この直行バスがあるということを認

知していただく。お客様の利便性を向上させる

というところを狙いとして考えております。 

 最終的にステップ3としましては、国内外の全

てのお客様が、定期便として島原半島への直行

バス、ハウステンボスへの直行バスということ

で、まずは認知を図って利用者の利便性を向上

して、全てのお客様に利用していただくという

ことで、徳永委員もご指摘のとおり、以前も、

実証で、トライアルで直行バスを走らせたとい

うことも、私も承知しておりますけども、やは

り関係の皆様、交通事業者の皆様からお聞きす

ると、どうしてもこの直行バスが運行している

ということをご存じないお客様が多くいらっし

ゃるということですので、このPR、路線のプロ

モーションを兼ねて、一足飛びではなくて、ス

テップを踏んで、今回取り組んでまいりたいと

思っております。 

 国の施策等もですね、活用しながら、地元自

治体、それから関係団体、交通事業者とも、よ

く協議のうえ、どういった方法が取り得るのか

というのは、研究してまいりたいと考えてござ

います。 

【徳永委員】 確かに、要は長崎空港のインフォ

メーション、あそこのやっぱり案内がね、非常

にやっぱりよくないんですね。これ言われてま

す。行かれる方、出てくる方にもやっぱり空港

でですね、到着便からのやっぱり受入れなんで

すよね。そういうところもね、やっぱりあそこ

のインフォメーション、そしてまた表示板等の

ですね、ここをしっかりとした対策を取ってい

ただきたいと思います。 

 先ほど私がちょっと福岡空港、ちょっと話が

前後したんですけれども、以前私が、釜山から

ソウル便で帰ってきたときに、もう満席だった

んですよ。これLCCだったんですけどね。若いカ

ップルの方にお聞きをしたときに、どういうコ

ースなんですかと聞いたら、福岡空港に行った

後ですね、福岡で2泊、1泊が別府なんだという

プラン。まず到着した日には、福岡の屋台とか、

食を満喫をすると。そして明くる日が、今度は

2日目は湯布院に行って温泉。今度は3日目は、

また帰って、福岡でショッピング、また夕食も

やって3泊4日なんだということであります。 

 そして、私が福岡空港で目にしたのは、とに

かくこの博多駅のやっぱりバスターミナルもそ
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うなんですけどね、とにかく亀の井バスあれが

満席なんですね。福岡空港でね、長崎行きの高

速バスなんか見たときには、がらがらなんです。

福岡国際空港で。 

 こういったことを考えればね、やはりPR不足

ということと、やはりこのハウステンボス、こ

の雲仙という、これは有名なんですよね。これ

はやっぱり、そういったもののね、しっかりと

プロモーションをかけれれば、私は決して、福

岡には滞在するかもしれませんけど、その大分

に行く分がね、私は長崎に引っ張れるというの

が、非常にあると思いますし、またこのソウル

便をね、しっかりと活用できれば、さらなる私

は実績、効果というものがあると思いますので、

どうぞよろしくお願いをしたいと思っておりま

す。 

 また、先ほどのですね、このプロモーション

事業、4億8,000万のうちのこのプロスポーツク

ラブと連携したプロモーションという事業が予

定をされておりますけども、この事業内容につ

いてお聞きをいたします。 

【川瀬スポーツ振興課長】 プロスポーツクラブ

と連携したプロモーションの事業費については、

2,000万円となっております。 

 次に、事業内容についてですが、今回のV・フ

ァーレン長崎による8年ぶりのJ1昇格は、本県の

交流人口の拡大や地域経済の活性化に資する契

機であると認識しており、ホームゲーム開催に

伴い、観戦チケットや飲食、グッズ購入など、

観客増加に応じたスタジアム内での直接的な消

費の増加が見込まれるところでございます。と

りわけアウェー客については、スタジアム周辺

のみの滞在にとどまらず、県内各地を周遊され

る可能性がありまして、スタジアム周辺の消費

にとどまらない幅広い効果が期待されることか

ら、アウェー客向けの情報発信は大変重要であ

ると認識しております。 

 そこで、県外で開催されるアウェー戦におい

て、スタジアム周辺に本県のPRブースを設置し

て、パンフレット等を配布するとともに、当該

スタジアムの大型ビジョンを使い、試合前やハ

ーフタイムに本県の観光物産等のPR映像を放映

することで、本県の魅力を発信したいと考えて

おります。 

 また、ピーススタジアムで開催されるホーム

ゲームにおいても、アウェー客に向けた観光・

物産等のPRなどを行うことで、県内周遊の促進

や本県の認知度向上につなげてまいりたいと考

えております。 

【徳永委員】 このJリーグをちょっとね、アウ

ェーの取込みというのを見たらですね、Jリーグ

におけるアウェーサポーターの取込みはですね、

地域経済活性化とスタジアムの集客において、

非常に重要な戦略となるということ。2025年時

点では、新スタジアムの誕生やJTB等の旅行会社

との提携などを背景に、さらに高度なおもてな

しが求められているということも言われており

ます。 

 その中でですね、まずアウェー客を呼び込む

アウェーツーリズムの強化とですね、次は地域

全体で歓迎ムードの醸成、ホスピタリティ。そ

れにテーマパーク級のスタジアム体験。という

ようなことを言われております。 

 そして、各Jリーグのチームがですね、そうい

ったことを勉強しながらやっております。例え

ば広島ではですね、さっきあった平和、原爆の

ですね、そういった平和学習の取組とか、松本

というチームはですね、農園、農業の体験とい

うようなものもやっているということで、やは

り私も以前、山形に行ったことがあるんですが、
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雲仙市、国見町でキャンプをして、J1に昇格し

たものですので、ちょっと応援に行ったんです

けど、やっぱり行ったらですね、天童市だった

んですね、スタジアムが。やっぱり行くんです

ね、近くで、せっかくだからということで、や

はりもったいないんですね。純粋に応援だけ行

く人もいるでしょうけれども、やはりそういっ

たものを、観光を含めて行く人。たまたま長崎

に来ていて、やはりサッカーを見る人も、いろ

いろいるんですけれども、そういう方にも、そ

ういったものをまた広げていくというのも、非

常に大きな私は成果があると思うんですけれど

も、今後そういった中でですね、このJ1という

のは、やはり、失礼ですけれども、J2よりはさ

らに、それだけの観客数が増えております。 

 現に、どうなんですか。このホームで2試合や

ったときの、状況というのは。 

【川瀬スポーツ振興課長】 J1に昇格して、委員

ご指摘のとおり、2試合消化されている状況でご

ざいます。 

 2試合の観客数については平均2万37人となっ

ております。次に、アウェー客数についてです

が、アウェー客数については、Jリーグやクラブ

からの発表はございません。しかしながら、ク

ラブからお聞きしたところによると、昨年のJ2

平均、昨年のV・ファーレンのJ2のアウェー客の

平均値が約1,000人というふうに聞いておりま

したが、それと比較して、2試合消化時点で約1.5

倍弱ぐらい増えているというふうにお聞きして

いるところでございます。 

【徳永委員】 スタジアムシティもでき、そして

また環境が全然違いますよね。そういう中で、

このスタジアムだけではなくてですね、先ほど

言った長崎のこのニューヨーク・タイムズで取

り上げられたものもまた取り組みながらですね、

ピーススタジアムということで、非常にそうい

う意味では発信力もあるところでありますので、

そういったところもですね、フルに活用してい

ただいて、そして長崎の魅力を知っていただけ

れば、この事業費がですね、大きく私は貢献す

るものと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いします。 

【山村分科会長】 それでは、午前中の審議はこ

れにてとどめまして、午後は13時30分から開催

したいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 
 

― 午後 零時 ７分 休憩 ― 

― 午後 １時２９分 再開 ― 
 

【山村分科会長】 それでは、分科会を再開いた

します。 

 なお、鵜瀬委員から、午後の審査を欠席する

旨の連絡があっておりますので、ご了承をお願

いいたします。 

 午前中に引き続き、補正予算の審査を行いま

す。質疑はありませんか。 

【堤委員】 堤です。よろしくお願いします。 

 午前中に引き続いて、観光情報発信事業費に

ついてお尋ねをします。 

 午前中に、インバウンド向けの二次交通対策

ということはご説明がありましたので、それ以

外のところで、3番のところにですね、来訪者の

円滑な移動ということで、やはり県内移動する

というのは、本当にいろいろな、都市部に比べ

て大変な状況があるかと思うんですが、まず

MaaSを活用した県内周遊促進ということが挙げ

られています。これをですね、具体的にどうい

うふうなことを考えていらっしゃるのか、お尋

ねします。 

【長野観光振興課長】 MaaSを活用した県内周
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遊の促進ということで、今回の事業におきまし

ては、このMaaS、これ企画切符でございますと

か、道図とか、例えば交通機関の時刻表を見な

くても、移動者が目的地までのですね、移動手

段をしっかり見ることができる、また様々な、

地域の施設の入場料であったりとか、コンテン

ツの紹介といった、幅広くできるようなサービ

スになっております。 

 九州では九州MaaS、これは九州全体での取組

で、会員数約100社、これ交通事業者、関係団体

いろんなものを含めて100社で構成する仕組み

でございます。また県外見ますと、ゼンリンさ

んがストローカルといったようなものを展開さ

れているというところもあります。 

 あと大きく、全国的にも、JR系のそういった

MaaSといったような、仕組みを持ったものがご

ざいます。 

 これを使って、県内に来ていただいた方に、

まずどうやって、交通機関を、利用すればいい

のかとか、例えば自分が行きたい場所があって、

その間にどういった観光コンテンツがあるのか

というのを、しっかりとPRできるのではないか

というふうに考えておりまして、その中に企画

切符を載せたりとかですね。あるいは、こうい

った周遊で回ってはどうかといったようなルー

トのご案内とかですね。そういったものを、こ

のMaaSを使ってやっていければというふうに考

えているところでございます。 

【堤委員】 九州MaaSということも取り組まれて

いるし、JR系とか、全国展開するMaaSもあると

いうことですけれども、QRコードを読み込んで、

いろんなところに行く手段が示されたり、交通

手段調べたり予約をする必要はなくて、目的地

までの最適なルートが示されるとかですね、一

括で支払いなどができるとか、様々な利便性が

高いものであるというふうに受け止めているん

ですが、国交省の取組の中に、長崎MaaS推進事

業というのがありまして、昨年ですかね、長崎

市での地域交通、公共交通に関する長崎電気軌

道とかを利用するような、そういうMaaSという

のも取り組まれたように、ちょっと調べたらあ

ったんですけれども、これは長崎市だけの取組

になるかと思うんですが、その辺はどういうふ

うに捉えていらっしゃるのか、お尋ねします。 

【山村分科会長】 休憩いたします。 
 

― 午後 １時３４分 休憩 ― 

― 午後 １時３５分 再開 ― 
 

【山村分科会長】 再開いたします。 

【長野観光振興課長】 委員お尋ねの、長崎の

MaaSの取組というのは、全体で九州MaaSの実行

委員会というのがございまして、その中で各地

域においても、独自にしっかりと取り組んでい

くという枠組みがございます。その中で、長崎

県内でのその各事業者の取組を推進していこう

というのが、その取組でございまして、私が先

ほど申し上げました九州MaaSというのは、もう

全体の中のものでございます。これはもう一体

となって取り組んでいるというふうな認識でお

ります。 

【堤委員】 はい、ありがとうございます。突然、

なんか振ってしまってすみません。 

 本当に交通手段というか、どうやって行った

らいいかというのが、私たち、国内の交通でも

やっぱり迷うところがありますので、特に観光

客に対してはですね、こういったMaaSの活用と

いうことは、非常に有効かと思っています。 

 それと、最後にありますインバウンドが集中

する主要都市からの誘客に向けた観光案内の強

化ということ、これについてですね、インバウ



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月１２日） 

- 20 - 

ンドが集中する主要都市と言いますと、日本の

観光の中のその東京や、京都や、大阪や、そう

いったゴールデンルートと言われるところをぱ

っと想像してしまうんですけれども、主要都市

から長崎にどうやって誘客するかという、その

強化の部分について説明をお願いします。 

【小宮インバウンド推進課長】 委員ご指摘のと

おり、私どももゴールデンルートからの誘客を

考えてございます。 

 法務省の出入国管理統計によりますと、2024

年、令和6年度になりますけども、欧米豪のイン

バウンドが来日されるときに、東京の羽田空港

の利用者が260万人程度ございます。千葉県にあ

ります成田空港を利用して入国された方が、約

220万人いらっしゃいます。全体で、610万人ほ

どの欧米豪のお客様が、令和6年度、いらっしゃ

ってますけども、今申し上げた数字で、羽田空

港利用者が約42％、成田空港利用者が約36％と

いうことで、もう8割弱の欧米豪のお客様が、こ

ういった羽田、成田を利用されて、訪日されて

おります。 

 こういったことから、まずは東京の交通結節

点であります東京駅周辺の、観光情報センター

等で協議を進めているところでございます。そ

こで本県の多言語のパンフレットを設置すると

いうことと、本県の映像を、ディスプレイで放

映するといった取組、また現地に、多言語対応

のコンシェルジュが常駐しておりますので、コ

ンシェルジュによる本県の観光地の案内、こう

いったものを考えてございます。 

 もう1か所、関西についても、入国されたイン

バウンドのお客様が、京都、大阪、関西方面も

お出かけになられているという情報でございま

すので、大阪についても、観光案内所等を検討

しておりまして、大阪駅周辺の梅田地区、また

は道頓堀等がございます難波エリア、こういっ

たところを中心に、今、観光案内所の設置等に

ついて、検討を進めているところでございます。 

【堤委員】 はい、ありがとうございます。 

 羽田、成田、それから関空もあります。そう

いったところから、やっぱり欧米豪の観光客が

たくさん来日をされるということで、そういっ

たところに長崎の情報に触れることができるよ

うな観光案内所、そういったものを取り組むと

いうことですね。旅行会社の方にお話をお聞き

すると、欧米豪の観光客の皆さんというのは、

2、3週間とか、1か月とか、長期の旅行をされて、

聞けば1人30万円ぐらい、日本にお金を落として

いかれるということも聞きました。それであれ

ば、やはり長崎の離島であったり、そういった

ところまで案内して連れてくることができれば

ですね、様々な観光地、日本の食とか、それか

ら体験とか、そういったことが非常に人気が高

いとお聞きしていますので、ぜひそういったと

ころの観光につなげていただけるような、そう

いう取組にしていっていただきたいなと思いま

すけれども、そこのところはいかがでしょうか。 

【小宮インバウンド推進課長】 委員ご発言のと

おり、欧米豪のインバウンドのお客様は、比較

的滞在日数も長く、1人当たりの観光消費額も多

いという状況でございますので、私どもも今回

の取組を通じて、やはり、旅マエ、それから旅

ナカ、それぞれフェーズがございます。旅マエ

のフェーズでは、今現在取り組んでおりますFIT

向けのOTAサイトへの特集記事の発信でありま

すとか、今回のニューヨーク・タイムズに掲載

されたというホットな情報を、あまり時間をか

けずにWebですとかSNS、そういった媒体を活用

しながら拡散を図ってまいりたいと考えており

ます。 
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 また旅ナカの情報で申し上げますと、やはり

長崎の歴史や文化、食、お酒、こういったもの

が、欧米豪のお客様には大変人気があるという

情報もございますので、こういった歴史・文化、

特に本県特有のキリスト教関連遺産ですとか、

こういったものはほかにない、唯一無二の独自

の歴史・文化でございますので、欧米豪のお客

様には、特にこういったキリスト教関連遺産の

巡礼ツアー等々も含めて、ご案内してまいりた

いと考えてございます。 

 やはり県内を周遊していただくことで、離島・

半島の近く、地域の魅力に触れていただいて、

しっかりと長崎のプロモーションを行って、満

足していただけるように取り組んでまいりたい

と考えております。 

【堤委員】 長崎はやはり観光資源の宝庫だと思

いますし、本当にもっともっとですね、強気に

出て、プッシュしながら、この観光政策を進め

ていただけたらと思っています。よろしくお願

いいたします。終わります。 

【山村分科会長】 ほかに。 

【宮本委員】 お疲れさまです。久しぶりの委員

会となりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 私のほうからも二、三ですね、質問をさせて

いただきます。 

 文化観光国際部の観光業界活性化プロモーシ

ョン事業費4億8,000万円について、これは午前

中も、そして先ほどもですね、いろいろ質問あ

っておりますけれども、確認の意味も踏まえて

質問をさせていただきます。 

 補足説明資料を頂きまして、5ページですね。

いろいろ確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、事業概要、目的等の中にですね、観光

業界、物価高騰の影響を受けている観光業界の

活性化を高めるということが目的だということ

です。非常に大事な視点です。 

 まず確認したいのは、観光業界がどのくらい

物価高騰の影響を受けているのか。例えば、宿

泊客が激減しているとか、要は、ホテル、観光

に対する、電気代が上がっていて、なかなか経

営が非常に厳しい状況にあるとか、そういった

のが背景にあるかと思うんですが、長崎県内で

どの程度ですね、物価高騰の影響を観光業界が

受けているのか、ざっくりした数字でも構いま

せんけれども、そういったのが分かれば教えて

いただければと思います。 

【長野観光振興課長】 物価高騰の影響を受ける

観光業界の影響の部分でございますけれども、

やはりエネルギー価格の高止まりでございます

とか、人件費、当然仕入れの価格というのは、

ご承知のとおり高騰しているというような状況

でございまして、経営コストが増加している状

況ではございます。これはご承知のとおりかと

思っております。 

 本県でも昨年の、これはもうちょっと古いデ

ータになりますけれども、4月に、宿泊事業者に

ついても少しアンケートを取りました。その際、

実際の販売価格に、そういったコストの増加の

分が反映できているかというと、全くできてい

ないというのが3割ぐらい。一部というところが、

6割ぐらい、やはりかなりの事業者が、その当時

も反映できていないという状況にございます。 

 その後、全国の数字もございまして、昨年の

7月に、これは調査会社が実際調査をしておりま

す。そのデータを見ますと、全体的には、やは

り全産業的にも価格の転嫁というのが追いつい

ているかというと、4割ぐらいが価格転嫁できて

いるんだけれども、それ以外できてないという

ような調査結果もございます。そういった中で、
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旅館・ホテル業界がどうかというと、25％程度

にとどまっているということで、背景にはです

ね、旅行者が、個人旅行化が進んでいく中で、

単純に高い、安いということではなくて、実際、

価格につり合った体験とか、コストパフォーマ

ンスとか、そういうのを求めてきているという

状況もあって、なかなか価格に単純にコストが

上がったから上げれないという、業界の状況も、

あるというふうにはお聞きしております。 

 そういった意味から、我々の今回の事業でし

っかりと需要をまず生み出して、そういった環

境を後押しできないかというふうには考えてい

るところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 背景をですね、ちょっと確認させていただき

まして、目的等についてもですね、明確になり

ました。ありがとうございます。 

 そういった背景を踏まえて、4億8,000万とい

う財源を使って、これ重点支援地方交付金です

が、事業をされるということで、確認をいたし

ます。 

 主な事業内容、1番と3番、午前中、先ほども

ですね、いろいろ質問もあっておりますが、ち

ょっと非常に面白いなと思ったのは、2番のです

ね、広域周遊への効果波及に向けた情報発信の

強化というところで、話題性のある場所以外の

周遊を促進ということで、今回取り組まれます。 

 これはマスメディアを使って広く情報発信す

るということは非常に重要ですし、先ほどから

あっているとおり、観光業界の方々にとってみ

ると、やはり広くですね、広域周遊していただ

きたいという声も、私自身も聞いているところ

です。 

 これ、3,700万円ですが、県内のですね、多様

な魅力発信に向けたメディアプレスツアーとい

うこと、それから平和とか歴史、非常に長崎は

大事ですが、食もですけど、などをテーマとし

たPR映像作成とあります。これ、もう少し具体

的に教えていただければと思います。 

 メディアプレスツアー、これ年に何回かする

のか、春夏秋冬、春夏秋冬するのか、1回で終わ

るのか。その後、情報発信として雑誌とかSNSに

上げるのかを踏まえて、あとは歴史、平和とい

うことも踏まえて、話題性のある場所以外とい

うところで、どういったところを想定されてい

るのかについて、ちょっとより詳しく教えてい

ただければと思います。 

【長野観光振興課長】 これは、今回の2番目の

取組の、今回の話題性のある場所以外というこ

と。これは先ほど午前中も、部長からも答弁し

ていただきましたけれども、やはり今回の一番

大きな注目されている場所というのは、どうし

ても長崎市という形になってございます。 

 具体的に、このメディアプレスツアーをどう

やってやっていくのかというのは、これから具

体的には会社を設定していくというような形に

なりますが、できれば新聞であったりとか、い

わゆる複数の媒体はもとより、出版社の方であ

ったりとか、そういったところに旅行、特に、

旅行を意識したところを持つような方々に、県

内各地を実際見て回っていただいて、それを広

告という形ではなくて、雑誌のいわゆる特集記

事みたいな形で、掲載をしていただくというよ

うなものを考えております。 

 今回、経済対策でございますので、できるだ

け速やかにですね、効果を実現したい、発現し

たいというふうに思っておりまして、一番の取

組というのは、やはりWeb、SNSを活用して、速

やかに情報を拡散したいと。ただ、この雑誌と

かですね、メディアに掲載するとなると、少し
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時間がかかります。そのタイムラグを、少しう

まくWebで発信をしてつなぎながら、最終的に、

できるだけ早い段階で、この雑誌であるとか、

そういったところに露出させていって、午前中

からお話をしているように、この話題を途切れ

させないような形にしていきたいというふうに

思っております。 

 それに合わせて、今回、平和、歴史、食とい

ったテーマのPR動画も作成することにしており

ますけれども、やはり本県の魅力でございます

歴史、文化、食、こういったところを、長崎市

内にとどまらず、県北、県央、島原、あるいは

離島まで含めて、こういった方々をお連れして、

広く情報発信ができればというふうに考えてい

るところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございます。もう1回

確認、再度確認です。 

 そうするならば、いわゆる主な事業内容の1番

と2番で、長崎県内を広く、くまなく網羅して、

それをWeb、SNSで発信、雑誌発信、あるいは、

人に応じて欧米豪に発信するという理解、今回

の事業で経済対策って、長崎県内全体を情報発

信するというイメージでいいのか、教えていた

だければと思います。 

【長野観光振興課長】 先ほど、繰り返しになり

ますけど、情報の入り口としては、やはり長崎

でしっかりそのニューヨーク・タイムズに取り

上げられたといったことは、入り口にしたいと

いうふうに思っております。ですので、それを

きっかけにして、注目を集めて、この2番でやっ

ているような全体のイメージを、どんどん拡散

していくといったイメージ。これをやっていく

中で、しっかりと我々も戦略を持ってやってい

ければなというふうには思っております。やは

り今、注目が集まっているのは、先ほどスポー

ツの話もございますが、どうしても長崎市の話

題は、入り口として上げざるを得ないのかなと。 

 ただ、それだけにとどまらず、それをきっか

けに、周遊につながるように、あらゆる場所の、

情報も併せて発信していくといったようなイメ

ージを持っていただければというふうに思って

おります。 

【宮本委員】 はい、ありがとうございます。了

解しました。 

 要はこういったものを通じて、長崎県内の宿

泊客を増やすということの理解をさせていただ

きました。より広く、県内外からの観光客がで

すね、この事業によって、長崎というのはいい

ところなんだっていうのを、もともと情報発信、

今までもされてきていらっしゃるでしょうけど、

より一層深くされて、観光業界が、また再度、

潤うような形でですね、取組をしていただきた

いということを要望させていただきます。 

 それともう1点ですが、長崎県産酒消費拡大推

進事業費について、お尋ねをいたします。 

 これ、1,500万円の重点支援地方交付金を使っ

ての事業ですが、これもですね、補足説明資料

でありまして、6ページになりますが、これも物

価高騰による影響を受けての目的ということで、

主な事業ということで、掲げてあります。 

 まず1番の「県産酒飲んでみんねキャンペーン

(仮称)」ですが、これ対象となるのは、指定店

ということです。指定店というのは、県内のホ

テル、そこに書いてあるとおりですが、これが

今一体どのくらいあるのか、そして、この指定

店が増加傾向にあるのかを、まずは確認をさせ

てください。 

【庄司物産ブランド推進課長】 今回、飲んでみ

んねキャンペーンの対象となっております県産

品愛用推進指定店の数でございますけれども、
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令和8年3月の時点で754店舗ということで、平成

27年度が373店舗でしたので、当時と比べますと

381店舗の増加となっているという状況でござ

います。 

【宮本委員】 はい、ありがとうございました。 

 まずはそこを対象に、デジタルスタンプ等々

を活用して、県産品をプレゼントするというこ

とで、県産酒の消費拡大につなげますというこ

とで、一定の理解をいたしました。 

 次にですね、県公式のオンラインストアの「な

がおしセレクト」であります。この「ながおし

セレクト」は、県公式のオンラインストアとい

うことですが、次に、これの利用状況とか、閲

覧数、これが今どの程度売り上げがあるのかも

分かれば確認をさせてください。 

【庄司物産ブランド推進課長】 「ながおしセレ

クト」でございますが、昨年の9月17日に最初の

開設をしておりまして、訪問者数の数が9万

3,637名、そのうち購買の件数が718件となって

おります。2月末時点の売上額は350万円程度と

いうことになっております。 

【宮本委員】 はい、ありがとうございました。 

 県公式オンラインストアとはいえ、なかなか

まだ周知のほうができていないのかなという印

象はちょっとあるものの、ここで県産酒特集を

行うということですが、そもそもこの「ながお

しセレクト」に登録していらっしゃる県産酒、

酒造名、酒造者と言えばいいのですかね。県産

酒がどの程度、「ながおしセレクト」に登録を

されているのか、これをまず教えていただけれ

ばと思います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 「ながおしセレ

クト」に登録をしていただいている酒造メーカ

ーにつきましては、10の酒蔵さんと、1つの酒の

取扱事業者、11の事業者さんが登録をしている

状況でございます。 

【宮本委員】 これは長崎ですよね。これ全部は

確か、網羅されていないと思いますが、これ、

今後、ここの「ながおしセレクト」での県産酒

特集をするのであれば、全部の酒造会社に登録

をしていただく必要があると考えますけど、こ

れはどのような形で今後周知されていかれるの

かを教えてください。 

【庄司物産ブランド推進課長】 我々も「ながお

しセレクト」につきましては、多くの酒蔵さん

に登録をしていただきたいと考えております。

酒蔵さんにおいては、直販のECサイトを持って

おられたり、それぞれの、既存の流通形態を変

えたくないという思いで、酒蔵さんがいらっし

ゃるのも事実でございます。 

 我々としましては、「ながおしセレクト」が、

必ず購入の場だけじゃなくて、周知の場でも活

用していただきたいと思っておりますので、そ

ういったことも酒蔵さんに、ご理解いただきな

がら、「ながおしセレクト」の登録については

引き続きお願いをしていきたいと考えておりま

す。 

【宮本委員】 そもそもここに登録しないと買え

ないわけなので、ちょっと見たところ、他県の

方が多かったような気が、じゃなかったですか

ね。違ってたらすみません。 

 長崎の県産酒の酒造さんや、県産酒をより多

くですね、いち早く登録に結びつけていただき

たいということもですね、要望させていただき

ます。 

 この「ながおしセレクト」ですけれども、昨

年立ち上げられたということで、県公式オンラ

インストアですが、これはどうでしょうか。先

ほどおっしゃったとおり、酒蔵にとっては自前

のECサイトを持っていらっしゃる、一方では県
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公式もあるという中で、「ながおしセレクト」

の県産酒だけでは限らず、そのほかの物産も取

り扱っていらっしゃるんでしょうけど、今後こ

の「ながおしセレクト」のオンラインストアに

ついては、より一層力を入れていく必要があろ

うかと思いますが、これはもっと周知徹底をし

ていただきたいというふうに考えておりますが、

今回の事業だけではなくてですね、もうちょっ

と力を入れていく必要があると考えますけど、

その点について、来年度からの何か考え方とか

あれば、お聞かせいただければと思います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 「ながおしセレ

クト」につきましては、県産品のブランド化と

購買促進を目的に、今年度立ち上げたところで

す。現在、運営につきましては委託事業者のほ

うに、委託事業として実施を行っているところ

ですけれども、3年後に運営の持続化を目指して

いるところです。そのためには、売上げの向上

ですとか、登録商品数の増加というのが当然必

要となってきます。 

 今年度におきましても、県内を回って、各市

町において、事業者向けの説明会とかしており

ますけれども、県の公式サイトの、設立の趣旨

とかをしっかりお伝えして、今後も引き続き登

録事業者の、増加に努めてまいりたいと考えて

おります。 

【宮本委員】 はい、ありがとうございます。ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

 今回の事業はですね、1番が指定店での取組で、

2番が「ながおしセレクト」での取組になってま

す。どうせやるならですよ、県産酒の消費拡大

なので、店舗で買った際にも、こういうキャン

ペーンをやる必要性というのは出てくるんじゃ

ないかなと思います。私自身は、店舗で飲むよ

りも、お店で飲むよりも、店舗に行って買うほ

うが多いんですね。という方も結構いらっしゃ

ると思うので、直接店舗に行っても、こういう

県産酒の消費拡大になるようなキャンペーンも

一緒にできればと、ちょっと考えますけど、そ

の点についてはいかがですか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 今回のキャンペ

ーンは、委員おっしゃるとおり、県産酒を取り

扱う飲食店を対象としておりまして、酒販店、

いわゆる酒屋さんについては対象外となってお

ります。酒類の小売店、いわゆる酒屋さん等に

つきましては、県産品愛用推進協力店、ちょっ

と似たような名前ですけど、別の制度で、日頃

より県産品の愛用の協力をしていただいている

ところです。 

 今回、経済対策の補正予算としましては、飲

食店を対象としたキャンペーンをしております

けれども、来年度、当初予算の中で、県産品愛

用運動の中で、県産品愛用推進協力店、販売店

のほうについても何らかのキャンペーンが実施

できないか、今検討しているところでございま

す。 

【宮本委員】 はい、ありがとうございます。ぜ

ひですね、店舗でも、こういった県産酒の消費

拡大ができるような取組をお願いしたいと思い

ますし、来年度ですね、楽しみにしつつ、また

提案をさせていただければと思います。 

 もう1点なんですけれども、今、酒蔵さんも蔵

開きというのをよくされていて、結構、コロナ

禍を挟んで、コロナ禍で一旦落ち込み、また徐々

に蔵開きに来ていただくお客さんも多いという

状況も聞いているんですけれども、その蔵開き

に合わせてですね、もう一つ提案なんですけど

も、こういう県産酒の拡大キャンペーンをやる

と、より一層盛り上がるのではないかと思いま

すし、酒蔵さんも非常にありがたいキャンペー
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ンにつながるんじゃなかろうかと思うんですが、

その蔵開きに合わせて、こういった事業を抱き

合わせるという考え方について、いかがでしょ

うか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 県産酒の振興に

ついては、日頃我々も、酒蔵さんでつくられて

いる酒造組合ですとか、直接県内の酒蔵さんと

も連携しながら、どういった取組がいいかとい

うことは、お話をしているところでございます。 

 蔵開きにつきましても、我々も酒蔵さんのほ

うから、蔵開きは直売のいい機会になりますし、

直接、来場した方に県産酒の魅力を紹介できる

いい機会だということは、聞いているところで

ございます。 

 ですので、我々としても、県産酒のファンづ

くりに蔵開きというものはすごくいい機会と考

えておりますので、引き続き酒造組合や酒蔵さ

んとも、お話をしながら、蔵開きに対して、ど

ういった支援とか、ご協力ができるかというの

は検討していきたいと考えております。 

【宮本委員】 ぜひお願いしたいと思います。 

 この1,500万円でありますけれども、こういっ

た予算を使ってですね、非常に米が高止まりし

ていて、お酒を作るのも大変だという状況も聞

いております。非常にですね、先ほども観光も

そうですけれども、長崎にはおいしい酒がたく

さんありますので、こういった事業を使ってで

すね、どんどん発信をしていただきたいという

ふうに考えていますが、最後、部長、県産酒の

消費拡大推進事業費、これを踏まえてですね、

来年度からの県産酒消費拡大に向けての決意を

いただければと思います。 

【伊達文化観光国際部長】 今、宮本委員おっし

ゃったように、現在酒蔵を取り巻く環境としま

しては、原材料費の高騰で、かなり苦しい状況

であるというふうにお聞きをしております。な

かなかその価格上昇分を転嫁できないというよ

うな状況もございますので、我々としても様々

な、手法を講じながら何とかこの県産酒の、販

売促進、拡大に向けて、しっかり取り組んでま

いりたいというふうに考えております。 

【山村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第65号議案のうち関係部分及び第66号議案は、

議案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は議案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

 審査結果について整理したいと思いますので、

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ５分 再開 ― 
 

【山村分科会長】 分科会を再開いたします。 

 以上で、本分科会の関係の議案審査は全て終

了いたしました。 

 これをもちまして、予算決算委員会観光生活

建設分科会の審査を終了いたします。 

 引き続き、3月23日からの委員会の審査内容等

を決定するための委員間討議を行います。 
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 理事者退室のため、しばらく休憩いたします。 

 理事者の皆様、お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時 ６分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ７分 再開 ― 
 

【山村委員長】 それでは、委員会を再開いたし

ます。 

 これより、3月23日からの本委員会の審査内容

等を決定するため、委員間協議を行います。 

 審査方法などについて、お諮りいたします。 

 審査方法については、委員会を協議会に切り

替えて行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 異議がないようですので、その

ように進めることにいたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時 ７分 休憩 ― 

― 午後 ２時１４分 再開 ― 
 

【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

 それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

といたします。 

 ほかにご意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 ほかに意見がないようですので、

これをもちまして本日の観光生活建設委員会及

び予算決算委員会観光生活建設分科会を終了い

たします。 

 お疲れさまでした。 

 

 

― 午後 ２時１５分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２３日 

自  午前 ９時５８分 

至  午後 ３時４７分 

於  委 員 会 室 ３ 

 
 

２、出席委員の氏名 

山村 健志 委員長（分科会長） 

坂口 慎一 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

小林 克敏  〃   

溝口芙美雄  〃   

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

宮本 法広  〃   

中村 一三  〃   

堤  典子  〃   

鵜瀬 和博  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し 
 

 

 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

山内 洋志 土 木 部 長 

中村 泰博 土 木 部 技 監 

犬塚 尚志 土 木 部 次 長 

椎名 大介 
土 木 部 参 事 監 
（まちづくり推進担当） 

高稲 稔也 監 理 課 長 

金子 哲也 建 設 企 画 課 長 

濱崎 正一 
建設企画課企画監 
（入札・契約担当） 

真鳥 喜博 都 市 政 策 課 長 

平  博敏 道 路 建 設 課 長 

田﨑  智 道 路 維 持 課 長 

本多 健一 港湾課長(参事監) 

田中  隆 
港 湾 課 企 画 監 
（港湾管理担当） 

小川 秀文 河川課長(参事監) 

岩永  彰 
河 川 課 企 画 監 
（ ダ ム 担 当 ） 

田中 良一 砂 防 課 長 

小島 俊郎 建 築 課 長 

進藤 政洋 営繕課長（参事監） 

野口  孝 住 宅 課 長 

小栁 正典 
住 宅 課 企 画 監 
（訴訟・管理担当） 

牛島 孝二 用 地 課 長 

舩越 一成 盛 土 対 策 室 長 

 
 

６、審査事件の件名 

〇予算決算委員会（観光生活建設分科会） 

第1号議案 

 令和8年度長崎県一般会計予算（関係分） 

第10号議案 

 令和8年度長崎県港湾施設整備特別会計予算 

第13号議案 

 令和8年度長崎県交通事業会計予算 

第52号議案 

 令和7年度長崎県一般会計補正予算（第9号）

（関係分） 

第60号議案 

 令和7年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第4号） 

第63号議案 

 令和7年度長崎県交通事業会計補正予算（第1

号） 

第64号議案 

 令和7年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第4号） 
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７、付託事件の件名 

〇観光生活建設委員会 

 （1）議 案 

第26号議案 

 長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正

する条例 

第27号議案 

 長崎県食品衛生に関する条例の一部を改正す

る条例 

第28号議案 

 自然公園内県営公園施設条例の一部を改正す

る条例 

第29号議案 

 長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例（関係分） 

第30号議案 

 長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関

する条例の一部を改正する条例 

第31号議案 

 長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する

条例 

第32号議案 

 長崎県営住宅条例の一部を改正する条例 

第37号議案 

 契約の締結について 

第38号議案 

 契約の締結について 

第39号議案 

 契約の締結の一部変更について 

第40号議案 

 財産の取得について 

第41号議案 

 財産の処分について 

第42号議案 

 公の施設の指定管理者の指定について 

第47号議案 

 長崎県観光振興基本計画について 

第48号議案 

 第5次長崎県環境基本計画について 

第49号議案 

 第5次長崎県男女共同参画基本計画について 

 （2）請 願 

  な し 

 （3）陳 情 

・要望書（島原天草長島連絡道路（南島原市深

江町～口ノ津港間）の早期事業化についてほ

か） 

 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前 ９時５８分 開議 ― 
 

【山村委員長】 ただいまから、観光生活建設委

員会及び予算決算委員会観光生活建設分科会を

開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、第

26号議案「長崎県食肉衛生検査所設置条例の一

部を改正する条例」ほか15件であります。その

ほか、陳情1件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を、

観光生活建設分科会において審査することにな

っておりますので、本分科会として審査いたし

ます案件は、第1号議案「令和8年度長崎県一般

会計予算」のうち関係部分ほか7件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 

 審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとに掲載してお
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ります審査順序のとおり行いたいと存じますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 ご異議ないようですので、その

ように進めることといたします。 

 なお、議案外の質問につきましては、各部局

の審査における委員1回当たりの質問時間は、理

事者の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、

審査時間が残っている場合に限って再度の質問

ができることといたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 これより、土木部関係の審査を行います。 

【山村分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 土木部長より、予算議案について説明を求め

ます。 

【山内土木部長】 おはようございます。それで

は、土木部関係の議案についてご説明をさせて

いただきます。 

 予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料土木部の2ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」のう

ち関係部分、第10号議案「令和8年度長崎県港湾

施設整備特別会計予算」、第52号議案「令和7年

度長崎県一般会計補正予算（第9号）」のうち関

係部分、第60号議案「令和7年度長崎県港湾施設

整備特別会計補正予算（第4号）」であります。 

 初めに、土木部所管の令和8年度当初予算につ

いてご説明をいたします。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、人

件費等の義務的経費、経常的な管理経費及び継

続事業費、その他事業の執行上当初予算に計上

を要するもの及び緊急を要するものなどについ

て予算を計上しております。 

 これにより第1号議案のうち土木部関係の歳

入歳出予算は、それぞれ3ページから4ページに

記載のとおりでありますが、このうち歳出予算

につきましては、公共事業費は新規箇所を除き

上半期までの所要見込額として289億9,758万

7,000円、単独事業費につきましては、上半期ま

での所要見込額として100億4,849万1,000円と

なっております。 

 歳出予算の主な内容につきましては4ページ

をご覧ください。 

 都市計画関係では、都市改造費2億5,395万

7,000円、道路関係では、道路新設改良費100億

7,576万4,000円、交通安全施設費公共・単独合

計で19億5,543万8,000円。 

 5ページをご覧ください。 

 道路災害防除費、公共・単独合計で27億6,702

万9,000円、港湾・空港関係では、港湾改修費、

公共・単独合計で39億7,991万7,000円。 

 6ページをご覧ください。 

 河川砂防ダム関係では、総合流域防災費8億

4,271万9,000円、河川改修費27億4,185万円、河

川総合開発費8億2,746万6,000円。 

 7ページをご覧ください。 

 急傾斜地崩壊対策費として20億3,255万円、砂

防事業費として17億8,100万円、住宅関係では、

公営住宅建設費16億5,396万7,000円、県営住宅

維持管理費16億5,256万5,000円、盛土関係では、

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく調査費

として4,403万7,000円などを計上しております。 

 続きまして、債務負担行為につきましては、

8ページから11ページに記載のとおりでありま

す。 

 このほか、第10号議案については、11ページ
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から12ページに記載のとおりであります。 

 次に、第52号議案のうち、土木部関係の歳入

歳出予算は、それぞれ12ページから13ページに

記載のとおりであります。 

 補正予算の主な内容は、13ページ以降に記載

のとおりでありまして、新幹線事業費3億5,455

万7,000円の減、国直轄道路事業負担金10億

4,137万5,000円の減、道路災害防除費20億3,685

万8,000円の減、総合流域防災費3億8,913万

3,000円の減、国直轄河川総合開発事業負担金と

して7億4,986万5,000円の減、急傾斜地崩壊対策

費として2億750万7,000円の減、港湾改修費とし

て5億684万7,000円の減、重要幹線街路費2億

4,299万3,000円の減、公営住宅建設費12億2,638

万6,000円、河川等災害復旧費24億223万9,000円

の減などを計上しております。 

 続きまして、繰越明許費につきましては、15

ページに記載のとおりであります。 

 このほか、第60号議案については、15ページ

から16ページに記載のとおりであります。 

 最後に、令和7年度予算につきましては、本議

会において補正をお願いしておりますが、歳入

におきまして、国庫支出金等に未決定のものが

あり、歳出におきましても年間執行額の確定等

に伴い今後整理を要するものもありますので、

3月をもって専決処分により措置させていただ

きたいと考えております。ご了承賜りますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。 

【山村分科会長】 次に、監理課長より補足説明

を求めます。 

【高稲監理課長】 土木部の令和8年度当初予算

（案）の概要について、補足して説明いたしま

す。 

 観光生活建設分科会補足説明資料の3ページ

をご覧ください。 

 令和8年度当初予算は、骨格予算となっており、

公共事業費及び単独事業費は、上半期の所要見

込額を計上しております。 

 そのほか、災害復旧事業費、人件費、維持補

修費、物件費等については、年間の所要額を計

上しております。 

 令和8年度当初予算（案）の総額は、上の表の

太線で囲んでおります一般会計と特別会計の合

計で617億380万2,000円となっており、令和7年

度当初予算との比較は記載のとおりです。 

 次に、普通建設事業費は、中段の表の太線で

囲んでおります公共事業費、単独事業費等、直

轄事業負担金の合計で419億3,115万5,000円と

なっており、昨年度との比較は記載のとおりで

す。また、下段の表には、前年度経済対策補正

の国の内示額と県当初予算の公共事業費、単独

事業費を15か月予算ベースで記載しております。 

 なお、一般会計歳出予算の内訳は、事業区分

別に表の右側に記載しているとおりです。 

 続きまして、4ページをご覧ください。 

 土木部の繰越明許費について説明いたします。 

 表の縦の区分が款項目の予算科目、横の区分

が繰越明許費の理由別内訳となっております。

表の左端の欄は、上から総務費、土木費、災害

復旧費となっております。一般会計と港湾施設

整備特別会計を合わせた土木部の合計は、1,192

件、662億4,352万4,000円で、その内訳につきま

しては記載のとおりです。この額は、令和7年9

月及び11月議会で議決をいただきました繰越額

と今回計上しております繰越額を合わせた令和

7年度の累計額となります。一般会計合計欄は、

内訳として、通常分①と経済対策補正分②に区
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分しており、通常分①は739件、312億8,203万

8,000円、経済対策補正分②は448件、344億7,648

万6,000円となっております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

【山村分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【堤委員】 おはようございます。当初予算の河

川総合開発費8億2,746万6,000円とあります。こ

のうち、石木ダム建設の事業費というのは幾ら

ぐらいになるのか。そしてこの当初予算の内容、

どういったことのための費用なのかということ

をお尋ねします。 

【岩永河川課企画監】 河川総合開発費約8億

2,700万円を計上しておりますが、そのうち石木

ダムにつきましては、7億7,000万円を計上して

おります。内容につきましては、現在施工して

いる付替道路工事等の継続事業を行うための費

用及び測量設計費を計上しております。 

【堤委員】7億7,000万円が石木ダム建設の事業

費であるということですね。付替道路の継続の

事業、それから測量設計ということですけれど

も、今回は骨格予算ということで肉付けは次の

機会にされると思うんですが、今年この石木ダ

ム事業について、本体工事に着手するというこ

とは、昨年、大石知事は言われていましたけれ

ども、そこの見通しとか、そういうところはど

ういうふうになっているのか、お尋ねします。 

【岩永河川課企画監】 次の議会以降で肉付け予

算を計上する予定となっておりますが、それに

つきましては、今後、発注する見込みでありま

す付替道路工事等の費用を計上するということ

を考えております。 

【堤委員】 そうしますと肉付けをされても付替

え道路の工事発注の費用に充てられるという、

そういう理解でよろしいんですか。 

【岩永河川課企画監】 現状では、そのように考

えております。 

【山村分科会長】 ほかにありませんか。 

【田中委員】 せっかく石木ダム関係が出たので、

ちょっともう少し深掘りしてみたいと思うんだ

けど、付替道路、何本もあります。しかし、特

に大事なのはやっぱり両岸を上流に結ぶ付替道

路、県道と町道になるわけだけど、この予算を

もってして、どれくらいの進捗率になるのか。

7億7,000万円。しかし繰越があるのは、あなた

たちは言わないからね、繰越が7億7,000万円ぐ

らいのものはあると思っているんだよ、過年度

の繰越が。そこら辺ちょっと説明してください。 

【岩永河川課企画監】 今、田中委員おっしゃい

ましたように、令和8年度当初予算は7億7,000万

円ですが、昨年度、令和7年度の補正予算、これ

につきましても8億1,400万円持っておりますの

で、合わせますと約16億円近く、これが現在の

実行予算ということになっております。 

 それが完成した際の進捗率なんですが、金額

ベースでいくとちょっと進捗率を出すのは難し

いんですが、約50％程度になるというふうに考

えております。 

【田中委員】 平成27年かな、付替道路の関係、

県有になったのは。土地がね、平成27年度と私

は理解しているけど。本体は令和元年だけどね。

だからもう10年かかっているんだ。付替道路だ

けで10年ね、平成27年から。だから平成28年に

したって、ちょうど10年、もう11年目に入るん

だな。11年目に入ったとしても50％程度という

のは、これはちょっと職務怠慢だ。付替道路だ

からね。ダムができると上流の皆さん方は何か

孤島に追いやられたような感じになるんだよ、
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ダムができると。集落の真ん中にダムができる。

上流に40世帯ぐらいある。その人たちの道路を

確保して工事に入るぐらいなのが私は常識だと

思って、この前予算質疑をやったんだけどもね。

本体はまだしも、これが遅れているのは、やっ

ぱりどういう理由なのかね、もうちょっと聞か

せてほしい。 

【小川河川課長】付替道路につきまして、あま

り進捗していないんじゃないかというお尋ねで

すけれども、付替道路につきましては、施工者、

反対者双方の安全を配慮しながら切れ目なく行

ったところでございます。その結果、令和7年度

末現在、付替県道3.2キロメートルのうち、1.9

キロメートルが着手しております。また、ダム

本体の工事期間中に住民の方が使用する迂回道

路、これにつきましては、約1.7キロメートルあ

りますが、先週供用を開始したところでありま

す。付替道路、今後についても今の状況を見な

がら進捗を図っていきたいというふうに考えて

いるところです。 

【田中委員】 あえて私と見解が違うので発言し

ておきたいと思うけど、工事に入る工事用道路

は、途中から下りていったらね、これができて

いるからいつでも工事発注できますよというあ

なたたちの言葉は信用できる。それは工事用道

路なんだから、あくまでも。両方使うけどね、

地元の人も。しかし、やっぱり地元の人として

はダムができたら道がないわけだから。これだ

けは両岸のこれだけは上に結ぶような形で先行

してやるのが普通の考え方だと思っているので、

50％というのには反対というか、私は疑問を持

つ。10年かけて50％だ。あと10年かかるよ、今

みたいな速度でやってると。今の倍の予算を組

んだって5年かかる。5年。これもちょっと困る、

もうちょっと早くやらなきゃ。7年でできるんだ

からね、7年でダムが。そのときに間に合わせれ

ばいいよなんて問題だ。上流の皆さん方の対策

というのはちゃんとやってもらわないと困ると

いうことを発言して終わります。 

【宮本委員】 確認の意味も踏まえて、大切な当

初予算なので質問をさせていただきます。 

 部長から説明がございました分科会の関係議

案説明資料の7ページです。これについて一つち

ょっと確認させてください。 

 公営住宅建設費と県営住宅維持管理費です。

住宅関係ですけれども、多様化する県営住宅へ

のニーズに対して、低廉で快適な住宅の供給を

推進すると同時に空き家対策のための支援とい

うことで、まず公営住宅建設費、公共事業16億

5,396万円です。私、久しぶりにこの委員会なの

で、この規模が例年どうだったのかも踏まえて、

ちょっと大きいのかなという気もしたので、こ

の16億5,396万円について、まずはちょっと詳し

く教えてください。 

【小栁住宅課企画監】 今、宮本委員からお話が

ございました公営住宅建設費約16億5,400万円

余りでございますけれども、建設費といたしま

しては、建設の分は西諫早団地、そして川口ア

パートの建設関係の予算となっております。そ

のほか、既設の住宅の改修というところで、そ

の分の予算も計上させていただいているという

ところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。大きな

ものは西諫早団地と川口アパートということで

確認をいたしました。西諫早と川口アパート、

これは来年度でこの費用で、この財源で終わる

のか。それぞれどれぐらいかかるのか、工期に

ついてもちょっと教えていただけますか。 

【野口住宅課長】 まず、川口アパートにつきま

して、こちら計上されているもののほとんどの
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ものが解体費用、現在の川口アパートの解体に

要する費用でございます。川口アパートにつき

ましては、新川口アパートが今年度完成してご

ざいまして、正確に言うと令和7年12月に完成し

てございます。現在は、古い川口アパートから

新しい川口アパートへ移転を希望された住民の

皆様の引っ越し期間ということで、1月から3月

まで当ててございます。令和8年度でございます

が、冒頭申し上げた旧川口アパートの解体工事

を1年間かけて行うという計画でございますの

で、それに相当する予算でございます。 

 西諫早団地につきましては、今回議案も四つ

上げさせていただいてございますが、そこでご

説明いたしますけれども、その工事に係る設計

だとか、工事費用の一部というものが含まれて

ございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。西諫早

は、確かに議案の方でも出ているので、後で確

認をさせていただきます。 

 また、老朽化している県営団地が多数県内に

もあろうかと思いますので、順次、計画等々が

あられると思いますので、それに沿って工事を

していただきたいと思います。 

 次の県営住宅維持管理費ですけど、これは全

体的なものになろうかと思いますが、どこか大

きな維持管理で要するところがあるならば教え

ていただければと思います。 

【小栁住宅課企画監】 県営住宅維持管理費約16

億5,000万円でございますけれども、大きなもの

といたしましては、現在の県営住宅の指定管理

者に対する指定管理負担金というのが大きなも

のとなっております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。指定管

理費ということで確認いたしました。 

 最後ですけれども、空き家対策のための支援

を通じて生活環境の総合的な整備を推進すると

あります。これ、すみません、大変初歩的な質

問で申し訳ないんですが、公営住宅、県営住宅

が空き家対策としてどのくらい利用されている

のかというのがここで分かるのかどうかですけ

ど、この費用の中に空き家対策のための支援と

いうことで費用が含まれていて、今現在、空き

家対策でされているということなんでしょうけ

れども、それについて大変初歩的な質問で申し

訳ないんですけれども、今分かっていることが

あれば教えていただければと思います。 

【野口住宅課長】 まず、県営住宅が空き家対策

に資するかの話ですけれども、県営住宅という

のは、公営住宅法に基づいて整備された低所得

の方に向けた低廉な家賃でお住まいいただく住

宅でございますので、直接的ないわゆる空き家

対策というものとは関連はございません。今回

予算に含まれているものは、令和5年12月に空き

家法が改正されて、そのときに空き家の管理を

する支援法人というものが新たに法で創設され

たものですから、そういった支援法人の方の後

押しをするような新規事業としまして令和6年

度から空き家ｄｅミライ創出事業というのをつ

くらせていただいてございます。こちらには、

国費を入れておりますので、公共事業として行

ってございますから、その分の相当費用が今回

当初予算には含まれてございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。県営住

宅、たしか空き家対策じゃないんだろうなと思

ってましたので、法改正に伴う支援法人への予

算ということで確認をさせていただきました。

県営住宅につきましては、委員会でいろいろ質

問させていただければと思います。 

【山村分科会長】 ほかにありませんか。 

【徳永委員】 今回の予算は、骨格予算というこ
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とでありますけれども、部長、今60％ですよね、

今の段階では。心配なものですから、大体これ

どのくらいになりますか、当初予算では、予想

では。今骨格予算ですと60％しかないんですよ

ね。前年度は約1,000億円あったわけですよ。令

和8年度もこれぐらいは確保できるというよう

な、我々そういう理解でよろしいでしょうか。 

【山内土木部長】 予算については、必要な予算

が確保できるように努めてまいりたいと思いま

す。 

【徳永委員】 努力は必要ですけれども、大体こ

れぐらいはあるという考えでいいんですか、前

年並みには。 

【金子建設企画課長】 15か月予算ということ

になると思うんですけれども、今回経済対策補

正予算で土木部関係は昨年度より約15％増とな

る予算がついております。例えば当初予算で1.0

になったとしても全体の15か月、予算としては

前年度より増えるのではないかと。これは国か

ら当初予算の内示がないと分かりませんけれど

も、そういうふうになるんじゃないかなという

ことは予測しているところでございます。 

【徳永委員】 安心しました。しっかり取ってい

ただかなければ、非常にやっぱり今経済対策も

必要で、本県やはり公共事業のですね、事業と

いうのは非常に長崎県の経済にとっても大きな

要因でありますし、また物価高騰等もあります

ので、そこはしっかりとやっていただきたいと

思います。 

【山村分科会長】 ほかにありませんでしょうか。 

【田中委員】 あとでまた議案外的な感じでも話

をさせていただこうと思うんだけれども、私が

関係している河川で早岐川というのがあるんだ

けど、大規模特定河川事業という位置づけにな

っているみたいね。大規模特定河川事業、名前

で事業名でいろいろ区別があるけれども、そこ

ら辺をちょっと教えてもらえますか。 

【小川河川課長】 大規模特定河川事業について

のお尋ねですけれども、この事業といいますの

は、整備区間において、特に重点的に投資を行

って整備を図らなくちゃいけない区間、背後地

の資産の状況だとかもそうです。浸水被害の状

況もそうですけれども、特に重点的に整備する

区間ということを位置づけて、この事業で予算

を、個別補助ということで予算を確保してやっ

ているところです。 

【田中委員】 それを聞くと安心するんですけど

ね。特別枠でやってくれるぐらいの気持ちでや

ってもらえれば、それはありがたい話でして。 

 ところで今年度は大体どのくらいの規模にな

るという想定になってますか、今年度は。 

【小川河川課長】 令和8年度当初予算につきま

しては、約4億7,000万円の予算を予定しており

ます。 

【田中委員】 事業規模が大きいので、それはも

う分かると思う。予算をもう少しつけてやっぱ

り10年ぐらいではある程度めどが立つような事

業の枠組みにしてもらわないと、20年たっても

完成するかどうか分からない。早岐川の場合、

1期工事、2期工事がありますのでね。20年なん

て言われると、本当にがっくり来るから、10年

でも長いと思うのに。その10年でさえね、それ

は特殊な事情がありました。6年間、遺跡調査と

いうのをやらされたからね、6年間。金額にした

って、あれ12億円ぐらいだったと私は記憶して

いるけどね。12億円が遺跡調査で、何が出たの

か。言いたくないけど、それは土木の関係だか

ら言いませんけどね。河川の予算でやっている

んだからね。ほかの予算でやっているならとも

かくね。それで進捗が遅れている。事業認定か
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らすると20年かけて、ようやく事業認定しても

らって、10年という大きな流れでいう位置づけ

だけれども、はっきり言ってね、二つ目の橋は

完成しているというけど、下は空洞にならなけ

れば川にならないからね。だから言いたいのは、

事業予算を組んで、事業をできるだけ進めても

らわないと、まちのど真ん中に川をつくってい

るのよ、まちのど真ん中に。だから私は川づく

りだけれども、これはまちづくりだから辛抱し

てよと言ってきてるんだけれども、用地の関係、

補償からいうと15年近い歴史があるわけ。それ

でもまだ本当に形としては川の形を成していな

い。橋がようやく一つできて、二つできたぐら

いでね。だから事業予算をもうちょっと多く組

んでほしいし、組む方法を教えてください。予

算が増える方法をあなたたちに教えてもらおう

と思って、教えてもらえると私はそういう動き

をするから。 

【小川河川課長】 早岐川の事業費等々について

のお尋ねですけれども、先ほど田中委員おっし

ゃったように早岐川につきましては、遺跡調査、

多くの方の建物の移転補償等ございました。そ

こで長年期間を要したんですけれども、令和4年

から本格的に工事に着手されているところです。

今1号橋、2号橋、工事をやってますけれども、

今後は大きな事業の工事の一つであります県道

橋の架け替え、これを控えているところです。

それに伴って多くの事業費、現場の混雑等々予

想されますけれども、まずは県道橋架け替えに

予算をしっかり確保して、今後の事業の推進を

図っていきたいと思っております。 

【田中委員】 よろしくお願いします。というの

は、家屋の補償だけでも家屋の移転だけでも100

軒を超すのよ、世帯数、アパートなんかもあっ

たからね、100軒を超すのよ。はっきり言って石

木ダムとあまり変わらないぐらい。2期工事にな

るともっと増える。石木ダムの移転の家族より

ももっと多い人たちが移って協力してもらえて

いる。だから事業は進んでいくんだけどもね。

協力してもらえるならば、どんどん進めてほし

いという感じが、協力した人もやっぱりそう思

っている。移って、あとはどうなったかなとい

うのは誰でも関心があるわけで、ぜひ事業の進

展をよろしくお願いしたいと思います。 

 もう一点だけ、交通安全施設で書いてあるか

ら、その中で、私が関係しているというか、地

元の202号の浦頭地区の交通安全はどうなって

いるのかな、ちょっと聞かせてください。これ

予算が入っているのかどうか。 

【田﨑道路維持課長】 お答えします。一般国道

202号の針尾東工区でありますけれども、そちら

の方は今回の当初予算、骨格ですけれども、計

上といたしましては2,900万円ほどの事業費を

確保してございます。今回は、今年度用地に着

手しておりまして、用地を取得できたところか

ら工事に入っていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

【田中委員】 これもはっきり言って遅過ぎる。

進展しない。なぜ進展しないのか。我々は4年間

を区切っていろいろ見るのよ。選挙前に事業化

していたんだよ、我々の選挙前に。形としては、

何も見えないじゃないの。あそこに事業が入っ

ていることだって知らないよ、普通の人は。も

う202号、最後の歩道だ。観潮橋から西海橋まで

歩いたとすればね。私は、両方歩道ほしいけれ

ども、片側歩道でさえ、まだ満足につながって

ない。私が言ってるのは、ほとんどのことが30

年お願いしてるんだ、30年、県当局に。進まな

い。この前の選挙の前に事業化したから、皆さ

ん方にできますよと、歩道がようやくできてつ
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ながっていきますよ、観潮橋から西海橋までは、

片側だけでも歩けますよという話を、国道です

よ、国道202号。それが来年選挙というから、こ

の4年間ね、今年どうなるのか分からんけれども、

形が見えない。木1本切ってない、はっきり言う

とね。事業があってるのか、進んでいるのかさ

っぱり分からない。これは地元にもう少し説明

してもらわないと、協力してもらえないよ、こ

んな感じでは。ぜひもうちょっと具体的にお聞

かせください。4年間なぜ進まなかったのか。 

【田﨑道路維持課長】 お答えします。事業化さ

れますときに、地元説明会、測量設計を行いま

して用地取得の交渉に入っていくということで、

具体的には、令和7年度から用地の取得の交渉を

始めているということでございます。現在、進

捗状況といたしましては、約50％ほどの用地取

得ということでございますので、また引き続き、

用地取得のお願いを、交渉を続けながら用地取

得できたところにつきましては、工事を開始し

ていきたいというふうに考えてございます。 

【田中委員】 これで終わりますけど、用地交渉

が50％できているというのは、それはありがた

い話だ。だけど木が1本も切られてないのよね。

202号走ってもね。4年間木1本切れないというの

は、それはやっぱりはっきり言えば職務怠慢だ。

事業化したということは、我々も期待して、よ

うやく何十年もかけてお願いしたのが事業化し

たかと思って、4年間待つけど木1本も切ってな

い。あそこに事業があるというのは、関係者だ

けしか知らないよ、あそこに歩道ができるなん

ていうことは。だからある程度、看板でも出し

て、ここには歩道がちゃんとできますみたいな

感じの予告というか、それぐらいしてもらわな

いと4年間何もない。木1本切れない。それじゃ

あ、ちょっと困るということを、あと県北のほ

うで、少し我々も厳しく追及しますよ、県北は

事業自体やってるからね。しかし本庁でもやっ

ぱりちゃんとした情報を取ってもらわないと、

50％間違いなく取得できてるんですね、確認し

ておきます。 

【田﨑道路維持課長】 正確には面積ベースで

48％という取得状況でございます。 

【山村分科会長】 ほかに質疑ありませんでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 質疑がないようですので、こ

れをもって、予算議案に対する質疑を終了いた

します。 

 次に、予算議案に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑、討論が終了しました

ので採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第10号議案、第52

号議案のうち関係部分及び第60号議案について

は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

〔「第1号議案に反対します」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 それでは、まず第1号議案の

うち関係部分について、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分は、原案のとおり可

決することに賛成の委員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

【山村分科会長】 起立多数。 

 よって、第1号議案のうち関係部分は、原案の

とおり可決すべきものと決定されました。 

 ほかに異議がある議案はありますか。よろし

いですか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 次に、その他の議案について

採決いたします。 

 第10号議案、第52号議案のうち関係部分及び

第60号議案は、原案のとおり可決することにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおりそれぞれ可

決すべきものと決定されました。 

【山村委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、土木部長より総括説明を求めます。 

【山内土木部長】 土木部関係の議案について、

ご説明をいたします。 

 観光生活建設委員会関係議案説明資料土木部

の2ページをご覧ください。また、これに追加1

をお配りしておりますので、そちらも併せてご

覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

29号議案「長崎県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」のうち関係部分、第

30号議案「長崎県災害危険住宅の移転促進等の

助成に関する条例の一部を改正する条例」、第

31号議案「長崎県建築関係手数料条例の一部を

改正する条例」、第32号議案「長崎県営住宅条

例の一部を改正する条例」、第37号議案「契約

の締結について」、第38号議案「契約の締結に

ついて」、第39号議案「契約の締結の一部変更

について」、第40号議案「財産の取得について」、

第41号議案「財産の処分について」、第42号議

案「公の施設の指定管理者の指定について」で

あり、その内容は記載のとおりであります。 

 なお、横長資料を配付させていただいており

ます。 

 続きまして、議案外の報告事項についてご説

明いたします。 

 4ページの中段をご覧ください。 

 和解及び損害賠償の額の決定について。 

 令和6年度及び令和7年度に発生した県の管理

瑕疵による事故の和解及び損害賠償の額の決定

7件について、地方自治法第180条の規定に基づ

く軽易な事項として専決処分させていただいて

おり、その内容は記載のとおりであります。 

 訴えの提起について。 

 県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いに係

る訴えの提起1件を地方自治法第180条の規定に

基づく軽易な事項として専決処分させていただ

いたものであり、その内容は記載のとおりであ

ります。 

 5ページをご覧ください。 

 契約の締結の一部変更についてということで、

令和7年6月定例会で可決された主要地方道平戸

生月線橋梁補修工事（生月大橋Ｐ5橋脚補修工）、

令和5年11月定例会で可決された浦上ダム建設

工事（仮設工3工区）、令和6年11月定例会で可

決された一般国道382号道路改良工事（（仮称）

樫滝トンネル）及び令和5年6月定例会で可決さ

れた川口アパート建替事業において、地方自治

法第180条に基づく軽易な事項として専決処分

させていただいたものであり、その内容につい

ては、記載のとおりであります。 

 6ページ中段をご覧ください。 

 公共用地の取得状況についてということで、

令和7年11月1日から令和8年1月31日までの一定

基準以上の土木部所管の公共用地の取得状況に

ついては、佐世保市における江迎川河川改修工

事ほか1件であります。 

 次に、主な所管事項についてご説明いたしま
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す。 

 追加1の資料をご覧ください。 

 石木ダム建設の推進についてということで、

石木ダムについては、川棚川流域の住民の生命

と財産を守り、佐世保市の慢性的な水不足を解

消するため、必要不可欠な事業であります。現

在、ダム本体左岸部の基礎掘削工事がほぼ完成

したところであり、付替道路についても今月18

日には、付替県道1工区及び迂回道路が供用開始

となり、本格的なダム本体工事に着手できる状

況となっております。 

 また、平田知事は早速川棚町を訪問し、今月

5日には事業へ協力いただいた方々と、今月10日

には事業に反対されている川原地区にお住まい

の方々とお会いしてきたところであります。 

 事業の推進に当たっては、こうした地元住民

の皆様や有識者のご意見等もお聞きするなど丁

寧な対応を重ねながら、引き続き佐世保市及び

川棚町と一体となって取り組んでまいります。 

 元の資料の6ページ下段をご覧ください。 

 幹線道路の整備についてということで、県で

は、産業の振興や交流人口の拡大による地域の

活性化、さらには強靱な県土づくりに向けて高

規格道路の整備を重点的に進めております。こ

うした中、去る12月14日、西九州自動車道の松

浦インターから平戸インター間の7.5キロメー

トルが開通いたしました。今回の開通を受け、

地域からは移動時間の短縮による利便性の向上

など喜びの声が寄せられております。これによ

り、地域雇用の創出や産業の活性化、観光振興

の促進など多方面にわたる効果が現れてくるも

のと考えております。 

 引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与

する高規格道路の整備推進に全力で取り組んで

まいります。 

 7ページをご覧ください。 

 旭大橋下周辺の道路区域の活用についてとい

うことで、旭大橋下の周辺の道路区域につきま

しては、現在、道路法に基づく道路占用許可に

より長崎駅周辺への来訪者が利用する民間駐車

場として有効活用しております。 

 当該地は、長崎市の中心部に位置し、長崎駅

に隣接していることから、新幹線の開業や駅周

辺の整備が進んだことで、さらなる有効活用が

可能な場所と考えており、道路区域という法的

制約を踏まえた上でどのような活用ができるの

か民間事業者の意見を幅広く聞くために、去る

1月26日からサウンディング型市場調査に着手

しております。今後、調査の結果を踏まえ、様々

な波及効果が見込まれる利活用の実現に向け、

検討を進めてまいります。 

 なお、旭大橋下周辺の道路区域の利活用につ

いては、補足説明資料を配付させていただいて

おり、後ほど担当課長からご説明をさせていた

だきます。 

 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。何とぞよろしくご審議を賜りますよう

お願いいたします。 

【山村委員長】 次に、都市政策課長より補足説

明を求めます。 

【真鳥都市政策課長】 観光生活建設委員会説明

横長資料土木部の4ページをご覧ください。 

 第29号議案「長崎県の事務処理の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」のうち関係部分

についてご説明いたします。 

 都市政策課が所管する屋外広告物の設置許可

などの事務に関する内容になります。 

 屋外広告物行政に関しては、良好な景観を形

成し、公衆に対する危害を防止するため、屋外

広告物の設置などに関する基準を定めた屋外広
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告物法及び長崎県屋外広告物条例による事務に

ついて、長崎県の事務処理の特例に関する条例

に基づき、市町が実施することができることと

なっております。 

現在、屋外広告物の設置許可に関する事務の

実施状況としましては、①景観行政団体であり、

独自の条例を制定した市町が実施しているのが

3市町、②権限移譲により市町が実施しているの

が9市町、③中核市が実施しているのが2市、④

県が実施しているのが7市町となっております。 

 今回の改正の理由といたしましては、景観行

政団体である五島市が、屋外広告物法及び長崎

県屋外広告物条例に基づき独自の条例を制定し、

本年4月1日から施行することに伴い、移譲事務

の範囲を変更するものであります。五島市は、

今回、独自の条例を制定したことにより、先ほ

ど説明をいたしました事務の実施状況において、

②のところから①のところへ変更となります。 

 この結果、五島市自らが実施する事務となる

ものについては、権限移譲から削除し、一元的

に実施する必要がある事務となるものについて

は、県から新たに権限を移譲するものでありま

す。 

 なお、今回改正する条例の施行日は五島市が

独自に制定した条例の施行日に合わせ、本年4月

1日を予定しております。 

 5ページをご覧ください。 

 移譲事務の具体的な内容の一覧表を記載して

おります。現在、県から五島市に権限を移譲し

ている事務は、表の右側の権限移譲市町の欄に

丸印がついたアからウ及びカからノの事務にな

りますが、今回の改正により独自条例制定市町

の欄に丸がついたイからカの事務に変更となり

ます。具体的には、右端の区分の欄をご覧くだ

さい。Ａの削除の事務は、市の独自条例に基づ

いて五島市が自ら実施する事務となるため、移

譲事務から削除することとなります。Ｂの継続

及びＣの追加の事務は、独自条例を制定した市

が一元的に事務を行う必要があるものであり、

Ｂは従来どおり、移譲事務を継続するもの、Ｃ

は新たに事務を移譲する必要があるもので追加

するものとなります。 

 今回の改正により、五島市が行う屋外広告物

の設置許可に関する事務は、これまでと変更は

ございませんが、市自らが地域の実情に応じた

良好な景観を形成するために制定した独自の条

例により、屋外広告物の規制を一元的に行うこ

とが可能となります。 

 以上で、第29号議案に関する説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【山村委員長】 次に、港湾課長より補足説明を

求めます。 

【本多港湾課長】 第29号議案「長崎県の事務処

理の特例に関する条例の一部を改正する条例」

のうち関係部分について補足してご説明いたし

ます。 

 観光生活建設委員会説明横長資料6ページを

ご覧ください。 

 今回、第29号議案のうち、港湾課が関係する

部分は、長崎県港湾管理条例に関する部分とな

ります。長崎県港湾管理条例の一部改正に伴い、

市町が処理することとしている規定を削除した

ことから、所要の改正をしようとするものです。 

 改正内容につきましては、長崎県港湾管理条

例の上屋使用料等の一部施設使用料について、

使用期間の長短により異なっていた単価を月単

価に見直すことに伴う使用期間の延長の許可に

係る規定を削除しました。このため、長崎県の

事務処理の特例に関する条例につきましても、

該当部分を削除するものです。 
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 最後に、4に記載のとおり、公布の日から施行

させていただきます。 

 以上で、第29号議案についての補足説明を終

わります。ご審議賜りますようよろしくお願い

いたします。 

 引き続き、同じ資料の27ページをご覧くださ

い。 

 第40号議案「財産の取得について」ご説明い

たします。 

 28ページをご覧ください。 

 今回取得をしようとする財産は、長崎港小ヶ

倉柳地区に配置するストラドルキャリアという

コンテナ貨物の運搬等に使用する荷役機械でご

ざいます。長崎港小ヶ倉柳地区の現存するスト

ラドルキャリアは、平成10年に製造されたもの

で、既に耐用年数を経過し、老朽化が著しく、

利用に支障を来しているため、更新を行い、安

定した荷役作業を確保するものでございます。

今回の財産の取得は、地方自治法施行令の特例

を定めた地方公共団体等の物品等または特定役

務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用

されることから、一般競争入札を行いました。 

 入札の結果は、29ページ、入札結果一覧のと

おりでございます。令和8年1月7日に入札を行い、

1者の入札参加者があって、落札者となったロジ

スネクストジャパン株式会社九州支社と1月9日

付で仮契約を行い、今回、財産の取得の案件と

して上程させていただいた次第でございます。 

 なお、30ページにストラドルキャリアの納入

場所、仕様、写真を添付しております。本案件

につきましては、予定価格が7,000万円以上の動

産の取得であり、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第3条の

規定に基づく議決案件に該当いたしますことか

ら、県議会の議決を得ようとするものです。 

 以上で、第40号議案についての補足説明を終

わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上

げます。 

【山村委員長】 次に、砂防課長より補足説明を

求めます。 

【田中砂防課長】 観光生活建設委員会説明横長

資料8ページをご覧ください。 

 第30号議案「長崎県災害危険住宅の移転促進

等の助成に関する条例の一部を改正する条例」

について補足してご説明いたします。 

 今回ご審議いただきます長崎県災害危険住宅

の移転促進等の助成に関する条例につきまして

は、崖崩れ等により、住民の生命に危険を及ぼ

す恐れのある区域内に建つ住宅など災害危険住

宅の移転を促進するため、移転者の住宅移転に

要する経費に対して助成措置を講ずることを規

定したものであります。 

 9ページをご覧ください。 

 改正内容としましては、社会資本整備総合交

付金交付要綱のうち、災害危険住宅の移転に係

る国の助成事業である崖地近接等危険住宅移転

事業が拡充され、除去費として災害危険住宅1戸

当たりの限度額から平方メートル当たりの限度

額に変更されたほか、新たに引っ越し費用につ

いても1戸当たりの限度額が新設されたことを

受け、国要綱に合わせた助成を行うため、現行

条例における災害危険住宅の移転に対する1戸

当たりの助成限度額の削除を行うものでありま

す。 

 なお、崖地近接等危険住宅移転事業における

負担割合は国が2分の1、県が4分の1、市町が4分

の1となっております。 

 条例の施行日については、公布の日からを予

定しております。 

 以上で、第30号議案の補足説明を終わります。
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

【山村委員長】 次に、住宅課企画監より補足説

明を求めます。 

【小栁住宅課企画監】 第32号議案「長崎県営住

宅条例の一部を改正する条例」について補足し

てご説明いたします。 

 観光生活建設委員会説明資料横長表の11ペー

ジをご覧ください。 

 今回ご審議いただきます長崎県営住宅条例に

つきましては、県営住宅等の管理に必要な事項

を定めたものでございます。 

 改正内容でございます。12ページをお開きく

ださい。 

 1点目の裁量世帯の見直しでございますが、現

在、高齢者世帯や障害者の方がいらっしゃる世

帯、子育て世帯など、特に居住の安定を図る必

要がある世帯につきましては、裁量世帯として

収入基準の上限を緩和し、入居しやすいよう配

慮しているところでございます。このうち、子

育て世帯につきまして、現在の小学校就学の始

期に達するまでの者から18歳に達する日の属す

る年度の末日までの間にある扶養家族というこ

とで、小学校就学前から高校生世代まで引き上

げるというような改正をしようとするものでご

ざいます。 

 次に、2点目の家賃債務保証業者の導入でござ

いますけれども、現在県営住宅に入居される際

には、高齢者世帯や障害者の方がいらっしゃる

世帯、生活保護世帯などを除き、連帯保証人を

1名つけていただくことを条件としております。

今回、連帯保証人の確保が困難な入居希望者に

つきましては、連帯保証人の代わりに家賃債務

保証業者と家賃等に関する保証委託契約を結ん

でいただくということで県営住宅に入居してい

ただけるよう、所要の改正をするというもので

ございます。 

 3点目の改良住宅の管理終了でございますけ

れども、現在、改良住宅として本県が唯一管理

をしております旧川口アパートが令和8年3月末

をもって用途廃止となることから所要の改正を

しようとするものでございます。 

 なお、施行日につきましては、いずれも令和

8年4月1日を予定しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議賜りますようお願いいたします。 

【山村委員長】 次に、住宅課長より補足説明を

求めます。 

【野口住宅課長】 第37号議案「契約の締結につ

いて」、第38号議案「契約の締結について」、

第41号議案「財産の処分について」及び第42号

議案「公の施設の指定管理者の指定について」

は、県営西諫早団地建て替え事業に係るもので

あり、相互に関連しておりますので、4議案につ

いて併せてご説明させていただきます。 

 観光生活建設委員会説明資料横長表の15ペー

ジをご覧ください。 

 1の事業の目的についてご説明いたします。 

 昭和48年から順次整備された県営西諫早団地

は老朽化していることから、建て替えと既存住

棟を活用した住戸改善を併用し、現状の907戸を

597戸に集約・再整備いたします。 

 再整備に当たっては、従来型の工事発注と設

計からその後の維持管理までを一体的に発注す

るＰＦＩ方式を使い分けることで、効率的に事

業を進め、また集約により生じる余剰地を民間

に売却・活用いただくことで、エリア全体の価

値の向上、活性化を目指すものでございます。 

 2の事業の概要についてご説明いたします。 

 第37号議案としてお諮りする新築棟1棟110戸

が①でございますが、こちらは、県で設計、積
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算を行う従来型の工事発注によるものでござい

ます。 

 ②の第38号議案は、新築棟2棟210戸、改善棟

4棟150戸、関連する既存住棟の解体11棟、21年

間の指定管理、余剰地売却を一体的に契約する

ＰＦＩ事業の契約についてお諮りするものでご

ざいます。 

 これらに含まれる余剰地につきましては、土

地2万平方メートルかつ7,000万円を超える財産

の処分となりますことから③の第41号議案とし

てお諮りさせていただくものでございます。 

 さらに、指定管理につきましては、公の施設

の指定管理者の指定となりますので、④の第42

号議案としてお諮りさせていただくものでござ

います。 

 16ページをご覧ください。 

 3の従来型の工事発注の概要でございます。 

 新築工事、延べ面積が6,744.15平方メートル

の鉄筋コンクリート造11階建て、契約の相手先

は、上滝・髙瀬建設・ライムイシモト特定建設

工事共同企業体、契約金額は、税込みで17億

9,208万7,000円、工期が630日間で、令和9年12

月下旬の完成予定となっており、総合評価落札

方式による一般競争入札で選定を行ったところ

でございます。 

 4のＰＦＩ事業の概要でございます。 

 事業内容は、設計・建設・解体のほか、入居

者移転の支援、21年間の維持管理運営及び余剰

地活用となっており、事業者提案による自主事

業もございます。事業手法は、ＢＴＯ方式のサ

ービス購入型であり、総合評価落札方式による

一般競争入札で選定を行いました。事業期間は

21年間の維持管理を含め、令和30年3月31日まで

で、契約額は113億4,586万2,000円、契約の相手

先は、福徳不動産グループでございます。なお、

グループ構成企業につきましては、資料右表の

記載のとおりでございます。 

 17ページをご覧ください。 

 5のＰＦＩ事業者提案についてご説明いたし

ます。 

 県営住宅の建て替えについては、広場を囲む

南向き2棟で構成され、鉄筋コンクリート造10階

建て、北棟が101戸、南棟109戸の全210戸が整備

され、既存4住棟では後付けエレベーターを新設

するとともに、室内の段差解消や水回り改修な

どを行い、コストを抑えつつ住環境の向上を図

ります。 

 余剰地につきましては、戸建て分譲地や子育

て支援施設、高齢者福祉施設などを配置すると

ともに、売却する県営住宅棟の一部を改修し、

新たに民間賃貸住宅として活用することも予定

されております。 

 18ページをご覧ください。 

 6に全体工程表をお示ししております。 

 今後の事業工程としましては、4月より先行し

て従来型の新築棟建築工事に着手いたします。

ＰＦＩ事業においては、設計をはじめ、令和9年

1月から既存住宅の改修、令和10年4月から既存

住宅の解体、あと道路整備工事を進め、令和11

年から建て替え住宅の建設を行う予定でござい

ます。 

 19ページをご覧ください。 

 7の完成イメージでございます。 

 敷地東側からの鳥瞰となっております。 

 このように民間事業者の優れたアイデアを活

かし、効率的かつ経済的に県営住宅の適切な再

整備を進めてまいります。 

 以上で、第37号議案、第38号議案、第41号議

案及び第42号議案の補足説明を終わります。ご

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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【山村委員長】 次に、道路建設課長より補足説

明を求めます。 

【平道路建設課長】 観光生活建設委員会説明横

長資料21ページ、第39号議案「契約の締結の一

部変更について」ご説明いたします。 

 22ページをご覧ください。 

 工事名は、主要地方道長崎南環状線道路改良

工事（（仮称）江川トンネル）、工事場所は、

長崎市鹿尾町から江川町でございます。 

 本事業は、並行する国道499号において、交通

渋滞が著しく交通事故も多発している状況であ

ることから、今回のトンネル工事も含めた自動

車専用道路を整備し、交通の円滑化、安全性の

向上、地域振興等を図るものであります。 

 工事延長2,137メートル、幅員は車道6.5メー

トル、全幅で10メートルであり、トンネル工

2,137メートルを施工しております。 

 契約相手は、三井住友・小宮・増山特定建設

工事共同企業体、現在の契約金額は、消費税を

含め94億2,240万5,300円であります。今回15億

2,163万6,600円増額し、109億4,404万1,900円に

変更するものであります。併せて工期について、

令和9年3月19日を令和9年8月31日までに変更す

るものであります。 

 23ページに位置図、平面図及びトンネルの断

面図を示しております。 

 24ページをご覧ください。 

 主な変更理由についてご説明いたします。 

 まず、トンネルの掘削においては、左下の表

にあるとおり、安全に施工するため支保パター

ンは、地山が硬いＣⅡから柔らかくなるごとに

ＤⅠ、ＤⅡ、ＤⅢへと変更となります。資料中

央の図で、ＣⅡを水色、ＤⅠをだいだい色、Ｄ

Ⅱを緑色、ＤⅢを赤色で表示しておりますが、

当初想定より脆弱な地質が出現したことにより、

例えば資料中央の下矢印の区間では、ＣⅡから

ＤⅠに支保パターンが変更となっております。

当初と変更の支保パターンを全体的に比べてみ

ると、水色からだいだい色の区間が増えている

ことが分かるかと思います。 

 このことに伴い、右下図のとおり、ロックボ

ルトの本数や長さ、吹きつけコンクリートの厚

さが変更となり、さらにトンネル下部にインバ

ートコンクリートが追加となっております。 

 加えて、資料中央の赤枠の箇所においては、

特に天端の崩落などが懸念されたため、補助工

法を実施しております。補助工法の内容として

は、右下の図にあるとおり、切羽前方の天端に

鋼管ボルトを打ち込み、薬液を注入することで

地山の補強を行うものであります。これら支保

パターンの変更及び補助工法の追加により、約

10億9,000万円の増額となっております。 

 25ページをご覧ください。 

 肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの令

和6年3月改正に基づき、切羽の自立が悪い箇所

では、右下の図のようにトンネル切羽面からの

岩石の肌落ちを防止するため、ＤⅠより地質が

悪い箇所では、切羽面にコンクリートを吹き付

ける鏡吹き付け工を追加しております。資料中

央の赤枠の箇所が令和6年4月以降の施工部分の

対象区間であり1,447メートルの区間で鏡吹き

つけ工を追加したことにより、約3億7,800万円

の増額となっております。 

 26ページをご覧ください。 

 トンネル掘削中に想定以上の湧水が発生した

ことにより、濁水処理設備の処理能力を向上し

ております。このことにより、約5,000万円の増

額となっております。これらの変更に伴い、工

期を約5か月間延長し、令和9年8月31日までに変

更いたします。 
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 以上で、第39号議案の補足説明を終わらせて

いただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

【山村委員長】 以上で説明が終わりました。 

 これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【宮本委員】 それでは、議案に対して質問をさ

せていただきます。 

 まず、第30号議案「長崎県災害危険住宅の移

転促進等の助成に関する条例の一部を改正する

条例」ですけれども、これは国の要綱に合わせ

た条例改正ということで説明がありました。横

長資料の8ページですけれども、これ、長崎県に

おいては、次のページのがけ地近接等危険住宅

というのは、県内においては結構あるんじゃな

いかなと思います。まずは、これに該当するよ

うな対象区域がどのくらいあるのかというのを

教えていただけますか。 

【田中砂防課長】事業の対象となる区域数は令

和8年2月末時点で県内の土砂災害特別警戒区域、

通称レッドゾーンと呼んでおりますが、これが

3万6,188箇所ございます。内訳としましては、

土石流5,255箇所、急傾斜3万933箇所、地滑りは

ございません。 

 現在ですが、土砂災害特別警戒区域への補助

制度を持っている市町が長崎市、佐世保市、西

海市、雲仙市の4市でございます。4市の土砂災

害特別警戒区域数は1万6,066か所となっており

ます。 

【宮本委員】 詳細にわたってご説明ありがとう

ございました。 

 対象区域、地域と言うんですかね、戸数それ

だけあるんだなということをちょっと確認いた

しましたが、ちなみにこれ改正なので、今まで

もこの条例があって、これを利用して、活用し

てという言い方が適当なのかどうか分かりませ

んが、実績についてもちょっと教えていただけ

ますか。 

【田中砂防課長】土砂災害特別警戒区域の住宅

移転はこれまで2件ございます。内訳は、平成31

年に佐世保市内で1件、除去のみでございます。

もう1件は令和4年度に長崎市で1件ございまし

て、除去と移転を行っております。 

【宮本委員】 ありがとうございます。それぐら

いなんだなということですね、確認をいたしま

した。もっと多いのかなと思っておりましたが。 

 今回の改正で、除去費限度額が1戸当たりから

面積当たりに変わりますよということと併せて、

引越費用も限度額が1戸当たりが新設されたと

いうことになりますが、これも今回の条例改正

によって、その対象区域の方々にとってはプラ

スなのかマイナスなのかということもちょっと

併せて教えてください。 

【田中砂防課長】除去費限度額がこれまで住宅

の大きさに関係なく1戸当たり、危険住宅1戸当

たり97万5,000円でございました。今回の改正に

おきまして危険住宅1平方メートル当たり、木造

住宅で3万3,000円、非木造住宅で4万7,000円と

なっております。これは令和7年度時点の額でご

ざいます。これによりまして、住宅の大きさに

よって比例しますので、上限が今まで1戸当たり

97万5,000円だったのがその上限がなくなって

いると考えております。このことから当該事業

を活用される方にとっては、負担軽減になるの

ではと思っております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。こうい

った改正をどうやって周知していくのかと。周

知方法について教えてください。 

【田中砂防課長】 周知ついて、ホームページや

パンフレットへの掲載を行っているところでご
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ざいます。今回の改正に伴いまして、全市町に

対しまして、条例改正についての説明を行って

おります。その際に、改めて要綱を持たれてい

るか、策定または更新の有無についても確認を

させていただいております。 

 また、これまでも要綱のない市町におきまし

ては、土砂災害特別警戒区域の指定等に合わせ

て要綱策定についての働きかけを行ってきてお

り、引き続き行っていきたいと考えております。 

 また、今後は6月の土砂災害防止月間、これは

毎年行っているんですが、そういった機会に長

崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する

条例の制度についても周知を図っていきたいと

考えております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。あらゆ

る場面で周知徹底をしていただきたいと思いま

す。これを活用してももちろん手出しというの

は相当出てくるんでしょうけど、危険な区域に

住まれてる方にとっては非常に広さ当たりでの

限度額が設定されたというのは大事な観点だと

思いますので、周知の方よろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、第32号議案についてお尋ねいたします。 

 長崎県営住宅条例の一部を改正する条例につ

いてでご説明ありました横長資料の12ページに

なります。家賃債務保証業者の導入ということ

で、これ今までは連帯保証人を1人求めていたけ

れども、厳しい場合、この家賃債務保証業者に

よって、連帯保証人がいなくてもいいですよと。

これは非常にありがたいことだというふうに感

じています。 

 そこで、この家賃債務保証業者というのが県

内には何社あるのか教えてください。 

【小栁住宅課企画監】 家賃債務保証業者という

のは、県内というよりも、どちらかというと、

例えば九州とか、そういった形の中で実際事務

を行っていただいているというところでござい

ます。県内にも既に2市で導入されておりますの

で、複数の業者がいらっしゃるものと考えてい

るところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございます。既に2市

で導入していて、県内というよりも全国的な保

証業者であるということを確認いたしました。 

 既に高齢者とか、生活保護世帯は、連帯保証

人は要らないものの、確保が困難な入居者にと

っては、この保証業者との契約で済むんでしょ

うけれども、この家賃債務保証業者を利用して

も断られる世帯というのがいるのか、実績でも

構わないんですけれども、過去2市とかで導入さ

れたときに、断られた方がいらっしゃるのかど

うか。これは最後の砦という言い方をするとち

ょっと申し訳ないんですけれども、これで断ら

れる方が発生するのかどうかについても教えて

ください。 

【小栁住宅課企画監】 家賃債務保証業者、当然

民間の事業者でございます。保証契約を結ぶ際

に、当然審査というものございますので、多く

ないとお聞きしておりますけれども、やはり断

られる方がいらっしゃるというふうにお聞きを

しているところでございます。ただ、私たちも

業者さんと少しお話をしている中で、できるだ

け幅広く取っていただけるように働きかけとい

うか、そういったお願いをしていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございます。おっしゃ

っていただいたとおり、困難な方は非常にあり

がたい制度、保証業者とも契約というんですか

ね、ができるような働きかけをお願いしたいと

いうふうに思います。ありがとうございます。 

 次に、第40号議案についてですが、これもち
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ょっと確認をさせてください。ストラドルキャ

リアというものを県で取得しますよと。財産を

取得しますという条例、議案です。事業の目的

等々も書いてありますけれども、まずこれも契

約相手方がロジスネクストジャパン株式会社九

州支社、1者だけでありますけれども、落札業者

が1者だけです。これについて、まずは教えてく

ださい。 

【本多港湾課長】 第40号議案についてのお尋ね

でございます。今回のストラドルキャリアとい

うのは特殊な荷役機械でございまして、国内で

製造ができる企業が実は1社しかございません。

この案件はＷＴＯの入札になりますので、国内

には2社あることが確認しております。ですので、

入札の結果、国内の1社が応札したということに

なります。 

【宮本委員】 ありがとうございました。ちょっ

と確認ですけど、今まで頑張ってくれていたも

のも、ここの会社でいいのかというのが分かれ

ば教えていただきたいんですが、よろしいでし

ょうか。 

【本多港湾課長】 すみません、前のといいます

か、実は会社が平成24年には4社ございまして、

その4社が平成25年には合併とか吸収とかされ

て3社になっております。それが平成29年に1社

になっておりますので、結果としてその会社が

取っているといいますか、吸収していますので、

そういうふうな形になるかなと思っております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。これ、

写真が30ページに載ってるんですが、これが新

しく今回購入するストラドルキャリアの耐用年

数、どれぐらいもつのか教えてください。 

【本多港湾課長】 ストラドルキャリアの耐用年

数ですけれども、これは17年になっております。 

【宮本委員】 ありがとうございます。17年とい

うことですが、ちょっと比較して申し訳ないん

ですけど、今まで使っていたものという言い方

が適当なんですか。これは今までもってくれて

いたのかも教えてください。 

【本多港湾課長】 現在使用しておりますストラ

ドルキャリアは、平成10年度製造でございます

ので、約27年間稼働しております。大分老朽化

して修理も大変になっているという状況でござ

います。 

【宮本委員】 ありがとうございます。27年使っ

てかなり頑張ってくれていましたね。耐用年数

17年なので、一応耐用年数ということでしょう

から、これ以上も使えるという認識をさせてい

ただきました。 

 次に、このストラドルキャリアの使用頻度と

いうんですか、かなり頻繁に使うものなのかど

うか、コンテナの荷役ということなんですが、

使用頻度についても教えてください。 

【本多港湾課長】 現在、長崎港小ヶ倉柳地区に

コンテナの船舶が入りますのは定期で週2便で

す。不定期で1便ございます。それが入港した際

の荷役作業となります。それにコンテナ自体を

県内外から運搬された、陸上で運搬されてくる

ものがそれを扱うことになりますので、それで

平均いたしますと、1日当たり4時間の稼働が平

均的に使われているという状況でございます。 

【宮本委員】 ありがとうございます。平均して

1日4時間の稼働ということで確認をいたしまし

たが、これは県が持っている財産として取得し

ますよということで、これを業者に貸すんです

よね。使ってもらうということでしょうけれど

も、賃料、どれぐらいの価格、費用で貸すのか

教えてください。 

【本多港湾課長】 ストラドルキャリアの賃料に

ついてですけれども、将来3年後に物が入ります
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ので、そこまでに条例とかを変えることになる

んですけれども、今考えとしましては購入代金

と維持管理費を合わせて、それを償却するとい

う形で料金を設定しております。まだ将来です

ので、今回の分はございませんが、現在の使用

料としましては1時間当たり1万7,630円での条

例単価となっております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。3年後

の条例改正ということで、現在のもお答えいた

だいてありがとうございます。県の財産になり

ますので、適正な価格でという言い方が適当か

どうか分かりませんが、賃料設定をよろしくお

願いしたいと思います。 

【山村委員長】 ほかにありませんでしょうか。 

【田中委員】 第38号議案、第39号議案の説明を

受けたけれども、久しぶりに請負契約が100億円

を超える契約なんだね。それでもう少し具体的

に聞きたいと思うんだけれども、これは支払い

の関係はどういうシステムで仕組みで業者に支

払いが行くのか。工期が長いのもある。令和30

年なんていう工期というか、設定されている。

そこら辺、県が支払いをする資金繰りの関係を

ちょっと聞かせてください。 

【野口住宅課長】 第38号議案、西諫早団地建替

事業などＰＦＩ事業に関するご質問でございま

す。 

 こちらは、冒頭説明させていただきましたと

おり建替事業と改修事業、そしてあと、それに

先立つ設計監理というものも入ります。長きに

わたる維持管理、21年間というのもございます。

こちらは、それぞれの業務の出来高見合いでお

支払いするというような契約になっております。

ですから、まず設計が始まるというところで、

設計を来年度から再来年度にかけて行い、それ

が完了する時点での支出がまず発生いたします。

そして、その後、建設工事に着手していきます

と、そちらの建設工事に出来高が上がっていく。

それについての出来高の報告をいただいて、そ

れに基づく支出をしていくという流れになりま

す。解体工事も同様の考え方を入れるようにし

ておりまして、おおむね工事に係るものにつき

ましては、工程表でも示させていただきました

とおり、工事につきましては、建設工事の完了

が大体令和13年、そしてその後解体工事が令和

13年から14年にかけて終わりますので、工事に

関するものはそこで一定の支出が完了するとい

う形になります。その後、維持管理が長きにわ

たり発生いたしますので、その後は維持管理の

分を単年ごとに支出していくというような資金

のやりくりになってございます。 

【平道路建設課長】 第39号議案、江川トンネル

の支払いに関する件について説明いたします。 

 まず、今回の工事でございますけれども、ト

ンネル工事ということで非常に規模が大きいと。

そうした工事を発注する場合は、県といたしま

しては、国債設定といいまして、国の方から許

可を取りまして債務設定を行うようにしており

ます。その債務設定を行いましたらば、今回の

工事でいきますと、令和4年10月から今回令和9

年8月まで行おうとするものでございますが、各

年度ごとに工事の出来高というのを決めて、そ

の年度ごとの支払い限度額というのが決まって

きます。これは契約書でちゃんとうたうように

なっております。その単年度当たりの出来高を

確認した後に、各年度ごとに検査を行って、そ

れを行いましたらば、その年度ごとの支払いを

行っていくということになっています。最終年

度に全ての契約金額に相当する金額をお支払い

しまして、工事が完了するというところでござ

います。 
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【田中委員】 第38号議案、これは工期というよ

りも契約期間が長いものだから、21年間の契約

になるわけね。それでどういう感じで払ってい

くのかなというのがちょっと私も初めてのケー

スだったから聞いたんだけどね。説明を受けた

ので100％私も理解していないけれども、100億

円ということで限定して聞いたので、それはそ

れで終わりたいと思います。 

 もう一つは、第39号議案、109億円、これは一

つは、契約変更、15億円の変更が出てくるわけ

ね。金額が大きいものだから、最初に想定でき

なかったということになるんだろうけれども、

最初の契約のときに。途中でそういう問題が出

てきて、この時点で15億円。やっぱりちょっと

1割以上の追加というのは私はちょっと疑問に

思う、その規模においてね。15億円ぽんと追加

ですよという話になるわけだからね。そこら辺

をちょっと聞きたいということなんです。技術

的なことは私は分からない。ただ、お金の問題

で判断すると、15億円変更になりましたからぽ

んと契約を上乗せする。そこら辺においてね、

これは何の規定もないのかな。幾らでも上乗せ

すると。審査はどうなっているのか。あなたた

ちと業者だけで審査するような形になっている

のか、そこら辺も含めてちょっとお聞きします。 

【平道路建設課長】 今回の契約変更でございま

すけれども、約15億円の増額となっております。

そのうちの10億円がトンネル工事、支保パター

ンの変更に伴うものでございますけれども、今

回トンネル工事に先立ちましてボーリング調査

等を行っております。まず、ボーリング調査に

おきましては、各坑口に1本ずつ。それから垂直

ボーリングと言いまして、路線の延長にわたっ

て、その延長約200メートルごとに約9本の鉛直

ボーリングを行ってます。このほか弾性波探査

と言いまして、その地質の状況を調べるような

探索も行っています。しかしながら、実際に設

計時点で地山の状況を完全に把握することは困

難な状況でございます。 

 こちらにつきましては、トンネルの標準仕様

書に記載がありますので、そちらを説明させて

いただきます。その標準仕様書によりますと、

トンネルの設計基準が他の土木構造別の設計基

準と最も異なるのは、照査設計に対して施工中

に適宜修正設計の必要性を判定かつ断定する行

為が実施されることがある。すなわちトンネル

設計とは、当初設計のみを示すものではなく、

施工中にその段階で採用している設計を日常的

に照査し、修正する一連の設計作業を行うと位

置づけることができる。このように、実際の施

工に当たりましては、その地質状況を綿密に把

握することは困難でございます。このため、施

工段階におきまして、経済性、施工性、安全性

を常に追求し、地質が変わったときには、切羽

判定委員会というのを実施しております。それ

によって地質が変わったことを確認した後に、

適宜適切な設計を行うようにいたしております。 

 こうしたことから設計金額が幾ら増えるかと

いうことにかかわらず、確かに現場で安全に施

工するために必要な設計であれば、それに相応

した設計変更を行うという考え方に基づいて、

今回変更を行わせていただいております。 

【田中委員】 理屈は分かるんだけども、要は基

準というか、上限というか、それはないんです

かと。変更、あなたたちがその専門だから、私

はもうお金の話だけしてるんだけどね。100億円

ほどの例えば契約で、追加して100億円出たなん

てことになると、再契約をすべきじゃないか的

な感じがするけど、この場合は、15億円。それ

でも1割を超える変更という感じでいうと、ちょ
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っと疑問に感じるなということなんです。基準

があるのかないのか。 

【平道路建設課長】 基準と申しますと、財政上

の制約はあるものの、基本的には今回設計の目

的が、トンネル工事を完成させるということで

ございまして、それに対して必要な設計変更の

上限は設けられておらず、一定のその2割、3割

というところまでは、設計変更も可能な対象範

囲であると考えております。大幅な増額のとき

は、別途議論が必要かと思いますけれども、基

本的には上限はなく変更していくものと考えて

います。 

【田中委員】 財源は国の補助事業。国は言えば

すぐ承知してくれるのかどうかね。県の金が出

てるわけじゃないと思う。大体方程式があるか

らさ、補助事業であって、交付金事業であって

と。それをすぐ国が認めてくれるのか、そこら

辺をちょっと聞かせてください。 

【平道路建設課長】 今回の江川トンネルにおき

ましては、今年の長崎の再評価委員会に諮って

おります。その再評価委員会に諮る前に、当然

国の方に対しても、全体事業費に大きく関わる

案件であることから、事前協議を行った後に再

評価委員会に諮っております。つまり国は、何

でも言えば変わるものでありませんで、適切な

設計変更が必要であった旨を実績に基づいて報

告することによって、国からも変更を認められ

ているというところでございます。 

【山村委員長】 ほかにありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了いたしました

ので、採決を行います。 

 第29号議案のうち関係部分、第30号議案乃至

第32号議案及び第37号議案乃至第42号議案につ

いては、原案のとおり可決することに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。 

 次に、提出があった政策等決定過程の透明性

の確保などに関する資料について、説明を求め

ます。 

【高稲監理課長】 政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づき、本委員会に提出いたしました土

木部関係の資料についてご説明いたします。 

 提出しております内容は、1,000万円以上の契

約状況一覧表、決議・意見書に対する処理状況、

陳情・要望に対する対応状況、附属機関等会議

結果報告となっております。 

 なお、今回の報告対象期間は、令和7年11月か

ら令和8年2月までに実施したものであります。 

 初めに、2ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況について、建設工

事・建設工事関連の委託・その他の三つに区分

し、それぞれ契約状況一覧表から入札結果一覧

表の順に添付しております。 

 次に、535ページをご覧ください。 

 決議・意見書に対する処理状況について、石

木ダム建設推進に関する決議に対する県の対応

状況を記載しております。 

 次に、536ページをご覧ください。 
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 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。 

 最後に、593ページから611ページまで附属機

関等の会議結果を記載しております。 

 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

【山村委員長】 次に、都市計画課長より説明を

求めます。 

【真鳥都市政策課長】 旭大橋下周辺の道路区域

の利活用について補足してご説明いたします。 

 観光生活建設委員会補足説明資料、土木部の

3ページをご覧ください。 

 長崎駅に隣接する旭大橋下周辺の道路区域、

面積で約6,300平方メートルについては、現在、

道路法に基づく道路占用許可により、駅周辺へ

の来訪者が利用する民間駐車場として有効活用

しております。当該地は、長崎市の中心部に位

置し、長崎駅に隣接していることから、新幹線

の開業や駅周辺の整備が進んだことで、さらな

る有効活用が可能な場所と考えており、道路区

域という法的制約を踏まえた上で、どのような

活用ができるのか、民間事業者の意見を幅広く

聞くためにサウンディング型市場調査に着手し

ております。 

 調査に当たっては、中段に記載しております

提案条件①の通常の道路占用と②の歩行者利便

増進道路、通称ほこみち制度による道路占用の

2ケースで利活用方法の提案を募集しておりま

す。 

 4ページをご覧ください。 ほこみち制度につ

いて説明させていただきます。 

 ほこみち制度は、地域を豊かにする歩行者中

心の道路空間の構築を目指すため、道路区域内

に歩行者の利便増進を図るにぎわいを目的とし

た空間を設置することが可能となる制度になり

ます。この制度を活用した道路占用においては、

歩行者の利便増進に資する施設として、ベンチ

や食事施設などが定められております。なお、

来客者用の駐車場は、対象施設に含まれてはお

りません。 

 また、占用主体が道路維持管理の協力や占用

区域外の除草や清掃などを行う必要があります。 

 ほこみち制度では、歩行者の利便増進に資す

る施設の設置に合わせて、道路維持管理の協力

などを行う場合、占用料の90％が減額されます。 

 補足説明資料の3ページにお戻りください。 

 下段のサウンディング型市場調査のスケジュ

ールについてご説明いたします。 

 1月26日に提案募集を開始し、2月25日に説明

会を実施しました。今後4月から5月にかけて、

利活用の方法や周辺への波及効果などの具体的

な提案を受けるとともに、ヒアリングを実施す

る予定としております。 

 以上で、旭大橋下周辺の道路区域の利活用に

ついての補足説明を終わります。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

【山村委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、陳情審査を行います。 

 事前に掲載しております陳情一覧表のとおり

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。 

 審査対象番号は1番です。 

 陳情書について質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 質問がないようですので、陳情

書につきましては、承っておくことといたしま

す。 

 審査の途中ですが、午前中の審査はこれにて

とどめ、午後は1時30分から再開し、引き続き、
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土木部関係の審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時４６分 休憩 ― 

― 午後 １時２８分 再開 ― 
 

【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

 午前中に引き続き、土木部関係の審査を行い

ます。 

 議案外所管事務一般に関する質問を行います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、質問はありませ

んか。 

【中村(一)委員】 眉山のトンネルの件でお尋ね

いたします。 

 島原道路には、トンネルがかなりありますけ

れども、まず、眉山のトンネルの明るさ、あれ

は国の基準を満たしているのか、まずもってお

尋ねをいたします。 

【田﨑道路維持課長】 眉山トンネルの実情につ

いて答弁させていただきます。 

 眉山トンネルは、延長905メートルございます。

交通量が1万台余りということでございます。供

用が平成24年度供用ということでございます。

現地を確認しましたところ、照明が切れている

ところがあるということを聞いてございます。

トンネル照明につきましては、道路の照明灯設

置基準という基準がございますので、それに基

づいて、当初設置をしております。道路の状況

というか、周辺の電気の状況とか、昼とか夜と

か、ついたりつかなかったりする照明灯は中に

ございます。ずっとついておかないといけない

照明灯もございますので、その照明灯が幾らか

切れているものがあるというふうに認識してご

ざいますので、そのことで少し暗い状態になっ

ていますということでございます。 

【中村(一)委員】 照明の照度というのは足りて

いるんですね。基準を満たしているんですね、

そこをまず聞いているんです。 

【田﨑道路維持課長】 消えているところは暗い

ので、そこは満たしていないということでござ

います。 

【中村(一)委員】 満たしていないということで

すよね。あそこのトンネルを通ったときに、私

たちも何回か要望があって通ったんですけれど

も、非常に暗いんですよね。真ん中のところが

球が切れているというようなことで、私もうか

つだったんですけれども地域の人からここ二、

三か月の間に3件ぐらいお電話をいただいて、あ

れはどうにかならんとかというような話になっ

て、振興局の方に何回か電話をしたらしいんで

すけれども、何もしてくれないというようなこ

とで、ちょっと私の方に来たんですけれども。

あれ、いわゆるＬＥＤの計画が令和7年度から長

崎県の計画に入っているんでしょう。そういっ

たときに、まず第一にそこの明るさを改善しな

ければいけないというふうに思っているんです

けれども、1回通ったことはありますか、課長。 

【田﨑道路維持課長】 通ったことはございます

が、最近ちょっと通ったことがないので、最近

の状況は存じませんけれども、振興局等からの

情報によると委員おっしゃるとおりのことで、

今対応中ということではございました。今、眉

山トンネル自体は、トンネルの照明の種類があ

るんですけれども、セラミックメタルハライド

ランプということで、今つけているＬＥＤ灯具

とちょっと時期が、以前につけているものです

から、違う種類となってございます。同じラン
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プを調達しようというふうに考えておりました

けれども、なかなか調達がうまくいきませんの

で、ＬＥＤに順次変えていきたいというふうに

考えてございます。ＬＥＤの製造に少し時間が

かかっているということで、現在まだ工事が遅

れているということでございます。 

【中村(一)委員】 ＬＥＤに変えるということだ

けれども、根本的に今、明かりがついています

けれども、それを皆撤廃して新たにＬＥＤをつ

けるのか。それともそれに付け足してＬＥＤを

加えるのか、それはどうなんですか。 

【田﨑道路維持課長】 ＬＥＤ化につきましては、

照明の器具自体は老朽化を迎えたトンネルから

順次更新をしていっております。その場合は、

器具ごとＬＥＤに変えますけれども、今回の場

合は、照明器具がまだ老朽化してないので一部

分だけＬＥＤ化、更新ということになろうかと

考えてございます。 

【中村(一)委員】 確かにあそこは非常に暗いで

すので、早急に計画を立てて明るさを増してい

ただきたいと思います。この間、2月20日ぐらい

だったですか、眉山のトンネルの近くのボック

ス入口で20歳の女性が交通事故でお亡くなりに

なって、それが一概にそのトンネルのせいとは

言えませんけれども、トンネルのところで壁に

ぶつかって事故を起こされているんですよね。

そういったこともありますので、十分な明るさ

の確保対策は取っていただきたいと思いますけ

ど、再度答弁をお願いします。 

【田﨑道路維持課長】 トンネルの照明につきま

しては、日常点検でパトロールしながら灯具が

切れてるところの球替えとかいうことを行って

いきたいというふうに考えておりまして、安全

な走行ができるように灯具の点検等も徹底して

まいりたいというふうに考えております。 

【中村(一)委員】 よろしくお願いをしたいと思

います。 

 次に、一般県道山口南有馬線の今の進捗状況

をちょっとお尋ねをいたします。 

【平道路建設課長】 一般県道山口南有馬線井手

清水工区の進捗状況ということでございますけ

れども、こちらの工区につきましては、令和4年

度に事業化し、これまでに測量設計を進め、令

和6年1月に計画説明会を開催いたしております。

現在、用地取得について進めているところでご

ざいます。 

【中村(一)委員】 当時お願いをしたときには、

用地の取得、全て地域の人には印鑑をもらって

工事にかかっていただいたわけですけれども、

なかなか用地交渉に入ったときに、同意がない

んですけれども、今のところ大体用地交渉とし

て何％ぐらいいってるのかお尋ねをいたします。 

【牛島用地課長】 井手清水工区の用地の進捗状

況ですけれども、面積ベースでいきますと今

45％の取得状況となっております。 

【中村(一)委員】 45％、半分ですね。非常にあ

そこの山口線、道が狭くて、今はバスが通って

ないんですけれども、前は県営バスが通ってい

たんですけれども、非常に湾曲で狭いところが

あるんですけれども、そこの部分が用地買収の

ところから工事には入れないんですかね。用地

課としては、大体何％ぐらい売れたら工事に入

るとか、そういった方法はできないんですか。 

【平道路建設課長】 現在、用地の取得について

進めているところでございますけれども、先ほ

ど答弁したとおり進捗率45％でございます。こ

のうち用地買収していない地権者の方、こちら

がその当該工区のちょうどバイパス部分であっ

たりとか、現道拡幅の部分の土地を所有されて

おります。そうしたことから買ったところだけ
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部分的に着手したとしても十分な効果が発揮で

きないことから、そちらの現在取得できていな

い地権者のところを買収した後に工事に取りか

かりたいと考えております。 

【中村(一)委員】 ありがとうございます。45％

ということは半分もまだできていないというこ

とですけど。用地交渉等に非常に職員の皆さん

方行かれるんですけれども、大体用地交渉には、

月に1回とか、あるいは2か月に1回とか、どうい

った交渉で用地の交渉をされるんですか。 

【牛島用地課長】 事業の進捗状況にもよります

けれども、大体月にその工区とは別にして、月

に10回近くは大体出てると思うんですけれども、

相続とかいろんな関係がありますので、時間を

要したりするとかあるかと思います。 

【中村(一)委員】 月に10回も大体交渉はされて

いるんですね。ああ、そうですか。いずれにし

ても、あそこの工区は非常に狭くてカーブが多

くて狭いですので、できれば非常に大変な作業

と思いますけれども、もう少し説得をしていた

だければというふうに思っておりますのでどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 もう一つはちょっと今回も川口アパートあた

りでインフレスライドについてちょっとお尋ね

をしたいんですけれども、非常に建築資材や労

務費が高騰が続く中でインフレスライド条項の

運用状況をしっかり把握をして必要な改善を行

うことは建設業者の経営と公共工事の安定的な

施工を確保する上で極めて重要だと考えますが、

本県におけるインフレスライド条項の適用状況

と具体的な手続について、まずはお伺いをいた

します。 

【金子建設企画課長】 インフレスライドといい

ますのは、これ急激なインフレーションにより

まして、請負金額が著しく不適当になったとき

に、受注者が請負代金額の変更を請求できる制

度でございます。これは、まず受注者が発注者

に協議を行います。それで基準日を設定いたし

ます。その後、その基準日から以降の残工事分

の変更前後の差額から変更前の1％を超えたも

のがインフレスライドの対象になるということ

でございます。 

 本県においては、令和5年度においては34件、

令和6年度においては37件、このインフレスライ

ドを適用してございます。 

【中村(一)委員】 34件と37件が今インフレス

ライドということですね、分かりました。この

件についてはあとで額とインフレスライドの件

数を聞こうと思ってたんですけれども、額は分

からないですかね。 

【金子建設企画課長】 額については、変更契約

額が総トータルであるものですから、ちょっと

これだけ抽出はしてないような状況でございま

す。 

【中村(一)委員】 それじゃあ、運用の概要をち

ょっとお尋ねをいたしますけれども、県の建設

工事標準請負契約書におけるインフレスライド

条項の位置づけと、その運用の基本的な考えに

ついては先ほどお答えをされましたね。分かり

ました。手続等はどのような感じで行くんです

か。 

【金子建設企画課長】 手続の詳細なんですけれ

ども、まずスライド協議の請求というものを受

注者から発注者へ申請を行います。これにつき

ましては、インフレスライドの場合は、残工事

が2か月以上残っているものが対象となります。

その後、発注者の方で基準日の設定をいたしま

す。基準日は、請求日から14日以内に設定する

というふうな決まりがございます。その後、発

注者の方で残工事の確認、再積算をしましてス
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ライド額の算出をし、契約変更すると、こうい

う流れでございます。 

【中村(一)委員】 大手企業あたりは、こういう

制度は確かに知っているというふうに思ってお

りますけれども、中小企業とか小規模事業者、

これは多分大きい工事になってインフレスライ

ドが適用されると思うんですけれども、その34

件と37件ですかね、受注額が大体幾ら以上の業

者さんですか。 

【金子建設企画課長】 最近労務単価が年5％か

ら6％ぐらい上がっていますので、これについて

は、金額が多い少ないに関係なく、請求がある

ものと考えております。ちょっと具体的な金額

というのはちょっと把握しておりませんけれど

も、全体的に上がっておりますので、金額とし

ては満遍なく請求があってるんじゃないかとい

うふうに推測しております。 

【中村(一)委員】 手続あたりのフォロー、要す

るにどのようにしたら、このインフレスライド

が適用されるんですかということは、何か会議

を開いて建設業者さんたちにやるのか、あるい

は文書でこういうインフレスライドが適用され

ますよというようなことで周知をするのか、そ

の周知方法についてちょっとお尋ねをいたしま

す。 

【金子建設企画課長】 最近、ちょっとインフレ

がかなり進んでいるということで、インフレが

急激に進み出したのは令和4年度ですね、具体的

には令和5年1月に説明会、これは業界を対象と

した説明会を県内9か所で開催をしております。

また、説明会に用いた資料もホームページに掲

載してございます。なかなか中小に行き渡って

ないという面もやっぱりあると思われますので、

この点については受注業者に対して、既存の資

料がございますので、そういう資料を活用して

周知を図ってまいりたいと考えております。 

【中村(一)委員】 一応周知等は県内9か所あた

りでしているというようなことですね。という

のは、非常に小規模事業者、中小事業者あたり

はそこまで行き着いてないんですもんね。受注

高によっても違うんでしょうけれども、今回の

川口アパートとか、あるいはこの間の大亀トン

ネル、ああいったやつはこういうインフレスラ

イドをして非常に業者さんたちには喜ばれると

思うんですけれども。非常にこのインフレスラ

イドを適切に活用することで、県の公共工事が

安定的に遂行するとともに、地域の建設業者を

守り、災害対応やインフラ維持管理の基盤をし

っかり確保していくべきだと思いますけれども、

部長の再度の見解をお伺いして終わります。 

【山内土木部長】 インフレスライドは、今委員

からお話ありましたように、この物価高が多い

中で、特に重要なことかと思っております。 

 重要なことは2点あると思いまして、まず1点

は、やはり先ほど委員がおっしゃったようにし

っかりと周知をするということだと思います。

基本的に受注者の皆さんからの申出によって動

き出す制度でございますので、こういう制度が

あるんだということをしっかりと周知するとい

うことは、まず最も肝要かというふうに考えて

おります。 

 もう一点は、それに対して速やかに発注者と

して対応することかなと思っております。なか

なかいろいろ資料とか出していただくことにな

ると思うんですが、それについて提出された資

料に基づいて速やかに対応するということで、

私どもとしても振興局に対する指導を徹底して

まいりたいと思います。 

【中村(一)委員】 ありがとうございます。終わ

ります。 



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２３日） 

- 56 - 

【徳永委員】 それでは、土木部における技術職

員の採用と退職の状況について質問したいと思

っております。 

 先般の一般質問で、私も県、そしてまた知事

部局を含めて質問した中に、本当はここでもや

りたかったのですが、時間の問題もありました

ので、今日は委員会で質問したいと思います。 

 まず、先ほど申し上げたように、今土木部に

おける技術職員の採用と退職の状況について、

まずご質問いたします。 

【高稲監理課長】 令和6年度に実施をしました

県職員採用試験におきましては、土木職員につ

きましては大卒と高卒の区分を合わせた39名の

募集に対しまして、38名が受験をしまして、最

終合格者数は17名でありまして、このうち採用

の辞退者を除いた令和7年度の採用者数が11名

でありました。 

 また、建築職員につきましては8名の募集に対

しまして、14名が受験をしまして、最終合格者

は7名で、採用辞退者を除いた採用者数は5名で

ありました。 

 次に、退職の状況でございますけれども、退

職者数につきましては、令和6年度の退職者数は

土木職で21名、建築職は4名でありました。 

【徳永委員】 大卒・高卒を合わせてということ

ですね。これ、高卒何名、大卒が何名というの

はないんですか。 

【高稲監理課長】 先ほど申しました募集につい

てですけれども、令和6年度は39名のうち高卒が

約11名の募集でありまして、それ以外が大卒あ

るいは民間経験枠の採用という状況でございま

した。 

【徳永委員】 11名が高卒採用の募集というこ

とは28名が大卒と。先ほどは大卒・高卒合計で

ありまして、ここを詳しくさっき言った受験、

大卒・高卒に分けて再度。 

【高稲監理課長】 令和6年度採用試験、土木職

について補足してご説明いたしますと、まず高

卒試験が11名の募集に対しまして受験者数が14

名でございました。このうち最終の合格者数が

3名、このうち実際に採用したのが2名でありま

した。それを除く部分が大卒の状況でございま

す。大卒が区分が幾つかございますけれども、

まず主立ったもので大卒区分、これは大卒のＢ

試験というのが、これはやはり民間企業も想定

した採用試験の区分がございますが、これが約

11名の募集に対しまして、受験したのが13名、

このうち最終合格が8名で、採用者が5名であり

ました。 

 それからＡ区分という、やはり通常の公務員

試験の大卒の区分でございますけれども、これ

が募集したのが約13名でありまして、受験した

数が9名、そして最終合格者が5名で、採用した

のが3名でございました。主な区分としては以上

でございます。 

【徳永委員】 これ大変ですよね。先ほど言われ

た退職者についても土木は21名、建築は4名とい

うことで。今後も多分相当増えますよね、退職

者も団塊ジュニアとかでですね。こういった中

でこれ、当然補充をしなきゃなりませんけれど

も、これはどうなってますか。 

【高稲監理課長】 この技術職員の退職者数に対

する採用の充足状況でございますけれども、土

木職員におきましては、令和4年度まではおおむ

ね退職者数と採用者数が同数程度で推移をして

おりましたけれども、令和6年度からはやはり退

職者数が採用者数を上回っているような状況に

ございます。 

 それから建築職につきましては、ほぼ退職者

数と採用者数は同数程度で推移をしているとこ
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ろでございます。 

【徳永委員】 令和6年から上回っているという

ことになっているということで、今後先ほど言

ったように増えていきますよね。しかし、そう

いう中でしっかりと、そのままの状況では駄目

ですよね。どういった土木部の方で対策を取っ

ておられるのか。よろしいでしょうか。 

【高稲監理課長】 土木職員の半数以上を占めて

おります技術職の人材確保というのは大変重要

な課題と我々も認識をしておりまして、この採

用困難な現状につきましては、総務部ですとか、

採用試験を実際にします人事委員会とも情報共

有しながら危機感を持って採用確保対策を進め

ているところでございます。 

 具体的に申し上げますと、土木部技監が自ら

工業高校などを訪問しまして、県の土木部の業

務内容の説明を行って、校長ですとか、進路担

当の教諭を介して生徒の皆さんに身近に感じて

もらうような取組を行ったところでございます。 

 こうした取組などにより、高卒程度の区分の

受験者数につきましては、土木職におきまして

は、令和6年度の14名から令和7年度は26名に、

それから建築職については、高卒区分はゼロか

ら5名に増加をしている状況でございます。 

 このほか、大卒区分の関係で申し上げますと、

実際に県職員の中で大卒採用区分で入庁した若

手の職員に同行してもらいまして、出身大学の

工学部を訪問するリクルート活動を行ったりで

すとか、あとはやはりインターンシップ、これ

が非常に重要と思っておりまして、実施をして

いるわけでございますけれども、座学だけでは

なくて、県職員の仕事を具体的にイメージして

いただけるような現場の見学ですとか、あるい

は体験活動、こういったものもプログラムに加

える工夫をすることで働きがいを感じていただ

けるよう努めているところでございます。 

【徳永委員】 私の感覚から言えば、県職、土木、

建築の技術職というのは我々の年代からすれば、

非常に人気が高い。そして競争率も非常に高い

ということであったのですが、昨今は、受験者

数も少ないし、また辞退をされる。そしてまた

少ない中で県の方に入っていただいた方がすぐ

に辞めるという、この理由はどういうふうに県

土木部の方では理解をされているのかお願いし

ます。 

【高稲監理課長】 実際に採用された後に、早期

で退職する職員というのもやはり現実的におり

まして、いろいろ聞き取りをしたところ、実際

に県職員の仕事をしたんだけれども、もっと自

分がやりたい仕事というのが別にあって、民間

企業の方に行かれたりですとか、あとは高卒試

験で合格されて採用された方についても実際、

県職員ということで採用して勤められているん

ですけれども、その後やはり転勤があるという

ことで、なるべく転勤がないような職場を希望

されたりといったことでお辞めになられて、例

えば基礎自治体の市を、県内の市を受けるとか、

そういった方もおられるようです。私どもとし

ましても実際にせっかく入っていただいた方が

早期に退職というのをなるべく食い止めたいと

いうことで、土木部におきましては、地方機関

長会議というのを年4回実施しているところで

はありますけれども、その中で職員のこういっ

た勤務について一つ重要なテーマということで、

振興局の建設部長も交えたところで意見交換を

して、具体的にいろいろアンケートを取る中で、

どういった部分が非常に今勤められてる方が考

えられているかという意見を率直にくみ取りな

がら、ざっくばらんに意見交換をすることで、

その声を吸い上げて、なるべく職場環境の改善
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に努めたいということで行っているところでご

ざいます。 

【徳永委員】 今、課長が答弁された、私もそう

いうふうな理解をしております。転勤も多いと。

特に長崎県の場合、離島があるということ。そ

してやはりただでさえ人材不足ということで、

それで仕事量も増えるということ。そして経験

がまだない中でそういった仕事を受けなければ

ならないという、ちょっと予想以上の仕事量、

そしてまた責任というものがあるというのもあ

るのかなと。その一方で、今非常に経済が民間

がいいものですから、結構民間の方もいい状況、

そしてまた、私は決して県の仕事がやりがいが

ないとは思っていないんですけれども、違う面

での民間というものに挑戦をしたいということ

もあるだろうし、そういうことがいろいろと重

なった中で、こういった状況になっているのか

なと、そう思っております。 

 そういう中で、私は以前から技監にもよく言

ってましたけれども、要は今、高校、例えば試

験を当然受ける方からすれば、やはり条件があ

るわけですね、技術職ということで。そうであ

れば、やはり普通高校の方も受験ができるよう

に変えていくとか。というのは、私は県教育委

員会の高校教育課にも、そういった普通校にも

そういった学科とかを設けて、今はやっぱりＡ

Ｉとか、こういう時代ですので、非常に今の若

い生徒さんたちは我々と違って非常に詳しいの

で、そういったものを設けたりしながら、やは

り受験できる環境づくりというのが重要だと思

うんですけれども、その辺どういうふうに考え

ておられますか。 

【高稲監理課長】 委員おっしゃいますように、

やはり一人でも多くの方になるべく受験をして

いただく、そういった取組が必要と思っており

ます。特に高校卒業程度で入られる方というの

は、やはり高校生のときに進路を決めなければ

いけないということで、進路選択について考え

られるに当たって、非常に難しい面もあろうか

と思っております。私どもは採用試験は、これ

は基本的に高校卒業程度の方というのは、年齢

条件で高校卒業程度同等の方であれば受験でき

るということで間口としては広く取っておりま

すけれども、実際としては、やはり工業高校で

ありますとか、高校卒業の場合ですと農業高校

で土木関係を履修された方というのが多くござ

います。高校を卒業されて、それから大学でい

ろんな工業系の関係を勉強される方とか、いろ

いろな方がおられますので、私どもとしてはな

るべく普通高校を出られた方がその中でもやは

り土木部の具体的な仕事の中身をもう少しいろ

いろ分かりやすくお話をすることで、受験に当

たってのハードルをなるべく低く感じ取ってい

ただけるような、そういうリクルート活動とい

うのは現状行っておりますが、引き続き力を入

れて実施してまいりたいと思っております。 

【徳永委員】 これは県のみならず、自治体も非

常にこの問題大変なんですね。今も市町でも職

員の確保が特に技術系ですよね、できないとい

うことで広域圏になってるんです。例えば隣の

市町と一緒になってやっていくという状況、そ

してこの前私が質問した中にありましたように、

インフラの老朽化で、さらに人材、技術者とい

うのが多く求められるというか、これやっぱり

今大変なんですね。事故もよく起きてますよね。

例えば街路樹が折れてけがをしたとか、それと

街灯がさびで転倒したという、ただ、そこまで

人がいないということで本当にこの安全対策も

非常に厳しい状況になっているということであ

ります。そうであれば、やはりこの一番大事な



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２３日） 

- 59 - 

ことは県民を安全安心でどう守っていくかとい

う、インフラ整備というのは非常に重要であり

ますので、今後も決して特に土木部は建築部署

もですが、そういう面では人員削減というのは、

もう限界が来てますし、これ本当に要るんです

ね。 

 ただ、その一方では、私も過去にこういった

土木の仕事をしておりましたので、そういう中

で役場といえば合併前でしたけど、役場は技術

者はそんなにいないのに、一般で入った方が建

設部、土木部に行って結構やっているんですね。

だからそういう面では、入れて、そういう一般、

普通高校でも、そしてやはり土木部の中でしっ

かりと指導、教育をしていくことも私は可能で

あるし、そうしなければならないと思っており

ます。そういう中で、技監、そういうところを

どう考えておるのか。 

【中村土木部技監】 先ほど監理課長からちょっ

と話がありましたように、私も昨年4月に技監に

なりまして、非常に欠員状況は憂慮していると

ころでございます。工業高校であったり、県内

の30代までの若手の職員等と意見交換会を重ね

てまいりました。高校の方から民間との試験日

程の関係で公務員試験を早くできないかとか、

あとはインターンシップも旅費であったり日当

を出すという、バイターンシップもやっている

ところもあるというふうな話を聞いております。

いろいろな意見がありまして、それを全てやる

ことはなかなかちょっと厳しいところはあるん

ですけれども、やはりよそではやっていない、

よそに後れを取らないような形で進めるのが必

要かというふうに思っております。 

 早期退職するメンバーも全てが離島が嫌だと

か、そういう面はございませんで、やはりメン

タル的な問題であったりとか、家業とか、あと

は家族の関係でどうしても県外に行かざるを得

ないというふうな形で、非常に優秀な人間を私

もやめさせたくはなかったんですけれどもやめ

ざるを得なかったというふうに非常にゆゆしき

問題も発生しております。また、どちらにして

も若手の職員と私は昨年から今年にかけて話を

する中でかなり意識の高い若手たちがいますの

で、まずはこの子たちをしっかり育てて、土木

部はやりがいのある職場なんですよということ

を今後も引き続き植え付けていくような努力を

やってまいりたいというふうに思っております。 

【徳永委員】 ここは非常に大事な、そしてまた

重要な私は課題であると思っております。いろ

いろとご苦労はあると思いますけれども、しっ

かりここはまずは受験者数を増やすということ、

そしてできれば採用よりも多く取っていただい

た方がいいんですね。そして、かつ先ほど申し

上げたように、今から県庁内でもですね、人材

交流というのも私はもうそういう時代に来てい

ると思っておりますので、そういうものを含め

ながら、やはりこの土木部の使命というのが県

民の安全安心ということが全県民の財産を守る

ということが非常に大きな使命であると思いま

すので、今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

【山村委員長】 ほかに。 

【宮本委員】 それでは、議案外所管事項につい

て幾つか質問をさせていただきます。 

 まず、入札制度についてお尋ねをいたします。 

 総合評価落札方式の高度技術提案型、いわゆ

るＷＴＯ案件ですけれども、今回の土木部の建

設企画課におかれては、来年度からＷＴＯ案件、

高度技術提案型の評価見直しを行うということ

ですけれども、これ管内の地元の企業に対して、

どのような影響が出てくるのかをまずはお尋ね
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いたします。 

【濱崎建設企画課企画監】 宮本委員のご質問に

お答えいたします。 

 総合評価落札方式の高度技術提案型につきま

しては、設計金額が27億2,000万円以上のＷＴＯ

対象工事を対象とし、適用しているものでござ

いまして、工事ごとにＪＶ、共同企業体を組ん

で参加することを基本としております。 

 この形式におきましては、工事の技術的課題

に対する理解度、これを評価する技術提案であ

ったり、これまでの施工実績を評価して落札者

を選定しております。 

 しかしながら、この形式におきましては、価

格や技術力を総合的に評価して算出した評価値、

これが複数の参加企業で同一となり、結果とし

まして、抽せんにより落札者が決定するという

事案が多く発生しておりました。 

 また、施工地域の特性に精通し、品質の確保

や確実な施工体制の確保、これに寄与できる地

元企業の強みというところが十分に反映されて

いないという点も課題としてございました。 

 このため、企業の施工能力を適切に評価する

という観点から、地域の精通度、地域の貢献度、

これを新たな評価項目として追加しまして、県

内、特に工事施工区域の管内、ここに所属する

地元企業が構成員として参加する共同企業体を

評価するよう見直しを行ったところでございま

す。 

【宮本委員】 ご説明、具体的にありがとうござ

いました。ＷＴＯ案件では、評価はあるものの、

課題も多く山積していたということで、企業の

施工能力を評価する新たな項目として付け加え

ましたと。地域精通度、地域貢献度を追加しま

したということですが、ちょっと確認です。こ

のＷＴＯ案件の評価の見直しは、地元の企業に

とってこれはプラスとして働くものであるとい

うふうに認識しておりますが、その認識でいい

のか、ちょっと確認をさせてください。 

【濱崎建設企画課企画監】 委員ご指摘のとおり、

地元の企業というところが施工区域の特性等に

精通しておりまして品質の確保、先ほどご説明

したように品質の確保であるとか、施工体制の

確保、こういったところの強みがございます。

こういったところを評価するということになり

ますので、地元の企業にとってはいい方に働く

というふうに考えてございます。 

【宮本委員】 ありがとうございます。これはい

つから、来年度の早めに実施していただきたい

というふうに考えていますが、実施のスケジュ

ールについて教えてください。 

【濱崎建設企画課企画監】 施行の時期について

のお尋ねでございますが、来年度初めから適用

するように考えてございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。ＷＴＯ

案件でなかなか地元の企業が入りにくいという

こととか、やはりよりよく知っている地元の企

業への評価というのを反映するという意味でも

非常に評価としては、こういう見直しは重要で

すので、今後はＷＴＯ案件で地元の企業がより

多く入ってくるということが予想されますので、

引き続き、地元の企業の声をしっかり反映して

いただいて、1者でも2者でも多く入札できるよ

うな仕組みづくりを、地元貢献を入札というと

ころでしていただきたいというふうに要望させ

ていただきます。 

 次ですけれども、運動公園について質問いた

しますが、これは昨年、令和7年9月の一般質問、

それから令和6年9月での議会一般質問でも取り

上げたのですが、諫早にあります長崎県立総合

運動公園についてお尋ねをいたします。 
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 県立総合運動公園の中で、今未活用でありま

すローンボウルズ場の跡地をスケートボードパ

ークとして活用していきながら、県立運動公園

をもっともっと活性化できるように新たに整備

をしていくことはどうかということをちょっと

繰り返し質問をさせていただいておりました。

その後の検討状況について、お尋ねをいたしま

す。 

【真鳥都市政策課長】 諫早市にあります県立総

合運動公園のローンボウルズ場の跡地の活用に

ついてのご質問でございますけれども、まず検

討状況というところでございます。利用者にア

ンケート調査をいたしました。その中で利用者

のニーズが高い項目としては、遊具広場を整備

してほしい、それから芝生広場を拡張してほし

い、この2項目で全体の67％、約7割程度のニー

ズ、ご意見がございました。 

 また、スケートボード場につきましては、同

じ諫早市内にも同種の場が整備されているとい

う状況もございます。また、公園の整備、現在

の整備状況なんですけれども、県内の整備状況

になりますが、西海橋公園と百花台公園のよう

に開設後、かなり時間がたっている公園もござ

いまして、この公園に今ある施設の長寿命化・

老朽化対策工事というのを主にやってる状況で

ございます。 

そういったことを踏まえますと、なかなかロ

ーンボウルズ場跡地にスケートボード場には限

らないんですけれども、新たな施設整備をする

のはなかなか困難な状況ということでございま

す。 

また、新たな整備をしない中で、今の現状で

芝生がそのままございますので、何かしらの利

活用ができないかというところで、いろんな競

技団体にヒアリングをしたりとか、あと近隣の

学校とか、幼稚園とか、そういったところにお

尋ねをしたところ、近隣の幼稚園の園児がちょ

うどローンボウルズ場というのが柵で囲まれて

いる状態でございますので、ほかで遊んでいる、

大きな子どもが遊んでいるところと交わったり

しない状況になっておりますので、そういう近

隣の幼稚園の園児がフットサルで使えるなとい

うご意見があったということを聞いております。 

まずは、そういうところで利用したいという

方がおられましたので、まずは暫定的にはなろ

うかと思うんですけれども、近隣の園児のため

のフットサル場ということで利用していくと、

その利用をしながら、またほかの利用がないか

ということを今後も考えていきたいというふう

に考えているところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。アンケ

ートを取っていただいているという状況は確認

しておりましたが、遊具広場とか、芝生広場を

拡張してほしいという意見が多かったというこ

とを改めて認識したところです。スケートボー

ドパークについては、ほぼゼロということで厳

しいんだなということを、残念ですけれども、

確認をいたしたところです。ゼロではないかも

しれませんけれども、整備費とか、そういった

施設を新しくつくるとなると非常に厳しいとい

う状況も確認いたしました。 

 暫定的に園児たちが使えるようなフットサル

とかいう、比較的費用をかけずに済むような形

で再度整備をしていただいて、未活用のローン

ボウルズ場なので、少しでも活用を促していた

だきたいという思いはありますし、この反面、

フットサル場が逆に長崎で今フットサル場がど

れぐらいあるのか認識しておりませんが、逆に

園児たちだけではなくて、大人も使えるような

フットサル場にしていくというのも新たな考え
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なのかなと思いますが、ちょっと再度お聞きい

たしますが、これは今後の整備方針にもよるん

でしょうけれども、暫定的に整備をする。園児

の方々が使えるような整備をするということで

すが、仮にフットサル場に整備した場合、大人

とかでも使ってもちろんいいと思うんですが、

そのところをちょっと確認させてください。 

【真鳥都市政策課長】 まず、アンケートの結果

で、スケートボード場が全くゼロではございま

せんで、ちょっと新しいスポーツというくくり

の中で、バスケットとかスケートボードとか屋

根つきのサッカー場とか、そういったご意見を

出される方が約10％ほどおられましたので、全

くニーズがないということではございません。 

そういった中で大人も、ちょっと大きな子ど

もとかも含めたフットサル場の整備の可能性と

いうところでございますが、ちょっとまず、こ

の利用者のニーズをお聞きすると子どもたち、

小さい子どもたちの遊び場をもっと欲しいとい

うような意見がちょっと多かったのかなと思っ

ております。ただ、大人の方のフットサル場、

これを否定しているものでございませんので、

今後いかに公園を利用してもらえるのかと、利

用してもらうのが大事でございますので、こう

いったアンケートとか、そういったのを継続的

に取りながら、今後の整備といいますか、利用

をしてもらえる方法については考えていきたい

というふうに考えております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。ちょっ

とアンケートを取りながら、しっかりニーズに

応えていただきたいと思いますし、Ｖ・ファー

レン長崎が長崎市のホームに移転して、新たな

活用方法を考えていくべきだなというふうに思

っていたので、ちょっと取上げをさせていただ

きましたが、スケートボードパークはゼロじゃ

ないということなので、引き続き、確認をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

 次に、クルーズ船の入港予約状況についてお

尋ねをいたします。 

 これは、港湾課が把握しているということで

したので、この土木部の委員会の方でお聞きを

いたしますが、来年度の令和8年度のクルーズ船

の入港予約状況、長崎港と三浦港と、それと浦

頭港、それぞれ来年度どれくらい入港予約があ

るのか、ちょっと確認をさせてください。 

【本多港湾課長】 委員からご質問のありました

長崎港と佐世保港の入港の予定ですが、今令和

8年度と言われましたけど、船舶は暦年で集計し

ておりますので令和8年の数字となります。まず、

お断りします。 

 長崎港におきましては、3月19日現在で161隻

の予約予定をいただいているところでございま

す。佐世保港につきましては、佐世保市の管理

ですので、佐世保の方に確認しましたところ、

三浦で56隻、浦頭で7隻の合計63隻の予約をいた

だいているというところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。失礼い

たしました。令和8年度ではなくて令和8年です

ね。入港状況で予約を確認させていただきまし

て、ちなみにこの中でキャンセル数というのが

恐らく出てきているような気がしますが、キャ

ンセル数も分かれば教えていただければと思い

ます。 

【本多港湾課長】 今委員がおっしゃられた令和

8年におけるクルーズ船のキャンセルの隻数で

すけれども、長崎港におきましては、今のとこ

ろ74隻のキャンセルとなっているところです。

佐世保港におきましては、これも佐世保市に確

認したものですが、三浦で63隻、浦頭で13隻、

計81隻のキャンセルが起こっているということ
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を聞いております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。これ、

すごい数ですよね。これ足せば、長崎は200隻、

佐世保も相当数来ていたということでいいんで

すよね。キャンセル数も非常に多いという状況

を確認いたしましたが、これは国でいいますと、

中国のキャンセルが多いのかなという予想では

あるものの、どこからの、国内でのキャンセル

というのはないんだろうなと考えるんですけど、

どこからのクルーズ船のキャンセルが多いのか、

分かれば教えてください。 

【本多港湾課長】 先ほどお答えした隻数につき

ましては、全て中国発着の船になります。 

【宮本委員】 ありがとうございます。中国のク

ルーズ船ということで。理由が分かれば教えて

ください。 

【本多港湾課長】 キャンセルの理由につきまし

ては、伺っておりませんので、私からはお答え

することができません。 

【宮本委員】 国際問題になりかねないので、す

みませんでした。 

 ただ、キャンセルが非常に多いですよね。こ

れは残念ですね。これがいつ回復するかという

のは、誰にも分からないことでありましょうけ

れども、このキャンセル数が全部来ていたなら

ばと考えると、非常に残念で仕方ありませんで

すね。しかしながら、令和8年は長崎161、三浦

で56、浦頭は7ということで確保していただいて

おりますので、逃すことなくとは思いますが。

ちなみにこの161、56、7の中には、中国隻とい

うのは、これはあるんですか、逆に。ちょっと

それを確認させてください。 

【本多港湾課長】 今の予定の中に中国発着のク

ルーズ船があるかというご質問ですが、佐世保

港につきましては、すみません、確認ができて

おりません、管理者ではございませんのでして

おりませんが、長崎港に発着するクルーズ船の

161のうち24の今発着が中国発着という予定と

なっております。 

【宮本委員】 ありがとうございます。中国も一

定あるということも確認いたしましたが、この

24もキャンセルにもしかしたらなるかもしれま

せんので、ちょっと引き続き見ていきたいと思

います。 

 クルーズ船の発着については、長崎は非常に

多くて、観光についても貢献していただいてい

るところでもありますし、佐世保、浦頭と新し

い岸壁も整備いたしました。ちょっとこういっ

た状況ではありますけれども、令和8年のクルー

ズ船の発着と、またどういった影響があるのか

というのもしっかりと観光の部門といろいろ連

携を取っていただきたいということを考えてお

りますが、クルーズ船の対応について、土木部

長の方で何かこういったキャンセル状況もある

中で、しかしながら一定は来ていただいている

というクルーズ船の状況も鑑みて、今後取組を

強化していく必要は十分にあろうと思いますが、

来年度はクルーズ船の予約は令和8年度ではあ

りませんけど、来年度に向けてのクルーズ船の

入港状況に対する県の取組、そして決意等あれ

ば教えていただければと思います。 

【山内土木部長】 今委員からご指摘いただいた

点について、なかなか土木部だけでできる問題

ではないと思っておりまして、委員がおっしゃ

るとおり、観光部局とか様々な部局との連携が

必要かなと考えております。 

 土木部といたしましては、やはりクルーズ船

のインフラをしっかりと所管させていただくと

いうことでございますので、来ていただいた

方々に、しっかりと長崎県を周遊していただく
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ようなインフラ施設の整備ですとか、広報の部

分で観光部局とも連携しながら取り組んでまい

りたいと思っております。 

 いずれにいたしましても、クルーズ船という

のは本当に長崎港とか長崎県にとって、本当に

重要なインフラというか、観光客誘致の手段で

ございますし、それだけ来ていただける方々に

はかなりの消費が期待できるものですから、こ

れからも関係部局と連携しながら力を入れてま

いりたいというふうに考えております。 

【山村委員長】 ほかにありませんでしょうか。 

【山田委員】 旭大橋のサウンディング調査につ

いて伺いたいと思います。 

 先日2月25日に説明会が行われたということ

でありますが、どれくらいの方が来られたのか、

まず教えてください。 

【真鳥都市政策課長】 旭大橋の下の利活用の説

明会について、どれぐらいの方が来られたのか

というご質問ですけれども、説明会については

15事業者の方が来られました。あとこれとは別

にちょっと説明会に来られないので、個別に話

を聞きたいという方もおられまして、その他の

事業者さんが5事業者さんございます。 

【山田委員】 説明会、合計で20事業者がおいで

いただいたようであります。4月27日に個別対話

の申込みの締切りということでありますが、今

3月23日現在で、この個別対話の申込み状況はど

うなってますか。 

【真鳥都市政策課長】 個別対話というのは、ち

ょうど提案内容の申込みの締切りということで

4月の下旬を設定しておりますが、現時点ではま

だ提案の提出というのはございません。 

【山田委員】 ある程度の提案をしないといけな

いから準備期間も必要としているのかなと思っ

ております。5月に個別対話を予定しているとい

うことでありまして、6月に結果概要の公表とい

うスケジュールのようですが、いろいろ見まし

たら対話に参加した事業者には、今後、当然な

がら概要の公表の後は、当然公募に入っていく

のかなと思っておりますが、その後のスケジュ

ールというのもイメージとしてどれくらいまで

にどうしたいとか、そういったものがあればお

示しをいただきたいと思います。 

【真鳥都市政策課長】 まず、今回のこの提案内

容、条件を二つ設定しておりまして、一つ目が

通常の道路法に基づく占用許可をすること前提

の利活用、もう一つがほこみち制度ということ

で、これは占用料は大きく減額されるんですけ

れども、かなり使い方には少し制約があるとい

う、この二つのパターン、どちらかでもいいし、

どちらでもいいですよということでの提案を受

けるようにしております。こちらの方がそれぞ

れこの後の手続が大きく変わってくるものです

から、通常の占用であれば、これもどれぐらい

の期間を占用したいのかと、かなり長い期間を

占用したいということであると、長期間占用す

るための指針みたいなのを私どもでつくらない

といけないので、一定時間かかります。あと、

ほこみち制度を使いますとなると、地域の皆様

との協議会みたいなものをつくって一緒にまち

づくり的な話にもなりますので、そういった手

続といいますか、地域の方との意見交換みたい

なのも必要になってきますので、これがちょっ

と日程が長くかかるということでございます。 

 ちょっと具体的に、この後の手続は、いつま

でに何をするというのがなかなか現時点では申

し上げにくい状況でございます。 

【山田委員】 ほこみち制度と、普通に道路とし

て使用する2パターンあって、どっちかじゃなく

て両方でもいいという理解ですか。組み合わせ
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たところの利用とかでも。 

【真鳥都市政策課長】 組み合わせることでどの

ようなご提案があるのかというのはあるんです

けれども、あるとしたら両方出されても構わな

いということで、私たちは幅広く皆さんのご意

見といいますか、提案をいただきたいというふ

うに考えております。 

【山田委員】 あと、歩行者利便増進道路でない

といけないということで限られたもの、歩行者

にあくまでも利便のあるものを提案していただ

くということになっているようでありますが、

その場合は、あともちろん道路維持管理の協力

をいただいた場合は、占用料の90％減というこ

とでありますが、大体の金額とかも決まってる

んですか。それとも条例等で金額が決まってい

るのか。地価によっても違うのかもしれません

けれども、どういうふうになっているかをちょ

っと教えてください。 

【真鳥都市政策課長】 道路占用許可の占用料は、

近傍の地価に連動するような形になってまして、

ちょっと大まかなところなんですけれども、令

和7年度、これ建物がある場合とない場合でちょ

っと変わるんですが、建物がない場合は、年間

1平方メートル当たり約4,500円程度の金額とな

っております。 

【小林委員】 座ったままで質問いたします。お

許しをいただきたいと思います。 

 浦上ダムの発注の件についてお尋ねをしたい

と思います。 

 今回の浦上ダムの工事、事業費は何と18億数

千万円とかなり大きな大型予算になっています。

まず、どんな工事の内容か、その点をお尋ねを

いたします。 

【小川河川課長】 浦上ダム事業についてのお尋

ねですけれども、この浦上ダムは、長崎水害緊

急ダム建設事業の一環としまして、長崎市の水

道専用ダムであります浦上ダムに治水容量を確

保するために、貯水池内の掘削と既設のダムの

かさ上げをするものとしております。今回の1工

区は、貯水池内掘削を行う工事でございます。 

【小林委員】 私も幾らか調べてみました。今、

河川課長からお話がありますように、いわゆる

工事の内容としては、貯水池掘削、約50万立米、

貯水池のしゅんせつ土を陸上に上げて処分場へ

運搬するという工事であり、特別高度技術を必

要とするような工事ではないと、そのように聞

いておりますが、その点はどうですか。 

【小川河川課長】 本工事につきましては、主た

る作業となる水中の掘削に関しまして、掘削時

に貯水池が常時濁っている状況で視認性が確保

できない条件下において出来形の向上が必要で

あること、また作業ヤードが閑静な住宅街に近

接しております。工事の影響を長時間受ける地

域住民の負担軽減を図るため、ダンプトラック

の往来や施工機械の稼働に伴う周辺地域への騒

音、粉じん対策が必要であることから、本工事

については技術力を要すると考えております。 

【小林委員】 大体聞いている限りにおいては、

いわゆる貯水池のしゅんせつ土をすくって、そ

れを処分場へ持っていくと、こういうようなこ

とで何か地域住民とかなんとかそんなのが初め

て打合せのときに全く出てこなかった話が何か

取ってつけたような話が今あなたから聞いて、

何かよほど難しいような、何か高度な技術がな

ければ、それは受注できないんだというような

方向に持っていこうとしている。何かもう一度

言うけど取ってつけたような答弁をされている

と。私は幾らか分からんわけでもないが、何回

か打合せをした中において、そのようなお話は

一度たりともなかったということをあえてしっ
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かりあなたには申し上げておきたいと思います。

我々もこれは調査をしているわけだから、そう

いうところは慎重に、あなたも石木ダムで頭が

いっぱいだろうけれども、何もかもおかしくな

るよ。正直な話をしていただかなければいかん

と思うんだよ。 

 そういうようなことで、率直に言えば、ある

程度の企業であれば、どこでもできるような工

事の内容と、こういうふうに承ってきたわけで

あります。 

 それで何で18億数千万円の予算が伴うこの大

型事業を1工区として一括発注したのかと。いい

ですか、もう一回言いますよ。18億数千万円の

予算が伴うこの大型事業を1工区として一括発

注したのか、全く理解ができません。今、本県

は、皆さん、よく考えてください。知事も代わ

り、今、物価高騰対策、経済対策、全力を挙げ

て今県庁を挙げて取り組んでいるところであり

ます。そういう状況の中で県内業者の方々の受

注機会を確保する観点から可能な限り分割発注

にすべきではなかったかと考えますが、その点

はいかがですか、お尋ねをいたします。 

【小川河川課長】 浦上ダムの貯水池掘削につき

ましては、先ほど小林委員からお話がありまし

たように、全体で50万立米の掘削を予定してお

ります。ダム本体の着手時期等を考慮しますと、

限られた期間、工期そしてまた限られた作業ヤ

ードで施工する必要があること、それから先ほ

ど小林委員からもお話がありました県内業者の

受注機会を確保する観点から、可能な範囲で分

割発注することが望ましいということで、現発

注ロットに設定して工事を発注したところでご

ざいます。 

【小林委員】 河川課長、いいですか。あなたが

言う、いわゆる分割発注とか言ってることは、

いわゆるこの貯水池の第1工区、第2工区、第3工

区、第4工区、第5工区とか、そういうことも分

割発注と言ってるのじゃないのか。私が言って

るのは、今回18億数千万円もある1工区、もう発

注されているけれども、業者も決定しているけ

れども、こういうところに18億円もあるんだか

ら、これを二つとか三つに分けて、なぜ発注し

ないのかと。こういうことを先ほどからも言っ

たろう、今こうやって県庁を挙げて知事も代わ

り、物価高騰対策、経済対策、あらゆる手を使

いながら長崎県の浮揚を考えているわけだよ。

だから地元の業者の方々がなるべく仕事にあり

つける、そういうことをもって長崎県の景気の

活性化を図っていかなければいかんと。だから、

そういうことで1工区の18億数千万円を何で一

緒に取らんばいかんかと。3者ＪＶということで

あるけれども。ある企業、それから誰かと非常

に仲のいい企業、そしてまた、次の3者ＪＶのあ

と一つは、頭で取った業者と大体グループ会社、

こういうような状況であるわけだな。そこでや

っぱり非常にいろんな問題が、これは多過ぎる

と思う。これを黙って、ああそうですかという

わけにはいかないような大変な大きな問題では

ないかと思っている。そういう点から聞いて、

分割発注ができなかった理由として、今あなた

が述べられた工期の問題、あるいは事業費の増

大、掘削したしゅんせつ土は、3分に1台のペー

スでダンプ車により搬送するから混雑等々と、

そういうことも私のところに来て説明をされた

と思うんです。しっかり頭に入っている。だか

らそういうことで分割発注ができなくて一括発

注になったと。では、私は確認をしたいと思い

ます。 

 一括発注と分割発注を比較した検討資料は作

成をしているんですか。工期はどうなるとか、
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操業の許可、一括でやった場合はどうなる。こ

れを分割発注したらどうなると思う。また、特

に分割発注すると工事車両が増え、今、あなた

が地域住民という一番我々が考えなければなら

ん、そういう地域住民の交通渋滞や、そういう

ことで迷惑をかけたらいかん。安全管理に影響

が出ると。こういう状況のお話がありました。

分割発注した場合、工事車両が何台増えるのか。

交通渋滞がどの程度発生するのか。事故リスク

がどの程度上がるのか。これらについて具体的

な交通シミュレーションや検証を行いましたか。

行ったのであれば、数値でお答えください。い

かがですか。 

【小川河川課長】 小林委員ご指摘の交通渋滞

等々につきましては、詳細に今、私自身把握し

ておりません。申し訳ございません。 

【小林委員】 ちょっと委員各位にもよく聞いて

いただきたい。やっぱり理事者の皆さん方にも

よく聞いてもらいたい。一括発注をする。ある

いは分割発注をすると。このご時世のことだか

らということで、やっぱり分割発注して、いろ

んな地元の業界の方々にやっぱり受注の機会を

確保すると。そういう観点から考えたら、何だ

かんだ言うけどもやっぱりいろんな問題を乗り

越えるためには、一括発注でした場合はどうな

るのか。分割でした場合はどうなるのかと。そ

ういう検討資料をちゃんと設けて、さっきも言

ったように交通問題は交通シミュレーションを

ちゃんとやって、そういうような形の中でどの

くらいの混雑が予想されるのかとか、どれだけ

迷惑がかかるのかとか、そういうようなことを

当然やってるかと思うんだけれども、それを今

の課長の話ではやってませんと。やってなくて

誰が一括発注なんてことを決めたのか。誰が一

括発注を決めたのか、中村技監か当時の。中村

技監、お答えできるか。 

【中村土木部技監】 浦上ダムの掘削工事につき

ましては、私は長崎振興局の建設部長でいた際

に発注をしております。この際に私がお聞きし

ておりますのは、浦上川下流にある長崎市の浄

水場、これはちょっとすみません、完成年度は

忘れましたけれども、将来的に長与町と合併し

た形でダムの上流側にできるというふうな形で

聞いておりました。その期間に掘削を終えると

いうふうな状況であると今の18億円の規模で発

注していかないと、その期間までになかなか掘

削ができないということで、18億円の工事ロッ

トに分割して発注したというふうに聞いており

ます。クレーン台船も実際現地で組み立てるよ

うな形の台船というふうに聞いておりまして、

これについても全国的になかなか台数がないと

いうことと、あとしゅんせつした土につきまし

てもヘドロ状の状況になっておりますので、こ

れをきちっとある程度一定乾かしてダンプトラ

ックで運べるような状況にしなければならない

ということで、その分も時間も要るというふう

なところを総合的に判断しまして、18億円とい

う工事ロットで発注したというふうに私は認識

しております。 

【小林委員】 中村技監、しっかり答弁をしてく

れたけれども、あなたの意見を、はい、そうで

すかというわけにはいかんぞ。あなたが今、県

の振興局の管理部長のときに、この浦上ダムは

君が中心としてやっているわけだ。そういうこ

とを総合的に判断と。総合的な判断というのは

何なのか。私が言うようなそういう一括して発

注した場合はどうなる。分割発注したらどうな

ると。こういうような検討資料をちゃんと用意

して、いろんなシミュレーションをやりながら

決定をしていかんといかんと。君らは、もうと
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にかく何か言葉たくみに、総合的に判断してと

か、君らは総合的に判断したのか、誰が決めた

のか、この一括発注は。君が決めたのか。 

【中村土木部技監】 当時私個人で判断できる案

件でございませんで、長崎振興局の河川課と本

庁の河川課といろいろ話を聞きながら、今の18

億円という発注ロットを決定したところでござ

います。 

【小林委員】 だからそういう点から考えても、

具体的に言えば検討資料も作成してないと。何

度も言ってるように、一括発注した場合のプラ

ス・マイナス、分割発注した場合のプラス・マ

イナス、こういうような検討資料をもって比較

をしながら、どうしなければならんかと、こう

いうことは当然やってもらんばいかん。君らは

言葉たくみに総合的に判断してと。何が総合的

に判断していくと。比較をせんといかんことも

やってない。そういう状況の中で18億数千万円

のこれだけの大きな金額がそういう予算を何と

一括発注するとは、ちょっと信じられないんで

す。気は確かかと思うぐらい私は信じることが

できません。技監尋ねますが、何を根拠に一括

発注がそれを合理的に判断したんですか。お尋

ねをします。 

【中村土木部技監】 先ほど申しましたように、

長崎市と長与町合同の合併浄水場が数年後でき

るというふうなところはもう既に決まっており

まして、これに合わせるためには、今の発注ロ

ットでやらないと、先ほど申しましたようにし

ゅんせつ土をダンプで運べるようにする作業で

あったり、台船も全国的になかなか確保できな

いというふうなところがございまして今の発注

ロットに決定しているというふうに私の方は聞

いております。 

【小林委員】 先ほどあなたが言ってる特殊な船

の台数が足りないんだと。そんなこと全然ない

よ。下請にお願いをして、全国からあちこちい

っぱいあるじゃないか。ダンプカーの台数もな

いとか。全然調査もしてなくて、比較の対照も

してなくて、検討資料も全く出さずして、そん

なことを言えるのか、そういうでたらめな答弁

はやめてくれよ。もうちょっと真面目に、何で

検討資料をつくらなかったのか。どうですか。 

【中村土木部技監】 委員ご指摘のように、本来

であれば、その辺まできちっと精査すべきこと

だったのかもしれませんけれども、私としては、

当時河川課とも話をする中で、もう全体工期を

何とかその間で完成すべきというふうなところ

の判断の下で、このロットに決めたところでご

ざいまして、本来であれば一定何らかの比較検

討をするべきであったんじゃないかというふう

には思っております。 

【小林委員】 だから今、あなたが認めたように、

やっぱり比較対照できるようなそういう検討資

料をつくるべきではなかったかと、こう思うけ

ど。そういうことでその辺の準備までやってお

くべきではなかったかと思うが、ただ、工期、

それだけをえらく強調しているけれども。だか

ら工期が一括発注と、そうやって分割発注した

らどういうふうに変わるのか、こういうことを

ちょっと教えてください。 

【山村委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５１分 休憩 ― 

― 午後 ２時５３分 再開 ― 
 

【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

【小林委員】 検討資料をつくったのか、つくっ

てないのか、どうですか。 

【小川河川課長】 資料をつくっているか、つく

ってないかということについては、私は今把握
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しておりませんので、ちょっと確認をさせてい

ただきたいと思います。 

【山村委員長】 ちょっと時間になりましたので、

小林委員、一旦ここで。 

 一旦休憩を入れたいと思います。 
 

― 午後 ２時５４分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ５分 再開 ― 
 

【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

【小川河川課長】 先ほど小林委員からの浦上ダ

ムの質問でございます。交通量のシミュレーシ

ョンだとか、そういった分割することで工期が

どれくらい延びるのかという資料を作成してい

るのかというご質問があったと思いますけれど

も、そのような資料は作成しておりませんでし

た。 

【山村委員長】 では、次の質疑に。 

【堤委員】 幾つか、二、三質問をします。 

 午前中に予算のところで石木ダム事業につい

てお尋ねしましたけれども、この追加の資料に

も平田知事が事業に協力いただいた方々と5日

に、それから反対されている方々と10日にお会

いになったということが書かれていますけれど

も、5日のところは新聞などにも触れられていた

んですが、10日のところは非公開というか、中

身についてはあまり詳しくは載っていなかった

んですけれども、この10日のときの川原地区の

方々との面会について、これは土木部としては

どういうふうに、そのときの面会について受け

止められているのか、まずお尋ねします。 

【小川河川課長】 石木ダムに関する知事と13世

帯の方との面会に対する受け止めだと思います。

知事と13世帯の面会につきましては、令和4年9

月以降、実現ができてないような状態でござい

ました。知事も13世帯の方々との対話を丁寧に

行っていくことが非常に大事であると申されて

おります。今回13世帯の方と直接お会いしてお

話しできたことについては、大変有意義だった

というふうに考えているところです。 

 今後もこのような機会を設けるよう努めてい

きたいというふうに考えております。 

【堤委員】 今後もこのような機会を設けたいと

いう、そういう受け止めだということですね。 

 それで昨年、技術的な問題について市民委員

会と県が説明会を行って、そこでいろいろな質

問に答えるという、そういう場がありました。

私も何回か参加をして傍聴したんですけれども、

十分に理解できたとは言えないんですが、4回目

はちょっと行けなかったんですけれども、この

中で市民委員会の皆さんからいろいろな要望が

あって、それを流域委員会の立ち上げとか、そ

れから理解を得るためのどういった方向で進ん

でいくかとか、そういうことについて、県の方

に回答してほしいというような要望があったと

お聞きしたんですが、市民委員会の方から要望

書など文書での要望など、そういったものはあ

ったんでしょうか、そこのところをお尋ねしま

す。 

【岩永河川課企画監】 今委員からのご質問ござ

いましたが、昨年、第4回目、知事が出席したと

きの説明会が12月7日だったかと思いますが、行

われておりまして、その後、市民委員会の方々

から文書で要望書というものをいただいており

ます。内容につきましては、川棚川水系川棚川

の整備計画見直しを行うための川棚川水系流域

委員会の設置を求めますという要望書を文書で

いただいております。 

【堤委員】 流域委員会の設置に関しての要望と

いうことで受け取られているということですね。

分かりました。これから流域委員会がどういう



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２３日） 

- 70 - 

ふうになっていくのか、一般質問のときでも取

り上げましたけれども、具体的な答弁はなかっ

たわけですが、今後見守っていきたいと思って

おります。 

 別の件で、道路事業について。西九州道の4車

線化ですが、佐々・佐世保中央が4車線化になり

まして、非常に朝の混雑などが緩和されて、非

常に移動の時間も短縮されて、これはすごくよ

かったなと思っています。もし片側1車線となっ

たときに、事故などが起きると、もう途端に通

行止めになってしまって、これまでも何度か通

行できないときがありましたし、かえって西九

州道を通ることによって一般道よりも時間がか

かるとか、交通ラッシュのときはそういうこと

もありました。今、佐世保中央から大塔までの

区間が夜間に工事が行われていますが、ここが

工事が本当に終了して4車線化がずっとつなが

れば、随分違ってくるかと思うんですが、ここ

のところの今後の工事のスケジュールなどはど

うなっているのかをお尋ねします。 

【平道路建設課長】 西九州自動車道の4車線化

のスケジュールに関する質問でございますけれ

ども、現在、佐世保中央から佐世保大塔インタ

ー間につきましては、橋梁の拡幅工事等が行わ

れておりまして、令和9年度の完成が予定されて

おります。 

 また、武雄南から波佐見有田インター間でご

ざいますけれども、こちらにつきましては、現

在測量を進めている状況でございます。 

 残る波佐見有田から佐世保大塔間でございま

すけれども、こちらについては、まだ4車線化に

着手できていない状況でございますので、県と

しても一日も早く4車線化に着手していただけ

るよう要望しているところでございます。 

【堤委員】 佐世保中央から大塔間、来年度中の

完成、供用開始になるかと思いますが、今のご

答弁で大体のところは分かりましたが、まだま

だ武雄南までつながっていくというのは、まだ

時間がかかるなというところですね。 

 それから昨年、平戸インターの開通式があり

まして、これから佐々から平戸までの区間がつ

ながっていかなければいけないとなりますけれ

ども、こちらの方の予定はどうでしょうか。 

【平道路建設課長】 佐々から平戸インターの予

定でございますけれども、現在の進捗状況で申

しますと、平戸インターから江迎鹿町インター

につきましては、現在用地取得がほぼ完了し、

橋梁やトンネル工事が着実に進められている状

況でございます。 

 また江迎鹿町インターから佐々インター間に

ついては、現在、鋭意用地取得が進められてい

る状況でございます。 

 最終的な開通見通しにつきましては、国から

は現在の工事進捗から現時点でお示しできる状

況ではないと伺っているところでございますけ

れども、県としては引き続き松浦佐々道路の早

期開通に向け、沿線自治体とともに必要な予算

の確保に努めてまいりたいと考えております。 

【堤委員】 ありがとうございます。地域住民の

皆さん、一刻も早くと待ち望んでいますので、

スムーズに工事が進んで完成まで安全に事業が

できていくようにしっかり取り組んでいただき

たいと思います。終わります。 

【田中委員】 予算質疑をした延長でもう少し確

認をさせていただきたいと思うんだけど、今の

西九州自動車道、用地の進み具合までは聞きま

した。完成年度は分からないと。10年ぐらいで

できるかな、今から。5年ぐらいで行けるのかな。

あと2工区だよね。ただ、4車線化の話が今あっ

た。これも令和9年度中というのは令和10年の3
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月までということになるのかな。令和9年度中と

いうことだからね。一つだけ、一般の人からク

レームがつくのよ。料金設定がおかしいと、西

九州自動車道の料金設定。全線開通してからの

料金設定ならば仕方ないかも分からんけれども、

4車線になったところは金を取らんで、4車線に

なってないところ、中央からみなとインターの

間だと思うんだけどね、皆さんがおっしゃるの

はね。意外と一般の人から何であんなことにな

ったんですかと言われるんだ。あの当時、金子

さんとのやり取りではね。何しろあれは有料化

を条件にして4車線をやったんだからというこ

とだから、それは仕方ないと思っていたけれど

も、設定の仕方がおかしいというのは、4車線に

なったところをお金を取るならいいけどさ、4車

線になってない。まだ2年ぐらいかかる。そこだ

けがプラスになっているんだな。私が言ってる

のは間違いかな。一般の人はそう私に言うんだ

けどね。ちょっと分かれば教えてください。 

【平道路建設課長】 料金設定の詳しいところま

では、私は承知しておりませんけれども、当然、

4車線化を行うための財政投資ということで有

料道路事業を活用しております。そうした中で

市民、利用者の理解も得ながら今回の料金が決

定されたものと承知いたしております。 

【田中委員】 私も金子先生任せでね、料金設定

は。あなたが知らんというのはおかしいぞ、し

かし。それは知っとかなきゃいかん。4車線にな

ったところは、料金が増えていればいいけれど

も、4車線になっているところは金を取らないで、

4車線になっていない、工事中のところが先行し

てお金を払わなきゃいかん。それが本当かどう

か私も確認できないんだけど、一般の人はそう

言うんだ。私に言ってきたのが10人では効かな

い。ちょっと勉強して後で教えてもらおう、料

金設定の。 

 それから完成年度が10年ぐらいということで

西九州自動車道は終わりたいと思いますが、次

に、針尾バイパス。針尾バイパスも一応延長な

のね。これ、5年ぐらいでと私は思っていたんだ

けれども、ＩＲができたらもっと早かったんだ。

駄目にしてしまったからね。ＩＲがあったらこ

こ一、二年のうちには完成するぐらいだったん

だけれども、今見てると、まだ五、六年はかか

るのかなと。もっとかかるのかと。残工事と今

の年度予算で大体割ればいいんだ。五、六年で

できるのかなという感じがします。 

 それで先に行きますが、針尾バイパスのとこ

ろで、技監とちょっと話をしたことがあるんだ

けれども、ハウステンボスの入り口の針尾橋の

拡幅、あれはやっぱり針尾バイパスと連動する

ような形になるから、早急にどうするのかとい

うことを決めてくれと。大体3月いっぱいという

話を聞いてたんだけど、3月いっぱいには決定し

ますと。どうするか。3月いっぱい、もう間もな

くだから決定しておったら聞かせてください。

針尾橋をどうするのか。 

【平道路建設課長】 針尾橋の拡幅につきまして

は、当初拡幅するということで事業化を行って

おりました。しかしながら、橋の構造的な問題

もありますので、現在、橋自体を拡幅できるの

か、あるいはかけ替えが必要なのか、かつ、針

尾橋につきましては、渋滞という問題も関わる

ものですから、針尾橋、そして早岐地区、エリ

ア全体の渋滞緩和に資するような計画を現在検

討しているところでございます。なお、検討に

つきましては、令和8年度中に整理を行いたいと

考えているところでございます。 

【田中委員】 あなたたちはすぐに1年ぐらい勝

手に延ばすもんな。それで俺がずっと30年流さ
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れてきたんだ。二、三年ぐらい平気で延ばす。

計画は計画だよ。今度の場合は、交通渋滞激し

いよ、結構。もう一つ付け加えて言うならば、

パールラインの無料化をやってほしい。佐世保

―長崎間で、あの道路でお金を取るというのは

ちょっと酷だ。私はそう思っている。西九州自

動車道とか、向こうのあれはいいけどね、九州

自動車道、あれは仕方ないけれども。西彼杵道

路でお金を取る。県営事業でしょ。県の事業で

しょ。早急に無料化を考えてもらわなければ。

そうするとますます針尾橋の交通量が増える、

無料化すればね。無料化するのは当たり前だよ、

橋だからね、取る根拠は。橋で100円、100円取

っているんだから、パールラインと西海橋でね。

これは改正してもらいたいと思うけれども、こ

れは誰に聞いたらいいんだ。部長がいいのかな、

あなたでいいの。 

【平道路建設課長】 西海パールラインの無料化

に関するご質問でございますけれども、まず、

全国的な状況から申し上げます。ＮＥＸＣＯが

管理する高速道路では、老朽化が進む構造物の

更新事業や国土強靱化からの観点から求められ

る耐震補強工事などに対応するため、令和5年度

に料金徴収期間を延長するための法改正が行わ

れております。そうした中、西海パールライン

につきましても橋梁などの大規模構造物の補強

やメンテナンスにかかる費用が今後も必要にな

ると考えられることから、今後の交通量の推移

や物価上昇等の影響も考えながら事業計画を検

討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

【田中委員】 不満だね。勝手な論理だ。何でそ

こだけをそんなにメンテナンスとかなんとかも

入れて検討しなきゃいかん。ほかのところだっ

て無料化したじゃないか。あれ橋だよ、100円、

100円は。道路じゃないんだよ。橋はちゃんと橋

の寿命化で統一的にやればいいんじゃないか、

統一的に。あなたたちはこっちはいい、ここは

という感じで黙っていればという感じだね。今

の収支状況を、あそこだけの西海橋だけの収支

状況を資料として今すぐできないだろうけれど

も、出してちょうだい、収支だけを。ずるずる

行くだけだ。だからこれはパールラインの無料

化は、やっぱり当然流れ的にはやらなければ。

私はそう思っている。これはちょっと今すぐ返

事できんだろうから。 

 次に、東彼杵道路。どうなるのかね、東彼杵

道路は。何と私は35年待ってるよ。新幹線が短

絡ルートにされたときの経緯から金子、あのと

きは代議士だったけど、あの後すぐ知事になっ

て、やるやるという話だったんだから。35年た

ったって、どこを通るかも分からないでしょう、

まだ。これはあなたら少しひど過ぎるよ。35年

待っているんだ。市議会の議長をしていた当時

ね。それでカットされた。その見返り的なもの

で東彼杵道路をやろうと。金子元知事に、あな

た聞いてくれよ。あの約束はどうなったのか。

本当に言いたくなるような話なんです。35年待

たせて、まだね、それこそどこを通るかも分か

らない。これ誰に聞いたらいいのかな。 

【平道路建設課長】 東彼杵道路に関するご質問

でございますけれども、まずどこを通るのかと

いうことでございますけれども、東彼杵道路に

つきましては、令和2年度から令和5年度にかけ

まして、国の方で計画段階評価の手続が行われ

ております。その中でおおむねのルート帯が示

されている状況でございます。 

 現在、国におきましては、東彼杵道路の環境

影響評価の手続が進められておりまして、工事

による環境への影響の予測評価環境保全対策を
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取りまとめた準備書の作成が行われているとこ

ろでございます。県としましても、こうした手

続が円滑に進むよう取り組みまして、早急に事

業化につなぎたいと考えているところでござい

ます。 

【田中委員】 先の見通しを教えてください。ど

うなるのか、今後。いつまで待てばいいのか。

今言っただろ、35年待っているんだ、俺は。あ

なたたちは少し問題にもうちょっと真摯に取り

組んでくれなきゃ。幹線道路として位置づけし

たのは35年前だよ、東彼杵道路の。新幹線もで

きやせん、県北は。道路もできはしない。ひど

いんじゃないの。東彼杵道路については、もう

一度答弁を。 

【平道路建設課長】 現在、東彼杵道路につきま

して、現在国の環境影響評価が進められている

ところでございますけれども、環境影響評価の

手続と並行しまして、今後県において都市計画

の手続を進める予定としております。具体的な

都市計画におきましては、公聴会とか住民とか

のいろんな意見を聞くこともございます。そう

したことから詳細な時期までは、現時点で言及

はできませんけれども、可能な限り手続を早期

に進めたいと考えているところでございます。 

【田中委員】 35年待った人に言う言葉じゃな

い。今からまだ何年たつか分からないじゃない。

せっかく平田新知事、我々はバックに国交省と

思ってるよ。部長からでも一言お言葉をいただ

けませんか。 

【山内土木部長】 多くの委員の皆さんから道路

をはじめ、いろんなインフラの整備が遅れてい

るということは承知をしております。基本的に

県の自主財源になかなか長崎県は厳しいもので

すから、基本的には国の方からお金を取ってく

るということが一番重要かなと考えております。

今回平田知事に代わられたということもありま

すので、いろんなパイプを活用しながら、これ

まで以上に予算の確保に努めていくものと考え

ております。 

 一方で、国の予算だけではもちろんありませ

んで、県の負担もございますので、それについ

ては県の負担についてもしっかりと確保できる

よう、我々としても努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

【田中委員】 部長、知事にお願いするばっかり

じゃなくて、部長にもお願いしたい。せっかく

のあなた県に来ていただいているんだから、国

交省からね。お願いしますよ。そうでないと、

ここ35年ぐらい私見ているけれども、幹線道路

だけでもいつになるか分からない。一番悪いの

は、スケジュール感がないんだよね。国がこう

言ってますからもう仕方ないですよという話だ

けれども、長崎県としてもやっぱりスケジュー

ル感みたいなものをつくって、ずっと消化して

いかないとと思います。よろしく。 

 ただ一つだけ、補助事業であるけれども、県

の力でできる西彼杵道路、これはもう20年以上

だね、スタートしてからね。我々不満だったけ

れども、西彼杵道路がある程度めどが立つまで

東彼杵待ってくれと。まず西彼杵をやらせてく

れと。めどが立ったら東彼杵。めどが立たない

ものだから東彼杵も進まない、35年。だからそ

こら辺はやっぱりもう少し本当に真摯に取り組

んでくれなきゃ長崎県の幹線道路、私は最近は、

環大村湾道路的な発想で物を言ってるんだけれ

ども、長崎―佐世保間だけでもね、もともとは

西彼杵道路だよ、長崎―佐世保間の道路として

位置づけは。県内2時間構想。溝口議員の名前を

出すのも何だけど、溝口議員はあそこだ。西彼

杵道路だ。俺は東彼杵道路だけどもね。だから
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西彼杵道路はどうですか。やればできるんじゃ

ないですか。 

【平道路建設課長】 西彼杵道路についてのご質

問でございますけれども、西彼杵道路につきま

しては、これまで南北両側から順次整備を進め

てきており、現在全体の4割を完成しております。

現在事業中の大串白仁田バイパス、こちら6.6キ

ロメートルでございますけれども、こちらの整

備を進めるとともに、未着手区間である15キロ

メートルにつきましても現在長崎市長浦町から

日並インター間について環境影響評価の手続を

進めているところでございます。県としまして

も限られた財源の中、早期にネットワークが完

成できるよう進めているところでございますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

【田中委員】 何か知恵がないのかね、もう少し。

もう20年、30年かけても道路が完成しないと。

これ基本の道路ですよ、基本のね、長崎県の。

今から観光立県でやろうとしたってやっぱり道

路が一番。そんな感じでお願いするしか方法が

ないので、できるだけ早く頑張ってください。

終わります。 

【鵜瀬委員】 すみません、ちょっと声が聞きづ

らいかと思いますけれども、ご了承いただきた

いと思います。 

 先ほど宮本委員からもクルーズ船について長

崎市と佐世保市のクルーズ船の受入れ状況の質

疑がありまして、山内部長からも答弁がありま

した。私からは離島におけるクルーズ船の受入

れ整備についてお尋ねをいたします。 

 さて、皆様ご承知のとおり、離島では本土以

上に人口減少や高齢化が進んでおり、大変厳し

い状況が続いております。こうした中、各離島

では、交流人口や関係人口の拡大を目指し、有

人国境離島法や離島振興法などを活用しながら、

様々な施策に取り組んでいる状況であります。

そのうち、クルーズ船の誘致もその一つであり、

各市町や県による誘致活動に加え、近年の離島

ブームも相まって寄港が増加傾向にあります。 

 しかしながら、近年はクルーズ船も大型化が

進んでおり、これまで寄港できていた離島にお

いても、将来的には着岸が困難となることが懸

念をされております。また、自然災害の頻発化・

激甚化が進む中、万が一原子力災害が発生した

場合には、全島避難が必要となる可能性もあり

ます。 

 こうした状況を踏まえ、安全確保と地域活性

化の両面から離島における港湾整備について格

段のご配慮をお願いするとともに、今後の港湾

整備の進め方についてお尋ねをいたします。 

【本多港湾課長】 鵜瀬委員からの離島港湾に対

する港湾整備についてのお尋ねです。委員ご指

摘のとおり、クルーズ船につきましては、令和

7年、20隻が寄港しているところでございます。

数も年々増えてきておりまして、地域の活性化

でありますとか、交流人口の拡大に寄与してい

るなと十分認識しているところでございます。 

 また、クルーズ船の整備につきましては、各

離島の首長様から各市の要望のためにお願いを

されているということでございまして、我々も

できるところから整備をしていきたいというふ

うに考えているところです。ただ、整備に関し

ましては、やはり大型化する船もありますけれ

ども、最近のクルーズの傾向としましては、小

型のラグジュアリー船という結構高いというか、

船がよく離島の方に入っているという状況もご

ざいます。その船は大きくなくて入れるような

状況でございますので、まずは現状の岸壁、多

くが7.5メートルの水深を持っている岸壁を各

離島には有しておりますので、そこでまず利用
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できるものはしていただくと。その実績を踏ま

えた中で、やはり費用対効果という、公共事業

で私どもする場合は必要になってきますので、

それを考慮しながら整備に向けて勉強していき

たいというふうに考えているところでございま

す。今後もご指摘のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

【鵜瀬委員】 ご答弁ありがとうございました。 

 離島においては、国防の最前線を担う重要な

地域でもあります。その持続可能な維持発展の

ためにもクルーズ船、先ほどラグジュアリー船、

これについては、問題ないかと思いますけれど

も、やはり大人数のクルーズ船を受け入れた方

が経済効果もありますし、ぜひ将来的には受入

れについても、先ほど部長の答弁にもありまし

た、ハード事業だけではなく、ソフト事業も含

めて県庁横断的に連携して、ぜひ離島の発展並

びに港湾整備に努めていただくことをお願いを

申し上げて私の質疑を終わります。どうぞよろ

しくお願いします。 

【小林委員】いいかげんな答弁とか、あまり偉

そうな答弁とかね、もう少し謙虚に我々も言わ

ないかんけれども、あなた方の方も謙虚にやっ

ぱり受け止めて発言していただかないと。何か

問題点をえぐられて、何かおかしな状況になっ

たらたまったもんじゃないから。そういう点に

ついて。だから河川課長からありました検討資

料は全然つくっていませんと。18億3,000万円ぐ

らいかな、これだけの工区、何で二つ、三つに

割ることができないのかと、こういうことの検

討の在り方が非常に問題ではないかと、こうい

う指摘をしているわけです。大体ね、部長、今

まで長崎県は、あなた方も今もそうだと思うけ

ど、やっぱり2億円あれば1億円ずつ分けるとか、

3億円あれば1億円ずつ三つに分けるとか、そう

いうようなことで機会均等をずっとやってきた

わけです。何度もさっきも言うたけれども、今

物価高騰対策、そういう経済対策、新しい知事

になって、まさに平田知事を先頭にして、みん

な県庁一丸となってやっているわけだよ。こう

いうような状況でやっているときに、今回、一

括発注をしなければならなかったという、その

根拠が総合的に判断してと、こういう訳の分か

らないうまい言葉で逃れるということは一体何

事かと。当然私の方は、やっぱり分割発注した

場合どうなる、一括発注した場合にどうなる、

工期がどうなる、全体の総予算化はどうなる。

あるいは交通のリスクはどうなるとか、いろん

なことをご検討いただいて、その上に立って自

信を持ってどうするかという答えを出していた

だかなければいかんというようなことを私は指

摘をしているわけです。やっぱり検討する資料

ができてなかったということは、河川課長から

明確に話がありました。そういう中で、果たし

て一括発注が正しかったのかと。今までも我々

の分割発注は一体何だったのかと、こういう問

題は残りますよということですから、また最後

に委員長や皆さん方にお願いして、これはやっ

ぱり浦上ダムの発注のこういう検討委員会は、

また後ほど時間をかけてやっていかなければい

かんと、こういうふうに思ってますからお願い

をしたいと思っております。 

 そこで質問いたしますが、今回の18億円を超

える浦上ダムのしゅんせつ工事、総合評価落札

方式でありますが、ある県民の方々から私の方

に連絡があって、指摘があって、この発注方式

は結果として特定の企業が受注しやすい制度に

なっているのではないかと。そのような疑念を

県民の方々に持たれない制度であったのかと。

こういうことを問題提起しているわけです。県



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２３日） 

- 76 - 

として今回の入札について、本当に競争が働い

ていたのか。制度として公平性が確保されてい

たのかと、透明性はどうだったのかと。参加で

きる企業が落札できる企業が入札する前から決

まっていたと言われるような限定されるような

仕組みになっていないのかと、この点について

県はどのように考えますか、お尋ねをします。 

【金子建設企画課長】 この総合評価につきまし

ては、今回浦上ダムの案件が18億円ということ

で、これ公表されております建設工事の発注区

分というのがございまして、これでいきますと

3億円以上、ＷＴＯ未満は技術提案型でやるとい

うふうな公表をされております。一応それに基

づいて、今回浦上ダムの件については発注して

いるところでございます。 

【小林委員】 今、長崎県の総合評価落札方式、

これを見ておりますと5年間のいわゆる受注量

が分母、それで年間の受注量が分子、こういう

ことでやっているわけですね。だからその点か

ら考えていけば、大型企業、こういうところが

有利な展開になり、地元企業や中堅企業が極め

て不利になっていると。この点はどうかお尋ね

をしたいと思います。 

【金子建設企画課長】 委員がご指摘されており

ます年間受注高の状況なんですけれども、この

評価内容をちょっとご説明いたしますと、直近

1年間の受注額を過去5か年間の平均完成工事高

で除した割合で評価しておりまして、入札公告

時点で直近1年間の受注額が過去5か年平均完成

工事高と同等程度であれば零点評価となりまし

て、少なければプラス評価、これは最大0.9点と

いうことになります。多ければマイナス評価、

これが最大マイナス0.9点ということになりま

す。 

 この評価の趣旨なんですけれども、経営規模

や技術者数は企業によって異なりますので、そ

れぞれの企業が対応できる工事量、キャパも異

なります。そうした中で企業が対応できる工事

量を超える受注を抱えますと、確実な施工体制

を確保することが難しくなりまして、品質の確

保や工期の遅れにつながる恐れがあります。こ

のため、こうした各企業が対応できる工事量を

推し量る基準といたしまして過去5か年の平均

完成工事高を設定しまして、直近1年間の受注額

との割合で評価しているところでございます。 

【小林委員】 建設企画課長、国交省が分母は幾

らぐらいにしているか知ってるか。 

【金子建設企画課長】 国交省の例えば18億円の

工事になりますと、こういう評価項目はなくて、

技術提案が65点中60点が一応技術提案というこ

とになっております。 

【小林委員】 調べてもらえば、分母が6億円だ。

長崎県と大分違うというようなことをちょっと

調べてきましたけれども、これが合ってるかど

うか。どっちにしても検討委員会を開いて、や

っぱり我々も本当に、当然みんなが恩恵にあず

かるようなやっぱり入札制度をつくらなければ

いけないと、こういう考えをするわけですね。 

 そこで委員長、今回の浦上ダムの発注につい

ては、現状の入札の在り方、それから競争性、

公平性、透明性の観点から驚くような問題があ

ります。県議会としても引き続き、やっぱり第

三者も入れてでも検証を行う必要があるんでは

ないかと考えております。ぜひとも委員の皆様

方のご検討もいただきながら、後ほど協議して

何らかの検討委員会をつくるべきではないかと、

こういうふうに提案いたしたいと思いますから、

どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

【山村委員長】 承りました。また委員間協議を

させていただければと思います。 
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 ほかにありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 ほかにないようですので、土木

部関係の審査結果について整理したいと思いま

す。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時４５分 休憩 ― 

― 午後 ３時４６分 再開 ― 
 

【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。 

 本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10

時から委員会を再開し、文化観光国際部関係の

審査を行います。 

本日はこれをもって散会いたします。 

お疲れさまでした。 
 

―午後 ３時４７分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２４日 

自  午前 ９時５９分 

至  午後 ４時 ４分 

於  委 員 会 室 ３ 

 
 

２、出席委員の氏名 

山村 健志 委員長（分科会長） 

坂口 慎一 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

小林 克敏  〃   

溝口芙美雄  〃   

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

宮本 法広  〃   

中村 一三  〃   

堤  典子  〃   

鵜瀬 和博  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し 
 

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

伊達 良弘 文化観光国際部長 

村田 利博 文化観光国際部政策監 

加藤 一征 文化観光国際部次長 

松尾 泰子 文化振興・世界遺産課長 

村山 拓男 
文化振興・世界遺産課企画監 
(世界遺産・日本遺産担当) 

小栁 剛志 ながさきピース文化祭課長 

伊東  猛 
ながさきピース文化祭課企画監 
（国民文化祭事業担当） 

長野 敦志 観 光 振 興 課 長 

小宮 健志 
インバウンド推進課長 

（参  事  監） 

庄司 孝繁 物産ブランド推進課長 

貝淵 裕幸 国 際 課 長 

久間 哲彦 
国 際 課 企 画 監 

（平和推進・国際協力担当） 

川瀬 亨介 スポーツ振興課長 
 
 

６、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５９分 開議 ―  

【山村委員長】 委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。 

【山村分科会長】 まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 文化観光国際部長より予算議案の説明を求め

ます。 

【伊達文化観光国際部長】 おはようございます。 

 それでは、文化観光国際部関係の議案につい

てご説明いたします。 

 予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料の2ページをお開き願います。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第52号議案「令和7年度長崎県一

般会計補正予算（第9号）」のうち関係部分であ

ります。 

 初めに、第1号議案「令和8年度長崎県一般会

計予算」のうち関係部分についてご説明いたし

ます。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、1、
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人件費等の義務的経費、2、経常的な管理経費及

び継続事業費、3、その他事業の執行上、当初予

算に計上を要するもの及び緊急を要するものな

どについて予算を計上いたしております。 

 歳入予算の総額は、4億1,723万1,000円で、内

訳は記載のとおりであります。 

 3ページをお開きください。 

 歳出予算の総額は、53億4,139万5,000円で、

内訳は記載のとおりであります。 

 歳出予算の主な内容につきましては、3ページ

から5ページ上段に記載のとおりであります。 

 5ページをお開きください。 

 次に、令和9年度以降の債務負担の主なものに

ついてご説明いたします。 

 アルカスＳＡＳＥＢＯの大規模改修工事のた

め、文化施設改修等整備費に係る令和9年度から

令和10年度までに要する経費として、32億1,034

万9,000円、長崎歴史文化博物館管理運営負担金

及び長崎近代交流史と孫文・梅屋庄吉ミュージ

アム管理運営負担金に係る令和9年度に要する

経費として2,014万8,000円、デジタルマーケテ

ィングの分析・検証のため、ながおしデジタル

マーケティング活用推進事業費に係る令和9年

度に要する経費として5,092万9,000円を計上い

たしております。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち、関係部分について

ご説明いたします。 

 歳入予算の内訳については、5ページ下段から

6ページ上段に記載のとおりであります。 

 6ページをお開きください。 

 歳入予算は、合計で688万8,000円の減であり

ます。 

 次に、歳出予算でございますが、内訳につい

ては記載のとおりであります。 

 歳出予算は、合計で1億3,551万9,000円の減で

あります。 

 歳出予算の主なものについては、6ページ中段

から7ページに記載のとおりであります。 

 7ページをお開きください。 

 7ページ中段でございますが、この結果、令和

7年度の文化観光国際部所管の歳出予算総額は、

54億7,563万9,000円となります。 

 なお、歳出予算総額には、3月13日に可決いた

だきました経済対策に係る補正予算は含まれて

おりません。 

 次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

 7ページ下段でございますが、売り込もう長崎

の県産品事業費ほか4件については、国の新しい

地方経済・生活環境創生交付金の令和７年度予

算を活用し、次年度にかけて実施する事業であ

ることから、また、酒米価格高騰緊急対策支援

事業費については、事業の実施において年度内

に必要な事業期間が確保できないことから、商

業費1億2,020万円について、繰越明許費を設定

しようとするものであります。 

 8ページをお開きください。 

 次に、令和8年度に債務負担行為を行うものに

ついてご説明いたします。 

 長崎県美術館の管理運営に係る指定管理者へ

の負担金に要する経費として101万1,000円を計

上いたしております。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につい

て、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算につきましては、今議会に補

正をお願いいたしておりますが、今後、年間の

執行額の確定に伴い、調整、整理を行う必要が

生じてまいりますので、3月31日をもって令和7

年度予算の補正について、専決処分により措置

させていただきたいと考えておりますので、ご
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了承賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

【山村分科会長】 次に、文化振興・世界遺産課

長より補足説明を求めます。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 それでは、私

の方から、文化観光国際部の補足説明資料につ

いてご説明いたします。 

 観光生活建設分科会、補足説明資料の3ページ

をお開きください。 

 これは、文化観光国際部の令和7年度3月補正

予算案の総括表でございます。令和7年度3月補

正後の歳入予算の総額は、3月13日に可決いただ

きました経済対策に係る補正予算を含め、⑦の

欄のとおり10億1,590万6,000円でございます。

各課の歳入予算額につきましては、記載のとお

りでございます。 

 歳出予算の総額は、3月13日に可決いただきま

した経済対策に係る補正予算を含め、⑦の下か

ら3段目の欄のとおり、59億8,138万9,000円でご

ざいます。 

 第9号補正予算案に係る歳出の主な要因は、イ

ンバウンド推進課の国際定期航空路線維持拡大

事業費9,447万8,000円の減や、ながさきピース

文化祭課の国民文化祭推進事業費の4,036万

9,000円の減によるものでございます。 

 また、文化振興・世界遺産課において、文化

施設行政推進費等の補正予算案の中に、美術品

等取得基金からの美術品買戻しに係る経費とし

て5,000万円の増、物産ブランド推進課において、

国の新しい地方経済・生活環境創生交付金の令

和7年度予算を活用し、次年度にかけて実施する

事業として前倒し計上した1億720万円の増が県

産品販路拡大対策費及び県産品魅力発信事業費

の補正予算案の中に含まれております。 

 そのほか、年間所要見込みに基づく各種補正

を行っております。 

 4ページ以降の令和8年度当初予算総括表及び

事業説明書につきましては記載のとおりでござ

います。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議を

賜りますようお願い申し上げます。 

【山村分科会長】 以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【堤委員】 おはようございます。 

 文化振興・世界遺産課の文化施設行政推進費、

その中でアルカスＳＡＳＥＢＯの整備費13億

1,223万9,000円が計上されています。この整備

の内容についてご説明をお願いします。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 アルカスＳＡ

ＳＥＢＯの改修工事についてのご質問でござい

ます。 

 アルカスＳＡＳＥＢＯにつきましては、平成

13年3月の開館から約25年が経過しておりまし

て、設備の経年劣化による更新時期を迎えてお

ります。 

 このため、令和8年度から10年度にかけまして、

アルカスにある3つのホールについての天井改

修であるとか、観客席の張り替え、舞台音響や

舞台照明設備などの更新、トイレの洋式化など

の工事を行い、利用者の安全確保と利便性向上

を図っていきたいと思っているところでござい

ます。 

【堤委員】 ありがとうございました。 

 どれも、もう必要な工事というか、もう本当

に設備も老朽化してるところを改修をしていか

ないといけないと思いますけれども、この大ホ

ールとイベントホールの天井改修工事やその他
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の工事というのがあるわけですが、この工事の

期間中、そこは使えないということになります

が、利用者の方からここが使えないのでいろい

ろな演劇とか何かを予定していたのができなく

なったということで、代替として佐世保市のコ

ミュニティセンターのホールを使わせてもらう

っていうことになっているということを伺って

るんですが、そこがエレベーターで5階に上がっ

たところにあります。500人ぐらい収容できるか

と思うんですが、アルカスは舞台の裏にトラッ

クを横づけして大道具などの搬入がスムーズに

できるけれども、コミュニティセンターホール

は5階まで上げるのを、エレベーターが以前はあ

ったけれども今、使えてないとか、それから必

要なものを持ってあがらないといけないけれど

も、エレベーターが使えないものについては外

階段などを利用しないといけないということで、

非常にご不便になるっていうお声を聞いてるん

ですが、そういった工事中の利用者の利便性を

確保するというようなことについては、関係者

と何か協議されたり、何かどういう対応をする

っていうようなことを確認されているのかお尋

ねしたいと思います。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 工事の計画に

つきましては、まず、大ホールとイベントホー

ルの工事を行うんですけれども、その工事が終

わってから中ホールの方にっていうところで、

なるべく利用者の文化活動が切れ目なく継続で

きるようにということで、佐世保市とか、施設

を運営している管理者とも協議した上で、完全

閉館とならないように調整を行ってきたところ

でございます。 

 ただ、委員おっしゃるとおり、行事の規模等

に合った、また時期に際しましてほかの施設を

代替するといったようなことでご不便があると

いう声は聞いているところでございます。 

 アルカスＳＡＳＥＢＯにおきましては、施設

整備とかのハード面を県が担って、運営面につ

いては佐世保市が担うという取決めの下、佐世

保市におきましては、アルカスＳＡＳＥＢＯを

定期的に利用していた文化団体の方が文化事業

を行う際に、市内の他の代替施設を利用した際

に、従来よりも経費が増加した分について支援

をするといったような支援制度を来年度の予算

で設けているということで、佐世保市の方に確

認をしているところでございます。委員のご意

見についても、佐世保市の方に共有したいと思

っております。 

 今後とも、佐世保市とか施設管理者を通じて、

利用者の声をお聞きしながら進めていきたいと

思っているところでございます。 

【堤委員】 今のご答弁で、利用者の経費の支援

などを来年度予算で佐世保市が計上するという

ことをお聞きしまして、それはありがたいなと

思うんですが、例えば、コミュニティセンター

ホールの、私もちょっと詳しくは分からないん

ですが、荷物を運ぶエレベーターが使えないと

か、そういったものについては、何らかのやっ

ぱり市の方で対応していただけないかなと思う

んですが、その辺はいかがでしょうか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 佐世保市の支

援制度の詳細につきましては、これから佐世保

市の方に確認をするんですけれども、そういう

荷物を運ぶ人が足りないとか、そういったとこ

ろの人件費とかがかかるといったようなところ

とかも、支援対象にならないかっていうところ

は、市の方にも確認し、また今のご意見とかも

共有をしたいと思っております。 

【堤委員】 ぜひ、市の方にご意見届けていただ

いて、本当に利用者の皆さんが本当に利用しや
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すいというか、工事中は不便もあると思うんで

すが、そういう配慮をよろしくお願いしたいと

思います。 

 この工事期間は、やはり予定どおり進まない

と、やはり使えない期間が延びますので、本当

にスムーズに取り組んでいただきたいなと思っ

ています。よろしくお願いいたします。 

 それからもう一点、国際課の国際交流・協力

費の周年記念事業費が計上されております。上

海市との友好交流関係樹立30周年、湖北省との

友好交流関係樹立15周年の記念行事ということ

なんですが、ここで訪問団を派遣して中国にお

ける交流を促進となっているんですが、今、中

国と日本の関係が非常に冷え込んでいる中この

予算は計上してあるわけですが、9月頃とか12月

から翌年の2月頃とかってありますけれども、今

のままだと厳しいんじゃないかなと思うんです

が、この見通しについてはどういうふうに考え

ていらっしゃるのかお尋ねします。 

【貝淵国際課長】 現時点では周年事業を実施す

る想定で予算を計上しておりますが、情勢を十

分に注視するとともに、中国側とも丁寧に調整

を行いながら慎重に実施の可否を判断してまい

りたいと考えております。 

【堤委員】 本当に今は厳しい状況だと思います

が、もしこれが難しいってなったときの代替案

とかなんかもお持ちなんでしょうか。 

【貝淵国際課長】 具体的な代替案というのは現

時点ではございませんが、訪問団の派遣が難し

い場合であっても、中国側と調整を図り、友好

交流事業の促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

【堤委員】 ありがとうございます。 

 本当に中国と長崎の関係っていうのはもうず

っと歴史的に深いものがありますし、民間の交

流もずっと続いてきたわけで、大切にしないと

いけないと思います。 

 昨年、総領事館の開設40周年の記念事業で私

も訪問団の一員として参加をさせていただいた

んですが、ちょうど出発した日が11月7日で、高

市首相が予算委員会で台湾有事の国会答弁をさ

れたその当日だったんですね。私たちの訪問に

は、いらっしゃった方も何人もいらっしゃると

思いますが、さほど影響はなかったように思う

んですけれども、しかしあれが訪問が何日か遅

れていたら、もう渡航もできないかもしれない。

行けたとしても、会ってもらえないかもしれな

い。いろいろな行事ができなかったかもしれな

い。台湾渡航なんか、ぎりぎりの辛うじてやり

遂げることができたっていうような受け止めを

しています。本当に日に日に渡航自粛があった

り、いろいろなことで文化交流とか様々なとこ

ろに影響が出てきたわけで、今、本当に神経を

使うような、そういう関係がよくない状況であ

りますけれども、いつまでも続くわけではない

ので、やはりこういう事業を大切にして、これ

からも交流を進めていただきたいと思います。 

【山村分科会長】 ほかにあれば。 

【宮本委員】 おはようございます。 

 私の方から、骨格予算とはいえ大事な当初予

算ですので、確認の意味も踏まえて二、三質問

をさせていただきます。 

 まず、補足説明資料の方になりますが、補足

説明資料の、まずは9ページです。 

 観光振興課、観光基盤整備事業費、「つなぐ・

つむぐ・めぐる」観光まちづくり推進事業費と

いうことで計上されており、約9,360万円計上さ

れてます。まず、これは前回からの継続事業な

のかどうかを確認をさせてください。 

【長野観光振興課長】 補足説明資料の「つなぐ・
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つむぐ・めぐる」観光まちづくり推進事業につ

きましては、これは、これまで、今年度までで

すけれども取り組んでおります「みんなで磨

く！観光まちづくり」推進事業の後継の継続事

業というような形になっております。 

 今回、骨格予算ですので、継続して進めさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 であるならば、主な事業内容、1と2と書いて

あります。2については、地域の魅力発信等とい

うことで、情報発信ということで分かるんです

が、1が観光まちづくりの取組支援ということに

なってます。これが主に予算案が計上されてる

んですが、非常に、内容を見て僕自身が分かり

にくかったんですね。市町への支援とか、専門

人材による伴走支援とかということで書いてあ

るんですが、ちょっと再度ご説明いただきまし

て、これについても継続ということなので、実

績。これを使ってどういったことができました

という実績と来年度に向けての新たな展開とか

があれば教えてください。 

【長野観光振興課長】 これまでの実績について

のお尋ねでございます。 

 まず、観光まちづくりの1番目の取組支援につ

きましては、これは市町観光関係団体が、いわ

ゆる観光コンテンツの造成をするに当たって、

県の方から2分の1、その活動に対して支援を行

っているというようなところでございます。 

 問い合わせの補助金の活用ということでござ

いますけれども、令和4年度から令和7年度まで、

これ、もう合計でございます。延べで大体40団

体、63事業に対して支援を行っているというと

ころでございます。 

 この取組の中で、地域の中の歴史であったり、

自然、食といった強みを生かしてしっかりとコ

ンテンツのブラッシュアップに取り組んできた

といったようなところでございます。 

 具体的な取組の成果みたいなものでございま

すけれども、専門家、これは旅行のコンテンツ

をつくる側ですね、旅行会社であったりとか、

そういったコンサルティングをやれるような

方々を専門人材として各地域の方のアドバイス

いただいてるといった取組もこれとセットで行

っております。 

 ですので、補助金とそういったつくり込みに

当たっての伴走支援も一緒にやってるといった

イメージを持っていただければと思ってます。 

 最終的にその取組の成果として出てきたもの、

これ、佐世保の少し事例でありますけれども、

江迎の方で江迎活性化協議会というところが主

体になって、築約100年の古民家を活用した飲食

施設の運営でございますとか、住民の方が参加

して花手水の取組など展開されてるといったと

ころについても支援をさせていただいていると

いったところでございます。 

 あと、これは佐世保市の離島になりますけれ

ども、漁師の方をはじめ、一体となって観光ま

ちづくりに取り組んでいらっしゃって、クエで

あったりとか、カキであったり、そういった海

産物でございますとか、マリンアクティビティ

を活用した、少しハイエンド向けのコンテンツ

をつくっていこうということで現在取り組んで

おられまして、次年度から商品の販売に向けて

現在進めているといったような状況でございま

す。 

 継続の取組は、一応こういう形で今回予算計

上をさせていただいており、今後の展開という

ことでございますけれども、これはまだ今から

になってまいりますが、それぞれの地域で行っ

てまいりました取組がございます。 
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 これはやっぱり、公共の役割としてもしっか

りいろんな形で軸を持ってつないでいくという

ことが重要であろうというふうに思っておりま

す。そういった場面でございますとか、支援が

できないかということについて、これは6月補正

になりますけれども、しっかりと財政当局とも、

議論を重ねていきたいというふうに思っており

ます。 

【宮本委員】 詳細ありがとうございました。 

 市町が行うコンテンツの造成の支援というこ

とで、確認をいたしました。細かいところまで

ありがとうございます。江迎の支援、非常に重

要だと思いますし、そこまで結構細かく入り込

んでこの事業されてるんだなっていうのを確認

をさせていただきました。 

 また、6月に向けて、引き続きそういったもの

が少しでも多く出てきながら、この名前のとお

り、つないで、紡いで、巡ってっていう長崎で

の観光づくり、寄与していただきますようによ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次に、同じ補足説明資料の11ページになりま

すが、インバウンド推進課、航空対策費ですが、

約2億7,300万円です。 

 これ確認ですが、前年と比べると、まずはど

うなのか。前年との対比をちょっとまずは確認

させてください。 

【小宮インバウンド推進課長】 今年度2億7,355

万円を計上いたしておりますけども、令和7年度

当初予算は約2億2,290万円でございましたので、

令和7年度の全体費で申し上げますと約5,000万

円の増加となってございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 事業内容も書いてありますが、すみません、

1つ確認したいのが、今回、国際定期航空線の維

持・拡大ということなんですが、来年度に向け

て、先ほどちょっとありましたが、中国との関

係はちょっと厳しい状況ではあるものの、そう

いったものを鑑みて、来年度に向けてどこか新

しく長崎県として取組を考えているところ、も

しくは想定されているところがあるならば教え

ていただきたいのと、具体的にこの約2億7,300

万円で十分書いてありますけど、またちょっと

詳細、教えていただければと思います。 

【小宮インバウンド推進課長】 やはり、長崎空

港の利便性向上を含めて国際航空路線の誘致と

いうものについて、私どもも非常に重要視をし

てございます。この間、中国、韓国をはじめ、

東アジアを中心に新たな国際航空路線の誘致に

取り組んでおります。 

 具体的に、今、運休中であります香港、それ

から経済界、県議会からも要望が多くございま

す台湾、それから東南アジアで申し上げますと、

本県とゆかりがあるベトナム、ダナン、こうい

ったところを中心に継続して交渉を進めている

ところでございます。 

 それから、今後の方向性ですけども、航空会

社、それから旅行会社等とも継続を進めながら、、

まずはチャーター便の運航から始まるものと認

識をしておりますけども、なるべく早い時期に、

新年度も香港、台湾、ベトナムへ出向いて協議

を進めてまいりたいと思っております。 

 それから、この国際定期航空路線の維持・拡

大事業費の詳細、内容についてでございますけ

ども、まずは上海、ソウル、釜山の3路線ござい

ますので、各路線の安定運航に係る経費を計上

しております。 

 1つは着陸料の支援、それからインバウンドに

係るプロモーションに関する経費、それから、

こちらアウトバウンドになりますけども、パス

ポート取得支援などに係る経費、こういったも
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のを計上いたしております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 具体的にちょっと分かりましたので、引き続

き取組を推進していただきたいと思います。 

 次、最後ですけども、補足説明資料の12ペー

ジです。 

 物産ブランド推進課の県産品販路拡大対策費、

これ新規ということですが、アンテナショップ、

日本橋長崎館の支援と事業内容が書いてありま

すが、まず、日本橋長崎館の売上げ、客の入り、

それから客の単価、推移、これをまずは教えて

いただけますか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 日本橋長崎館の

状況でございますけれども、現在の運営事業者

の運営の契約期間であります令和3年からの推

移を申し上げますと、来館者数が令和3年は32万

2,000人、令和6年が34万5,000人と増加しており

まして、今年度も令和8年2月時点で34万9,000人

と、2月末時点で昨年の入館者数を上回っている

状況でございます。 

 売上げにつきましては、令和3年が17億3,000

万円、令和6年は25億円と伸びておりまして、今

年度につきましても、令和8年2月時点で20億

3,000万円でありまして、こちらにつきましても

前年を上回る見込みでございます。 

 最後に、客単価につきましては、令和3年度は

1,980円だったものが、令和7年度は1,876円とな

っています。これは金額は下がっておりますけ

れども、こちらにつきましては令和3年はコロナ

禍ということでございまして、来館される方が

購入目的を持ってこられる方が多かったという

ことで客単価が多かったのではないかと思って

おります。 

 コロナが明けた後は、客単価は1回落ちました

けれども、再び上昇傾向にある状況でございま

す。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 それぞれ増加っていうことも確認をさせてい

ただきました。運営会社の取組が功を奏したの

だろうということが背景にはあろうかと思いま

す。 

 令和8年度当初につきましても、現建物の賃貸

借契約の期間が令和7年度で終わるけれども、令

和8年度からも同じ、引き続き5年間の建物賃貸

借契約を締結ということで書いてありますので、

引き続きということを確認いたしました。 

 引き続きではあるものの、令和8年度から新し

い息吹で取り組んでいただくことが必要であろ

うかと思いますが、前年、令和5年度と、今回、

来年度からどのような形でこの新しい日本橋長

崎館を運営されていこうとしているのか、そこ

にはリニューアルとして様々な主な内容も書い

てありますが、これとあわせてイベント、企画、

来年度こういったのを企画してますよとか、こ

ういった新しいものを展開してますよというの

がありましたら教えてください。 

【庄司物産ブランド推進課長】 日本橋長崎館に

つきましては、現在も長崎県のイメージアップ

はもとより、県産品や観光情報のＰＲ、県産品

の販路拡大等に取り組んできたところでござい

ますが、次の契約期間におきましては、さらな

る館の魅力向上を図るために、課題、改善のた

めにリニューアル工事を実施することとしてお

ります。 

 主なリニューアルのポイントとしましては、

まず2点ありまして、施設改修として店内の視認

性、回遊性向上のためのハイラック、什器の見

直しですとか、長崎らしさを演出した内装の統

一等を行うこととしております。 

 また、機能面としまして、飲食機能の充実の
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ために飲食スペースの拡充ですとか、テークア

ウトメニューの新設、また、県産酒振興を図る

ためのコイン式県産酒自販機の導入などを考え

ておるところであります。 

 また、最後に記載しております長崎館でのイ

ベントの経費等でございますけれども、こちら

につきましては2点ありまして、1つは毎年3月が

日本橋長崎館の開館月でありますので、毎年行

ってます周年のイベント、続きまして今年につ

きましては6月にリニューアルオープンを予定

しておりますのでリニューアルオープンイベン

トを開催する予定としております。 

 具体的な実施内容につきましてはまだ検討し

ているところが多くございますけれども、こち

らにつきましても、運営事業者をはじめ、県内

の事業者様でありますとか、自治体等とも連携

しながら、より新しい日本橋長崎館の魅力を発

信できるようなイベントを実施したいと考えて

いるところでございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 アンテナショップですので、魅力増進ですね、

いかに東京で長崎の魅力を発信するかが目的な

ので、引き続き取り組んでいただきたいと思い

ますと同時に、県産酒のコイン販売機も何か新

しくするということで、これは新しい取組です

ね。おいしいお酒がたくさんあるので、どんど

んと都市部、東京でも展開していただきたいと

考えております。 

 また、イベントも2つほど今、お伝えいただき

ましたので、引き続きまた私の方もまた継続で

いろんな質問させていただきます。 

【山村分科会長】 ほかにありませんでしょうか。 

【田中委員】 アルカスＳＡＳＥＢＯの関係でち

ょっと先ほど質疑がありましたが、私からも確

認をしておきたいと思います。 

 令和8年度の整備費予算は約13億円で、大規模

改修工事のため、令和9年から令和10年までの債

務負担行為ということで32億円が計上されて、

合計45億円をかけて工事、これはもう大変な大

工事ですね。ありがたいことだけどもね。大工

事。 

 内訳にしても、大ホールイベントが24億円、

小ホールで6億円、ホールほかで14億円というよ

うな内訳になっているようですけれども、その

工事の内容について、施設運営を担っている佐

世保市といろいろ話合いがあったとは思うけれ

ども、確認のためにいま一度、どういう問題が

あってどういう解決をしたのかをお聞かせ願い

たい。 

 ほとんど市からお話があったことについては

事業化していると私は理解はしてるんですけれ

どもね。施設運営は佐世保市がやってるからね、

市の関係が。県も、若干でも関与しているのか

も併せて。施設の運営に関してもちょっと聞か

せてください。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 アルカスＳＡ

ＳＥＢＯの改修に関してですけれども、こちら

につきましては、佐世保市及び今、施設を運営

している管理者とも十分に改修工事の箇所の必

要性、また利用者の利便性向上を図るため、ト

イレに和式が多いとかといったような課題とか

もあり、そういうところは洋式を増やそうとい

った利用者の声などもお聞きしながら佐世保市

とも協議し、検討を重ねて、また、先ほども堤

委員の質問にもお答えしましたけれども、利用

者がなるべく文化活動の切れ間がないような工

期というところで、全館閉館とならないような

工期も設定しました。 

 また、夏場とか秋にかけての利用が多いとい

うところで、そこをなるべく1回で工事の休館が
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済むようにといったようなところも工夫して工

期を設定してきたところでございます。 

 施設の管理運営についてのお尋ねにつきまし

ては、当初から佐世保市の方に施設の管理運営

については事務委託というところで規定をして、

協定を結んで行っているところでございます。 

【田中委員】 佐世保市ともいろいろと合意の上

で、工事のやり方も、もちろん3年間でやるし、

ホール別に分けてやるとか配慮をしているとい

うことだから理解はしたいと思います。 

 ただ、この合意は平成5年頃だったと思ってた

んで、平成13年のオープンを8年かけてオープン

したのかなと。それはちょっと今、思い返しな

がらびっくりしてるんだけどもね。 

 あれですよ、新幹線の関係で当時の知事がや

ってくれた政策の1つなんだ。土地は佐世保市、

建物は県ということで大まかな感じでやったん

だけど、その後、いろいろな小さな営繕的なも

のは県にもお願いしてきたと思うんだけども。

今までにどのぐらいやってきたのか、昨年まで

応援をしてきたのか。それと、今回は改めて大

きな大改修ということで、この45億円ですかね、

大きな金を出してもらうことに大変感謝をして

ますが、もう一つ言うと、駐車場があそこは駄

目なんだよ、駐車場が。最初から駐車場の問題

がもう困ってたんだけども。駅前の35号線に地

下駐車場、300台ぐらいの地下駐車場の建設計画

等々もあったんだけども、それは当時駄目にな

ってしまってね。 

 駐車場がネックなんだけど、駐車場の問題は

何も出なかったのか、そこら辺も併せて。今ま

で幾らぐらい投資したのか。今度45億円投資す

る前にお聞かせ願えたらありがたい。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 これまでのア

ルカスＳＡＳＥＢＯについての投資につきまし

ては、まず最初の施設建設費総額は、162億円と

いうことで、佐世保市の一部所有分もあるんで

すけれども、佐世保市が24億円、県が138億円を

支払っております。 

 また、これまで定期的な点検やメンテナンス

を実施した中で、改修も更新時期を迎えた中で

行ってきているんですけれども、改修費用の総

額は、開館から約17億円という経費がかかって

おります。県によるこれまでの支出総額は、合

計約155億円といったようなところになります。 

 先ほどの駐車場に関して、今回の改修の佐世

保市との協議の中では、佐世保市の方からは特

にそういったご意見はなかったということで確

認しております。 

【田中委員】 佐世保市が本当に利用者の皆さん

といろいろな話し合いをしたのかどうかってい

うのは、ちょっと私も関与してないから分かん

ないけどもね。 

 駐車場の問題は、もういつも出る問題なんだ

よね。あそこの駐車場の問題。何百人という人

が集まる駐車場。それで今まで困ってたんだけ

ども、そういう問題は一切出なかったとすれば、

役所があんまり聞き取りをしてないような、市

がね、佐世保市が聞き取りをしてないような感

じを持つけれどもね。それはそれ。今は県の支

出をやってるわけでね。 

 今まで155億円、よくぞ出してくれたという感

じがね。当時は、もうやっぱり佐世保市で単独

でやろうとしてた事業なんですよ。当時はね。

不幸にも新幹線があんなことになって、その関

係でアルカスＳＡＳＥＢＯと武道館、弓道場、

この3点セットをやってくれた、3点セットをね。

それと地下駐車場まで、国道の。あれは、国の

予算を使ってやろうとした当時の金子国会議員

の案だったけれどもね、それは駄目になった記
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憶があるんですけれどもね。 

 それで、長崎県が出してる支出、財源はどう

いう形の財源が使われてるのか、それちょっと

お聞かせ願えますか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 大規模な工事

につきまして、一般的に言いますと、有利な起

債とかを活用して県の真水というか、そういう

ところをなるべく減らそうというところで、実

は今回の3か年の改修工事につきましても、佐世

保市の協力もお願いしながら、避難所指定とか

も今、検討していただく中で、より有利な防災

関係の起債も活用ということで想定していると

ころでございます。 

【田中委員】 もうちょっとお聞きしたいんです

が、この資料をもらいました、この資料ね。ア

ルカスＳＡＳＥＢＯの概要ということでね。合

計45億2,200万円ということ、これは分かるけれ

ども、その下に実負担というのが書いてあるの

ね、実負担。これはどういうことを意味するも

のかちょっと教えてください。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 先ほど申し上

げました有利な起債等を活用しますと、充当率

100％で交付税措置が7割入ってくるといったよ

うな起債とかになってます。全部が使えるよう

な箇所じゃないかもしれませんけど、そういっ

たこととかも想定して、そういう交付税で戻っ

てこない部分の県の実質負担というところにな

っております。 

【田中委員】 そうすると、45億2,200万円のト

ータルに対して、12億9,500万円ぐらいで済んだ

と。あとは国の金が来たという解釈になるわけ

だな、国の金が来たと。そういうことで理解し

ていいわけですね。 

 もう一つは、予定工期のこの資料の中で、上

の方は3ホールの工事時期をずらして、完全閉館

を避けてやってるんだと、これはもう理解でき

る。そういう感じでやるということで。下の方

に、令和10年2月は工事の契約日であり、という

以下、これはどういうことを意味するのかなと

いうのがちょっと疑問なんだけどもね。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 ご説明した資

料につきましては、大ホール、イベントホール

の工期の予定を令和10年3月ということにして

おります。 

 この中ホールにつきましては、工事の契約に

ついては令和10年2月を見込んでおりますけれ

ども、工事に際しては、大ホール、イベントホ

ールの工事が終わってから着手するということ

で予定をしております。 

【田中委員】 令和10年2月の工事の契約日って

いうのはどういうことですか 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 契約は令和10

年の2月頃を予定しているということでござい

ます。 

【田中委員】 分かりました。 

 155億円も頑張ってやってくれているという

ことは、佐世保市民の皆さんにも話をしなきゃ

いかんしね。佐世保市はね、県は何もやってく

れん、やってくれんっていうのよ、いつも。い

つもね。だから、これはこれとして、だから私

たちも市民の皆さんにはお世話になってるんだ

よという話をしたいと思う。 

 これで、どうですかね。20年ぐらいは大丈夫

かな、アルカスＳＡＳＥＢＯは。10年ぐらいか

な。何しろ、いいです、いいです。ひとつ、工

事に遺漏がないようによろしくお願いをして終

わります。 

【山村分科会長】 ほかに質疑はありませんか。 

【小林委員】 部長説明の6ページ、ちょっと分

からんから教えてもらいたいんだけど、委員長、
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座ったままでも。 

【山村分科会長】 はい、大丈夫です。 

【小林委員】 この美術館・博物館運営費の増額

の内容は、長崎県美術品等取得基金からの美術

品買戻し金として5,000万円の増額を行ってい

ますと。これはどんな意味ですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 こちらにつき

ましては、美術品等取得基金におきまして、今、

基金の現金と美術品の財産っていうところで今、

3億円計上しているんですけれども、その美術品

として、基金財産で扱っているところを一般会

計の予算で、一般会計の方にその財産を引き渡

すということで、基金の現金の財産の方が増え

るといったような整理であります。 

 なかなか、こちら財政課にずっとお願いをし

ながら、財政状況が厳しいという中で、なかな

か一般会計で買っていただくっていうことがな

かなかかなっていなかったんですけれども、来

年度については、基金の方の美術品の財産を一

般会計で買い取って現金の方を増やすと、5,000

万円増やすといったようなことになります。 

【小林委員】 何を言ってるか全く分からない。 

 要するに、長崎県の一般財源から、この5,000

万円というのは、そういう美術品等の取得基金

として、その5,000万円の拠出されているのかど

うか、そこはどうですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 令和8年度の

予算におきまして、基金の方の財産の方に一般

会計が入るということになります。 

【小林委員】 ちょっと私が調査してみたら、基

金の今、残高が幾らですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 令和6年度の

決算の基金の状況ですけれども、基金の現金の

現在高が1億2,400万円、美術品の現在高が1億

7,500万円程度ということで合計で3億円といっ

たような決算額になります。 

【小林委員】 今、現金の残高が1億2,000万円あ

りますということですよね。その1億2,000万円

の基金の残高が現金であれば、何でそれを流用

しないんですか。改めて一般財源から県に5,000

万円を要求してるんですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 美術館の美術

品と歴史文化博物館の方の資料収集のために、

この美術品等取得基金は合計3億円ということ

で制度化しているところでございます。 

 美術資料であるとか、博物館資料におきまし

て、長崎のゆかりのものとか、あと美術館にお

きましてはスペインの関係のゆかりの作品であ

るとかが、その時々の情報によりまして高額な

作品とかの収集に関しても検討することもあり

得るかと思いますので、この制度に基づきまし

て、こちらとしましては3億円の美術品等取得基

金を一応、現金で所有したいというところでご

ざいます。 

【小林委員】 いや、普通の考え方で聞いている

んですよ。要するに、この長崎県美術館が全く

こうやって、何ていうか、この美術品等の取得

基金が全く不足してると、ないということであ

れば、また一般財源からお願いをしたいという

ことが普通だろうと思います。もちろんそれが

適正かどうかということについては、審議をや

っぱり検討せんといかんと思うけども。 

 今の状況においては、この美術品の買戻し金

として5,000万円の増額ということを、今年度に

またこうやって美術品等の取得基金の1億2,400

万円と別に増額をしていると。どういうような

状況から、また新たに5,000万円を要求してるん

ですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 この基金につ

きましては、昨年度については一般会計からの
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買戻しっていうところはなく、すみません、先

ほど令和8年当初と言ったんですけど、今年度の

補正で財政当局とも協議をしながら5,000万円

を基金の方にっていうところで話をしていただ

いたところでございます。 

【小林委員】 松尾課長、ゆっくり落ち着いてね。

非常に私は優しく言ってます。いいですか、昨

日はね、注意を受けるぐらい頑張りましたが、

今日は優しく言ってます。どうぞ落ち着いて答

えてください。 

 今、基金の残高は1億2,000万円強あるんでし

ょう。まず、それはどうですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 委員おっしゃ

るとおり、基金の現金での現在高が1億2,400万

円で、美術品等の現在高が1億7,500万円という

ところでございます。 

【小林委員】 だから、1億2,400万円は現金で、

いわゆる基金として残っておりますよと。これ

残高ですよと。この1億2,000万円があるんだか

ら、その買戻し金としてどういうやり方をする

のかね、そこのところがいま一つ理解ができな

いけども。 

 5,000万円の増額だったら、何で1億2,000万円

のお金があるのに、その中からお使いいただか

ないんですか、単純な質問です。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 先ほども申し

上げましたが、例えば、大分前の例なんですけ

れども、すごくスペインで最も著名な国民的作

家の方の高額作品について購入を検討した時期

もあったんですけれども、基金の残高不足等に

より購入できなかったといったような事例がご

ざいまして、私どもとしましては、一応、3億円

という基金を満額で保有することが必要という

ことで考えているところでございます。 

【小林委員】 それはね、あなたね、そういう基

金のお金は県民の税金になることは頭に入れと

んのか。県民の皆さん方のまさに汗と涙の結晶、

税金から出してるんだよ。そういうことを考え

ていけば、今の国の方からの交付金とか、たと

えそうであったとしてもね、やっぱりそこは税

金だから慎重に考えなければいかんところだよ。 

 そういうことを考えていけば、お金があるの

に、満額3億円を常に豊かにして、何か欲しいと

いうものがさっと買えるようにしようと。誰か

ら言われているのか、こんなことを。そういう

ことで、買うならば買うでちゃんとそのときに、

きちんとやっぱり計画を立て、そして必要性を

訴え、そういうことを検討し、議論し、そうい

う中において買うか買わないかということを判

断しなければいけないんじゃないかと。 

 そういうようなことからしてね、よく考えて

みてください。お金があるわけですよ。ないな

らまた論理が別なんだけど。お金があるのに、

何かもう基金を3億円と。じゃあ、3億円という

根拠は一体何なんですか。恐ろしいこと言って

る。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 この基金がで

きましたのが平成5年の4月ということで、その

ときに、当初は2億円で平成8年度に1億円の増額

をして、今、基金額が3億円という制度になった

ということで確認をしております。 

 先ほど委員がおっしゃるとおり、この美術品

とか博物館の資料の収集に際しては、税金って

いうところもありますので、いろんな見地から、

外部の有識者の方たちのご意見もいただいて、

その時々で収集するかどうかの判断をさせてい

ただいているところでございます。 

【小林委員】 あなたはそのときにいなかったん

だよな。まだそんな偉くなってなかったんだよ。

今、偉くなって貫禄十分。 



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２４日） 

- 91 - 

 しかしながら、内容が貫禄に合わない。そう

いう指摘もあえてせんといかんと思うんだけど

も、何かね、3億円用意しとかんとと。こういう

発想はなんか株屋さんみたいな、株式会社みた

いな。しかもね、私に言わせれば、ちょっと課

長、いいですか。あなたはね、指定管理者団体

ね、指定管理者、そこにお願いして、あなた県

が直営しているみたいなこと言ってんだよ。あ

なたの発言聞いとったら、長崎県が直営。ここ

は要するに、指定管理者の制度を導入してるわ

けですよ、いいですか。あなたは、その指定管

理者のそこの上に立たないといけない人だよ。

県民の税金を使ってる、正しく使ってるかどう

かということをチェックしなければいけない立

場の人だろう。それがね、こういう5,000万円を

何か増額して、これを何か買うんですか。3億円

するということで、今、1億2,000万円、この5,000

万円入れて1億7,000万円、あと1億3,000万円か、

それはどうするんですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 美術品とか博

物館の資料の収集に関しましては、毎年度、県

の学芸員がおりまして、その時々の先ほど言い

ました美術館であればスペインゆかりの作品で

あるとか、歴史博物館であれば、長崎の長崎学

に関する資料とかが購入に値するような、そこ

は県民の人たち、県外の人たちも見て長崎のこ

とをより思っていただけるような作品があった

ときに、県の方でまず購入について検討をした

上で、外部の有識者、大学教授であるとか、そ

ういう専門の方のご意見を聞きながら収集の可

否について図っていくというところで、毎年度、

毎年度検討しています。そういう作品がないと

きには購入しない年度も当然ございます。 

【小林委員】 ちょっと部長、松尾課長だけでは

なかなか大変だと思うんですね。部長だって大

変だと思うんだけど、指定管理者制度を導入し

ておるわけですよ。 

 要するに、指定管理者制度を導入していると

いうことはですよ、要は民間的な発想、その民

間の活力を拡大しようとしてるわけだよ。そう

いう制度を設けて今、やってるわけだけども、

今の松尾課長の答弁をお聞きになって、こうい

う県民の税金をいつ使うか分からないような、

そういうものを約3億円ぐらい満額にしてて、何

か買いたいというようなものがあったときにそ

れがさっと買えるように。 

 しかし、さっと買うわけにはいかんだろう。

そんな何億も万何千万もする、県民の税金を使

うということは、やっぱり先ほどから、やっぱ

りこの収集に対しては、それなりのやっぱりけ

じめをつけていただかなければいけない、こう

思うわけだよね。 

 そういう点から考えて、この美術品買戻し金

というのは、これは買戻し金というのは、購入

品ということか。課長、購入品ということか、

買戻し金というのは。5,000万円の増額というの

は。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 基金への繰入

金といったようなところが理由と思います。 

【小林委員】 繰入金といっても、やっぱりよく

分かるけれども、それでも私が言ってることは、

ある意味での1つの考え方で。満額お金を用意し

ておかないといけないというようなことで、さ

っきも言ったように、県民の税金なんですよね。 

 だから、そんなことを考えれば、じゃあ3億円

の基準は何ですか。部長、答えられますか。3億

円の基金と5,000万円を、いわゆるこの繰入をや

るということにして、ここに3億円を常時用意し

ときたいと。買うか買わないか分からんのに、

指定管理者に対して3億円の、そんなね、県民の
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税金をいつ使うか分からないのに、そういうよ

うな利便性の高いような、そんないいかげんな

ことをですね、さっき言ったような株屋じゃあ

るまいし、そんなやり方をしていいんですか。

理解ができません。この5,000万円は、今年度の

予算でやろうとしてるんですか。こんな予算は

認められませんよ。税金だよ。どうですか。私

が言ってること間違いですかね。 

【伊達文化観光国際部長】 小林委員おっしゃる

とおり、この美術館というのは指定管理者制度

を導入して実施をしております。この指定管理

者制度というのは、まさにおっしゃられたとお

り、民間のノウハウをしっかり活用しながら住

民サービスの向上を図っていくという制度の趣

旨でございます。 

 美術館でございますので、当然、美術品の展

示等々やる上で、非常にどういう美術品を購入

していくのかということで、先ほど申し上げた

とおり、平成5年にこの基金が設立をされており

ます。そしてこの基金の活用については、これ

は県の方が中心となって何を買うのか、そして

どういうタイミングで買うのか、そういうこと

も含めて指定管理者ではなくて、県の方でしっ

かりそれを実施しておるというような状況でご

ざいます。 

 そして、今回5,000万円の繰入れということで、

これまで平成5年と8年にかけて全体で3億のこ

の基金がつくられておりますけれども、現在1億

2,400万円の現金ということで、その残額は徐々

に減ってはきておりますけれども、委員おっし

ゃるとおりまだ1億2,400万円あるという状況で

ございます。 

 ただ、この基金の設立については、やはり美

術品、そして博物館の資料ですね、そういう購

入経費を考えたときに、やはり一定の額は必要

ではないかということで、これまでも一定の時

期に定期的に繰入れというか、基金の方に一般

会計から繰り入れしてもらっているような状況

でございます。 

【小林委員】 部長、あんた自分で言ってること

は何を言ってるか分かってますか。美術品等は、

そういう、県の方で基本的に運営してるみたい

な言い方をしてることは自分で分かってるか。

県の方がしっかりしてるんですよと。そんなね、

いわゆる指定管理制度だからといって、指定管

理者に丸投げしてるんじゃありませんよと。ち

ゃんと県の方でしっかりしてますよと言うなら

ば、何でそういう美術館の指定管理者に3億円と

いうこれだけの税金を眠らせて、いつそういう

美術品を買うかどうか分からない状態で、そん

な寝せておいていいんですか。税金はそんな使

い方をしていいんですか。 

 県の方で管理するならば、県の方でしっかり

管理して、普通に使って、本当に必要なものが

出てきたときには、そうやって議会に予算とし

て計上してやっていくような、そんな購入の在

り方、税金の使い方をやってもらいたいと思う

んだけども。 

 県がそういう基金等を使うというならば、も

うちょっとね、これ何ですか、指定管理者制度

というのは、まさに形骸化されてるんじゃない

か。この5,000万円とかいうのは、1億2,000万円

とかいうのも全部お返しいただいて、県で直営

で基金はやっぱりきちんと整理をしておくとい

うようなことが一番正しいんじゃないですか。

あなたの意見から言えば。 

 そういう点から考えれば、この5,000万円とい

うのは、あるいは残ってる1億2,000万円、県民

の税金ですよ。こういうものを眠らせてるいう

ことはいかがなものですか。こんな不景気の状
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況の中で。みんな今、経済対策に一生懸命頑張

ってんのに、そういう考え方はいかがでしょう

か。 

【山村分科会長】 休憩いたします。 
 

― 午前１１時 ８分 休憩 ― 

― 午前１１時 ８分 再開 ― 
 

【山村分科会長】 再開いたします。 

【伊達文化観光国際部長】 私が先ほどご説明申

し上げましたのは、この基金自体については県

で管理をしている基金でございまして、県が美

術館の資料を収集する場合においては、県の方

で収集委員会でありますとか、価格評価委員会

を経て購入をしていくというような流れでござ

います。 

【小林委員】 だとすれば、常に3億円持ってお

きたいわけですか。3億円という根拠がよく分か

らないんですよ。3億円という根拠をきちんとお

話しいただかなければ、これがどっかから増え

て湧いてくるような、そんなお金じゃなくして、

先ほども言ったように、県民の皆様の涙と汗の

結晶、このお金なんですよ。そういう、きちん

とした使い方をやっていただきたいと。そうい

うようなことをやっぱり申し上げて。県の偉い

人がやることはみんな何でも正しいと、議会の

チェック機能をね、昨日は土木委員会で18億円

もするそれだけの予算をさ、一括発注と言って

企業の1社にそれを振り分けてると。そんなでた

らめの景気対策は一体どうなってんのかと。 

 私はね、これだけ2億円の3億円のというお金

が、やっぱり何も使われないで眠ってると。あ

る場合においては、そういう考え方も出る場合

があるかもしれんが、今のあなたたちの基金の

在り方、何ですか。そういう指定管理者の方か

らそういう要求をされてるんですか。もう直営

でやるなら直営でやれば。何でそういうような

形で、そういう指定管理者制度を導入している

のか。こういうことになってきますから、ちょ

っと私はこのようにね、委員長、こういう5,000

万円のお金を、いつまだ何買うか分からん、た

だ眠らせとっていいのかどうかということにつ

いては、少し疑問がありますが、この予算に、

当初予算に入ってますから。これを反対すると

いうことは、予算に反対しないといかんことに

なるわけだ。だからね、もうちょっと、やっぱ

り検討していただかなければいけない。 

 では、その問題点を一つ指摘をして、まだ答

えはできてないけども、もう一つ質問をしたい

ことがあります。 

 この美術館の運営費、当初予算3億9,132万円、

約3億9,000万円、これは、年々大体上がってき

てるみたいだけども、どうですか。3億9,000万

円というのは、今までの中で一番高いんじゃな

いんですか。どうですか、ここ数年、幾らぐら

いからスタートしてますか。3億9,000万円とい

うのは、一番高くなってるような気がしますが、

いかがですか。お答えください。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 そちらの内訳

につきましては、主に指定管理者の負担金が3億

7,500万円といったところでございます。 

 基本的に、この指定管理の最初から3億5,000

万円というところが基礎額としてある中で、コ

ロナ禍以降、光熱費の高騰であるとか、人件費

の高騰分であるとかっていうところで、財政当

局とも協議しながら負担金の増額になっており

ます。 

【小林委員】 大体、今の美術館の指定管理団体

は金子原二郎氏が理事長やってるよ。この人は

元知事だよ。こういうような人が理事長やって

るということ自体がナンセンスなんだよ。我が
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身を省みらんば。そういう点から、この人は現

職の知事の時でも、あろうことか地方自治法を

違反するような、そういう知事とこの美術館を

管理、運営するそういう指定管理者の、いわゆ

る代表の理事長だ。こんなでたらめな、地公法

は一体どうなってんのかと。そのときの議会は

一体何をやっとったんだろうかと。我々もそれ

を考えないといかんけども。 

 知事で、兼任はできないという地方自治法、

こういうようなところからいろんな問題点もま

た後でね、午後から質問をしますけどもね、こ

の点については。この3億9,000万円というのは、

人件費も上がりました、物価も上がってます。

だから大体今まで3億5,000万円ぐらいだったけ

ども、もうこれから3億9,000万円、4,000万円上

がりましたと。こういうような形でいくんです

か。この3億9,000万円が、まさにこれが適正で

あると、こういう判断をした根拠は一体何です

か。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 指定管理者の

制度につきましては、全庁的にほかにも指定管

理の施設があるんですけれども、ここ近年の物

価高騰に伴う光熱費であるとか人件費の高騰分

であるとかを指定管理者に対して国の交付金と

かを活用して支援するといったところで、全庁

的に財政当局とも協議しながら、そういう増額

をしているといったところでございます。 

【小林委員】 その算定方法とか、3億9,000万円

というような形の中で、さっきもちょっと触れ

た私が分かってないところが、3億9,000万円は、

これは一般財源、県民の税金から全額3億9,000

万円ですか。それとも、指定管理団体でやっぱ

りこの美術館を運営をされて、そこで利益を一

定の利益を上げて、その利益の中から3億9,000

万円の、いわゆるこの何か基本的なそういう、

何ていうか財政をちゃんと賄って、1,000万円足

りないから、2,000万円足りないからと。こうい

うふうになってるんですか。3億9,000万円とい

うのは、まさに県民の皆様の税金で全部賄って

おるんですか。どっちですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 予算の財源で

申し上げますと、いわゆる全庁で宝くじの財源

をこういう文化事業に充てられるっていうとこ

ろでやってるんですけども、いわゆる一般財源

的なところではあると思います。 

 ただ、光熱費の支援とか物価高騰の支援とか

っていうところにつきましては、国の補正とか

のところの財源も活用して行っているところで

ございます。 

【小林委員】 いま一つはっきりしない。例えば

年間、いいですか、年間3億5,000万円って言っ

ても、月に換算したら、毎月3,000万円超える一

般財源を実は提供しているわけだ。そういうよ

うなことを考えていけば、指定管理団体の民間

活力、そういう経営感覚、その点からいけば、

こういう状況の中でも、全く決算を見てみれば

赤字のときもあった。あるいは、黒字としても

僅か数百万円。全く経営努力はどういうふうに

なってるかということがよく分かりません。 

 これはね、こういうような状況であれば、や

っぱり我々はもう少しこの金子原二郎氏がそう

やって指定管理者ということで頑張っていただ

いてるけども、大したことはないな。こういう

ような状況で県民の皆様方にお返しどころか、

県民の皆さん方の税金をやりっ放しに高めてお

るというところに、いかがなものかと。こうい

う考えをしてるわけですね。 

 だから、3億9,000万円について、そういうこ

の積算の根拠、算定方法についてはしっかりや

りましたか、課長は。いかがですか。 
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【松尾文化振興・世界遺産課長】 この指定管理

の負担金の主な内訳に関しては、この事業での

人件費であるとか、常設展、あと県民の方たち

への教育普及の事業であるとか、そういった事

業活動費、あと一番大きいところを占めるのが

光熱水費であるとか、施設の管理委託等の維持

管理費というところでございます。 

 この負担金の予算につきましては、毎年度、

ちゃんと実績等も確認しながらこの金額が適正

というところで予算化を図っているところでご

ざいます。 

【小林委員】 部長ね、私がさっきから指摘をし

てるように、やっぱり指定管理者、そこを導入

している目的は一体何なのか。そういう目的に

沿った、そういう民間の活力、経済感覚、そう

いうところが十二分にやっぱり行われているか

どうかという点からいけば、こんな状況の中で

県民の税金を、今まで平均3億5,000万円だった

けども、今は3億9,000万円、やがて4億と年々上

がっていく。 

 こんな状況なら県の直営にすればいいんじゃ

ないか。何のためにこうやって指定管理者を導

入しないといかんかと。こういう制度導入が、

全くプラスになってないと。こういうことを言

わざるを得ないと思うんですよ。 

 だから、先ほどの5,000万円の話、また今のも

う四、五千万円が平気で上がると。こういうよ

うな形、果たして、もし理事長が金子原二郎氏

でなければどういうふうになっとったんだろう

か。 

 県がチェックをせんといかんところがチェッ

クができてんのかと。こういうような指摘もや

っぱりされても仕方がないと思うんだよ。そう

いうことですから、これ、ちょっと委員長、今、

私が言ってるように、こういう無駄なお金と言

わんけども、こういう親方日の丸式の指定管理

者、こういう制度を、果たしてこういう長崎県

美術館に導入することのやっぱり問題点という

ものは、やっぱりはっきりしないといけないと。 

 こういう長崎県美術館の理事長たるもの、実

際的に長崎県美術館を運営している責任者が、

何かそういう知事選挙の相手の代表、指揮監督、

そういうような選対委員長的な存在で、その真

っただ中におるとかいうこともなめてるよ、本

当に。こんなことが許されてたまるかというと

ころです。 

 ですから、もうちょっとね、やっぱりこの指

定管理者制度の在り方、今この県の美術館の乱

れてる姿、こういうことについては、もう少し

美術館の皆さん方も実は、集中審査で1回お招き

して、やっぱり県民の税金を使ってこれだけの

ことをやってるわけだから、我々がしっかり納

得のいくような形で、やっぱり皆さん方と論議

をするぐらいのチャンスをぜひとも、あなたの

出番のときだよ、いいか、1年生でやってみろ。

そういうようなことで、私はこういう指定管理

者のいわゆる在り方、長崎県の美術館の理事長

が今のままでいいのかどうか。そういうことを

真剣に考えるべき時期に来てると。こんな金の

使い方、でたらめ。何のための指定管理者か分

からんじゃないか。そういうことを言って、取

りあえずまた午後からやりますが、取りあえず

終わります。 

【溝口委員】 ツール・ド・九州について聞かせ

ていただきたいと思っております。 

 今回の予算は骨格予算ということで1,720万

円、スポーツ振興費で減額になってるんですけ

れども、ツール・ド・九州のこの7,592万3,000

円は、どのようになっているのか。6月の補正で

肉づけができるのかどうか聞かせていただきた



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２４日） 

- 96 - 

いと思います。 

【川瀬スポーツ振興課長】 委員からご指摘があ

りましたように、来年度のツール・ド・九州の

開催経費として7,592万3,000円計上していると

ころですが、これは、今年度と比較しますと91

万円の減でございます。 

 しかしながら、委員からお話がありましたよ

うに6月補正予算で、今回、要求できなかった部

分を要求すると、見込みとしては今年度の予算

を上回るというところでございます。 

【溝口委員】 分かりました。 

 ただ新聞が、3月18日の長崎新聞に出てるんで

すけども、経済波及効果が4億9,455万円あった

ということでございますけれども、そのことに

ついて、やはり大会当日だけでなく、前日にも

イベントを開いた方がいいんじゃないかという

そういう話が出てるんですけども、この予算の

中では大会の終わった後、何かイベントをする

っていうことになってるようですけれども、前

日については検討したのかどうかお尋ねをした

いと思います。 

【川瀬スポーツ振興課長】 委員からお話があり

ましたように、レースの翌日に同じ五番街でイ

ベントを開催したところです。芸能人を呼んだ

りとか、レースの翌日、福岡のレースのパブリ

ックビューイング等を実施したところでござい

ます。 

 我々としても前日、翌日、比較してどちらが

より宿泊につながるのかということも検討した

んですけれども、佐世保でのレース開催が金曜

日、前日に開催するとなると木曜日のイベント

開催ということになりますので、それよりも翌

日の土曜日開催の方が効果は高まるだろうとい

うことで、翌日にイベントを開催したところで

す。 

【溝口委員】 分かりました。 

 前日と大会後ということと、両方ということ

は考えられないんですかね。 

【川瀬スポーツ振興課長】 佐世保市とも協議を

行いました。県と佐世保市としては、今回、国

内外から約100名の選手たちに来ていただきま

したけれども、レースの前日にその選手たちを

県民にお披露目をしたりとか、そういったイベ

ントもできないかというところで実行委員会等

への働きかけを行ったところですが、佐世保か

らレースが4日間、九州内を回りますけれども、

選手の負担等を考慮すると、前日のイベントは

開催できないということで、県と佐世保市とし

ては断念したという経緯がございます。 

【溝口委員】 分かりました。 

 一応、検討はしたということでございますけ

れども、今から10月までの間がありますので、

その辺については、ぜひ予算がまた6月には増額

するかも分からないということですけれども、

それぞれについても、ぜひ検討していただきた

いとこのように思っております。 

 それは、今回、実行委員会を県と市でつくる

ということですけれども、実行委員会のメンバ

ーとしては大体どのくらいになって、県から何

人ぐらい派遣になるのかお尋ねしたいと思いま

す。 

【川瀬スポーツ振興課長】実行委員会と推進委

員会の2種類ございます。 

 実行委員会については、九州全体の組織で、

九州経済連合会と、開催県の派遣職員で構成さ

れております。福岡に事務局があるんですけれ

ども、事務局の構成としましては、九州経済連

合会から5名の派遣、開催各県から来年度は佐賀

が入り6県から、各県1名で合計6名、九経連と合

わせて11名の職員で構成されている状況でござ
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います。 

 一方、推進委員会については、県と佐世保市

で事務局を担っていますけれども、専任の職員

は置いておらず、県のスポーツ振興課、市のス

ポーツ振興課、我々職員で連携しながら色々な

事業を推進しています。 

 特に、我々がやっていることとしましては、

県内のにぎわい創出、翌日のイベント開催など、

県独自の取組を佐世保市と一緒に連携して実施

しているところでございます。 

【溝口委員】 分かりました。 

 ただ、この推進委員会でいろんな広報とかイ

ベントとかをやっていくと思うんですけれども、

機運醸成、広報に係る財源として金額、982万

7,000円取ってるんですけども、佐世保市内にお

けるシティドレッシングですか、この実施とい

うことですけども、内容的にはどのようなこと

を考えているのかお尋ねしたいと思います。 

【川瀬スポーツ振興課長】 佐世保四ヶ町アーケ

ード、三ヶ町アーケード、また佐世保駅でのラ

ッピングですね、横断幕の掲出のほか、五番街

大屋根階段でのラッピングなどを今年度は実施

したところでございます。 

 来年度についても今年度実施したことをベー

スに、もう少し拡大できないかというところで、

佐世保市と話をしているところでございます。 

【溝口委員】 ちょっと具体的なことはまだ考え

てないんですか、そのシティドレッシングとい

うのは。 

【川瀬スポーツ振興課長】 今言った四ヶ町アー

ケード、佐世保駅でのラッピングまた五番街大

屋根階段のラッピングのほか、県内で様々なイ

ベントが開催されていますけれども、そこのイ

ベントにツール・ド・九州のＰＲブースを設け

てＰＲ活動を行ったり、あとは県内でのテレビ

ＣＭ、新聞広告、インスタグラム等でのＳＮＳ

での情報発信、そういったことに力を入れて実

施したいと考えております。 

【溝口委員】 やはりこの辺で人を集めるきっか

けになってくるんじゃないかと思うんですけど

も、イベントとかシティドレッシングですか、

このことについてですね。 

 この辺が、1,000万円弱ということで組んでる

んですけども、もし肉づけをするとしたらどの

ようなところに肉づけをしていこうと、６月の

補正で考えているのかお尋ねしたいと思います。 

【川瀬スポーツ振興課長】 申し訳ございません。

私の説明が足りなかったのですが、６月補正予

算で要求をしたいと思っているのは、2026年の

開催の部分ではなくて、その翌年、翌年度以降

の準備経費を要求したいと思っております。 

 先ほど比較で91万円の減と申しましたけれど

も、今年度では、翌年度以降の準備経費として

約600万円程度要求しておりますので、その600

万円が、6月補正予算での要求ベースになってく

ると思っております。 

【溝口委員】 分かりました。 

 ただ、今回は2回目ですよね。だから1回目し

た後、反省しながら行くと、やっぱりこの経済

波及効果を、やっぱり4億9,455万円ではなくて、

やはり客をなるべく集めて宿泊させるというこ

とを考えていかないといけないと思うんですよ。

その辺についてやはり、前回以降の反省した点

を盛り込んでいこうというそこら辺については

どのように考えているのかお尋ねしたいと思い

ます。 

【川瀬スポーツ振興課長】 前回の反省点でござ

いますが、初めて佐世保で開催する2025年、こ

れまで2023年、2024年には、福岡、熊本、大分

で開催されていたんですけれども、今回2025年、
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長崎県で初開催でございました。事前の県民向

けのアンケート調査でも、ツール・ド・九州自

体の知名度は低かったですが、2024年から準備

を始めて、県民のツール・ド・九州に関しての

認識も高まったかなというふうには考えており

ます。 

 そういったことから、さらにツール・ド・九

州の認識を高めるために情報発信、周知に関し

ては力を入れたいと思っており、また、2025年

開催しての反省点としまして実行委員会と話を

しているところでは、より選手たちのスピード

を体感してもらうために、コースを一部見直せ

ないかという話があります。 

 具体的には、今回、五番街周辺で直角カーブ

が多いコースになっていたんですけれども、カ

ーブを一部減らし、直線を増やしてよりスピー

ドが出るコースにできないかと実行委員会と佐

世保市と協議をしているところでございます。 

 しかしながら、交通規制等に影響がございま

すし、また五番街や商店街にも一部影響が出て

きますので、そういった地元の方の意見もしっ

かりお聞きしながら、検討していきたいと思っ

ております。 

【溝口委員】 分かりました。 

 コースを変えてやっていくというのを検討し

ているということでございますね。 

 それで、大会翌日にイベントをもう今のとこ

ろ翌日にするということですけれども、大会イ

ベントについては、前回と違ったことを考えて

いるのかどうかお尋ねしたいと思います。 

【川瀬スポーツ振興課長】 今のところは、具体

的には検討してないところですけれども、2年連

続で全く同じようなことをやるのは考えており

ませんので、しっかり地元の佐世保市と検討を

進めていきたいと思っております。 

【溝口委員】 分かりました。 

 やはり大会翌日のイベントは、やはり客を泊

める1つのきっかけにもなるかも分かりません

ので、時間的なものもあると思いますけれども、

その辺についても、宿泊客がなるだけたくさん

出るように、その辺について考えていただけれ

ばと思っております。 

【山村分科会長】 ほかにありませんでしょうか。 

【坂口副会長】 私の方から、補足説明資料の12

ページ、県産品販路拡大対策費について伺いた

いと思います。 

 日本橋長崎館でありますけれども、ちょっと

なかなかいろんな取組をされておりまして、全

体像というのが少し見えにくいなというふうに

思っておりまして。 

 まず全体的な、形態の確認からですけれども、

まず所有者は県ということで、事業者に運営委

託という形で店舗の運営であったり、情報発信、

イベントの企画や実施などを行っていただいて

いて、県はそれに対して運営補助、あるいは観

光案内や移住の案内を行っていると。それと別

に、施設所有者である県が施設の賃借料、それ

から今回、予算にも上がっておりますリニュー

アルの整備まで、こちらに入るのか分からない

ですけれども、これ債務負担行為の分なんで、

ちょっと今言うのも適切かどうか分からないん

ですけれども、当初予算ということで。まず、

そういう理解で間違いないか確認したいと思い

ます。 

【庄司物産ブランド推進課長】 今、委員がおっ

しゃられたとおり、県の方で家賃の方の負担と

施設の整備を行いまして、運営の方を運営事業

者の方で行っているということでございます。 

【坂口副会長】 先ほど宮本委員からもご質問が

ありまして、売上げ、客数、客単価ですね、お
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答えをいただきまして、売上げについてですけ

れども、令和6年度で25億円っていうご答弁だっ

たかと思います。 

 この25億円のうち、売上総利益率、いわゆる

粗利、これがどれぐらいあるか教えていただき

たいと思います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 粗利率は、ちょ

っと正確に今、把握できてないところがあるか

と思いますけれども、ここ一、二年は黒字の経

営ということで我々はお聞きしているところで

ございます。 

【坂口副会長】 ちょっと、最終的な税引き後の

利益がどれぐらいかっていうのを聞きたいので、

ちょっと粗利が分からないとこの先、議論がで

きませんので、またあの議案外ででもしたいと

思いますんでよろしくお願いします。 

【山村分科会長】 ほかにありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 討論はないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑、討論は終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び第52号議案の

うち関係部分については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】 ご異議なしと認めます。よっ

て、予算議案は原案のとおりそれぞれ可決すべ

きものと決定されました。 

【山村委員長】 次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、文化観光国際部長より総括説明を求め

ます。 

【伊達文化観光国際部長】文化観光国際部観光

生活建設委員会関係議案説明資料をお開きくだ

さい。 

 今回は、当初版のほか、追加1もお配りしてお

ります。 

 当初版の2ページをお開きください。 

 まず、議案についてご説明いたします。 

 今回ご審議をお願いいたしておりますのは、

第47号議案「長崎県観光振興基本計画について」

であります。 

 第47号議案「長崎県観光振興基本計画につい

て」は、長崎県観光振興条例第10条第3項の規定

により、議会の議決を得ようとするものであり

ます。 

 これは、県議会をはじめ、県民の皆様のご意

見や長崎県観光審議会のご審議をいただきなが

ら検討を進めてまいりました長崎県観光振興基

本計画について、令和8年度から5年間を計画期

間として策定しようとするものであります。 

 本計画では、「観光客の心をつかみ、選ばれ

る観光立県ＮＡＧＡＳＡＫＩ」を将来像に掲げ、

観光振興の戦略的な方向性として、国内外から

選ばれるこだわりの旅の創出、ターゲットに刺

さる戦略的プロモーションの展開、長期滞在に

つながる広域周遊の推進、稼げる観光につなげ

る産業基盤の強化、持続可能な観光を推進して

いく体制の確立、の5つの柱を掲げ、量だけでは

なく質にも重点を置き、住む人、働く人、訪れ

る人の満足度を高める持続可能な観光の実現を

目指すものであります。 

 これらの施策を総合的かつ計画的に展開する
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ことにより、設定した目標の達成に向け、全力

で取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明いたします。 

 文化の振興について。 

 開館から20周年を迎えた長崎県美術館及び長

崎歴史文化博物館では、20周年を記念する企画

展やイベントを実施してまいりました。 

 長崎県美術館では、幅広い年代の方に楽しん

でいただき、開館以来最高の動員人数を記録し

た「金曜ロードショーとジブリ展」や被爆80年

を祈念し、プラド美術館からの名品を展示した

企画展「ゴヤからピカソ、そして長崎へ」のほ

か、ながさきピース文化祭において、天皇皇后

両陛下にもご覧いただいた「全国障がい者作品

展アール・ブリュット展」などを開催いたしま

した。 

 長崎歴史文化博物館では、全国から多くのポ

ケモンファンが訪れた「ポケモン×工芸展」や、

かつて日本の代表的な遊学地であった長崎を紹

介する「長崎遊学展」を開催するとともに、20

周年記念誌の発行等を実施いたしました。 

 さらに、スタンプラリーの実施や特別共通入

場券の発行を行うなど両館で連携した取組も行

い、現時点来館者数は、美術館では前年度比70％

増の約46万人、博物館では前年度比20％増の約

26万人となっております。 

 なお、美術館については、令和9年3月に指定

管理期間の終了を迎えることから、次期指定管

理者の公募手続を新年度当初から開始し、本年

9月定例会に指定管理者の指定議案を上程する

こととしております。 

 今後とも、両館が本県の魅力ある文化芸術・

歴史を広く発信していく文化活動の拠点として、

より多くの皆様に親しんでいただけるよう、

様々な魅力ある取組を実施してまいります。 

 日本遺産「国境の島」については記載のとお

りでございます。 

 ここで、追加1をお開きいただき、2ページを

ご覧ください。 

 ながさきピース文化祭2025について。 

 昨年9月14日から11月30日にわたり開催した

「ながさきピース文化祭2025」につきましては、

総参加者数が延べ223万8,039人となり、当初目

標の190万人を大きく上回りました。 

 また、1万5,000人を超える参加者の皆様から

のアンケートを基に算出した経済波及効果は、

約182億円と推計され、本県経済にも大きな効果

をもたらしたものと考えております。 

 今後とも、本文化祭で得られた貴重な人脈や

経験を生かし、本県の文化・芸術のさらなる発

展に努めてまいります。 

 ここで、当初版4ページへお戻りください。 

 観光の振興について。 

 令和7年10月から12月までの主要宿泊施設に

おける宿泊客数は、「Ｐｏｋéｍｏｎ ＧＯワイ

ルドエリア：長崎」の開催や県内各地を会場と

した「ながさきピース文化祭」への来訪、ハウ

ステンボス周辺での宿泊客の増加に加え、国際

定期航路の増便や国際航空路線の臨時便運航等

により、韓国などからの外国人宿泊客が増加し

たことから、前年同期と比較すると5.9％の増と

なっております。 

 こうした中、県を越えた広域周遊を促進する

ため、佐賀県と連携し累計18万8,000部を発刊し

ているフリーマガジン「ＳとＮ」は、今年度、

「焼き物」をテーマとした第9号を3月2日に発刊

いたしました。 

 これまで読者に実施したアンケートでは、「本

誌をきっかけに両県を訪れた」との回答が約6割
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に上るとともに、創刊以来、現地で初めて開催

した発刊記念イベントには、九州外からの参加

もあるなど、両県の魅力発信につながっており、

今後とも佐賀県との連携をさらに深め、広域周

遊の拡大につなげてまいります。 

 また、観光客の満足度向上や再来訪につなげ

るため、宿泊施設における質の高いサービスの

提供と本県ならではの価値や魅力を伝えられる

方を長崎コンシェルジュとして認定しており、

今年度で9回目となる認定試験を去る1月29日に

実施いたしました。 

 本試験には14施設から21名が受験され、今回

の認定により長崎コンシェルジュは累計で100

名を超え、認定者は県内各地域に着実に広がっ

てきております。 

 今後も、観光関係事業者とも連携し、観光を

支える人材の育成・確保に取り組んでまいりま

す。 

 新たな観光振興財源の導入については、昨年

11月から本年2月にかけて、市町や観光協会、旅

館ホテル組合など87か所を個別に訪問し、現在

の検討状況の説明や意見交換を行ってまいりま

した。その際、宿泊税の導入に肯定的なご意見、

否定的なご意見のほか、徴税事務や財源の使途

に関することなど、様々なご意見をいただいて

おります。 

 さらに、2月には、宿泊税に対する観光客の意

識や活用を把握するため、本県観光客を対象と

した宿泊税に対するアンケート調査を実施した

ところであり、この調査結果を今後の検討に活

用してまいりたいと考えております。 

 今後も、県議会のご意見を踏まえながら、市

町や関係団体、各地域の皆様との意見交換を重

ねてまいります。 

 長崎県伊王島リゾート公園の民間事業者への

売却については、公募を行ったところ、1者から

の応募があり、去る2月24日に観光関連団体や学

識経験者、公認会計士などで構成する審査委員

会を開催し、株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ＆Ｒ

ＥＳＯＲＴを売却先として選定したところであ

ります。 

 同社からは、全天候型の公園施設として土地

の有効活用を図る計画が提案されており、県と

いたしましても、観光情報の発信による誘客促

進を図るなど、交流人口の拡大を通じた地域活

性化につながるよう努めてまいります。 

 インバウンドの推進について。 

 インバウンドについては、本県の認知度向上

とさらなる誘客促進を図るため、海外向けのプ

ロモーションに積極的に取り組んでおり、去る

1月5日には、韓国・釜山において長崎～釜山線

の就航に合わせた本県の観光説明会・商談会を

開催したほか、1月29日から2月1日にかけて香港

で開催された旅行博覧会へ本県ブースを出展す

るなど、誘客に向けた現地プロモーションを実

施してまいりました。 

 こうした中、長崎〜上海線が週2便で定期運航

されておりましたが、昨年12月の一部及び本年

1月から10月23日までの全便が欠航することが

決定されました。県といたしましては、引き続

き、関係機関等からの情報収集に努めてまいり

ます。 

 去る1月6日には、アメリカの有力紙である「ニ

ューヨーク・タイムズ」が発表した「2026年に

行くべき52か所」に、世界中の旅行先として長

崎が選出されました。 

 本県が歩んできた歴史的背景や長崎駅周辺の

大規模な再開発、独自の食文化など、本県の魅

力が評価されたものと考えております。 

 こうした世界的な注目を追い風として、本県
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の観光地としての認知度向上やインバウンドを

中心とした誘客拡大に取り組むため、本定例会

において経済対策補正予算として関係予算を計

上したところであります。 

 クルーズについては、令和7年の本県への寄港

実績が346回となり、令和6年の247回を大きく上

回ったところであり、さらなる寄港の拡大に向

けて船会社や旅行会社等に対し本県の魅力につ

いてＰＲするなど、引き続き市町や関係事業者

等と連携し、ＳＮＳ等を活用した情報発信や旅

行会社等を対象とした積極的な誘致活動に取り

組んでまいります。 

 県産品のブランド化と販路拡大については、

記載のとおりでございます。 

 スポーツの振興について。 

 8年ぶりにＪ1へ昇格したＶ・ファーレン長崎

については、昨シーズンから引き続き指揮を執

る高木監督の下、去る2月6日にＪリーグの特別

大会であるＪ1百年構想リーグでの戦いが始ま

りました。 

 本開幕戦は、被爆地をホームとするチーム同

士の対戦であったことから、ピースマッチとし

て開催され、県では、Ｖ・ファーレン長崎や長

崎市と連携し、核なき世界を願う被爆地の思い

を発信するため、来場者の皆様に折り鶴を作成

していただきました。 

 折り鶴は、長崎県・長崎市・長崎大学の3者が

連携して派遣するナガサキ・ユースが、ＮＰＴ

再検討会議に合わせて国連本部へ届けることと

しております。 

 今シーズンのスローガンを「長崎旋風」とし

て掲げ、トップリーグにおいて戦う姿は、県民

に夢や感動を与え続けており、目標であるＪ1優

勝に向けて選手やスタッフ、そしてサポーター

が一体となって力強く戦っていかれることを期

待しております。 

 また、プロバスケットボールリーグＢ1の長崎

ヴェルカにつきましては、順調に勝ち星を重ね

ており、今シーズンの目標であるチャンピオン

シップ進出はもとより、さらなる高みを目指し

て躍進されることを期待しております。 

 県といたしましては、両チームの活躍により

県外から多くの観戦者の来県が見込まれること

から、県内各地への周遊や県産品のＰＲを通じ

て、地域のさらなる活性化に取り組むとともに、

県民応援フェアの開催等によりホームゲームを

盛り上げるなど、県議会をはじめ、市町や関係

団体、県民の皆様と一体となって、両チームを

力強く後押ししてまいります。 

 ながさきスポーツビジョン（2026～2030）の

策定について。 

 現行の「ながさきスポーツビジョン」につい

ては、今年度で計画期間が終了することから、

新たに「ながさきスポーツビジョン（2026～

2030）」として策定することとしております。

昨年11月議会では素案をご審議いただき、その

後、パブリックコメントの結果や長崎県スポー

ツ推進審議会からの答申を踏まえ、最終案を取

りまとめたところであります。 

 今後は、スポーツビジョンの実現に向け、市

町、関係団体及び民間事業者との連携を一層深

めつつ、県議会をはじめ、県民の皆様のご理解

とご協力を賜りながら、着実に取組を進めてま

いりたいと考えております。 

 ここで、追加1をお開きいただき、2ページ中

段をご覧ください。 

 令和8年度の組織改正について。 

 令和8年4月1日付で組織改正を行うこととし

ておりますので、その概要についてご説明いた

します。 
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 昨年11月に、ながさきピース文化祭2025が終

了し、本年3月末をもって事業が終了することか

ら、ながさきピース文化祭課を廃止することと

し、本文化祭の成果や盛り上がりを維持・継続

するとともに、世界遺産等の文化資源を生かし

たにぎわいづくりをさらに推進するため、「文

化振興・世界遺産課」を「文化振興課」と「歴

史文化遺産課」に再編いたします。 

 今後とも新たな組織体制の下、より効率的、

効果的な県政運営の実現に努めてまいります。 

 以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。 

【山村委員長】 次に、観光振興課長より補足説

明を求めます。 

【長野観光振興課長】 それでは、私の方から第

47号議案「長崎県観光振興基本計画について」

ご説明をさせていただきます。 

 恐れ入ります。長崎県議会定例会の議案第3号、

こちらの議案タイトルのページの次の132ペー

ジになります。こちらに目次を記載しておりま

すので、まずこれをもって全体の構成について

ご説明をさせていただきます。 

 私の方から、この目次に沿って少し全体の構

成でございます。簡単にご説明させていただき

ますけれども、本計画については、5つの章で構

成をさせていただいておりまして、第1章では、

基本的な事項となります計画の策定の趣旨、位

置づけ、計画期間、第2章では我が国の観光を取

り巻く現状と長崎県の観光の現状、課題という

ことで記載をさせていただいております。 

 また、この現状、課題については、前計画を

踏まえた課題でございますとか、今後の方向性

の検討のためのＳＷＯＴ分析の結果などについ

ても記載をしているところでございます。 

 第3章でございますけれども、先ほど部長から

も説明させていただきました本計画における将

来像、ここには数値目標と、あとは観光振興の

5つの柱、さらにはこれ重点誘客戦略ということ

でこの第3章に記載させていただき、第4章では

この3章の5つの柱それぞれの考え方と取組で、

最後に第5章では、今後の広域連携の促進に向け

た方向性について記載をさせていただいており

ます。 

 全体の構成としてはこのような形になってご

ざいまして、この計画案につきましては、11月

議会で素案をお示しさせていただいて以降、指

標の設定に当たり調査中であったものについて

整理をさせていただくほか、観光審議会、パブ

リックコメントでいただいた意見を踏まえ、表

現の整理や補足を行い、今回、最終案として提

案をさせていただいております。 

 この計画案は50ページにわたるものですから、

別途、補足説明資料としてポイント版を配付さ

せていただいております。大変恐縮でございま

す。委員会の補足資料説明のＡ4カラーの横長の

ものになります。観光振興基本計画についてと

いうことで、ポイントをまとめた資料を作成し

ておりますので、そちらをもって説明をさせて

いただきます。よろしゅうございますでしょう

か。 

 本計画でございますけれども、将来像といた

しましては、「観光客の心をつかみ、選ばれる

観光立県ＮＡＧＡＳＡＫＩ～歴史と文化を未来

へつなぎ、世界と心を結ぶ、笑顔あふれる長崎

へ～」を掲げており、期待を上回る体験の提供

を通じまして地域経済を活性化し、選ばれ続け

ること、これで観光立県として持続的に発展す

る長崎県の姿を目指すというものでございます。 

 次にこの将来像に向けての実現に向けてＫＧ
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Ｉを設定しておりますけれども、こちらにつき

ましては、現行計画と同様に、観光消費額とし

てございます。 

 目標値につきましては、そちらに記載のとお

り過去最高となりました令和6年でございます

けれども、4,587億円を上回る最終的には5,225

億円を目指してまいりたいと考えてございます。 

 観光による消費拡大を通じて経済活性化につ

なげていこうということで、そのためにも観光

消費額の増加に寄与する要素、その下に4つ丸ご

ざいます。観光消費単価の増、観光客数の増、

滞在時間の延長、リピーター数の増加、この4つ

を位置づけております。 

 その右側でございます。 

 しっかりと観光を支える基盤強化を図り、質

にも重点を置くということでございまして、観

光産業全体の持続性を高めていくという観点か

ら、ホスピタリティの向上や働きやすい環境づ

くり、この2つを位置づけてございます。 

 その下段に点線で囲んでございますけれども、

その実現に向けたＫＰＩでございます。 

 観光消費額に直結する指標に加えて、質の向

上を図る指標も設定しており、資料中段に5つの

柱に沿って施策を展開してまいりたいというふ

うに考えております。 

 具体的な取組の方向性として、5つの柱を掲げ

ております。下段にⅠからⅤ番まで掲げており、

Ⅰ番、こだわりの旅の創出、Ⅱ番が戦略的プロ

モーションの展開、左下にございます広域支援

の推進ということで、右側、４番目の柱でござ

いますけれども、こちら基盤強化を図っていく

という観点から産業基盤の強化、５番目が持続

可能な体制の確立と、この5つの柱を掲げ、これ

らの柱を基に施策を体系的に整理いたしまして、

観光消費額の拡大を図るとともに、右側に書い

てございます、少し丸で書いておりますけれど

も、住む人、働く人、訪れる人の満足度を高め

る持続可能な観光の実現を目指してまいりたい

というふうに考えてございます。 

 この資料下段に記載しておりますけれども、

こちらの本計画では、新たに2つ掲げております。 

 重点戦略でございますけれども、まずはその

限られた資源を重点配分するということで、よ

り効果的な誘客につなげてまいりたいと考えて

ございます。 

 具体的には、国内ではやはり首都圏・関西・

福岡エリア、インバウンドでは東アジアを中心

に東南アジアや欧米豪などから効果的に誘客を

進めていくといった考えでございます。 

 さらに、最下段でございますけれども、観光

消費額の増加を通じた地域経済の活性化を図る

ため、これはもう県内各地の魅力を最大限に引

き出し、歴史・文化、食などの共通テーマを軸

に、地域間の連携を強化していくといったよう

な考えを記載をさせていただいております。 

 あわせて、この取組を通じてしっかりと地域

の観光関係者がつながっていき、連携して取組

を進めていくために、場の設置でございますと

か、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 駆け足になり大変恐縮でございます。説明は

以上でございます。よろしくご審議を賜ります

ようお願い申し上げます。 

【山村委員長】 ありがとうございました。 

 午前中の審議はこれにてとどめ、午後1時30分

より再開したいと思います。 

 休憩いたします。 

 

― 午後 零時 ２分 休憩 ― 

― 午後 １時２９分 再開 ― 
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【山村委員長】 委員会を再開いたします。 

 午前中に引き続き、文化観光国際部関係の審

査を行います。これより議案に対する質疑を行

います。 

 質疑はありませんか。 

【宮本委員】 第47号議案「長崎県観光振興基本

計画について」、質問をいたします。 

 1点だけ確認させてください。観光振興基本計

画ですね、午前中、いろいろご説明ありがとう

ございました。攻めの基本計画になっていて、

具体的に重点誘客戦略であったり、広域周遊推

進、明示されていて非常に取組としては勢いの

あるものであると感じました。 

 その中におきまして、ちょっと細かいことに

なるんですが観光振興という観点から、長崎に

おいては、以前から一般質問等々でも取り上げ

ておりますけれどもアニメツーリズムについて、

説明の中では概要版だったので、若干触れてお

られませんでしたが、詳細版については、アニ

メツーリズムについて、アニメの振興、これも

非常に県としては観光振興に寄与するものであ

ると確信しておりますが、どういった形で向こ

う5年間取り組まれていこうとしているのか。ア

ニメに関して、ちょっとこの基本計画との取組

について質問をさせていただきます。 

【長野観光振興課長】 計画の中でのアニメに関

する取組でございます。 

 こちらの今回5つ柱を設けさせていただいて

おりまして、この5つの柱のうちの1つ目でござ

います。国内外から選ばれるこだわりの旅の創

出ということで、ここに体験コンテンツでござ

いますとか、いろいろな各種ツーリズムの推進

といった項目を挙げさせていただいております。 

 この各種ツーリズムといったところでござい

ます。これは個人旅行化が進む中で、当然いろ

いろな興味関心が、多様化してると。その中で

も先ほど委員がおっしゃったようなアニメも1

つのコンテンツになろうかというふうに思って

おりまして、昨年度から鋭意取り組んできたと

いうことでございます。 

 アニメだけを取り上げるというだけではなく、

アニメはじめ、様々な映画、あるいはドラマ、

情報番組、こういった映像コンテンツをしっか

りと活用をして、そこで長崎の魅力を発信し、

それを基に訪れていただきたい、いわゆるロケ

ツーリズムといったものをしっかりと今回の計

画でも盛り込んで強化を図っていきたいと思っ

ております。 

 それで、お尋ねのアニメについても、この中

でしっかりと取り組んでいきたいというふうに

思っております。以上でございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 確かに、各種ツーリズムの推進ということで

一番柱に掲げてあります。コンテンツという観

点から引き続き取り組んでいただきたいのと、

また昨年でしたか、アニメ＆漫画フェスタでし

たかね、東京でありましたけど、非常に長崎も

出展して感触よかった。私も視察に行きました

けれども、非常に全国から来てて、長崎も活躍

の場ができてよかったなと痛感しておりますか

ら、引き続き、向こう5年間についても取組を推

進していただきたいということを改めて要望さ

せていただきます。 

【山村委員長】 ほかにありませんでしょうか。 

【小林委員】 座ったまま失礼します。 

 この第47号議案、今、宮本委員が勢いのある

この観光振興基本計画、こういう表現を使われ

ましたが、私から言わせれば、ある意味では勢

いのあり過ぎるような観光振興基本計画ではな
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いかという感じがします。 

 よく言うんだけども、この5年間でこれだけの

計画をたった何かつくれるようになったという

ところがですね、やっぱり今回のこの計画のみ

そやないかと。もうこのコロナの時代に長崎県

どうなるだろうかと、そういうような状況であ

ったんだけども、もう本当におかげで、皆様方

の努力、いろんな県民の皆さん方の努力でここ

までですね、やっぱり対策を講じることができ

るような基本計画になったと。これもう、そう

いうこの5年間に一度こういうことをやるのか

な。こういうことから考えればね、ちょっと午

前中は、松尾さんとしっかり意見の交換をしま

したけども、いま一つはっきりしなかったけど

も、今はこうして明快に勢いのある、あるいは

勢いのあり過ぎるような、この振興基本計画に

なってると。 

 それで、一番みそは、今言ったように、これ

だけの計画を立てれるようになったということ

は、私に言わせれば、声を大にして叫びたいと。

よくぞ頑張っていただいているということの評

価をまずしときたいと思うんです。 

 それでですね、5年に1回こういう見直しをす

るということは、大変ありがたいことであるし、

いいことだと思います。それで一番大事なこと

は、いわゆるこの現計画というのか、前計画と

いうか、5年前の状況の中で、基本的に何ができ

て何ができなかったかというようなことが、や

っぱりこの成果と課題、これをはっきり分けな

がら、やっぱりいいものは伸ばしていく。でき

なかったものはもう一回検証すると、こういう

ことがやっぱり大事ではないかという感じはし

ますけども、その点についてはいかがな考えを

お持ちですか。 

【長野観光振興課長】 委員から、今回、現行計

画の取組の状況、成果のような形で私たちもし

っかりとこの計画の中にも盛り込ませていただ

いております。 

 一応、かいつまんで説明させていただきます

と、現行計画では観光まちづくりの推進でござ

いますとか、おもてなし力の向上、高付加価値

化、情報発信、インバウンドの観光推進といっ

た5つの柱で取り組んでまいったところでござ

います。 

 この計画をつくるに当たって、それぞれ5つの

柱にそれぞれ項目ございますけれども、事業の

検証をさせていただいて、その主立ったもので

いきますと、先ほどアニメコンテンツの話にも

なりましたが、滞在型コンテンツの充実による

観光まちづくりの推進ということで、こちらに

つきましては、やはり映画、ドラマのロケ地の

誘致、こういったものをしっかり進めてまいっ

たと。長崎が舞台となる映画がしっかりと公開

されるということで、この部分についてはしっ

かりと本県の誘客につながっているというふう

に思っております。 

 ただ、訪れる人に期待以上の感動を感じさせ

るようなおもてなし力の向上といったところで

いきますと、やはりまだまだやるべきことあり

ます。ガイドの育成でございますとかユニバー

サルツーリズムの推進でございますとか、やや

十分ではない取組というのもございました。 

 そういったものをしっかりと捉えながら、今

回の計画の中には現行の状況も踏まえて、目標

を大きく掲げている形になりますけれども、こ

の5つの柱をしっかりと課題感を持ってやろう

ということで、課題としましては、持続可能な

観光地づくりと広域の周遊、また、その多様化

する旅行ニーズへのしっかりとした対応、あと

は人材の確保ですね、基盤の強化、これは産業
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界も含めてしっかりとやっていくということと、

この持続可能な体制の整備といったことの4つ

の課題認識をこの計画の中にも書かせていただ

いて、取り組む必要があるというふうに考えて

いるところでございます。 

【小林委員】 確かに、やっぱり長崎県を見ると

き、やっぱりこの歴史的な背景から見ても、人

を呼んで栄えたまち長崎、まさに観光は基幹産

業と、こういう位置づけの中で、やっぱりこれ

だけの人を呼び込み、これだけの売上げを上げ

て、やっぱり利益をもたらす、もうこれしかな

いと思ってる。本当に観光には、もっともっと

力を入れていかなければいけないと、こう思っ

てるときに、こういう5年間だけども、基本計画

ができたわけだ。この振興計画を絶対ものにせ

んといかんと。あのときはというような、そう

いうコロナみたいなああいう天災がやってこな

い限りは、本当にこれを実現してもらうという

中で取り組んでいただくんだけども、ただ一番

これを見てみると、観光消費金額4,587億円が現

状、この4,587億円を5,225億円、過去最高額、

これはね、何と600億円を超えてる。こういうよ

うなことをしてやってやろうと、こういうよう

なことなんですね。もうこれは本当にびっくり

するみたいな、本当に大丈夫だろうかとこう思

うわけですね。 

 何て言っても今現状は、やっぱり一番我々が

困ってることは人手不足、それから人口減少と

いう構造的な課題を抱えているわけだ。そうい

う構造的な課題を抱えている中において、この

5,225億円をいかにして達成するかと。どんな戦

略を持ってこれをやろうとするかと。ここの戦

略が一番私は大事じゃないかと、こういうよう

に考えるわけだね。その辺のところをあなたは

どういうふうに考えているのか、この点を質問

したいと思います。 

【長野観光振興課長】 今回、観光消費額600億

円以上増加させるということで目標を掲げ、取

り組んでまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 これは当然、宿泊客を単に伸ばすというだけ

では非常に厳しいと。やはり単価を含めて、質

を高めていく必要があるということで、今回の

計画におきましても、量だけではなく質もしっ

かり高めていくということで、この5つの柱の中

で、左側3つの部分については、しっかりとその

量も質もという、数の部分をやっていくと。 

 その中でも、先ほど少しツーリズムの話をし

ましたけれども、宿泊客の増加に向けて誘客を

しっかりやっていこうというところでございま

す。ここには、重点誘客戦略ということで、新

たに今回の計画の中で地域エリアターゲットご

とに考え方を示して、しっかりと人を呼び込ん

でいくというような考え方も持ってやっていき

たいとまずは思っております。 

 あとは、単価の部分でございます。単価の部

分につきましては、当然、その商品の価値であ

ったりとか魅力を上げていったりしていくとい

うことで、こちらは広域周遊で長期滞在化を目

指すということで、ポンチ絵で配らせていただ

いているところ一番下段でございますけれども、

広域周遊の考え方を5本の柱と別にしっかりと

掲げて、これは長期滞在を目指して質を高めて

いこうというような取組、またあわせて産業と

いう部分では、目標に満足度というのを挙げさ

せてもらっていますけれども、観光客だけでは

なくて、働く方、また訪れる方、また県民の皆

さんもしっかりと満足すると、それでお迎えす

る方もしっかり満足していただいて、また再度

お迎えするといったようなことの好循環、これ
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を目指して、今回この計画に盛り込んだという

ような考えでございます。 

【小林委員】 要するにリピーター客ね。ここに

チャレンジしていくというようなことで、何と

いってもやっぱりリピーター客をやっぱり呼び

込んでいかなければいかんというような強い決

意があります。 

 ただ、私がちょっと思うことは、これだけの

5,225億円、600億円以上のそういう消費金額を

考えれば、やっぱりここの2番目の、やっぱりタ

ーゲットにされる戦略的プロモーションの展開

と、この中で1番目に、インバウンド向けの日本

の食や文化などの多様な魅力の発信と、こうい

うことで、ここはやっぱりプロモーションの中

でやっぱりしっかりやっていかなきゃいかんと、

取り組んでいかなきゃいかんというようなこと

じゃないかと思うんです。 

 ただ、そうやって村田政策監の大変な頑張り

でソウルの方から、韓国から本当に久しぶりに

定期便が飛んできて、もうおかげで大変なにぎ

わいですよ。まだ、大村市長とか市会議長とか、

そういう方々が昨日は釜山に行って、2泊3日、

でいろいろ交流をしてきておるわけだ。 

 本当にそういうことで、やっぱりね、市長が

言っていた。ソウルに行っても釜山に行っても、

そういうこの何ていうか、村田政策監の名前と

か、そんなのが出てくるんだよ。大変な努力だ

と思うよ。大変感謝をしております。 

 ただ、いわゆる今までのような、九州7県かな、

その中で一番最下位の、年間1万人とか年間2万

人とかそういう状況では、いかんともし難いわ

けだよ。徳永委員いらっしゃいますけれども、

平田知事になって、大村を越えて、何で南島原

から大村空港どうするかと、長崎空港どうする

かと、こういうことを質問されたわけだけども、

やっぱりこの空港整備をやっぱり考えていただ

かなければいかんと、こう考えるわけだよね。 

 だから、やっぱりこの5,225億円を実現し、600

億円をこれで上積みするということは、やっぱ

り空港整備をないがしろにはできないと、こう

思っておりますけれども、村田政策監はこの辺

のところについて、これひとつね、本当にあな

たの手によって、これをやっぱりぜひともやっ

ぱりつないでいただきたかったし、また、そう

いう方向を残していただきたいと、こう考えて

おるわけです。 

 この空港の国際線の整備について、ここに小

宮インバウンド推進課長もいらっしゃいますけ

れども、この課長と一緒に、またみんなと一緒

にこの空港整備を何とか考えていただきながら、

5,225億円がひょっとしたら超えるかもしれな

い。こんな状況の中でやってもらいたいと思う

んだけども、これについてのちょっとご答弁を

お願いできればと思います。 

【村田文化観光国際部政策監】 今のご質問でご

ざいます。 

 やはり、今回の観光振興計画、約600億円の観

光消費額を増加させるというようなことでござ

いますけれども、先ほど来、ご指摘ありますよ

うに、国内の人口減少が進む中で、やっぱり国

内観光というのはどうしてもやはり伸び悩んで

いくものがあるんだろうというふうに思います。

その中で工夫をしながら増額を目指していくわ

けですが、そのためにも、必ずインバウンドの

観光消費額を伸ばしていかなくてはいけないと

いうふうに考えております。 

 そうした中で、やはり国際航空路線というの

は、そういったインバウンドの獲得に直結をす

るわけですので、ここに積極的に取り組むとい

うのは従来どおりでございまして、そのために



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２４日） 

- 109 - 

も、やはり空港の様々なところが指摘あります

けども、そういったところを改善に向けて協議

を進めていくというふうなことで、今、所管し

ております地域振興部、あるいは長崎空港の

NABICとも協議を重ねておりますところでござ

いますので、ぜひそういった中でしっかり対応

していきたいというふうに考えております。 

【小林委員】 本当に、村田政策監からお話があ

るとおり、空港はやっぱりしっかり国際線を整

備してもらうということは、今、長崎県の観光

における命題だと思うんですね。そういう状況

から、やっぱり今後の取組が待たれるわけです。 

 私個人は、やっぱり同じこの委員会で、あな

たが文化振興課長か何かをおやりになってる時

に、大村の市内から相談、今もうおかげで、あ

なたから支援を受けて、今もう県内くまなくと

ころせましと思って頑張っていただいておりま

すよ。 

 そういう状況でございますから、しっかりこ

れから空港整備お願いをしたいと思っておるわ

けです。 

 長野課長、私はこの計画の中でやっぱりこの

長崎県が、やっぱり国内外から、もう国内から

も、あるいは外国からも選ばれるためには、後

の項でつくってる重点誘客戦略、重点の市場か

ら誘客を強化して、そしてその下に書いている

広域周遊を促進して地域の魅力を最大限に引き

出していかなければいかんと。これが非常にま

た大きなポイントじゃないかと思うんです。具

体的にどういう取組をしてやっていこうとして

いるか、その辺のところについてお尋ねをした

いと思います。 

【長野観光振興課長】 重点誘客戦略でございま

すけれども、観光消費額の増加に向けて、国内

におきましては、関西・福岡、こういったとこ

ろは旅行意欲が高くて、やはり本県へのアクセ

スが良好といったところでございますので、そ

こに対してしっかりとプロモーションをかけて

いって誘客に努めていきたいというふうに思っ

ております。 

 特に、関西におきましては大阪ＩＲを契機と

して、需要の拡大、また若年層の誘致に向けて

鉄道航空アクセスを生かしたプロモーション、

こういったものを展開していくことで、長崎の

方にしっかり誘客していきたいと思っておりま

す。 

 また福岡におきましても、近接性を生かして、

しっかりと個々の旅行をアクティブ、要するに

旅行に行きたいといったような方々をターゲッ

トにしっかりとターゲットを絞ってリピーター

の確保に努めたいと思っております。 

 インバウンドですけれども、東アジアを中心

に、上海・ソウル直行便を生かしながら誘客、

今度は台湾の路線の誘致、こういったものをし

っかりと進めていって、これは個人旅行化に対

応したプロモーション、先ほど委員からもござ

いましたけれども、しっかりとプロモーション

によって誘客を図りたいと思っています。 

 プロモーションのベースとなります広域周遊

の促進でございますけれども、本県の歴史、文

化、食、自然、こういったところをしっかりと

共通のテーマを軸に、各地域の方々ともしっか

りと学びながらつながっていって、最終的にそ

れをもってコンテンツを生み出していくといっ

たような場を提供いたしまして、しっかりとこ

のネットワークを形成することで魅力を上げて

いき、滞在時間の延長、消費単価の向上につな

げていきたいというふうに思っております。 

 具体的な事業内容については、来年度の当初

予算の骨格というような状況でございますので、
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新たに強化する施策につきましては、次期定例

会においてしっかりとご審議いただけるように、

市町、観光関係事業者、関係者としっかり意見

交換しながら取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

【小林委員】 もうとにかく、一字一句大事な話

ばっかりだよ。本当にその言葉が現実的に具現

化して結果につながればいいと、つまりいい言

葉をよい行動に移すと、いい言葉をいい行動に

移すというようなことで結果を出してもらうと、

こういうことじゃないかと思うんですね。 

 だから先般、やっぱりちょっと議論したよう

に、やっぱりニューヨーク・タイムズ、世界の

ニューヨーク・タイムズから、やっぱり長崎と

いうのが沖縄県も抜いて、こうやってアピール

できたということを、もっとやっぱり私はＰＲ

してもらいたいと。もっとアピールしてもらい

たいと。 

 だから長崎県の機関紙に、知事も変わって、

新しい長崎県が到来した状況の中で、何かお土

産みたいな形で、まさにそういう、この何とい

うか、基幹産業、観光についてアメリカのニュ

ーヨーク・タイムズ、世界のニューヨーク・タ

イムズからまさに推薦を受けた長崎県だと、こ

んなものをねまず県民の皆さん方がやっぱり認

識を新たにしていただいて、やっぱりお客さん

をおもてなすということに対して、県を挙げて

取り組むというような、そういうやっぱり空気

が一番大事ではないかと、こんな感じがします。 

 だから、もっともっとニューヨーク・タイム

ズのことについてもいろんな今回、こういう観

光振興計画についても、やっぱりもっともっと

アピールをして、県民の皆様方にその気になっ

てもらうということが大事なような気がします

ので、ぜひ重ねて取り組んで、この5か年計画を

しっかりものにしていただきますようお願いを

しておきたいと思います。 

【山村委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。 

 次に討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 討論はないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 第47号議案については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 ご異議なしと認めます。よって

議案は原案のとおり可決すべきものと決定され

ました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について説明を求め

ます。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】政策等決定過

程の透明性等の確保及び県議会議員との協議等

の拡充に関する決議に基づきまして、本委員会

に提出いたしました文化観光国際部関係の資料

についてご説明申し上げます。 

 お手元の観光生活建設委員会提出資料の2ペ

ージをお開きください。 

 令和7年11月から令和8年2月までの1,000万円

以上の契約状況一覧表でございます。内容につ

いては記載のとおりでございます。 

 次に、3ページをお開きください。 

 令和7年11月から令和8年2月までの期間に行

われた陳情・要望に対する対応状況について8ペ
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ージまでに記載しております。 

 次に、9ページをお開きください。 

 附属機関等の会議結果について、令和7年11月

から令和8年2月までの実績としまして、第3回長

崎県観光審議会のほか、5つの委員会などが開催

され、その概要を15ページまでに記載しており

ます。 

 なお、1,000万円以上の契約状況に係る参考資

料としまして、土木部営繕課で実施している集

中契約のうち、文化観光国際部関係の契約3件に

ついて記載したものを別紙で配付させていただ

いております。 

 以上でございます。よろしくご審議を賜りま

すようお願いいたします。 

【山村委員長】 次に、スポーツ振興課長より補

足説明を求めます。 

【川瀬スポーツ振興課長】 私の方からは、なが

さきスポーツビジョン（2026～2030）最終案に

ついてご説明いたします。 

 資料は補足説明、議案外として2種類ご提出し

ております。緑を基調としたＡ4カラー横1ペー

ジのながさきスポーツビジョン（2026～2030）

ポイントという資料と、別途縦長30ページのな

がさきスポーツビジョン最終案についての2種

類でございます。 

 本日は、1ページもののながさきスポーツビジ

ョンのポイントを基にご説明させていただきま

す。 

 資料のご説明の前に、本ビジョンの策定に係

る背景などについて簡単にご説明いたします。 

 策定に係る主な背景といたしまして、国にお

いては昨年6月にスポーツ基本法の施行以来、初

めてとなる大規模な改正が行われ、スポーツの

価値を「する・見る・支える」に加え「集まる・

つながる」と再定義し、ウェルビーイングの向

上や地域活性化への貢献、情報通信技術の活用

などが盛り込まれました。 

 これらの状況や、国の第三期スポーツ基本計

画のほか、有識者等で構成する長崎県スポーツ

推進審議会からのご意見を踏まえながら、最終

案を策定いたしました。 

 そして昨年12月に本委員会で素案についてご

審議いただき、また1月中旬にかけてはパブリッ

クコメントにより県民からご意見をいただいた

ところでございます。 

 なお、今回の最終案については、以前ご提示

しました素案から大きな変更はございません。

主な修正点としては、イラストの調整や表現内

容の見直しなど、表現面のブラッシュアップを

行っているところでございます。 

 ビジョンの内容でございますが、お配りの資

料横長のＡ4の1ページをご覧いただき、上段に

記載しております基本理念の「長崎の未来をス

ポーツで創る」の実現に向けて改正スポーツ基

本法の内容などを踏まえて新たに設定した「つ

ながる」をキーワードとする3つの基本姿勢に基

づきながら4つの基本方針の下、各施策、事業の

推進に努めていくと、そういったことをしてお

ります。 

 また中段には、4つの基本方針と、それらにひ

もづく施策、取組について記載しておりますが、

基本方針1、生涯スポーツの推進、それと4、ス

ポーツを通じた地域の活性化、これについては

我々スポーツ振興課が、それに対して基本方針

2、子どものスポーツ機会の充実及び3、競技ス

ポーツの振興については、教育庁の体育保健課

が中心となってそれぞれ関係課と連携しながら

取組を進めていくということにしております。 

 現行ビジョンのうち、継続すべき取組は残し

つつ、冒頭でも申し上げたとおり昨年改正され
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たスポーツ基本法の内容も踏まえながら、5年後

に向けた施策項目を設けたところでございます。 

 最後に、資料の下段には、4つの方針ごとに整

理した目指す姿と目標となる指標について掲載

しております。 

 基本方針1では、成人の週1回以上のスポーツ

実施率と総合型地域スポーツクラブの会員数を

設定しており、その他、基本方針ごとに記載の

とおり2つずつの指標を設定しております。各施

策、事業の推進により、指標を着実に達成する

ことで基本理念である「長崎の未来をスポーツ

で創る」の実現につなげてまいりたいと考えて

おります。 

 なお、計画の詳細につきましては、Ａ4縦の最

終案本体をご覧いただきますようお願いいたし

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

【山村委員長】 以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について質問はありませんか。 

【坂口副委員長】 午前中の分科会審査の続きで

すけれども、議案外でと申しておりまして、こ

の政策等決定過程の資料にもアンテナショップ

の運営業務委託がありますのでここで質問させ

ていただきますけれども、まず、先ほどの質問

に対するご答弁をお願いしたいと思います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 すみません、ま

ずもって、午前中の私の発言の中で売上額が25

億円とひょっとしたら申し上げたかもしれませ

ん。ちょっと一桁間違っておりまして2億5,000

万円に訂正させていただきます。申し訳ござい

ませんでした。 

 それで、売上額は令和元年におきましては2億

3,000万円あります。そのうちの営業利益が一応、

700万円弱ということで聞きしているところで

ございます。 

【坂口副委員長】 すみません、営業利益ではな

くて粗利を、売上げ総利益を聞いたはずなんで

すけど、分かります。 

【庄司物産ブランド推進課長】 粗利率といいま

すか、商品の仕入れ率っていうのはおおむね7割

程度で仕入れをしているかと考えているところ

でございます。 

【坂口副委員長】 では、売上げから仕入れ原価

を引いたものが粗利になりますので、粗利率は

3割ぐらいになるかなと思うんですけれども、25

億円ですね、売上げがあれば7億円強あって、こ

れ、何ですかね、施設の賃借料、別に出さなく

ていいんじゃないかというようなお話をしよう

かなと思いましたけれども、2.5億円なら7,000

万円ということで、これじゃ大体、粗利から人

件費、家賃、光熱水費等々を引いて最終的に利

益が出ますので、それが700万円ということで。

家賃も多分、県で負担しないとなかなか厳しい

状況かなというふうには思いますけれども。 

 であるとすれば、そもそもこの場所ですね、

この一等地の日本橋というところが果たして適

当なのかどうかですね。2億5,000万円というこ

とで、1億7，8千万円は地元の企業の売上げに貢

献はしてると思うんですけれども、家賃等々、

あるいは皆様方の人件費とかもろもろ差し引い

た場合にとんとんという結果になってしまいま

す。 

 そのあたりを含めて、九州各県、大体日本橋

とか福岡が麹町にありますけれども、日本橋、

銀座付近にあるということで、他県のアンテナ

ショップの状況も含めて、果たして日本橋長崎
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館、日本橋という場所が適当なのかどうか見解

を伺いたいと思います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 我々も今回の事

業者の期間を検討するに当たって、場所の検討

も含めてしてきたところでございます。 

 今、委員からお話もあったとおり、他県のア

ンテナショップの設置状況を見ましてもやはり

日本橋から有楽町にかけてのラインで出店して

いる県がほとんどでございます。 

 我々もより多くの方にアンテナショップにご

来館いただくということが大切だと思っており

ます。日本橋エリアにつきましては、昨年の委

員会においてもご視察をいただきましたけれど

も、周辺で大規模な再開発も進んでおりまして、

さらなる人の流れを呼び込むことが可能という

ふうに考えており、現在地で継続の運営という

ことの判断をさせていただいたところでござい

ます。 

【坂口副委員長】 お言葉を返すようであれなん

ですけれども、東京は、大体どこ行っても再開

発をやっていますので、東京駅付近でもやって

ますし、渋谷もですね、絶えずどこでも再開発

というのをやっているような状況で。午前中の

宮本委員のご質問の中で客単価がありましたけ

れども、1,800円ぐらいということで、大体日本

橋周辺のお土産物の客単価が大体2,000円から

5,000円と、スーパーでも2,000円から2,200円と、

これネット情報ですけれどもありまして、若干、

客単価が低いのかなと。どちらかというと、高

級スーパーの品ぞろえからすると高級スーパー

みたいな感じに近いのかなという印象を受けま

すけれども、やはり客単価も少し若干低めとい

うことであれば、もし場所が適切であるという

ご判断であれば、やはり運営の手腕に問題があ

るのか、そういったところも少し考えていかな

いといけないと思います。 

 1つは、この事業が販路拡大支援ということで

ありまして、いろんな主要な施策の成果説明等

を見させていただきましても、いろいろ活動を

やっていただいておりますが、なかなかこの一

般消費者に向けた販売っていうのが多いんじゃ

ないかなというふうに思いまして。単に関東に

店舗が1店舗、売場が増えただけというふうな見

方もできるのかなと思います。 

 いわゆるBtoB、販路拡大でありますので、そ

ういった活動に力を入れていっていただかない

といけないなと思いますけれども、そういった

取組は、今回また新たに契約をされております

ので、この事業者に対してどういった展望をお

持ちかお聞かせいただければと思います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 委員おっしゃる

とおり、日本橋長崎館の機能の1つとして販路を

広げるということは大切な使命だと考えており

ます。 

 日本橋長崎館にバイヤーの方がふらっと訪れ

て販路が広がっていくということも多々起きて

いるかと思いますけれども、それ以外にも県で

もお話を受ければ、斡旋仲介をして商談の機会

を設けておりまして、ここ令和5年から令和7年

にかけても、年間5件から10社程度の商談の場の

機会を設けているところでございます。 

 また今後、運営事業者がまた新たな期間に入

ることに伴いまして、ご希望する事業者等がご

ざいましたらアンテナショップを介して営業代

行のようなシステムも取り入れて県内事業者の

販路拡大を後押ししてきたと考えているところ

です。 

【坂口副委員長】 営業代行なんかは非常にいい

取組かなと思いますけれども、販路拡大、BtoB

の取組も重要というお話でありますので、ぜひ、
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この主要な施策の成果の説明を見ましても、な

かなかこのBtoBの指標というのが見当たらない

ような状況でありまして。入館者数とか売上げ

とか、あるいは、いろんなイベントの成果とか、

そういったことは成果の指標になっております

けれども、このBtoBの指標がないので、今おっ

しゃったような成果がもしあるのであれば、今

後、拡大する見込みがあるのであれば、やはり

そこを指標としてしっかりお示ししていただく

べきかなと思いますが、その点についてはいか

がでしょうか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 先ほども申しま

したとおり、販路拡大の実数というのはなかな

か捉え切れないところもありましたことから、

今まで来館者数の方ですね、販路拡大の1つのき

っかけということで指標の方に設定しておりま

す。 

 ただ今後、先ほども申しましたとおり営業代

行等の取組も始めていきますので、今後の指標

の設定についてどういったものが成果としてふ

さわしい手法かということについては、引き続

きしっかり検討させていただきたいと考えてお

ります。 

【坂口副委員長】 ぜひよろしくお願いします。

今後に期待したいと思います。 

 あと、少しお話変わりますけれども、私たち、

有志で花卉研究会、お花の方の研究会をしてお

りまして、お花自体は隣の農水経済委員会なん

ですけれども、同じ県内のブランド品、物産品

ということでご質問させていただきますけれど

も、なかなか本県の花卉、輪ギク、トルコギキ

ョウ、それからアスチルベ等、他県に誇るよう

なお花があるわけですけれども、なかなかこの

販売価格が伸び悩む中で、生産資材は高騰する

という状況で、非常に苦しい思いをされている

んですが、何とか販路を拡大できないかと、な

かなか市場の柔軟性というのがない分野でもあ

りまして、できればせっかく東京に県のアンテ

ナショップがありますので、そういったところ

を活用してＰＲ、あるいは販路の拡大につなが

るような取組ができないかと思いますけれども、

ご見解を伺います。 

【庄司物産ブランド推進課長】 花卉の振興、販

路拡大についても、ぜひ我々もアンテナショッ

プを活用していただきたいと考えております。 

 来年、花卉の関係の全国大会が首都圏でも開

かれるとお聞きしてます。我々、農林部と連携

した生産団体の方も含めて、アンテナショップ

をどう活用していくかということを、お話しし

ているところでございますので、引き続き花卉

の販路拡大、ＰＲについても積極的に取り組ん

でいきたいと考えております。 

【山村委員長】 ほかに質問はありませんでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外一般事務について、ご質問はありません

か。 

【宮本委員】 議案外について質問をさせていた

だきます。 

 まず、説明資料、部長説明関係議案説明資料

の5ページです。新たな観光振興財源の導入につ

いて質問いたします。 

 いわゆる宿泊税、これ去年の9月の議会一般質

問でも取り上げさせていただいて、もっともっ

と丁寧にいろんな方の意見を聞いてくださいと

いうことを要望申し上げておりました。そのこ

とも踏まえてか、いろいろですね、87か所戸別

訪問していただいたり、いろんな業界団体の

方々と意見交換したということを書いてありま
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すが、宿泊税の導入に肯定的な意見とか否定的

な意見とかいろんな財源の使途に関すること、

様々なご意見をいただいたということでありま

すけれども、もう少し詳しく、どのような意見

があったのか教えてください。 

【長野観光振興課長】 意見交換会でのご意見に

ついてのお尋ねでございますけれども、昨年11

月から2月まで、これ87か所、市町21か所、観光

協会、商工会議所、旅館ホテル組合、まず個別

にご意見を伺ったといったところでございます。 

 まず、肯定的な意見というものに関しまして

は、数百円程度であれば負担感もなくいいので

はないかといったような賛成のご意見もござい

ましたし、観光県であり、そういった地域の魅

力向上、利便性向上に役に立つのならそれもい

いのではないかといったご意見もいただいてお

ります。 

 ただ、否定的なご意見も当然ございます。使

途がまだ我々も具体的にお示しできてないとい

う状況でございまして、そういったところをし

っかり分からないと、やはりメリットというも

のを感じられないというところだと思ってます。 

 ですので、そういった宿泊税を取るだけに見

合うだけの効果をやっぱりまだお感じになって

いただいていないと、制度だけでは感じていた

だいてないというようなご意見かなというふう

には認識をしております。 

 あとは、個別の負担事務、旅館、ホテルの窓

口で宿泊税というのは徴収をするという形なん

でございますけれども、制度が複雑化すれば複

雑化するほど、例えば、旅館、ホテルの料金が

安ければ100円とか、高ければ200円、その上が

300円といったようなこととか、あとは免除する

人を個別、個別に、例えばもう修学旅行の方か

ら取らないとか、例えばスポーツの方からも取

らない、それを仕分をするというところが非常

に面倒なので、何かやはりそこに対しての、何

ていいましょうか、不安感だったり負担感だっ

たりといったようなご意見をいただいておりま

す。 

 様々いろんなメリット、デメリットもあると

いうことはご認知をいただいてるんですけれど

も、全て皆さんが賛成反対かって言ったらば今

の様々なご意見ございますので、これからもし

っかりとご意見を丁寧に伺いながら検討を進め

てまいりたいというふうに考えております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 具体的に分かりました。メリット、デメリッ

ト、そして肯定的な意見とか。修学旅行とかそ

ういったのは取らないっていうこともあるわけ

ですね。私、全部から取るのかと思っておりま

して。しかも金額も設定できると。100円、200

円、300円、一定金額で取るものなのかと思って

おりましたが、ちょっとそれも私の認識違いと

いうことも分かりました。 

 また、さらには観光客に対してもアンケート

調査を実施されております。このアンケート調

査の結果、教えてください。 

【長野観光振興課長】 これはインターネット調

査を活用いたしまして、2025年の1月から12月の

1年間で観光目的で本県に宿泊をされたことが

あるという方に対して、これはあくまでもサン

プル調査ですので2,000サンプル程度で回答を

得たといったようなところでございます。 

 質問については、全部で5問でございます。1

つは、宿泊税っていうのをまずご存じかという

こと、これについては、やはり8割の方が何らか

の形で知ってるし、支払ったことあるといった

ようなご意見もいただいております。 

 次にお尋ねしたのが、旅先を決めるときに宿
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泊税の有無を調べるのかといったようなところ。

これは、半数以上の方がやはり調べられるとい

ったような結果も出ております。 

 あとは、本県の方ですね。思いとしましては、

観光地の整備であるとか利便性の向上、バリア

フリー化といった様々な目的に導入を検討した

いと思っていますけれども、そういったものを

どうお感じになられるかということでございま

す。 

 これは、そういった目的をちょっとしっかり

示していった場合には、やっぱり賛成の方が大

体半数、これも半々というようなところです。 

 次に、宿泊税が導入された場合に、どういう

ことに使ってほしいかというのは、10個の選択

肢を提示いたしまして、一番高い順でいきます

と、6割ぐらいの人が観光地の整備保全、これは

文化財とか景観とかトイレといったところも含

めてですけれども、そこが一番多うございまし

て、それぞれ公共交通の利便性であったりとか、

あとはよくありますけど、宿泊体験コンテンツ

への割引みたいなものも期待されている、あと

は施設整備であったりとか、そういったところ

は大体2割程度で続いているといったようなこ

とでございます。 

 最後に金額についてお聞きしておりますけれ

ども、500円以下ぐらいのところが多うございま

して、それ以上になると、少し払ってもいいと

いうお感じになられる金額ではないような結果

も出ているといったところであります。 

 こういった調査結果を踏まえて、今後の制度

設計、あるいは使途についても検討をしていき

たいというふうに思っております。 

【宮本委員】 ありがとうございます。分かりま

した。 

 これは、お考えであれば教えていただきたい

んですけども、県では新たな観光振興財源の導

入、いわゆる宿泊税を、もしかしたら前の委員

会で言われてたかもしれませんけれども改めて、

これぐらいで設定をして取っていって、1年間こ

ういった財源が生まれるみたいな試算っていう

のはされていたんですかね。これぐらいの試算

が出てきたので、この試算を運用していろんな

観光に資するものに使いたいという設定をされ

ていたのかを教えていただければと思います。 

【長野観光振興課長】 昨年から専門委員会とい

うものを設置して、制度設計についてご議論を

いただいたといったところでございます。 

 その際、やはり全体的な観光事業、いわゆる

施策としてどの程度を考えるのかというのをし

っかり試算をしてほしいというお話もございま

して、これ市町も含めて、我々も今の現行の予

算を含めていろいろな試算をしながら、最低限

でもこれだけ要るんじゃないかということで、

おおむね十数億円ぐらいは今後、最低限必要じ

ゃないかというような、これはもう希望的観測

も含めてお示しをさせていただいたというとこ

ろでございます。 

 ただ、これは本当に荒々の試算でございまし

て、具体的に本当にどういった形で進めるのか

は、これからも、繰り返しになりますけれども、

丁寧に議論を重ねていく必要があるというふう

に思っております。 

【宮本委員】 ありがとうございます。 

 いろんな形で導入について丁寧にしていただ

きたいという思いがありますが、もう既に87か

所、戸別に訪問して、いろんな方々と意見交換

をされていますけれども、今後はどうなります

か、スケジュールとしては。まだまだこの対話

を続けていくのか、ある一定のところでちょっ

と打ち切って、例えば来年度の今年の何月とか
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いう区切りをつけて検討していくのか、今後の

スケジュールについて教えてください。 

【長野観光振興課長】 現時点において、いつま

でに必ず導入するんだといったようなことはな

かなか言える状況ではないのかなというふうに

は思っております。 

 スケジュールも含めて、しっかり庁内でまず

は議論をしていきながら、また個別の意見交換

でも当然反対の声も当然ございますので、そう

いったところにもしっかりとお話をしながら、

これはタイミング、スケジュールについては今

後の検討といったところになろうかというふう

に思っております。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 どうか引き続き、また丁寧な意見交換を重ね

ていただきたいと思います。 

 数十億円っていうのが観光に関する使途と、

数億円か、数十億円かそれぐらいの規模で観光

の財源として出てくるっていうこともあろうし、

一方ではいろんな意見もあろうかと思いますの

で、継続で意見交換を重ねていただきたいと思

います。 

 もう一点質問いたします。 

 同じ説明資料の8ページになるんですけれど

も、ながさきスポーツビジョンについてお尋ね

をいたします。 

 これはもう新しく来年度から2026年、新たに

策定するということですが、前回のスポーツス

ポーツビジョンを策定するときに、アーバンス

ポーツ、スケートボードを中心としたアーバン

スポーツ等、ｅスポーツもこのスポーツビジョ

ンの中に組み込むべきですよということを申し

まして、ちょっと少しでありましたけれども、

今までの5年間の計画の中では、スケートボード

を中心とするアーバンスポーツとｅスポーツに

ついては記載をしていただいておりました。 

 新しいながさきスポーツビジョンにおいて、

このスケボーを含むアーバンスポーツとｅスポ

ーツがどうなっているのか。恐らく今までの5年

間を見ると、物すごく活用という言い方が、日

本全体でもすれば世界全体としても、どんどん

活躍の場は広がっているというふうに感じます

ので、それを踏まえてより一層今回の新しいビ

ジョンの中でも導入していくべきではないかと

考えますが、その点についてちょっとお聞かせ

ください。 

【川瀬スポーツ振興課長】 まず、アーバンスポ

ーツについてですが、現ビジョンにおいては、

アーバンスポーツの普及によってスポーツを楽

しむ機会の充実や若者文化の発信による地域活

性化が見込まれることから、国内外の動向を注

視しつつ、その可能性について検討していくと

いうことにしておりました。 

 これに対して新ビジョンにおいては、アーバ

ンスポーツの振興という新たな項目をしっかり

立てて、体験会などにより例えば気軽に取り組

むことができる機会を提供し、県内各地への普

及をしっかり図っていくというふうにしており

ます。 

 また、ｅスポーツについては、現ビジョンに

おいては本文中では扱わず、別ページのコラム

に記載しておりました。そのコラムにおいて、

ｅスポーツの可能性に関する情報収集や関係団

体との連携を図っていくというふうにはしてお

りました。 

 それに対して今回の新しいビジョンにおいて

は、令和7年9月に施行された改正スポーツ基本

法を踏まえ、スポーツとデジタルという観点か

ら、ｅスポーツについてしっかり記載をしてお

ります。 
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 具体的には、改正スポーツ基本法において示

されたスポーツの推進に寄与する情報通信技術

の活用、それと情報通信技術を活用したスポー

ツ機会の充実、この2点を踏まえ、本文中に施策

内容を記載しているところでございます。この

施策を本文中に記載した上で具体的な活用例を

別ページのコラムに記載していると、こういう

状況でございます。 

【宮本委員】 ありがとうございました。 

 新しい計画では、項目としてきっちりとスケ

ボーを含むアーバンスポーツもｅスポーツも取

り上げていただいているということで、まずは

感謝いたします。 

 たしか、ｅスポーツは前回もコラムでしたね。

ほんの少しだけ載せていただいていたような記

憶がありますので、新しい計画は、どちらとも

重要な取組として県の方も認識していただいた

ということに感謝申し上げます。 

 部長、これいつも一般質問では言っておりま

すが、スケボー部長ということでいつもいつも

言っておりますが、部長の中において、スケボ

ーを含むアーバンスポーツの可能性、長崎には

もう本当に優勝を狙えるような少年がたくさん

いますし、オリンピック選手を狙えるようなス

ケボー少年、青年といいますかね、もいます。

そういった後押しもぜひしていただきたいと思

いますが、向こう5年間の計画において、しっか

りと項目を掲げていただいた、これ感謝申し上

げますけれども、具体的に取組として推進して

いただきたいと思いますが、これに関するスケ

ボーを含むアーバンスポーツにおける部長の決

意をお聞かせいただければと思います。 

【伊達文化観光国際部長】 今回の新たなビジョ

ンの中におきましては、アーバンスポーツの振

興について、これをしっかり県内各地への普及

を図っていきますという形で入れ込んでおりま

す。 

 特にスケートボードを中心に、オリンピック

を契機に本当に若い人たちに人気が広がってお

りまして、若い人たちのスポーツの機会だけで

はなくて、これは地域の振興にもつながってい

くものと考えております。 

 そうしたこともあって、今まで県としてもし

っかり機運を高めるための取組もやってまいり

ましたけれども、今後もしっかりとビジョンに

従って県内地域への普及に向けて後押しをして

まいりたいというふうに考えております。 

【徳永委員】 先ほど坂口副委員長へ説明された

日本橋長崎館ですが、2億3,000万円、売上げ、

年間が9,000万円ぐらいの経費がかかるという

ことで、これ考え方によれば、長崎県のものを

宣伝するとなれば、当然、それは赤字でも仕方

ないところがありますけども、実際この運営に

ついては、そういった宣伝費はこれぐらいで、

例えばこれぐらいは赤字ならばいいんだという

そういうものは、そういう考え方があるのでは

ないかなと思いますけど、その辺どうなんです

か。 

【庄司物産ブランド推進課長】 広告費で幾らと

いう明確な基準というものは、ちょっとすみま

せん、持ち合わせていないんですけれども、家

賃と施設整備については県が負担することで長

崎県の魅力の情報発信をやっていくべきものと

いうことで考えているところです。 

【徳永委員】 それはやっぱり、黒字になること

が一番なんですよ。私が言ってるのは、増資は

なかなか難しいから、これぐらいはやっぱり、

例えば赤字運営費、広告費はこれぐらいの金額

の赤字が、このＰＲ広告費なんだという考えが

あるのかどうか。それじゃなくて、ちゃんとし
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っかり黒字を出して運用しなきゃならないのか、

それはどうなんですか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 事業の館として

の黒字、赤字につきましては、運営事業者でし

っかり黒字を出してもらうべきものかなという

ふうに考えているところです。 

【徳永委員】 指定管理ですね、じゃあその分、

この9,000万円っていうのは、この日本橋長崎館

の運営としては、もう当然このお金は、もう県

費で、ここはこのお金で運用するという考えと

いうことですね。どうなのかなと思います。そ

の中で、この9,000万円がどうなのか、やっぱり

ありますよ。あの場所がどうなのかと。 

 それともう一つは、何を売りたいのか。それ

は何でも売りたいんでしょうけども、私も、日

本橋長崎館、いろいろあって、何をどうＰＲし

たいのか長崎県。長崎県といえば、何が全国的

に有名だと思いますか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 1番はやっぱり

水産県でありますので、魚種が日本一というこ

となんで水産物と、あと農畜産物ですね、お肉、

ミカン、イチゴ等と、あとはもう加工品でいき

ますと陶磁器、お酒等が長崎県の基幹の中心に

なる産品かと認識してます。 

【徳永委員】 お菓子ですよ。シュガーロード。

長崎のお菓子、すばらしいんですよ。九州でも

やっぱり長崎から、佐賀、福岡、ここにお菓子

の有名なところあるんですよ、これ。佐賀もあ

るでしょう、小城ようかんから、福岡のひよこ、

とか。これは、よその県にいっていただくと、

南九州はやっぱりないんですよ、やっぱりお菓

子は。熊本も昔は少々みかけましたけど陣太鼓

とか、鹿児島もかるかんか。長崎県、いろいろ

あるんですよ、これね。シュガーロード長崎の

出島からいった、こういうのをしっかりＰＲを

する。やっぱり認識をしてもらう。 

 魚についても、私は以前、委員会で東京駅の

裏側あたりに森トラストがやった、そこで建蔽

率の問題で、そこを自治体に開放するというこ

とで、そのとき視察行ったときの部長が、そこ、

各県自治体がやってるんですよＰＲをね、県産

品いろいろ。その中で長崎の魚が全国で2位って

知らないんですよ。フグが1位って知らないんで

すね。だから、根本的なところが全然やっぱり

なってないんですよ。売りたい、売りたいとい

うより、まず認識をどうさせるからなんですね。 

 そういう中で、私は日本橋長崎館に議長のと

きに行ったときに、この店長が何をこのお客さ

んがリクエストが、これを入れたいというのが、

これベスト3知ってますか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 申し訳ございま

せん。そのお話はお聞きしておりません。 

【徳永委員】私は聞いたんですよ。ないもんだ

からね、他に、どういうのがやっぱりお客さん

のリクエスト多いんですかと。3番が私の地元の

雲仙ハムですよ。2位が茶わん蒸し、吉宗の。1

位が福砂屋のカステラというわけ。しかし、こ

こは3つとも出してくれないと、出品をね。とい

うのは、やっぱり、ひとつ売れるんですね、や

っぱりね、そこで出さなくても売れるもんだか

ら。 

 それとさっき言った、3割もとられますから高

いですよ、これね。 

 私の地元の雲仙ハムの私の後輩ですから社長

がですね、だからやっぱり量も出し切らないと

いうのもあるんですけども。うちの孫なんかも

東京から雲仙ハム送ってくれと言うんですよ、

やっぱり。これやっぱりそれだけ有名なんです

ね。結構認知度あるらしいんですね。 

 そういう中で、もっとやっぱり来客者、お客
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さんにしっかりとアンケート、リクエストを取

るということと、そしてやはり、カステラにつ

いても、やっぱり重いもんだからなかなかね。

例えばお酒も一緒でしょうけど、持って帰りに

くいんです、これね。 

 そういう中で、例えば吉宗の茶わん蒸しにつ

いては、やっぱりネット販売をしてるというこ

とで、例えばこの日本橋の方にですよ、それと

やっぱり物がなくても、そこからちゃんとネッ

ト販売、送れますという、そういったことはど

うなんですか。やってるんですか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 日本橋長崎館で

も、ECサイト等通販を行ってまして、そういっ

たものはございますけど、日本橋長崎館で送り

ますっていうようなところのサービスはしてな

いのかなと。 

【徳永委員】 そこはやっぱり検討すべきじゃな

いかと思うんですよ。そして、さっき契約の会

社にそういうのは言えないんですか。そういう

ところから、そういうないんですか、打合せと

か、そういうこう。何のために高いお金を払っ

てですよ、何か私の方がした方がいいんじゃな

いかと思うんですけどね。どうなんですか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 運営事業者と私

ども、1か月に1回、定例会を開いて意見交換を

してるところなんですが、すみません、リクエ

ストの商品につきましては、私の方がちょっと

聞く機会がなかったもので把握しておらず、申

し訳ございませんでした。 

 ちなみに委員からお話がありました雲仙ハム

につきまして、今、日本橋でお取扱いをさせて

いただいてまして、売上げの上位の方の商品に

なっているような状況です。 

【徳永委員】 それはいいことです。 

 そういう中で、やはり私はよく聞くのが、長

崎県の一番のこのある意味悪い点は、何でもあ

るもんだから、いわゆるナンバー1がなくて、い

わゆる普通でもナンバー1に近いものがいっぱ

いあるわけですね。それだけやっぱり有名。 

 例えば、大間のマグロがなぜ有名かといえば、

やっぱり青森はリンゴありますけどね、やっぱ

りこの大間のマグロというので、やっぱり青森

県をＰＲしてるという。やっぱりここにかかっ

ているんですね。 

 全国売上げランキング1位はあれなんですよ、

伊勢の赤福、2位がカステラなんですね。やっぱ

り伊勢は、おかげ横丁というところで、赤福さ

んが寄附してつくったんですけどね。 

 だから、非常にそれがやっぱり認知度がある

わけですね。そういった中で、やっぱりしっか

りそういうアンテナショップにですけれども、

やっぱり地元の長崎で、どうやっぱりこれだけ

のお客さんが来て、長崎といえば知名度もある

ところですから、もっとそういったものをやっ

ぱり認知をしていただくということが私は大事

だと思うんですけども、その辺どうなんですか。 

【庄司物産ブランド推進課長】 委員おっしゃる

とおり、長崎にはいいものがたくさんあるとい

うことで、何か焦点がちょっと絞りづらいよう

な状況もあるかと思いますけれども、今回、日

本橋長崎館のリニューアルでレイアウト等も変

更していきますので、しっかり来館された方へ

長崎のすばらしいものを認知していただくよう

な見せ方というのをしっかりやっていきたいと

思います。 

【徳永委員】 以前から、やはりこの長崎市内で

も、やはり大型バスとかで団体客が来て買う大

型のお土産店がないんですね。それよく言われ

るんですね。やっぱそういうものを、例えばあ

そこの常盤の駐車場何かあるじゃないですか、
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あそことか県庁跡地でもそういったものを造っ

て、やはり長崎県の認知度ということを私は上

げるべきだと。そうした方が、やはり当地に来

て、当地でやっぱり食べて、見て、というのが

一番残るんですね。また今度、リピーターも来

るわけなんですよね。 

 東京に行った、これもいいんですけども、東

京、全国各地のところが何でもそういうのは東

京なんですよ。築地の市場なんか、1番それが象

徴なんですね、全国から来ますから。やっぱり

当地は当地で、やっぱそこの地元でどう、やは

り食べていただくか、買っていただくか、そし

てその認知をして、それで今度は東京でちょっ

と買いたいから東京アンテナショップでこれを

例えばさっき言った通販でもできませんかとい

うことでやってしまう。 

 やっぱり認知をさせるということも私は大事

だと思いますので、どうぞよろしくお願いをし

たいと思っております。 

 もう一点は、長崎空港なんですけど、私も質

問をしましたけども、そういう中でちょっと気

になったのが北九州空港ですね、ここが非常に

今、力を入れてますね。滑走路3,000メーターに

するということ、ここはまた海上空港でもある

し、これ24時間が可能だということで、福岡の

代替空港も、ここに北九州がそれを担うとも言

われております。 

 そして物流も扱ってるということで、非常に

国際線を今後、誘致をしていくということで、

私は長崎県の方がこの福岡の代替として期待が

できると思いましたけれども、その辺の、この

北九州空港の状況、そしてまた今後、長崎空港

との、これ競合するのか、長崎空港がこれしっ

かりとインバウンドで福岡空港の分を長崎空港

が担うことができる、その辺はどういうふうに

考えられてるのかお聞きしたいと思います。 

【小宮インバウンド推進課長】 今、徳永委員か

らご質問がありました北九州空港の国際線のフ

ライト就航状況を見てみますと、まず、仁川の

空港からは、ＬＣＣのジンエアーがデイリーで

運航をいたしております。そして清州からは週

3便で運航をされてると。こちらもＬＣＣのエア

ロＫという航空会社でございます。この2路線が

運航しております。多くのお客様が北九州空港

を利用されているという情報は、私どもも入手

をしておりまして、やはり福岡市内へのグルメ

へのツアー、それからショッピング、あとは別

府、それから由布院等へ、大分を回るアクセス

も良好ということで、多くのお客様が利用され

ていらっしゃいます。また、バスで熊本の方へ

向かうというお客様がいらっしゃるという情報

はお聞きしております。 

 また、委員お触れになりました物流面では非

常に九州の貨物が集まるということでお聞きし

ておりますので、今後、私どもが国際線を誘致

する中では1つの参考として、やはりＬＣＣ等の

チャーター便の誘致でありますとか、やはり、

将来的な定期便を誘致するという場合には、必

ず貨物の話がセットで協議になってまいります

ので、長崎空港からの貨物の取扱いも並行して

議論、協議を進めていく必要があろうかと思い

ますので、関係部局とも連携をして、どういっ

た品物が航空貨物として適しているのか、今後

の産業労働部の企業誘致等とも連携を図りなが

ら、しっかりと計画を検討してまいりたいと考

えてございます。 

【徳永委員】 そうですね。 

 この北九州は、物流で非常にこれは利用が多

いということ。今後はですね、それとＴＳＭＣ

の関係のこの材料等もここに入ってくるという
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こと。それと、台湾便、たしか台湾にもあるん

ですかね。非常にＴＳＭＣの関係の方が利用で

きると。それでましてや24時間ですので、この

利用価値が非常に高いということで。 

 そういう意味では、長崎空港がある意味これ

は勉強になるものではないかなと思っておりま

すが、ただやっぱそう言いつつも、そこは北部

九州、それとやはり中国地方ですよね。あの辺

のやはり空港という位置づけもあるということ

もありますので、そういう意味では、長崎空港

がどこまでのエリアを目指すのか。 

 それともう一つは、やっぱり国際線について

はもう正直言ってかなり遅れてるんですね、本

県は。台湾の台北についても、この前、大分県

が就航したということで、九州では長崎県だけ

なんですね。そういう中で果たして今後、新規

路線をということが本当に簡単に行くのかどう

か私はちょっと心配はありますけども、そうい

ったところを課長、どういうふうに理解をされ

て今後の営業に役立てていくのかお尋ねいたし

ます。 

【小宮インバウンド推進課長】今、徳永委員か

らご質問いただきました内容につきましては、

やはり台湾からの誘致については、熊本県にお

きましてやはり知事のトップセールスで企業誘

致からやっぱり進んでいったと。熊本地震での

被害がございましたので、新しく空港を整備す

るというところと併せて企業誘致、エアライン

の誘致が進んできたという状況でございます。 

 今現在、上海線の中国東方航空が10月末まで

欠航という状況になってございますので、今後

の観光振興基本計画で掲げております空港の利

用者数のＫＰＩもございます。また、観光消費

額等のＫＰＩもございますので、やはりその他

の地域からのエアラインの誘致ということは積

極的に取り組まなければいけない課題だと思っ

ております。 

 1つ、今協議を継続しております台北からのチ

ャーター便の誘致、それを将来的には定期便化

に移行するという前提で協議を進めてまいりた

いと考えております。 

 また、今、運休中であります香港についても、

粘り強く、地元の航空会社、または大手の旅行

会社等とも協議を継続しております。 

 新たな市場としましては、ベトナムのダナン、

本県とホイアンの歴史がございますので、こう

いったゆかりを大切にしながら、将来的なチャ

ーター便の誘致、定期便化に向けて取り組んで

いきたいと考えてございます。 

【徳永委員】 それは、一番課長が理解されてる

と思います。ただ、厳しいのは厳しいですから、

やはりもう私、何回も言いますけど、やっぱり

福岡の、福岡便をどう持ってくるかと、私はそ

う思うんですよね。もうこれだけ九州は全部も

うラインがありますから。 

 例えば台湾もほかのところもですね。そうい

った中で、福岡がこの飽和状態の中で、やっぱ

りそこで長崎の方が利便性がいいんだ、福岡と

そう変わらない利便性がいいんだと、やっぱり

時間帯はあるし、その周辺、官公庁もあるとこ

ろ、そういったところもやっぱり含めて、やっ

ぱりそうしないと。 

 ただ、新しい国際線を持って来いっていった

って、昔のように福岡だけあって、今から各地

方空港を増やしますよという、そういう時代じ

ゃないんですよね。もう今あるもんだから、そ

の中でやっぱりどうやって誘致をしていくかと

いう、私はもうそういう中でやっぱり福岡をや

はりしっかりと、やっぱり、福岡のある意味、

弱点じゃないですけどね、そういったところを
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しっかり見据えて、やはり長崎県のやはり優位

性、お客さんから見て、長崎の方で行ってもい

いじゃないかという、そういうものを考えてい

ただきたいと思いますので、最後にお聞きをし

たいと思っております。 

【小宮インバウンド推進課長】 やはり福岡空港

の利便性というよりは、やはり博多駅、天神な

どの、町なかに近いというところは利便性、利

点の1つかと思いますけども、1つ、やはり早朝、

深夜の離発着がなかなか騒音等の問題で難しい

ということをお聞きしております。 

 本県の長崎空港につきましては、海上空港で

3,000メートルの滑走路を有しているというこ

とでありまして、非常に深夜便、また早朝便の

対応も可能ではないかという経済界の皆様のご

意見もお聞きしております。 

 1つ、先ほど申し上げましたベトナムのダナン、

またはシンガポール、タイ、バンコク、こうい

った東南アジアからのフライトで申し上げます

と、現地を深夜に出発して、九州、長崎を想定

しますと、朝6時とか7時とかそういった時間帯

に到着する便も誘致が可能となってくると想定

されますので、そういった将来的な24時間化も

想定しながら、長崎空港の利便性をよりＰＲし

て継続して誘致に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

【山村委員長】 一旦、休憩をいたします。 

 3時から開催したいと思います。3時まで休憩

いたします。 
 

― 午後 ２時５０分 休憩 ― 

― 午後 ３時 零分 再開 ― 
 

【山村委員長】委員会を再開いたします。 

 ほかに質問ありませんか。 

【山田委員】 先ほどちょっと聞いてなかったん

ですが、第47号議案の長崎県観光振興基本計画

の中のＫＰＩのところで、国際航空路線の利用

者数が4万1,000人から令和12年には15万人の目

標ということで数字が掲げられております。 

 先ほどの徳永委員との質疑の中でいろんな今

後の路線についてもお話がありました。今の現

状としては、釜山とソウル、上海便の復活、そ

して香港、台湾、ダナン、そういったものがフ

ルで入ってたところでの15万人を想定している

のか、そのあたりをまずお聞かせいただきたい

と思います。 

【小宮インバウンド推進課長】 ＫＰＩの15万人

の算定根拠につきましては、年度ごとに、令和

8年から12年までの5か年でそれぞれのエアライ

ンの就航状況、今現在の上海線が月曜と金曜の

週2便、ソウル線が週4便の状況で試算をしてお

ります。今年の1月からソウル線に加えて、釜山

線が定期就航をいたしておりますけども、この

算定の際には釜山線がまだ定期で就航するとい

う確定がございませんでしたので、まず、釜山

線が入ってございません。 

 その中で、今後、算定するに当たっては、上

海の月曜、金曜の週2便が週3便へ増えるという

こと。それからソウル線が将来的にデイリーを

目指し、週5便運航するということ、そして先ほ

ど山田委員も触れられました香港線、台湾線が

週3便等で運航する想定の中で、この15万人を達

成するという目標を示したという状況でござい

ます。 

【山田委員】 そしたら、ベトナムのダナンと釜

山は、この15万人に入ってないってことは、15

万人よりも全てが何事もうまくいけば、もっと

数が上がってくるということかなと思って期待

をしたいと思っております。 

 一方で、長崎空港の状況を見たときに、これ
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だけの多くの、希望としては、当然いろんな路

線にいっぱい来ていただきたいところではあり

ますが空港の設備の状況として、体制的にどう

なのかを伺いたいと思います。 

【小宮インバウンド推進課長】 先ほど小林委員

の質問に村田政策監が答弁をいたしたところで、

なかなか今現状としては、国際航空路線の15万

人を達成する中では、長崎空港の国際線ターミ

ナルの老朽化、狭隘化というところは、常々こ

の委員会、また特別委員会でも指摘をされてい

る状況でございますので、この15万人を達成す

る前提といたしましては、この計画の途中で、

ボーディングブリッジをもう一本増設をして、

同時2便離発着が可能な国際線ターミナルの機

能が求められるということで、今、地域振興部、

それから空港ビルディング、また国も含めて協

議を進めている状況でございます。 

【山田委員】 ぜひ、早期に実現をして、また、

空港ビルの方はもう以前から問題になっており

ましたので、多くの方においでをいただけるよ

うに選択と集中でお金をかけて取り組んでいた

だきたいというふうに思っております。 

 次に、昨年の9月14日から11月30日にかけて78

日間、本県で初の開催でありました国民文化祭、

ピース文化祭が開催をされました。その県内に

与えた効果ですね、文化等のいろんなものに県

民が触れる機会があったというふうに思ってお

りますが、まず、全体としてこの効果について

どのように評価をしているかお聞かせをいただ

きたいと思います。 

【小栁ながさきピース文化祭課長】 ながさきピ

ース文化祭の効果についてのご質問でございま

すけれども、今日、部長の説明からもありまし

たが、経済波及効果の方は約182億円と推計され

てございます。それ以外の効果について少しお

話をさせていただこうと思います。 

 まず、本県の芸術文化を幅広く発信できたと

いうことがまず1つ大きなところかと思ってお

ります。 

 ホームページを立ち上げましたけれども、150

万ページビューというところでございます。特

に、文化祭開催の期間を含めたところの直近8か

月で100万を超えるという数字を得ているとこ

ろでございます。これは、大分広く本県の文化

芸術を発信できていると考えております。 

 それから、若者が多く参加しているというと

ころも1つ大きな成果と思っております。 

 例えば、波佐見町では文化祭を機に、小学生

が人形浄瑠璃の団体に入会したり、それからア

ンケート調査で分かったことなのですが、出演

者の半分以上が30代以下。逆に、観覧者は30代

以下は20％というところなので、今後、さらに

観覧者の方は若い方にぜひ見ていただければと

いうふうに思っております。 

 それから人脈ですね、金沢知樹さんや、本県

にゆかりのある人材でございますとか、全国の

文化団体等のネットワークができたということ

も一つ大きなところかと思っております。 

 特に金沢さんは、3月ぐらいからアクターズス

クールを長崎に開いていただきまして、そうい

った若手の人材を育成するところにも今後、力

を注いでいただけるようなこととなっておりま

す。 

 それから協賛金など、多くの企業の賛同をい

ただいたこと、ほかにも市町の意見なんですけ

れども、文化団体同士の交流が深まったという

お話も多々ございます。これまで旧町単位でや

っていた文化の大会を合同でやったりだとか、

今後も交流を深めていきたいといったような言

葉もいただいております。 
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 それから延べ3,436人に上るボランティアの

参加をいただいております。これで文化芸術へ

の関心が非常に大きくなったというところと、

特に障害者の芸術文化イベントにも約300人を

超えるようなボランティアに参加をいただいた

というところで、障害者への理解を深めるきっ

かけにもなっているかというふうに思っており

ます。 

 それから最後に、1万5,000件ほどアンケート

の結果を頂いております。これまでこのような

ビッグデータというのは恐らくなかったと思い

ますので、こういったところで市町からも新た

な気づきがあったとか、今後の事業のどういっ

た事業を展開していくかというところの参考に

なったといったような言葉もいただいていると

いうところでございます。 

【山田委員】 ありがとうございました。 

 もちろん来場者の方だけじゃなくて、ボラン

ティアをされた方がまたその文化に触れて、ち

ょっと始めてみようかなとか、意識も新しくな

られたきっかけになったのかなと思っておりま

す。 

 本当にピース文化祭の課においては、大変長

い時間様々なご尽力をいただいて、成功裏に終

わったことを、本当に県民の1人として、県議会

議員としても感謝を申し上げたいと思っている

ところであります。 

 そして、部長説明でありました経済波及効果

でありますが、182億円ということでした。今回、

県内21市町全ての市町においてこのイベント、

開催をいただきました。 

 その効果ですね、経済波及効果、市町別では

難しいかもしれませんが、地域別など、そうい

った形での数字をお示しをいただけるようであ

ればお願いをしたいと思っております。 

【小栁ながさきピース文化祭課長】 経済波及効

果でございますけれども、まず前提としまして、

効果の算出につきましては実績のある事業者に

委託をしまして算出をしております。 

 これは前提ですけれども、参加者が223万

8,000人。この中で県実行委員会が主催した事業

でありますとか、補助の対象にしているような

事業、そういったものをまず抜き出して、約224

万人から146万6,115人を対象に、効果を算出を

しております。 

 具体的な算出の方法なんですけれども、1万

5,000件超のアンケートデータがございまして、

ここから宿泊と日割り、日帰りのお客様をパー

センテージですね、率を割り出して、どれだけ

宿泊、どれだけ日帰りかというのを算出しまし

た。 

 それから宿泊費、交通費、飲食費、お土産代

入場料そういったところの金額をそれぞれ聞い

ておりますので、有効回答のところを出して、

1人あたりの費用を算出しております。それをぐ

っと146万6,000人に引き伸ばしたような形で算

出したのが182億円ということになってござい

ます。 

 当然、各事業ごとの積み上げではございませ

んので、なかなか市町別というところでは、申

し上げにくいところがございますので、ロット

感を示すという意味合いで大きく県内4地区で

経済波及効果を、参加者数の割合で割り振って

みました。そうしましたところ、長崎・西彼地

区、これ長崎市、長与、時津、1市2町なんです

が、48.1億円。それから、県北地区、4市5町、

長崎地区と比べると増えるんですが、合計で

55.3億円。それから県央・島原地区5市、54.4億

円。最後に離島ということで3市1町、24.2億円

ということで、ほぼ全域に幅広く効果が及んで
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いるものというふうに考えております。 

【山田委員】 ありがとうございました。 

 県内各地に幅広に経済効果も波及したという

ことであります。また、ちょっと先ほど言い忘

れましたが、こういった類いのもので1万5,000

っていうビッグデータはなかなか取れないとい

うふうに思っております。それぞれ各県の、県

もそうでしょうが、各市町の関係の皆様、そう

いった方のご尽力もあったと。来ていただいた

方がとても友好的であった、イベントがとても

すばらしかったから、そういうアンケートにも

答えていただいたものというふうに思っている

ところでありますので、本当に昨年のピース文

化祭、本県で開催ができてよかったなと思って

おります。ありがとうございました。以上で終

わります。 

【山村委員長】 ほかにありませんでしょうか。 

【堤委員】 ちょっとだけ質問します。 

 説明資料に「ＳとＮ」、フリーマガジン「Ｓ

とＮ」について書いてありますけれども、累計

18万8,000部発刊されて、今年度第9号を出され

たということですが、これですね、毎回何部ぐ

らい発刊してあるんでしょうか。 

 それから、どういったところにこれが置いて

あるのかお尋ねします。 

【長野観光振興課長】 「ＳとＮ」のお尋ねでご

ざいますけれども、こちらの第9号を発刊をさせ

ていただいております。おおむねでございます

けども、各号とも1万部から1万4,000部制作をし

て配布をさせていただいております。 

 配布に当たりましては、これ県内外、県外で

すね、関西圏であったりそういったところ、結

構フリーマガジンを置いていただけるような場

所みたいなところもあるように聞いております

ので、そういったところにも置かせていただい

てます。 

 こういったフリーマガジンの取組というのが

実は、西九州新幹線の開業効果を見越しながら

一緒に連携してやっていこうといった取組でご

ざいまして、これ10年、取組が今現在続ている

というようなところでございます。 

【堤委員】 長崎以外、関西圏でも置いてもらえ

るところに置かせてもらっているということで

すが、ＳとＮですから、佐賀の方も何か置かれ

てると思うんです。佐賀県の状況はどうなんで

しょうか。 

【長野観光振興課長】 佐賀県と長崎県の共同事

務局にやっておりまして、これ制作、配布先、

いろんな様々なものを協議会形式でやっており

ます。我々佐賀県の観光課、私たち観光振興課、

あとはその互いの観光連盟の職員もこの協議会

の中に入りながら、テーマ設定、あとはそうい

った取材先の選定、そういったものをやってお

ります。 

 配布先についてもお互い協議しながらやって

ますので、それは共同でやってさせていただい

ているという認識でいただければというふうに

思ってます。 

【堤委員】 佐賀と共同でいろいろなテーマを決

めて取材をして、置いているということですね。 

 それから、今回、発刊記念イベントをされた

そうですけれども、この内容についてお聞かせ

ください。 

【長野観光振興課長】 このＳとＮのイベントに

ついてのお尋ねですけれども、今回、第9号とい

うのが、焼き物の里をテーマに発刊をしている

というとこでございます。場所としましては、

佐世保市の三川内、あと波佐見町、あとはお隣

佐賀県に行きますと有田、伊万里といったとこ

ろを中心に、今回はテーマ設定をさせていただ
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いているおります。 

 このＳとＮに出てくる、これ1つカフェがある

んですけれども、これ伊万里市のカフェでござ

います。そこのカフェで制作いただいた、本の

実際の制作会社の方々が制作に関するエピソー

ドみたいなものをトークショーとしてお話しい

ただくといったような内容と、あとはそのＳと

Ｎに実際出てこられる伊万里のカフェの店長の

方、あとは、波佐見の焼き物の方で出てこられ

てる方がこのＳとＮの取材を通じて佐賀と長崎

の魅力について語るといったようなイベントで

す。 

 これには参加者が、我々ＳＮＳだけでこれ発

信したんですけれども、県内外含めて50名程度

お集まりいただいていると。喫茶店はもう50名

で大体満席になるような広さで今回実施をして

みたといったところでございます。 

【堤委員】 焼き物がテーマであったことから、

伊万里のカフェで登場する焼き物関係の方とか、

様々なトークショーをされたということで、本

当にこのフリーマガジンと、その内容に合わせ

たトークショーが展開されたんだなということ

を受け止めました。 

 これですね、ちなみに単価は幾らぐらいする

んでしょうか。なんか堅牢な本で、Ａ5サイズぐ

らいかなと思うんですけれども。 

【山村委員長】 休憩いたします。 
 

― 午後 ３時１７分 休憩 ― 

― 午後 ３時１７分 再開 ― 
 

【山村委員長】 再開します。 

【長野観光振興課長】 これは佐賀、長崎で両県

でお互い700万円ずつの予算を持ち合って1万

4,000部を作成しております。ですので、活動費

もございますので、約、おおむね1冊当たり1,000

円ぐらいだと思っていただければというふうに

思っております。 

【堤委員】 どのページもカラーで、写真が非常

にきれいで、あまり文字はないですけれども、

本当に見て楽しい内容で立派な冊子になってる

なと思うんですけれども、県内で飲食店で見か

けたことがあるんですが、自由に置いてもらえ

るところに置いて、そして自由に見ていただく

っていうようなことかと思いますけれども、そ

のほかに、このＳとＮの活用っていうのは何か

特徴的なことがあるのかお尋ねします。 

【長野観光振興課長】 このＳとＮを活用して、

実際事業としてやってるのはこの本の制作、そ

の他イベントと、あとはＳＮＳを使った情報発

信というのがメインになります。 

 これアンケート調査の結果として、部長説明

でも少しさせていただいておりますけれども、

この読者の方、これお持ち帰りいただけますの

で、はがきまたはＱＲコードを使ってアンケー

ト調査を実施しております。実際に手に取られ

た方、これ全体のサンプル調査っていうか、回

答数でいうと600ぐらいしかないのですけれど

も、回答いただいた方の6割は、やはり佐賀、長

崎両県、あるいは片一方の県に行ったことがあ

るというような形になりますので、我々がやっ

ぱり情報発信している以上に行動につながって

いるっていうこと。これお互いに認識をしなが

ら、この魅力ある情報発信を続けていくことで

行動につながっているというふうには思ってお

ります。 

【堤委員】 ありがとうございました。 

 発刊されたときに、私たちも頂くわけですが、

中身をどういうふうなことでつくられてるかっ

ていう経緯とかあんまりよく存じ上げませんで

したので、本当にきれいで、何か見て楽しめる
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っていうか、佐賀と長崎の魅力がたくさん詰ま

ったフリーマガジンだと思いますので、製作者

の皆さんのご苦労も本当にしのばれるというか、

これからの取組しっかりよろしくお願いいたし

ます。終わります。 

【山村委員長】 ほかにありませんか。 

【小林委員】 ちょっとね、部長、ちょっと一言、

あなたにこの機会だからちょっと申し上げてお

きたいんだけども、先ほど徳永議員にもお話を

したんだけども、今こうして長崎空港のやっぱ

り国際線の整備がね、やっぱりこのインバウン

ドが非常にどうだこうだとかいうことと、また

そういうインバウンド推進課でこれから観光振

興をやっぱり盛り上げていこうという形の中で、

定期航空路線とかそういうことを大いにやって

もらいたいと、我々が期待をしているわけです。 

 私も30年ぐらい議会におるけども、こんなに

長崎空港のことが話題になるようなことは少な

かったと思うんだ。最近はね、もう誰でももう

大村の人間だということで、我々だけが語って

はいかん思った。もう全体がそういう空気が盛

り上がってきてると。 

 そこで、やっぱり長崎県の空港に対する取組

を考えてみたときに、交通政策課っていうのが

あるんだよ。交通政策課が24時間空港をやって

るわけ。だから、これからやっぱり定期航空路

線を就航させ、いろんなやっぱり国々、特に東

アジア、そういうことを考えていけば、24時間

空港を実現させるということは、もう絶対不可

欠なんだよ。もう北九州空港を見たら分かるだ

ろう。そういう点から考えてみても、やっぱり

機構改革を考えて、インバウンドの中に、やっ

ぱり24時間空港を入れなければいかんと。また

交通政策と議論すれば、別途委員会で、もう24

時間空港はできないと、現状ではできないとは

っきり言うんだよ。 

 そういうような状況で、こっちはね、やっぱ

り観光というのを一つの目的にし、やっぱり経

済の活性化を考えて、何としても定期航空路線

を、盛り上げていかなきゃいかんと、こう言っ

てるわけ。 

 片やこうやって交通政策はもう一度言うが、

24時間空港はできないと、こう言ってる。この

辺のところを、やっぱり県庁でも取組がばらば

らでは困るわけだよ。取組がばらばらでは困る

わけだ。やっぱり、一定同じ方向でやっていた

だかなければいかんと。ここで盛り上げて、総

務委員会でそうやって交通政策課と議論したら、

もうできませんと、こう言ってんだよ。 

 そういうことで、平田知事も誕生して、そう

いうことで国土交通省の取組も、新幹線も含め

ていろんな新しい展開がなってくると。だから、

やっぱり機構改革をして、交通政策課の24時間

空港化は、もうやっぱり小宮君のとこに持って

きて、やっぱり一緒に取り組んでいただくよう

な、そういうことをあなたたちは部長会議でや

っぱり提案をしながら、もうちょっといい方向

に持っていってもらうと。機構改革をやっても

らいたいと思ってるけども、まずこういう考え

方について、伊達部長はどう考えてございます

か。 

【伊達文化観光国際部長】 今回、議案について

ご承認いただきましたけれども、今後、その600

億円という観光消費額の拡大を図っていく目標

を計画の中で立てております。そうした本当に

高い目標を達成していくためには、やはり今後

はインバウンドの誘致をさらに推進していく必

要があるものというふうに考えております。 

 インバウンドの拡大を図っていく上で、やは

りポイントになってくるのは空港の整備、これ
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をどうしていくのか。魅力の向上も含めてでご

ざいます。我々は度々議会の中でも、この空港

の整備と観光客の誘致、インバウンド客の誘致、

これは本当にセットとして考えていくべきもの

というふうなご意見を多々いただいておるとこ

ろでございます。ですので、先ほど答弁もあり

ましたけれども、これは交通政策課と、もちろ

ん我々も入って、そして民間事業者、そしてＮ

ＡＢＩＣですね、こういったところと本当に一

生懸命、今後どうしたらいいのかっていうこと

を議論しているところでございます。 

 そうした中において、やはり県の組織自体に

ついても、今後見直していく必要があるのかと

いうようなお尋ねでございます。 

 そこについては、これまでいろんな紆余曲折

の中で今の組織ということになっていると思い

ますが、今後の我々の県の本当に向かうべき方

向性に従ってどういう組織体制がいいのかとい

うことについては、組織を所管しております総

務部ともしっかり議論をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

【小林委員】 だから、部長が今おっしゃるよう

に、やっぱりね私が言うばらばらでは困ると。 

 やっぱり東アジア、もうこういうのはちゃん

と観光の基本計画の中に出てくるわけですよ。

どうしても24時間空港を実現させなければ、な

かなか観光客をこれだけのやっぱり売上げ、こ

れだけの消費額を実現するということはなかな

か難しいと思う。 

 だから、この辺のところは、国の関係がある

のか何の関係があるのか分からないが、これは

是非とも、あなたの時代にやっぱりこれを実現

しませんか。やっぱり今、あなたは、あの長崎

美術館のこと以外はみんな答弁が上手。長崎県

美術館のことについては残念ながら、まだ今か

ら聞くんだぞ。歯切れが悪いけども。後のこと

は全部上等、さすがだよ。 

 だからこれをね、さっきも言ったろう、結果

を残すんだよ。そういうようなことで、やっぱ

り機構改革に我々も議会で質問をして、本会議

で知事にもやっぱりぶつけていきたいと思うん

です。 

 ぜひね、長崎県のこれからの将来を考えれば、

一体として取り組んでいくというような形でお

願いをしたいと、こういうふうに思いますので

どうぞよろしくお願いします。 

 では委員長、本来の質問をいたします。 

 松尾さん、お元気ですか。小林でございます。

ちょっとお尋ねしますが、先ほど部長のいわゆ

る説明によりますと、長崎美術館の指定管理者

の、もういよいよ任期があと1年間だというよう

なことで、もう既に新年度から次なる指定管理

者を公募しますと。こういうようなことの説明

がありました。 

 そういうような形で指定管理者をこれから公

募していただくということで、どうなっていく

のか分かりませんけども、いずれにしても、そ

ういう動きをやっていくわけです。 

 そこで、これはやっぱり部長が説明しないと

いかんと思うけども。さっきからも午前中にち

ょっと議論をいたしましたけども、何で長崎県

の美術館を、指定管理制度を導入しなければい

けないのか。 

 もう要するに、県が直営してもいいんではな

いかというような形で、九州各県を全部調べて

みたら、こういう長崎県方式は本県のみです。

そういう点からしてみて、一体目的は何なのか

と。こういう指定管理者を導入するという制度、

これは何を期待をしているのか、目的は何なの

かということについて、どうぞ歯切れのいい答
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弁をお願いしたいと思います。 

【伊達文化観光国際部長】 この美術館の管理運

営につきましては、第1期の平成16年の4月から

指定管理者制度によって運用しておるところで

ございます。 

 この指定管理者制度は、やはり民間の活力の

導入でございますとか、行政コストの抑制、こ

ういったものをしっかり図って、より柔軟な組

織の管理運営や施設の管理運営ができるような

ことが主の目的でございます。 

 これはもう22年前になりますけれども、当時

検討されて、やはりそうした指定管理者制度の

本来の趣旨にのっとって、よりよい県立美術館

の管理運営ができるように今までやってきまし

た指定管理者制度に基づいて実施してきたもの

というふうに考えております。 

【小林委員】 だからこの指定管理を導入するこ

とによって、何かどういうふうによくなったの

かと。 

 だから今、おっしゃるように、民間活力の導

入、これもありがたい話。それと同時に、行政

コストの削減と、こういうことも明らかになっ

てるわけです。 

 じゃあ、指定管理によって、この制度を導入

することによって、県が直営しないことによっ

て、行政コストがダウンしているのか。こうい

うことが言えますか。これは課長でもいい。ど

ういうふうになってますか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 令和6年度の

実績ベースで美術館の職員の構成と、それを県

で直営でした場合の人の構成と比較すると、人

件費でいうと、年間3,000万ぐらいのコストダウ

ンが図られているっていう試算をしております。 

【小林委員】 同じ人数で比べたときに、県庁の

方がいわゆる給料が高いと、人件費が高いと。

だから3,000万円ぐらいの差があると。こういう

あなたの明快な答弁を聞きました。 

 こういうようなことで、その3,000万円が、要

するに行政コストと。つまり人件費がコストと。

いわゆる下がってると。それは、同じ人数で計

算した場合と同じなんですか。人数は違うだろ

う。どうですか。26名か28名とか二十数名が美

術館にいるわけでしょう。 

 そういうとこで、県とスライドしてないか、

そういう本当に3,000万円の差が同じ人数、数で

果たしてあるかどうかもう一度聞きます。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 私どもの試算

で、ミュージアム振興財団につきましては、正

職員の方が17名、嘱託の方が5名いらっしゃいま

す。あと、その他出向ということで1名いらっし

ゃるんですけれども、令和6年度の実績です。 

 その方たち、例えば、嘱託の方に関しまして

は、県の会計年度職員の単価の上限を設定、正

職員の方については県職員の人件費の平均単価

の金額を当てはめて試算した結果が、人件費

3,000万円の減ということになります。 

【小林委員】 その人件費の3,000万円をもって

行政コストの削減と、こういうことが果たして

言えるかと。さっき言うように、いろいろイベ

ントをやっておると。いろんな事業をやります。

何ていっても文化芸術の拠点、よりどころだか

ら。すごいやっぱり見識が高い分でなければい

かんし、汚されていかんものですよ、あそこは。

まさに聖域だと私はかねて思ってる。 

 そういうところに、外国のお客様、県内のお

客様、県外のお客様、いろんな方々をお招きし

て、長崎県の芸術、美術、文化こういうものに

お触れいただくようなことをもっていかないと

いけない。 

 そういうことで、例えば県庁で嘱託を受けな
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いとか、あるいはパートを受けないとか、これ

は運営のやり方なんだけども、要するに、そう

いうところをうまくやっていくということで、

県庁の中身が、やっぱりこの業種が違うから全

くもって。だから、嘱託でいい、パートでいい

というような状況の中でやっていける場所と、

やっぱり、8時間勤務していただかなければいけ

ないところと、これは基本的に違いますよ。 

 だから、人件費だけをもって行政コストがダ

ウンしてるというようなことだけではなくして、

やっぱりそれだけの民間活力ということを言っ

てるわけだから、やっぱり創意工夫、経営感覚

というようなことを考えていけば、当然、事業

費、あるいは収益、こういう状況の中で、午前

中も言ったように、赤字になった年。 

 じゃあちょっと聞きますけどね、今22年とか

やってますよね。県の美術館のミュージアム振

興財団の中で大体赤字だった年は何年間で、黒

字だった年は何年間で、黒字によって県が負担

しなければいけない、今日は3億9,000万円とい

う数字が当初予算で出ていたけども、これが削

減されて、コストダウンになってるというよう

なことが言えますか、どうですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 ミュージアム

振興財団につきましては、公益法人としまして、

県からの指定管理の負担金による負担金事業を

含めた公益的な事業を行っていらっしゃいます。 

 その中でミュージアム振興財団の決算で、単

年度での計上、増減額のところの実績でいいま

すと、令和6年度までの21年間で赤字が5回、黒

字が16回といったところでございます。 

 ただ、県の指定管理者への負担金、例えば令

和6年度でいいますと県からの指定管理者の負

担金は約3億5,400万円、ミュージアム振興財団

のそれに相応する実績額としては3億6,300万円

といったことで、指定管理者の負担金事業につ

いては、919万の赤字といったところで、そこは

ミュージアム振興財団の方のほかの自主事業等

で賄っていただいているというところでござい

ます。 

【小林委員】 だから今、あなたが明らかにして

いただいたように、やっぱり評価は、いろいろ

と分かれるところですよ。やっぱりそういう指

定管理をやっとったからよかったというような

形になるのか、これはもう直営でやった方がま

だ安くつくと。これ、今、部長が言った行政コ

ストの削減というのはとても大事なことで、も

うこういう指定管理をやっぱり民間の活力って

いうのはやっぱり経営感覚であって、行政のコ

ストダウン、行政のそういう経費のそういうと

ころのやっぱり大事な部分が果たしてどうなの

かということは、本気になって考えていただか

なければいかんと。 

 しかし、やっぱり、いろんな無駄遣いとか、

いろんなこういうふうに指定管理者としていか

がなものかというようなことも、我々は、チェ

ック機能を働かさんといかんし、本当はそれは

誰がやるのかというと、当然、議会は当初予算

とか何かでチェックをせんといかんが、あなた

方がチェックをせんばいかんとやろ。 

 要するに、指定管理者については、チェック

するのはあなた方だということについては間違

いないですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 指定管理者と

して、指定管理の負担金の事業に関する監査等

も行っておりますし、公益法人の担当課は当課

でございますので、公共法人の決算を毎年出し

ていただいて、公益事業に沿った事業を行って

いるかというところの観点からも、こちらで見

させていただいているところでございます。 
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【山村委員長】 20分になりましたので。ほかで

いらっしゃるかどうか、確認させてください。 

 ほかの方で質問ありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【小林委員】 引き続きお願いします。 

 そうしますと、この指定管理の制度というの

は、さっき部長からなかったけども、競争性と

いうのも非常に大事なことです。大事なことで

すね。そこはお認めになりますでしょう。 

 そうすると、例えば平成16年にこういう財団

が、長崎ミュージアム振興財団設立という形で、

スタートしたわけですね。そしてこれがもう17

年の4月には長崎県美術館のまさに第1期の指定

管理者に選定されているわけです。 

 これも当時いろいろあったけども、これは要

するに、こういう長崎県美術館の管理運営をす

るための、そのための、いわゆるこの財団なん

だというようなことが大分言われましたし、そ

んなことは耳にしておりました。 

 しかし、今、冷静に考えてみると、やっぱり

これは非常に問題が大き過ぎると。全く経験の

ない者が長崎県の美術館ができるぞいうことで、

そして、ここに何と現職の県知事であった金子

原二郎氏が、そこの、何と財団の理事長を務め

ると、こういうような特別問題になるようなこ

とがスタートしてるわけです。 

 そこでまず、その手前に質問をしたいわけだ

けども、これから言われるように、令和8年度か

ら次期の指定管理者を応募するということだけ

ども、今、私の調査でも、第1期、第2期、第3期、

第4期、22年間ミュージアム振興財団が独占して

ますよ。 

 そういう競争性という見識からいったときに、

これ第1期、第2期、第3期、第4期でも、他に応

募者がありましたか。他に応募者があったんで

すか。競争性はそこであったんですか。いかが

ですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 応募者につい

ては、ミュージアム振興財団の1者のみでござい

ます。 

【小林委員】 じゃあ、今回、そういう応募を始

めますということで、またこれは、もうミュー

ジアム振興財団は20年を超えたから、もうお宅

の出番は終わりですよということじゃなくて、

これは第4期までやってるけども、第5期、第6期

とか6年ぐらいの任期の間に、また次もやると、

手を挙げることはできるんですか。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 現在の公募に

よる指定管理の制度をそのまま継続するとなれ

ば、手を挙げるということは可能だと考えてお

ります。 

【小林委員】 じゃあその制度の仕組みの中に、

普通でいう、分かりやすく言えば、任期満了の

定年制はないわけだ。 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 指定管理の期

間を区切っての指定管理となりますので、その

期間をもって終わりですけど、また新たな公募

というところに、今の私どもの制度はなってお

ります。 

【小林委員】 だから今、言うように、6年間ぐ

らいの割合で一生やろうと思えば、選ばれれば

そういうことになっていくわけですね。 

 じゃあ、そこでお尋ねしますがね、今いう現

時点で22年間、この長崎ミュージアム振興財団

が独占してると。他に応募がないということが、

実に私は不思議であるし、おかしいと思ってん

だけども、そこのところの競争性というところ

から見て、この他に手を挙げることがないとい

う、団体がいないということ、これをどう思い

ますか。 



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２４日） 

- 133 - 

【松尾文化振興・世界遺産課長】 私どもも競争

性が働くのが本当、最適と思っているところで、

これまで応募に手が挙がらなかった要因として

は、前回、第4期についてはコロナ禍で施設運営

の採算について予測し得ない状況だったという

ところは分析できるんですけれども、現地説明

会を開催したときに、そこには参加していただ

いている会社さんもいらっしゃったんですけど、

その方たちからの声としては、自社だけでは運

営についてのノウハウが足りず、ほかの事業者

と組んで、ＪＶですけど、応募しようとしたけ

れども、一緒にやっていく相手が見つからなか

ったといったこととか、現在の財団の運営状況

が良好で、自社が取れる確実性がなかったとい

ったような声が聞かれました。 

【小林委員】 今、他の団体から手が挙がらない

ということについての、今の理由を聞きました

が、これは全部表向きのこと。 

 要するに、県知事が県の組織の中でトップが

そういう、やっぱりこの指定管理者になってる

長崎ミュージアム振興財団の理事長が現職の知

事だというようなことになってくると、誰もほ

かに手を挙げる人がいないということは当たり

前じゃないですか。 

 そこで部長、あなたにこれは聞かんといかん

けども、こういう指定管理団体の指定管理者に、

この制度を設けて、そこのいわゆる長崎ミュー

ジアム振興財団の理事長は現職の県知事と、こ

ういうことについては、どういうふうに受け止

めておりますか。 

【伊達文化観光国際部長】 第1期の指定管理者

のときでございますけれども、このときには長

崎ミュージアム振興財団の理事長に長崎県知事

が就任をされるということでございます。当時

の22年前ということでなかなか詳細なところま

では私も把握しかねますけれども、これはもと

もと、委員もおっしゃったように、この美術館

の管理運営については、まだ指定管理者制度が

できてない段階から検討を進めておられたとい

うような状況であるというふうにお聞きしてお

ります。 

 そのため、まず公益財団、県が100％出資の公

益財団法人をつくって、その管理運営の準備を

進めていくと。これは当時の地方自治法の中で、

公益行政のそういった美術館などを県以外が直

営しない場合については、県が2分の1以上出資

している法人でなければならないというような

要件があったということで、そういう財団をつ

くって委託をそこにするいうようなことで話が

進んでおったと。 

 ただ、そういうふうな中で、指定管理者制度

という新たな制度ができたということで、これ

は当時、本県が初めて、全国でもまだまだ指定

管理者制度ができたばかりで、なかなか難しい

状況の中で、本県が全体を公募するような形で

指定管理者制度を導入したということで、結果

的に… 

【小林委員】 同じことを何回も言うな。 

 だから今言ったように、このいわゆる指定管

理者と、こういうような状況が、もう実際的に

この美術館というのは、平成17年4月に開館して

るわけだ。そういうところで、もう実際的に平

成16年の1月に長崎県の長崎ミュージアム振興

財団が設立をしてるんだけども、これを県が主

導して設立してんだよ。今、あなたのお話のと

おり。 

 しかし、現実にこの財団は、美術館の運営を

担う目的で創設をされている。もうこれだけで

も大変な問題になってるってことは分かると思

うんだよ、俺がいろいろ言わなくても。そうい
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う点から考えてみて、やっぱり現職の知事がそ

ういう指定管理団体というようなところにやっ

ぱり直接、いわゆる理事長に就任すると、こう

いうことは、あなた、地方自治法でもあんまり

問題がないみたいなことを言うけども、調べて

るのか。私は調べてきたぞ。 

 現職の知事が就任するということは、いわゆ

るこの利益相反、指定管理制度の趣旨やガバナ

ンスの観点から、こういう点から見たときにど

のように思うかと。なかなかあなたにこれも言

えって言っても、なかなかやっぱり知事に仕え

る立場であって、こんな質問をすること自体が

あなたには酷かもしれんけども、立場上、やっ

ぱりあなたに聞かざるを得ないところがあるわ

けだ。 

 だから、そういう点から考えてみると、やっ

ぱり民間の創意工夫とか、行政コストを低下さ

せるようにするとか、あるいは民間の創意工夫、

経営感覚、こういうなかなかやっぱり公務員関

係に、行政関係にないようなことをあえてやっ

ぱり、指定管理をつくってそれでやっていこう

としてるわけね。そういう点から考えれば、や

っぱり指定管理者の理事長に県知事が就任して

いる状況は、制度の趣旨である民間活力の活用

という観点から見て果たして適切と考えるか、

このくらいのことについては答えれるでしょう、

どうですか。 

【伊達文化観光国際部長】 この指定管理者制度

というのは、冒頭申し上げましたように、やは

り民間活力をしっかり活用していくということ

でございます。 

 そういった意味では、やはり公募で事業者を

選定していくということでございます。そうい

う中において、一番最初の第1期の指定管理者制

度の中においては、これは現職の知事が代表を

務められておる公益財団法人1者のみの応募と

いう形で指定管理者に選定されているというこ

とでございますが、この点につきましては、や

はり指定管理者を選定する立場である県の代表、

それと指定管理者の代表ということで、やはり

そこについては、責任の明確化でありますとか

公正性の確保の点で非常にしっかりと考えてい

くべきところがあるのかなということで考えて

おります。 

【小林委員】 だから問題があるということなん

だよ。そういうことは、なかなかあなたの立場

ではね、言いにくいとこだけどな。やっぱりそ

ういう点からしてみても、いいか、この指定管

理者制度との関係で、地方自治法第244条の2に

基づく指定管理者が首長の関与する法人である

場合、第141条第2項 営利団体役員兼職の禁止、

兼職が禁止されている。こういう関係で問題に

なりますよと。報酬がなくても、営利目的でも

ない名誉職や顧問的な地位でも、実質的に組織

運営に関与する場合は、役員、職員とみなされ

るおそれがあると。こういうふうにちゃんと出

てるわけだ。と同時に、やっぱりこの倫理、ガ

バナンス上の問題として、公私混同、行政の信

頼失墜、首長が関与する法人に指定管理を与え

ることは、私的利益のために公的権限を行使し

たと、こういうふうにみなされると。こういう

ようなことで、いろいろ地方自治法をやっぱり

調べてみると、なかなか難しい問題が、やっぱ

りあってはならないというようなことがやっぱ

りされてるわけだよ。 

 知事の任期で、知事を兼務しながら3年間で辞

めている。何で辞めたのかというようなところ

の問題点、それで国会議員を辞めたらまた、ま

たそういう県の美術館の理事長ということで、

事実上のオーナーになってるわけだ。事実上の
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オーナーだよ。 

 そういう点から考えてみても、こういう県が

これだけの県民の皆様の税金を入れて、運営を

しているところに、自分がつくったんだからと、

自分がお金を寄附して造ったんならいいですが、

県民の皆様方の税金で、それでもって造った美

術館、ここを、さも私物化するような、そんな

状況があってよろしいのかと。 

 これはやっぱり大きな問題で、あなた方がチ

ェックせんばいけないのに、何もね、元知事と

かそういう立場の人のところにいろいろ意見を

言うことができないと。そういうような、非常

によろしくないバランス、いい方向にこれはい

かないと思うんだよ。 

 だから私は、やっぱりこれは、1回美術館のこ

ういう、何ていうか、長崎ミュージアム振興財

団の方にも1回この委員会に来ていただいて、そ

ういうところについての、もうそれこそ理事長

の金子さんが真っ先に来なければいけない。 

 そういうような形で、1回きちんと来て、こう

いう問題の整理はせんと、県民の皆さん方に申

し訳ないと。議会のチェック機能はどうしてる

と、こういうふうに言われても仕方がないと思

う。この辺のところを、後でまた我々が協議し

て、その辺は決めたいと思うけども、そういう

ようなことで、やっぱり金子さんがそういうと

ころに就いてるということは、極めて公私混同

も甚だしいと、こう言わざるを得ないと思うし、

またうわさによっては、近くお辞めになるそう

だけども、当然辞めて当たり前だよ。辞めない

のがおかしい。今までがおかしかったと。何も

私は遠慮も要らん。そうやって言葉を選ぶよう

な必要もない。おかしいものはおかしいんだよ。

そういうことを申し上げて終わりたいと思いま

す。 

【山村委員長】 ほかに意見ありませんでしょう

か。 

【坂口副委員長】 すみません、私から1点だけ

お伺いします。 

 ちょうど議案の方にも観光振興基本計画があ

りまして、その基本施策の中に世界遺産など豊

かな歴史と文化を生かした観光の推進というも

のがありますので、ちょっと関連してお伺いし

ますけれども、本県の諫早には、天正遣欧少年

使節の一員の千々石ミゲルの墓所がございます。 

 最近、関係者、地元の方を中心に大河ドラマ

の誘致のプロジェクト、実行委員会が設立をさ

れまして、プロモーションの映像を撮影されて

公表をしておりますけれども、報道によります

と2033年度の放映実現を目指して活動されてい

るということであります。 

 昔は龍馬伝とか2010年ですかね、半分長崎県

というか、そういった感じで舞台になったこと

ありますけれども、これまで大河ドラマで舞台

になったことはそれ以外にちょこちょこいろん

な方が出島とか長崎には来られてますけれども、

それ以外にはないと。 

 朝の連ドラでは数年前に舞台になったことが

あります。昔は、国民的な俳優がお盆と正月で

すね、映画で各地を回るといった映画とかもあ

りましたけれども、最近そういうことがありま

せんで、大河ドラマか朝の連ドラぐらいかなと

思いますけれども、こういった民間の誘致の活

動に対して、まずどのように受け止められてい

るかと、今後、どういった支援、サポートが可

能かということについて伺いたいと思います。 

【村山文化振興・世界遺産課企画監】 千々石ミ

ゲルを一員とする天正遣欧少年使節につきまし

ては、委員ご指摘のとおり、近年、大変注目を

されているところでございます。 
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 県では、世界遺産、長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連遺産の構成資産に関連する重要な

文化財などをキリスト教文化遺産群というよう

な形で登録しておりまして、千々石ミゲルの墓

所を含めまして、これを登録しておりまして、

広域的な魅力として県のホームページの方で、

「おらしょこころ旅」というようなホームペー

ジがございまして、そういった中で、ホームペ

ージを通して広く紹介をしているところでござ

います。 

 そういった意味では、そういった情報発信面

から支援を行うことにより、機運の盛り上げで

あったり、あるいは機運醸成の方につなげてい

ければというふうに考えております。 

【坂口副委員長】 千々石ミゲル及び、その墓所

ですね、潜伏キリシタン関連遺産の1つとしてそ

ういったＰＲはしていくということかなとは思

いますけれども、このプロジェクト自体をどう

サポートできるかといったところは、何かお答

えできますか。 

【村山文化振興・世界遺産課企画監】 このプロ

ジェクト自体につきましては、なかなか難しい

ところがございますけども、広報的な支援とい

いますか、情報発信面での支援をさせていただ

く中で、そういった面での支援ができればとい

うふうに考えているところでございます。 

【坂口副委員長】 可能な限り、先ほど質問させ

ていただいた、それこそ日本橋長崎館とかそう

いったところを活用していただいて、できるだ

けこの2033年、大河ドラマの舞台になると、や

っぱり1年間は地元が盛り上がりますし、それな

りの経済効果もあると思いますので、ぜひ放映

の実現に向けてサポートして、歩調を合わせて

サポートをしていただければと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

【山村委員長】 ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 ほかに質問はないようですので、

文化観光国際部関係の審査について整理したい

と思います。 

 しばらく休憩いたします。 

― 午後 ４時 ３分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ４分 再開 ― 
 

【山村委員長】 分科会を再開いたします。 

 これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。 

 本日の審査は、これにてとどめ、明日は10時

から委員会を再開し、県民生活環境部関係の審

査を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時 ４分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  令和８年３月２５日 

自  午前 ９時５９分 

至  午後 ４時３０分 

於  委 員 会 室 ３ 

 
 

２、出席委員の氏名 

山村 健志 委員長（分科会長） 

坂口 慎一 副委員長（副会長） 

田中 愛国 委 員 

小林 克敏  〃   

溝口芙美雄  〃   

徳永 達也  〃   

山田 朋子  〃   

宮本 法広  〃   

中村 一三  〃   

堤  典子  〃   

鵜瀬 和博  〃   

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し 
 

 
 

５、県側出席者の氏名 

大安 哲也 県民生活環境部長 

下野 明博 県民生活環境部次長 

立石 寿裕 県民生活環境課長 

本多 千穂 男女参画・女性活躍推進室長  

石田 祐子 人権・同和対策課長 

大嶋 誠之 交通・地域安全課長 

谷村 重則 統 計 課 長 

渡邉  渡 生 活 衛 生 課 長 

荒木雄一郎 
生活衛生課企画監 

(動物愛護管理センター整備担当) 

岩永 俊一 食品安全・消費生活課長 

赤澤 貴光 地 域 環 境 課 長 

佐藤 貞夫 水環境対策課長 

山内 康生 資源循環推進課長 

深谷 雪雄 自 然 環 境 課 長 

 
 

太田 彰幸 交 通 局 長 

岩﨑 良一 管 理 部 長 

柿原 幸記 乗 合 事 業 部 長 

江頭 興祐 貸 切 事 業 部 長 
 
 

６、審査の経過は次のとおり 
 

― 午前 ９時５９分 開議 ― 
 

【山村委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。 

 これより、県民生活環境部関係の審査を行い

ます。 

【山村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。予算議案を議題といたします。 

 県民生活環境部長より予算議案の説明を求め

ます。 

【大安県民生活環境部長】おはようございます。 

 それでは、県民生活環境部関係の議案につい

て、ご説明いたします。 

 令和8年3月定例県議会予算決算委員会観光生

活建設分科会関係議案説明資料 県民生活環境

部の2ページ目をお開き願います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「令和8年度長崎県一般会計予算」の

うち関係部分、第14号議案「令和8年度長崎県流

域下水道事業会計予算」、第52号議案「令和7年

度長崎県一般会計補正予算（第9号）」のうち関



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２５日） 

- 138 - 

係部分、第64号議案「令和7年度長崎県流域下水

道事業会計補正予算（第4号）」の4件でありま

す。 

 はじめに、第1号議案「令和8年度長崎県一般

会計予算」のうち、関係部分についてご説明い

たします。 

 令和8年度当初予算は、知事選挙と予算編成時

期の関係もあり、骨格予算でありますので、 

1、人件費等の義務的経費、2、経常的な管理経

費及び継続事業費、3、その他事業の執行上、当

初予算に計上を要するもの及び緊急を要するも

のなどについて予算を計上いたしております。 

 歳入予算については、計15億7,589万6,000円、

歳出予算については、計46億8,506万9,000円を

計上いたしております。 

 次に、予算の主な内容についてご説明いたし

ます。 

 県民協働の推進について、3,174万7,000円。 

 共家事・共育て促進について、1,109万8,000

円。人権尊重社会づくりの推進について、4,734

万1,000円。交通安全対策の推進について、2,973

万2,000円。統計調査について、2億9,817万9,000

円。動物殺処分ゼロプロジェクトについて、

5,626万2,000円。食育の推進について、942万

6,000円。地球温暖化対策の推進について、2億

3,904万6,000円。汚水処理施設の整備について、

1億6,621万1,000円。廃棄物対策の推進について、

1億7,600万7,000円。自然公園等の活用促進及び

生物多様性の保全について、3億7,962万9,000円

を計上いたしており、その概要は、3ページから

7ページに記載のとおりでございます。 

 続きまして、債務負担行為についてご説明い

たします。7ページ目をご覧ください。 

 令和9年4月1日から履行開始が必要な業務及

び年度を越えて契約を締結する業務について、

令和8年度中に入札・契約事務等を行うため、環

境放射線テレメータシステム及び測定機器類の

運用保守・点検業務委託等、1億1,000万円など、

22件を計上いたしております。 

 次に、第14号議案「令和8年度長崎県流域下水

道事業会計予算」について、ご説明いたします。

収益的収入は11億3,619万5,000円。収益的支出

は10億3,372万8,000円。資本的収入は10億9,530

万円。資本的支出は12億1,884万3,000円を計上

いたしており、債務負担行為につきましては、

8ページ目に記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、令和8年度当初予算の説明

を終わります。 

 次に、第52号議案「令和7年度長崎県一般会計

補正予算（第9号）」のうち、関係部分について

ご説明いたします。 

 引き続き、8ページ目をご覧ください。 

 歳入予算については、計2億9,389万8,000円の

減。歳出予算については、計6億6,811万7,000円

の減を計上いたしております。これは、予算年

間所要見込額に基づく補正や、国の補正予算措

置に伴う補正であり、主な内容は9ページ目中段

から10ページ上段に記載のとおりであります。

引き続き、10ページ目になりますが、繰越明許

費につきましては、記載のとおりであります。 

 次に、第64号議案「令和7年度長崎県流域下水

道事業会計補正予算（第4号）」について、ご説

明いたします。収益的収入は、5,244万9,000円

の減。収益的支出は、772万1,000円の減。資本

的収入は、9億4,842万1,000円の減。資本的支出

は、9億4,626万9,000円の減を計上いたしており

ます。 

 以上をもちまして、令和7年度補正予算の説明

を終わります。 

 最後に、令和7年度補正予算の専決処分につき
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まして、あらかじめご了承を賜りたいと存じま

す。 

 令和7年度予算につきましては、本議会におい

て補正をお願いいたしておりますが、歳入にお

きまして国庫支出金等に未確定のものがあり、

また、歳出におきましても、年間の執行額の確

定をもって整理を要するものがあります。 

 従いまして、これらの調整、整理を行うため、

3月末をもって、令和7年度予算の補正について、

専決処分により措置させていただきたいと考え

ておりますので、ご了承を賜りますようお願い

いたします。 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。 

【山村分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

【宮本委員】おはようございます。 

 それでは、骨格予算とはいえ、大切な当初予

算ですので、確認の意味を踏まえてですね、質

問させていただきます。また、前回の概要説明

のところでも説明があってるかもしれませんし、

重複するかもしれませんが、質問させていただ

きます。 

 まず、部長説明資料の3ページです。 

 県民協働の推進についてということで、県民

ボランティア活動支援センター経費として

3,174万円ですが、まず、この県民ボランティア

活動支援センターの活動内容と、そこに書いて

ありますけど、様々な相談を対応するというこ

とでしょうけれども、この活動内容、そして、

相談対応の推移についてお尋ねをいたします。 

【立石県民生活環境課長】県民ボランティア活

動支援センターについて、ご説明いたします。 

 これは県民の皆様のボランティア活動の拠点

として、長崎市の出島交流会館に設置をしてい

る施設でございます。指定管理で運営をしてお

り登録をいただいているＮＰＯ・ボランティア

団体の皆様が活動していただくためのスペース

のご提供や、活動する上でのいろんなご相談の

対応、人材育成で研修事業を行うなど、皆様方

のボランティア活動の促進につながるような形

で運営をさせていただいております。 

 年間で、令和6年度でございますが、利用者の

実績といたしましては1万4,262名の方に利用し

ていただいております。団体といたしましては、

355団体の方にご登録をいただいており、延べで

利用団体数としては2,184団体の皆様にご利用

いただいている状況でございます。 

 その中で相談対応をさせていただいておりま

すが、令和6年度の実績で557件のご相談をいた

だいております。内容としましては、多くが、

ＮＰＯ法人のＮＰＯ法に基づく申請に関する手

続等のご相談が内容になっております。そのほ

か、具体的にどういうボランティア活動がされ

ているのか、どういう活動を自分たちがしたい

ので、どうしたらいいかなど、ボランティア活

動に関するご相談や、どういう形でセンターが

利用できるのかというご相談もいただいている

状況です。 

【宮本委員】はい、ありがとうございました。 

 結構な方々、2,184団体ということ、延べです

ね。355団体がいて、トータルで2,184団体が延

べとして利用していますよという状況もですね、

確認いたしました。令和6年、557件ということ

と、広く活用されているなという状況を確認い

たしました。 

 来年度のこの当初予算は、特段何か新しいも

のではなくて、引き続き継続の予算ということ
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で考えてよろしいのか、そこも確認をさせてく

ださい。 

【立石県民生活環境課長】予算上といたしまし

ても、県民ボランティアセンターの指定管理の

負担金をはじめ、ＮＰＯ・ボランティアのＮＰ

Ｏ法に基づく執行事務関係の、例年どおりの予

算の計上をさせていただいているところでござ

います。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 次に、5ページになります。 

 動物殺処分ゼロプロジェクトについて、お尋

ねをいたします。 

 ここにいろいろ書いてありますが、収容数の

削減とか収容動物の譲渡推進ですね。5,626万円

計上されています。まずはこの来年度の内容に

ついてお尋ねをいたします。 

【渡邉生活衛生課長】人と動物が共生できる住

みよい社会づくりを目指しまして、動物殺処分

ゼロに向けたロードマップに沿った取組として、

5,626万2,000円を計上しております。 

 具体的な内容といたしまして、まず収容の削

減に向けた入り口対策として、不妊化活動の支

援としての手術委託費用929万2,000円。それか

ら移動式手術車、スペイカーと呼んでおります

が、それを、離島・半島地区の不妊化手術に充

てることとしており、その費用として401万円。 

 また次に、譲渡を推進する出口対策といたし

まして、ボランティアと連携した譲渡活動費用

等として172万円。 

 それから、長崎県における動物愛護管理推進

の中核となります動物愛護管理センターの整備

の費用といたしまして、管理費用委託として

3,300万円、それからＰＦＩ事業者の業務履行の

モニタリング委託費として278万円。 

 さらに、市町やボランティア等関係者との連

携を深める活動や、子どもたちへの動物愛護教

育の実施に向けた費用といたしまして41万円を

計上させていただいております。 

【宮本委員】はい、ありがとうございました。 

 動物殺処分ゼロに向けて入り口対策、出口対

策。そして、新たな動物愛護管理センターの費

用ということで、確認させていただきました。 

 動物殺処分ゼロプロジェクトなので、目標と

するならば、殺処分ゼロに向けての取組である

ということで理解しておりますが、数年前です

よ、長崎県が動物殺処分ワーストワンであった

ときが、確かあったかと思います。殺処分数の

推移についてですね、恐らく数年前ではなかっ

たかなと思いますが、全国ワーストワンが、そ

れからどのように推移しているのか、殺処分数

の推移について、この際、教えてください。 

【渡邉生活衛生課長】令和6年度の犬猫殺処分数

ですが、治療の見込みのない病気や攻撃性があ

るなど、譲渡できない動物を除いて54頭となっ

ております。 

 令和6年度の環境省事務提要から算出いたし

ました殺処分数につきまして、全国順位は、ワ

ーストで犬が3位、猫が9位で、合計で全国9位と

いうことになっております。 

【宮本委員】はい、ありがとうございました。 

 令和6年度は全国9位と、犬が3位、猫が9位と

いうことで確認いたしました。 

 これ、どれだけ徐々に、年間減ってきたかと

いう推移が、5年とか4年で分かれば教えていた

だけたりしますか。これ令和6年で、トータルで

54ということではありましたけれども、かなり

減っているような感じはしますが、ちょっと年

数で教えてください。 

【渡邉生活衛生課長】ロードマップ策定前の令

和3年度が937頭、令和4年度が412頭、令和5年度
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が93頭となっております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 来年度5,626万円、このような費用をかけて、

さらにゼロに向けて取組をされるということを

確認いたしましたし、937から412、93から54で

すね。かなり激減してますが、すみません、こ

の予算にちょっと絡めてですけど、その412から

93にかなり減ってますが、このときは令和4年か

ら令和5年ですかね。何か特に大きな取組をされ

ていたんですかね。ちょっと今回のこの予算に

絡めて、ちょっと確認させていただければと思

います。 

【渡邉生活衛生課長】令和4年から令和5年の取

組といたしまして、動物の愛護法の改正がござ

いまして、飼い主がいない犬猫の引取りに当た

りまして、周辺の生活環境を考慮した上で、安

易な引取りを行わない、拒否ができるというよ

うな法改正が行われました。そういったことを、

徐々に徹底していく中で、収容数が減少してき

たという側面がございます。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 いずれにしてもですね、少しずつ殺処分ゼロ

に向けて推進しているということを確認いたし

ましたので、来年度もですね、このプロジェク

トに向けて推進していただきたいということを

要望いたしますが、動物殺処分ゼロプロジェク

トなので、ゼロ、これは目標年度をどこに、何

年度に向けてゼロにしていくのかという目標に

ついても、最後、教えてください。 

【渡邉生活衛生課長】来年度から行われます総

合計画の中で、令和11年までにゼロを目指した

いというふうに掲げているところでございます。 

【宮本委員】はい、分かりました。ありがとう

ございました。 

 令和11年度に向けてゼロということです。54

からどんどん減っていってですね、新しくセン

ターもできるので、引き続き出口対策と入り口

対策、強化していただくようによろしくお願い

したいと思います。 

 それと、もう一つだけ確認をさせていただき

ます。 

 6ページになります。これ、自然公園等の活用

促進及び生物多様性の保全についてお尋ねいた

しますが、部長説明資料の6ページにはですね、

国立公園だとか、九州自然歩道等の活用促進の

ためにですね、情報発信を実施すると書いてあ

りますが、まずこれについて、来年度、取組を

教えていただければと思います。 

【深谷自然環境課長】県におきましては、これ

までも県全域の国立公園、国定公園、県立自然

公園などにおいて、自然とのふれあい体験の拠

点として、展望台や休憩所など、整備し維持管

理しているところでございますが、一方で、多

数ある施設の中には、老朽化や現在のニーズに

合っていなかったり、十分に活用されていない

施設もございます。そのため、令和8年度からは、

自然公園等活用促進事業、新規の事業を計上さ

せていただきまして、施設の利用状況、ニーズ

等を踏まえて、市町の観光施策等と連携して、

活用が見込まれる施設については優先度をつけ

て改修等を実施していくと、そういったことを

予定しております。 

【宮本委員】はい、ありがとうございました。

新規事業ということで確認いたしました。 

 約3億7,962万円となっておりますので、九州

国立公園とか、九州自然歩道、市町との連携、

取組をということを確認いたしました。 

 その次に7ページですけど、引き続きですね、

これも恐らく新規事業ではなかったかと思うん

ですけど、多様な生物種の生息空間の保全を行
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うということとか、ツシマヤマネコをはじめと

する希少動物ですね、の保全ということで予算

も計上されていますが、そもそもこの民間団体、

多様な生物種の生息空間の保全を行う民間団体

の支援とありますが、この民間団体が県内でど

のくらいあるのか、教えてください。 

【深谷自然環境課長】ご認識のとおり、こちら

生息空間の保全を行う保全活動の支援というの

は、前身の事業を拡充する形で新規計上させて

いただいているものでございます。 

 ご質問の生息空間の保全を行う民間団体の数

ということ、詳細、把握するのはなかなか難し

いところでございます。身近なビオトープ等の

管理を行っていらっしゃる団体とか、そういっ

たところも含めれば、多数いらっしゃるとは思

いますけれども、先ほど申し上げました前身の

事業、平成21年度から実施している補助事業に

おいては、これまで20団体程度に助成をしてい

る実績がございます。少なくともそのぐらいの

数はあって、それ以上に県内で活動をされてい

る方々はいらっしゃるだろうというふうに承知

しております。 

【宮本委員】はい、ありがとうございました。 

 それはちなみに、対馬が主ですか。でなくて、

県内ばらけているのか、それもちょっと確認さ

せてください。 

【深谷自然環境課長】対馬に限らず県土全体で、

各市町から応募をいただいてご支援をしており

ます。 

【宮本委員】はい、ありがとうございました。 

 そうするならば、もう鹿とかですよ、特定外

来生物等による被害、生態系の被害防止対策と

いうことですが、まず、そもそもこの鹿とか特

定外来生物等による被害がどの程度あるのか、

被害の状況、被害の総額というのが分かれば、

教えていただければと思います。 

【深谷自然環境課長】お尋ねの生態系への被害、

鹿や外来種による生態系への被害ですが、農業

被害、農林業被害のように被害額を算定すると

いうのが難しいところでございます。 

 一方で、例えば鹿が増えすぎた影響として、

対馬では林床、林の地面が裸地化してしまって、

ヤマネコが餌としているようなネズミ等の小動

物が生息できなくなってしまっていて、データ

を見ると、それによってヤマネコの生息にも影

響が出ているようだと、そういった指摘を受け

ていたりします。 

 また、希少なチョウの餌となる草花がなくな

ってしまって、そういった状況も懸念されてい

たりと、そういった影響があるというふうに考

えております。 

【宮本委員】ありがとうございます。 

 やはりこういった希少野生動植物を守るとい

うことの対策はですね、やはり大事ですので、

調査及び普及啓発ということも踏まえてですね、

大切な希少動物を守るための対策も推進してい

ただきたいということを、最後、要望させてい

ただきます。 

【堤委員】おはようございます。 

 今、宮本委員から質問がありました自然公園

等の活用促進及び生物多様性の保全についてと

いうのが、6ページ、7ページありましたけれど

も、それの関連ですが、予算書の新年度予算の

横長資料、46ページ、こちらの方に鳥獣保護費

の、鳥獣行政費というのがありますが、ここの

ところに鳥獣行政費が500万円ほど増額になっ

てまして、この内容を見ますと、その事業概要

のところに、生物多様性情報見える化事業、こ

れが前年度から500万円ぐらい増えているとい

うようなことですが、この内容についてご説明
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をお願いします。 

【深谷自然環境課長】ご質問いただきました500

万円ほどの増額につきましては、令和7年度が

898万8,000円、令和8年度、1,402万3,000円とい

うことで増額してございます。 

 内容としましては、これまで専門家によるモ

ニタリング調査結果をデータとして取りまとめ

るといった作業を主に行っていた事業でござい

ますけれども、そういったデータを活用して、

県民に対して環境配慮、行動変容を促すための

情報発信を行うということを今回強化しようと

しております。 

 具体的には、今年度生物多様性保全戦略の改

定を行った中で、審議会等でいただいたご意見

などを踏まえまして、保全戦略の概要版をつく

るとか、あるいは地域ごとに特徴的な生き物や

自然を紹介できるような動画を作成して、教育

現場ですとか普及啓発の現場で使っていただく

ことを考えておりまして、それを新たな事業と

して計上してございます。 

【堤委員】情報発信にも力を入れていかれると

いうことで、取りまとめたものの概要版、それ

から動画の作成、いろいろなやっぱり県民の皆

さんに、やはりこの生物多様性、どういった生

物がいるということ、保護とかですね、そうい

ったことで、県民が触れられるような情報をお

知らせしていくということですね。分かりまし

た。 

 特定外来生物がいろいろ、その動物であった

り植物であったりあるわけですが、そういった

ものや、それから希少な、やはり動植物、これ

からも守っていかなければいけないものという

ようなこと、そういった情報というのがなかな

か目に触れにくいというか、専門書はあっても、

一般の人が気軽に手に取って見られるようなも

のとか、分かりやすいものというのはなかなか

ないなと思っています。そういったものが増え

ると、やはり知識が増えて、本当に行動変容に

つながっていくかと思うんですが、どういうふ

うな工夫をしていこうとお考えなのか、お尋ね

します。 

【深谷自然環境課長】例えば外来種の対策の必

要性等をきちんと理解いただく上では、やはり

どういった大事なものがその地域にあるのか、

そういったことを知っていただくのが大事かな

と思っております。 

 そういう意味で、先ほど申し上げましたよう

に動画を作るといった場合は、県内を8、今の予

定ですけれども8エリアに分けて、それぞれの地

域に少しずつでもその特徴がある部分をきちん

と知っていただく。それを例えば、小学校とか

中学校とか、その地元の子どもたちにもふるさ

との大事なものとして知っていただくとか、そ

ういった形で、より自分事と感じていただける

ような素材づくりをしていくのが大事かなと、

そういった点は工夫していきたいというふうに

考えております。 

【堤委員】小中学生に、こういったものがあり

ますよと、大事に守っていきましょうと、希少

なものを保護しましょう、大事にしていきまし

ょうというのは大切なことだと思うんですが、

一方で、こういう希少種がありますということ

が知れると、盗掘とかですね、植物など、何か

そういう悪い方に行ったりするのもあって、悩

ましいなと思っています。 

 佐世保市の鹿町の花ですね。カノコユリが選

ばれて、それからそのカノコユリの盗掘が広が

っていって、今本当に自然のままにあるという

のがなかなか少なくなってきているっていうの

が残念で、そういうのがあったりしてですね、



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２５日） 

- 144 - 

やはりそういった面、希少種だから持ち出して

はいけないとか、そういったこととかもやはり

付け加えたような情報発信にしていただきたい

なということをお願いしたいと思います。 

 それと、同じ46ページの一番下に、環境緑化

推進事業費、緑といきもの賑わい事業、これも

370万円の増額になっていまして、拡充というこ

とになるかと思いますが、こちらの方の内容も

ご説明をお願いします。 

【深谷自然環境課長】ご質問いただきました事

業に関しましては、先ほど宮本委員からのご質

問のときも少し触れさせていただきましたけど

も、従前から行っておりました緑といきもの賑

わい事業は、比較的その地域をベースとして活

動されているような団体の保全活動を支援する

というものでございます。 

 ただ、今まではどちらかというと小さなビオ

トープだとか、あるいは特定の種を念頭に活動

しているとか、そういった点と申しますか、少

し１つのことに集中してやるような事業を念頭

に置いている、まさに先ほどおっしゃられたよ

うな希少種というようなところに特化してたり

とかしていたんですけれども、今回総合計画の

中でも、先ほどの資料の中にもありましたが、

生き物、希少種だけではなくて、希少種も含む

生き物の生息空間をきちんと守っていくという

ことが大事だということを念頭に、数値目標も

掲げてあります。その目標達成に資するように、

補助事業の中身につきましても、そういった面

的な活動、生息空間全体を捉えて活動するよう

な団体をご支援する、そういったところを含め

て拡充とさせていただいております。 

【堤委員】これまで点の取組だったのを面的に

広げていくということですね。本当にこの生息

空間を守っていくことで、やはりそういった生

物を守っていくっていうことにつながると思い

ますので、総合計画の中に目標値を設定してと

いうことですから、これからも注視していきた

いと思います。ありがとうございました。 

【山村分科会長】ほかにありませんか。よろし

いでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】討論はないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分、第14号議案、第52

号議案のうち関係部分、及び第64号議案につい

ては、原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【山村委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。 

 議案を議題といたします。 

 まず、県民生活環境部長より総括説明を求め

ます。 

【大安県民生活環境部長】観光生活建設委員会

関係議案説明資料 県民生活環境部をお開き願

います。 

 今回、ご審議をお願いしております議案は、

2ページ及び3ページに記載の5件でございます。 

 第26号議案「長崎県食肉衛生検査所設置条例

の一部を改正する条例」につきましては、川棚
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食肉衛生検査所の支所化に伴い、所要の改正を

しようとするものであります。 

 第27号議案「長崎県食品衛生に関する条例の

一部を改正する条例」につきましては、食品衛

生法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴

い、所要の改正をしようとするものであります。 

 第28号議案「自然公園内県営公園施設条例の

一部を改正する条例」につきましては、仁田峠

インフォメーションセンターの県営公園施設へ

の追加に伴い、所要の改正をしようとするもの

であります。 

 第48号議案「第5次長崎県環境基本計画につい

て」につきましては、長崎県環境基本条例第9条

第3項の規定により、議会の議決を得ようとする

ものであります。 

 これは、県議会をはじめ、県民の皆様からご

意見をいただきながら検討を進めてまいりまし

た新たな環境基本計画について、先に策定した

「長崎県総合計画みんなの未来図2030」の個別

計画として、県の環境保全に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため、現計画のめざす

べき環境像「海・山・人 未来につながる環境

にやさしい長崎県」を継承し、5つの基本目標を

柱とする令和8年度からの5か年計画として策定

しようとするものであります。 

 第49号議案「第5次長崎県男女共同参画基本計

画について」につきましては、長崎県男女共同

参画推進条例第7条第3項の規定により、議会の

議決を得ようとするものであります。 

 これは、先に策定した「長崎県総合計画みん

なの未来図2030」の個別計画として、県の男女

共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するとともに、女性の職業生活におけ

る活躍の推進を図る計画として、現計画の目指

すべき姿「男女が性別にかかわりなく、個性と

能力を発揮できる社会」を継承し、3つの基本目

標を柱とする令和8年度からの5か年計画として

策定しようとするものであります。 

 次に、議案外の主な所管事項について、ご説

明いたします。 

 ながさき女性活躍推進企業等表彰およびフェ

ムテック・フェムケア見本市の実施について。 

 企業等における女性活躍の推進に官民一体で

取り組む「ながさき女性活躍推進会議」におい

て、去る2月6日、女性の登用や人材育成等に積

極的に取り組んでいる県内企業の表彰式を開催

しました。 

 表彰式では、今後さらなる取組を期待する賞

として新設したステップアップ賞1企業を含む

計3企業を表彰したほか、株式会社資生堂前会長

CEOの魚谷雅彦氏によるダイバーシティ経営に

関する講演や、県内で活躍する女性管理職ネッ

トワークのメンバーによるパネルディスカッシ

ョンを行いました。 

 併せて、女性の健康課題と仕事の両立に対す

る理解促進を図るため、「フェムテック・フェ

ムケア見本市」をFemtech Japan Femcare Japan

実行委員会主催、県共催により、2月5日から2月

6日まで開催いたしました。2月5日には県庁にて、

また6日にはながさき女性活躍推進企業表彰式

と合わせて長崎ブリックホールにて、女性特有

の健康課題に対応する製品やサービスの展示、

セミナー等を行い、県民の健康リテラシーの向

上や、企業における女性活躍に向けた健康課題

及び働き方への理解促進に資する機会となりま

した。 

 今後も官民一体となって、女性活躍に積極的

な企業等の周知に加え、女性のキャリア形成、

管理職登用、ネットワーク構築の支援などに取

り組み、女性活躍のさらなる推進に努めてまい
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ります。 

 人権尊重の社会づくりの推進について。 

 学校、家庭及び地域社会における人権教育の

推進について正しい知識と理解を深めてもらう

ため、教職員、社会教育関係者、PTA関係者、人

権擁護委員等をはじめ、広く県民の皆様を対象

とした「令和7年度人権教育中央研修会」を、去

る1月30日に県庁会場とオンライン配信のハイ

ブリッド方式にて開催しました。 

 本研修会では、「学びとつながりが主体性を

育む～人権尊重社会の実現をわたしから～」を

テーマに、「平和と人権」「子どもと人権」「外

国人と人権」に関する講演を実施し、さまざま

な人権課題についての理解を深め、それぞれの

人権感覚を高める契機とすることができました。 

 また、県では、去る2月26日に第2回長崎県人

権尊重を促す条例（仮称）有識者会議を開催し、

前回会議に引き続き、条例骨子案について意見

交換を実施し、条例の名称や規定すべき内容等

についてご意見をいただきました。 

 今後、いただいたご意見を参考にしながら、

条例制定に向けて検討を進めるとともに、引き

続き、県民一人ひとりの人権が尊重される社会

の実現に向けて取り組んでまいります。 

 このほか、ご報告いたしますのは、交通安全

対策の推進について、統計調査について、新幹

線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定の見直し

について、各種計画の策定について、第6次県庁

エコオフィスプランの策定についてであり、内

容は記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。よろしくご審議を賜りますよ

うお願いいたします。 

【山村委員長】次に、県民生活環境課長より補

足説明を求めます。 

【立石県民生活環境課長】第48号議案「第5次長

崎県環境基本計画」について、補足説明をさせ

ていただきます。 

 本計画につきましては、11月定例会の観光生

活建設委員会において計画の素案をご審議いた

だいたところでございまして、今回、最終の計

画案として提出をしているものでございます。 

 計画案そのものは、サイドブックスの議案書

フォルダの中にございますけれども、本日は委

員会補足説明資料にてご説明をさせていただき

ます。補足説明資料1ページをご覧ください。 

 本計画は、長崎県総合計画の基本戦略の1つで

あります「安心して生活できる環境づくりを推

進する」に位置づけられ、環境保全に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的な計

画でございまして、本県の環境行政のマスター

プランとして、各主体の環境保全への取組の指

針となるものでございます。現計画の施策の大

きな方向性を継承しつつ、社会経済情勢の変化

等を踏まえ、計画期間を令和8年度から令和12年

度までの5年間として策定するものでございま

す。 

 2ページをご覧ください。 

 計画の目標につきましては、本県がめざすべ

き環境像を「海・山・人未来につながる環境に

やさしい長崎県」と定めており、めざすべき環

境像の実現に向けて、5つの分野に分けて、それ

ぞれ基本目標ⅠからⅤを掲げております。 

 まず、基本目標のⅠ「脱炭素型の社会づくり」

におきましては、住宅や事業場への太陽光発電

設備等の設置補助や具体的な環境にやさしい行

動を促す「ゼロカーボンアクション12」の発信

などを通して、温室効果ガス排出量やエネルギ

ー消費量のさらなる削減に取り組むとともに、

熱中症対策や防災対策をはじめとする適応策に
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関する情報発信などを通して、今後避けられな

い地球温暖化による影響の軽減に取り組み、い

わゆる「緩和策」と「適応策」を両輪として進

めることにしております。 

 基本目標Ⅱ「人と自然が共生する社会づくり」

におきましては、生物多様性の保全のため、市

町や民間団体等が実施する希少種等の保全活動

や、生息生育空間の創出などの取組支援や、外

来種への関心と防除意識の喚起などに取り組む

とともに、自然の恵みに関する理解促進と活用

を進めていくため、企業や事業者等による生物

多様性保全活動との連携・支援や、自然公園等

における滞在環境の上質化の推進などに取り組

むこととしております。 

 基本目標Ⅲ「循環型社会づくり」におきまし

ては、県民、事業者、ＮＰＯ、大学及び市町な

どの関係主体と連携した実践型4Ｒの推進など

を通して、廃棄物の最終処分量や食品ロスの削

減に取り組むとともに、海岸漂着物の回収処理・

発生抑制対策等の推進や、産業廃棄物のリサイ

クル推進、不法投棄等の監視パトロールや産業

廃棄物処理業者等への立入検査などに引き続き

取り組むこととしております。 

 3ページをご覧ください。 

 基本目標Ⅳ「安全・安心で快適な環境づくり」

におきましては、水環境の保全のために公共用

水域の水質汚濁状況の常時監視や下水道・浄化

槽等による汚水処理の普及促進などに取り組む

とともに、大村湾や諫早湾干拓調整池などの閉

鎖性海域の水質保全対策の推進に引き続き取り

組むこととしております。 

 また、大気汚染の常時監視や長崎県未来環境

条例に基づく「ごみの投げ捨て等防止重点地区」、

「喫煙禁止地区」等の巡回指導・広報などに引

き続き取り組むこととしております。 

 基本目標Ⅴ「環境保全の基盤となる取組の推

進・充実（共通的取組）」におきましては、県

民一人ひとりの自主的な環境保全活動につなが

る環境教育の推進に取り組むとともに、多様化

する環境問題に対する調査研究に引き続き取り

組むこととしております。 

 4ページをご覧ください。 

 先ほど申し上げました「めざすべき環境像」

や「基本目標」を達成するための具体的な「施

策の方向性」と、それに沿った「事業群」を示

した施策体系をお示ししております。 

 11月の観光生活建設委員会においてご意見を

いただくとともに、パブリックコメントや市町

からの意見を踏まえ、環境審議会で審議を行い、

去る1月20日に答申を受け、案として作成し、今

回議案として上程をさせていただいたものであ

ります。 

 以上で、「第5次長崎県環境基本計画」につい

て、説明を終わります。よろしくご審議賜りま

すようお願いいたします。 

【山村委員長】次に、男女参画・女性活躍推進

室長より補足説明を求めます。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】第49号議

案「第5次長崎県男女共同参画基本計画」につい

て、補足説明をさせていただきます。 

 本計画につきましては、前回11月定例会の観

光生活建設委員会において、計画素案をご審議

いただきましたところでございまして、今回、

最終となる計画案を提出いたしております。 

 計画案そのものは、サイドブックスの議案書

フォルダの第3号ファイルに掲載しております

が、本日は観光生活建設委員会フォルダ内に掲

載しております補足説明資料にて説明をさせて

いただきます。まず、1ページをご覧ください。 

 計画策定の背景ですが、現行計画の目指すべ
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き姿を継承しつつ、社会情勢の変化を踏まえて

策定するものでございます。 

 計画の役割につきまして、本計画は長崎県総

合計画の基本戦略のうち「多様性を尊重し合う

共生社会をつくる」「誰もが活躍できる職場環

境をつくる」等に位置づけられる個別計画であ

りますとともに、男女共同参画社会基本法の第

14条及び県の条例第7条に基づく、県の男女共同

参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するための基本的な計画でございます。 

 また、女性活躍推進法第6条に基づく女性の職

業生活における活躍の推進に関する県の計画も

兼ねております。 

 計画期間につきましては、令和8年度からの5

年間としております。 

 2ページをご覧ください。 

 本計画の目指すべき姿を「男女が性別にかか

わりなく、個性と能力を発揮できる社会」とし、

ローマ数字のⅠからⅢまでの3つの基本目標を

掲げております。 

 基本目標ごとに、主な取組をご説明いたしま

すと、まず基本目標のⅠ、左上ですけれども、

「男女がともに活躍できる社会づくり」におき

ましては、女性管理職ネットワークの構築や総

実労働時間の短縮、女性の再就職支援、地域に

根強い固定的性別役割分担意識の解消のための

啓発、共家事・共育ての促進などに取り組んで

まいります。 

 それから右上にまいりまして、基本目標のⅡ

「誰もが安全・安心に暮らせる社会づくり」に

おきましては、男女の健康保持のための相談・

指導・周知の充実、それから暴力を防ぐ環境づ

くりに向けた意識啓発、ひとり親家庭等への支

援、避難所等における市町の取組支援などに取

り組んでまいります。 

 それから、下にまいりまして、基本目標のⅢ

「啓発・教育と体制づくり」におきましては、

意識改革に向けた啓発活動の充実強化や、学校

における男女共同参画教育の推進、それから県

における推進機能体制の充実、市町の推進体制

整備に向けた一層の支援などに取り組んでまい

ります。 

 3ページをご覧ください。 

 先ほど申し上げた、目指すべき姿や基本目標

を達成するための具体的な政策と、それに沿っ

た施策を示した施策体系をお示ししております。 

 さきの11月定例会の観光生活建設委員会にお

いていただきましたご意見、それからパブリッ

クコメント等のご意見を踏まえまして、県の男

女共同参画審議会で審議を行い、去る1月22日に

答申を受け、案として策定しまして、今回、議

会に議案として上程させていただいたものでご

ざいます。 

 以上で、第5次長崎県男女共同参画基本計画に

ついて、説明を終わります。よろしくご審議を

賜りますようお願い申し上げます。 

【山村委員長】次に、生活衛生課長より補足説

明を求めます。 

【渡邉生活衛生課長】県民生活環境部、生活衛

生課関係の議案について、ご説明いたします。 

 令和8年度3月定例県議会観光生活建設委員会

説明資料、県民生活環境部3ページをお開きくだ

さい。 

 第26号議案「長崎県食肉衛生検査所設置条例

の一部を改正する条例」について、川棚食肉衛

生検査所の支所化に伴い、条例第2条で規定して

いる名称の改正を行うものでございます。 

 補足説明資料といたしまして、4ページをお開

きください。 

 食肉衛生検査所では、衛生的な食肉を供給す
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るため、と畜場に搬入された家畜が食肉に加工

される工程で検査を実施しております。 

 県が設置する食肉衛生検査所につきましては、

現在、諫早、川棚の2つの食肉衛生検査所と諫早

食肉衛生検査所国見支所で検査業務を行ってい

るところです。 

 今回の改正内容といたしまして、2に記載のと

おり、食肉衛生検査体制の効率的運用を推進す

るため、人員や業務分担の見直しを行い、川棚

食肉衛生検査所を諫早食肉衛生検査所の支所と

して再編いたします。 

 具体的には、諫早食肉衛生検査所、川棚食肉

衛生検査所の双方で行っておりました高度な専

門性を要する検査業務を、令和7年度から諫早に

集約し、川棚においては、検査課1課体制で業務

を行っており、検査技術継承、人材育成、検査

機器の維持管理の効率化などを図っているとこ

ろです。 

 令和8年度からは、さらに業務の効率化を進め

るため、総務事務を諫早に集約し、川棚食肉衛

生検査所の検査課を廃止し、支所とすることと

し、効率的な業務運営につなげてまいりたいと

考えております。 

 続きまして、第27号議案「長崎県食品衛生に

関する条例の一部を改正する条例」についてで

すが、令和8年3月定例県議会観光生活建設委員

会説明資料、県民生活環境部5ページをお開きく

ださい。 

 食品衛生法施行規則の一部が改正され、従事

者が常駐せず、全自動調理器により調理された

食品を販売する営業に係る施設基準が追加され

たことから、その内容について、本条例に反映

するため、改正を行うものでございます。 

 補足説明資料といたしまして、6ページをお開

きください。 

 改正の内容といたしまして、従業者が常駐し

ないことにより、必要としない内容の適用除外

が規定されたこと、従業者が常駐せず、全自動

調理器により調理された食品を販売する営業に

ついて、機器の機能によって、従業者と同等の

管理を補完するための新たな基準が追加されて

おります。 

 当該基準を参酌し、本条例を改正し、必要と

しない基準を除外し、従業者による管理を補完

するため、新たな基準を追記するものでござい

ます。 

 以上で、26号議案、27号議案の補足説明を終

わります。よろしくご審議いただきますようお

願いいたします。 

【山村委員長】次に、自然環境課長より補足説

明を求めます。 

【深谷自然環境課長】第28号議案「自然公園内

県営公園施設条例の一部を改正する条例」につ

いて、ご説明いたします。 

 お手元の観光生活建設委員会説明資料8ペー

ジをご覧ください。 

 本議案は、仁田峠インフォメーションセンタ

ーを本条例に基づき設置しております県営公園

施設、指定管理施設でございますが、として追

加するものでございます。 

 施設の概要でございますが、仁田峠インフォ

メーションセンターは、雲仙天草国立公園内に

平成7年12月に設置された自然公園等の情報案

内などを行う施設で、令和6年度の年間延べ利用

者数は5万6,768名でございます。 

 県営公園施設、指定管理施設への追加に至っ

た経緯等につきまして、ご説明を申し上げます。 

 本施設、これまで維持管理や自然公園、登山、

観光の情報案内といった利用に関する業務を、

地元の事業者の方に委託して実施してまいりま
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した。国立公園雲仙の利用拠点の1つである本施

設を、今般、再整備するに当たりまして、令和

6年度に民間活力導入の可能性調査を実施し、そ

の結果を踏まえ、現在施設改修の設計を行って

おり、令和8年度に工事を予定しております。 

 再整備により、仁田峠ならではの登山コンテ

ンツの拠点機能ですとか、飲食・物販機能、情

報提供機能等について追加強化を図ることとし

ているものでございます。 

 次に、指定管理者制度の導入理由につきまし

て、ご説明いたします。 

 今回の再整備で導入する機能を最大限に活用

したサービスの提供と、効率的な運用を図るた

めに、類似施設の運営実績や専門的な知見を持

つ民間のノウハウを導入することとし、指定管

理者制度を導入することとしたものでございま

す。 

 9ページの5をご覧ください。 

 次に、今後のスケジュールにつきましてご説

明いたします。 

 本議案について議決をいただきました後、令

和8年度中に、本施設の指定管理者の指定に係る

事務手続を行いまして、令和9年4月より指定管

理施設として運営開始したいというふうに考え

ております。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

【山村委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

【宮本委員】1点だけ質問させていただきます。 

 第28号議案、自然公園内県営公園施設条例の

一部を改正する条例、先ほど説明いただきまし

た横長資料の8ページになりますけれども、すみ

ませんけど、確認を込めて質問させていただく

んですけど、県営公園施設への追加に至った経

緯等、その中でですね、今までは自然公園、登

山、観光の情報案内を地元事業者に委託して実

施ということですが、これは今までこの地元の

事業者の方々、何名でされていたのか、そして、

年間の費用が発生していたのか、事業内容はこ

のような業務でしょうけれども、その点をまず

は確認をさせてください。 

【深谷自然環境課長】何名で運営されていたか

というと、株式会社という形で運営はされてお

ります。代表の方がいらっしゃって、比較的小

規模な事業者の方で運営をいただいているとこ

ろでございます。 

 費用につきましては、県からは情報発信をし

ていただくということで、委託費を93万5,000円、

令和7年度実績ですと支出をしております。 

 一方で、同じその建物の一部を、物販をする

ということで、目的外使用という形で使用料を

払っていただいています。その分、62万7,221円

ということで県に収入をいただいていますので、

差引き、県としての負担は30万7,779円、そうい

った金額を県としては負担して、運営している

状況でございます。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 そうするならば、指定管理者制度の導入理由

ということで書いてありますが、私の理解がい

いのか、ちょっと確認ですけど、今回条例を改

正すると、ちょっと逆の言い方からすると、わ

ざわざ条例を改正してまで、指定管理者制度を

導入してまでする必要があるのか、そもそもこ

の地元の事業者の方々に今までどおり任せてお

けばいいんじゃないかなという気はするんです

けど、そこに書いてあるとおり、再整備によっ

ていろんな機能を強化するので、今回指定管理

者制度を導入して、強化をするという理解でい
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いのか、何かわざわざ指定管理制度を導入しな

くても、この地元事業者にお任せしておけばい

いんじゃないかなという気はしますけど、その

点についてちょっとご説明ください。 

【深谷自然環境課長】今回再整備をするに当た

りまして、先ほど申し上げましたように、令和

6年度に調査検討の業務を行いました。その中で、

地域の皆様とも議論をする中で、この仁田峠と

いう場所が国立公園の中でも最重要な拠点であ

るということ、そこにあるこのインフォメーシ

ョンセンターについては、より一層情報発信の

機能を強化する、あるいは物販とか飲食の提供

によって、その地域全体の魅力をしっかり知っ

ていただく拠点にもするということで申し上げ

ますと、現在、県の方で支出している委託費で

はですね、十分その機能を発揮いただくのは難

しいかなと。 

 一方で、施設をきちんとリニューアルした形

で、その中できちんと事業者の方にサービスを、

いいサービスを提供していただいて、そこで必

要な収益を上げていただいて、その収益を施設

の管理運営にきちんと回していただく、そのこ

とを目指して、今回指定管理者制度を導入して

おります。 

 一番は、そのサービスをきちんともっとよく

するという、機能を強化するというところだと

は思いますが、その県の支出ということだけで

考えましても、委託費は今後は必要はなくなっ

て、きちんと運営をよくしていただいて、稼い

でいただいた分で、その管理をしていただくと

いう部分でも、県としては維持管理費を抑える

ことができる、そういったメリットもあるかな

というふうに考えております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 年間延べ利用者数も5万6,768名と多いですよ

ね。恐らくですね。 

 強化ということでですね、確認をさせていた

だきましたので、ありがとうございました。 

【山村委員長】ほかに質疑はありませんか。 

【山田委員】第5次長崎県男女共同参画基本計画

について伺いたいと思います。 

 2ページの分で、目指すべき姿というところで、

Ⅰ－4、地域における男女共同参画の推進という

ところで、地域に根強い固定的性別役割分担意

識の解消（新規）、また地域の魅力を生かすに

ぎわいづくりへの女性の参画促進（新規）とい

うふうに書いてあります。数値目標の方に、海

業の取組数を何か目標にしているようでありま

すが、これは海業だけなのか、どういったこと

なのか、まずそれぞれお聞かせいただきたいと

思います。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】計画にお

ける、「地域における男女共同参画の推進」と

いうことで、そこの内容を詳しくということで

す。 

 地域に根強い固定的性別役割分担意識の解消

という点におきましては、若者に選ばれる地方

ということでですね、最近地方創生の方で注目

をされているところでございますけれども、そ

ういった若者・女性がですね、転出する要因の

1つに、地域社会に残る固定的性別役割分担意識、

それからアンコンシャスバイアス、性別による

無意識の思い込みということなんですけれども、

男性は仕事、女性は家庭といった、そういう性

別で固定的に役割分担をするような意識が影響

して、女性に大きな仕事を任せられないとか、

女性は黙って補佐的業務をしてほしいとかです

ね、そういったところが、若者・女性が地域を

離れる要因の1つになっているのではないかと

いう指摘がなされているところでございます。 
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 これを踏まえまして、まず1つ目の○の「地域

に根強い固定的性別役割分担意識の解消」とい

うことでですね、地域に対してこの性別による

アンコンシャスバイアスの解消、そういう悪影

響の払拭をですね、目指す啓発に力を入れてい

くというのが1つ目でございます。 

 それから、2つ目の地域の魅力を生かしたにぎ

わいづくりへの女性の参画促進ということでで

すね、数値目標として海業のことを挙げており

ますけれども、水産以外に、農林の方でもです

ね、例えば女性の経済的地位の向上ということ

で、家族経営協定等の普及と充実に努めるです

とか、女性の認定農業者の増大、女性の行う部

門経営や農林水産業に関係する企業活動の支援

とかですね、そういった取組も入っているとこ

ろでございます。 

 数値目標として立てているのはですね、確か

に代表的なところといたしまして、海業のこと

を入れております。こちらは特に水産業に関し

てはですね、なかなか女性の参画というのが進

みにくい分野であるということで、数値目標と

して今般取り上げているところでございます。 

 そういった活動に実際に、実質的に参加、女

性が参加しているような取組というのをですね、

増やしていくということで、今回、海業に関す

るものを数値目標として設定しているところで

ございます。 

【山田委員】さっきの固定概念の解消には、男

女問わず、年齢・世代問わず、どういう形で広

報をしていくのか分かりませんけど、チラシな

り、イベントなり、やっていくのかなというふ

うに思っております。 

 女性が参画しづらいということで言えば、建

設業も含めてあるのかなと思っています。申し

訳ないけど計画は、書くのは書いてるけど、結

局その実行するところの連携というか、水産部

とか農林部とか、様々なところと、この男女で

はどういう関わりを具体的にしていくんですか。

このほかにも保育人材とか、妊娠・出産に関わ

る支援とかいろいろあるけど、拡充って書いて

あるけど、じゃあ具体的に何をするのという話

で、これはここの部局でするわけじゃないじゃ

ないですか。だから、そういう他部署との連携

というのを、書きものを書いただけで終わって

いるのか、それとも自分たちのこの先ほどの役

割分担解消のために、現場に入って一緒にやる

とか、何かにぎわいづくりのイベントを一緒に

やるとか、どういった関わり方をしているのか

をちょっと伺いたいと思います。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】各分野で

のですね、女性参画について、男女室がどうい

った関わりをしていくのか、あるいは部局連携

をどういった形でやっていくのかというお尋ね

かと思います。 

 まず、女性の参画の機会を増やすためにです

ね、一番に取り組んでおりますのは、各種審議

会への女性の委員の登用促進でございます。こ

ちらは先ほどおっしゃいました農林分野ですと

か水産分野、それから建設業とかですね、そう

いった分野も含めたところで、女性の委員の登

用を、目標値といたしましては40％以上という

ことでですね、令和12年度までに実現をしてい

きたいというふうに考えております。そのため

に男女室の方からも、そういう登用の必要性、

それからその女性の委員が入ることによって、

多様な視点が様々な施策に反映される、そのこ

との必要性ですとか、メリットですとか、そう

いったことを訴えながら、女性委員の登用促進

について、推薦いただく団体さんとかにですね、

理解を求めていくという形にしております。 
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 あと、アンコンシャス・バイアスの啓発に関

する取組ですけれども、主に男女参画室が実施

する研修とか、そういったところにですね、ど

なたにも、誰にでもアンコンシャス・バイアス

というのがある。その悪影響というのをなくす

ために、いろいろ例えば女性の管理職になりた

がらないとか、なかなか発言をしたがらないと

かいう方に対する、自分自身の女性が発言した

らいけないんではないかという思い込みですと

か、あるいは周りの女性は黙って男性の後をつ

いてくるものだというような、そういった無意

識の思い込みという影響というのをですね、こ

んな弊害があるんですよというのを伝えながら、

そういった啓発をしていきたいというふうに考

えています。 

【山田委員】いろいろお話をいただいたんです

けど、私、具体的に聞いたことは、男女参画、

何か、こういうのをつくるときにですよ、ちゃ

んと他部署ともこういうふうに拡充、拡充と書

いてるけど、ちゃんと話が進んでてやっている。

私は現場に入ったりするのかということをちょ

っと聞いたんですけど、その辺をちょっと。そ

こ、任せっきり、書くは書いたけど、後はもう

その部局にお任せですみたいな感じなのか、そ

の辺をちょっと教えてください。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】現場に入

っていくのかということですけれども、実際で

すね、地域の方に向けた研修というのはですね、

男女参画室でもやっていくこととしております。

それで、具体的にその地域の集まりの中で、農

林の関係の方とか、建設業の関係の方とか、そ

ういった方たちが入ってくるかというのは、ち

ょっと地域次第ではあるんですけれども、例え

ば自治会の方ですとか、消防団の方ですとか、

そういった方々に男女共同参画の重要性を理解

していただくような、そういった研修をやって

いくこととしております。 

【山田委員】私の質問が悪かったのか、よく分

からないんですけど、私は現場で今からそのに

ぎわいづくりをするのに、例えば海業なら水産

関係、農林のことだったら農林の人たちが一緒

に関係者と話をしますよね。そこに男女も来る

のかというのをさっきから聞いてるんだけど、

いいですか。答弁を求めます。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】大変失礼

いたしました。 

 そういった個別のにぎわいづくりの場にです

ね、男女室ないし関係者がですね、直接参画す

るというのはなかなか難しいことではあります

けれども、事業を推進する県の担当部署、ある

いは市町の担当部署の職員に理解を求める取組、

研修ですとか、それからそういう地域の関係者

が、地域づくりですとか、そういった方たちが

男女共同参画の研修に来ていただくようなです

ね、広報、そういったことをしていきたいと考

えております。 

【山田委員】ぜひですね、こういうふうに書き

ものとして書いているから、ぜひ、もちろん今、

室長が言われたように、いろんな機会にいろん

な方に来ていただいて、意識を高めていただく

こと、大事だと思ってますし、しっかりと、に

ぎわいづくりに女性の参画促進と書いてるので、

後追い、いろいろ仕事はいっぱいあるとは思い

ます。書いてることに対して、やっぱり他部署

ともきちんと連携しながら、これをしっかりと

取り組んでいただきたいと思っております。 

 もう1点、啓発と教育体制づくりのところで、

意識改革に向けた啓発普及の促進で、男女平等

の社会となっていると思う人の割合が15.5％か

ら50％までに、すごく高い目標設定かなと思っ
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てますけど、この目標設定についてお伺いをし

たいと思います。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】男女平等

の社会となっていると思う人の割合ということ

で、50％と、目標値が高いのではないかという

お尋ねでございます。 

 こちらですね、国の男女共同参画計画と同じ

ような考え方の設定の仕方をしております。ま

ず理想といたしましては、ほぼ全ての人が男女

平等の社会だと感じるのが理想なんですけれど

も、現状はですね、県の方は15.5％、国の方も

16％程度と、理想から大きくかけ離れた状況で

ございますので、まずは50％、約半数の人たち

が男女平等の社会となっていると感じられるよ

うなですね、そこを計画期間内に目指していく

という設定の仕方をしております。 

【山田委員】本来であれば、おっしゃるとおり

100％であると思ってますし、こんな、今の世の

中においても、こういう低い状況であるという

ことは非常に残念に思っています。 

 令和12年に50％になるように、ぜひともです

ね、しっかり取組をいただきたいと思っており

ます。 

 私が常々申し上げています女性の健康のこと

ですね。健康保持をしながら仕事とか家庭のこ

と、いろんなことが両立できるような社会の実

現に向けて、様々いろんなことをいっぱい女性

のために書いていただいてるかと思っておりま

すが、取組をいただきたいと思っておりますし、

女性が活躍するためには、当然男性の理解が必

要不可欠でありますので、誰もが活躍ができる

社会に向けて取り組んでいただくことを期待を

したいと思っております。 

 次に、もう1点、議案の方、お聞きしたいと思

ってます。 

 第5次長崎県環境基本計画（案）、概要につい

て、3ページの4番に、快適で美しいまちの保全

というのがあります。ごみの投げ捨て等防止重

点地区、喫煙禁止地区等とあるんですが、それ

ぞれどのぐらい地区が指定されているのか、教

えていただきたいと思います。 

【立石県民生活環境課長】地区の指定につきま

しては、ごみの投げ捨てと喫煙禁止地区、それ

ぞれ28地区指定をしております。 

【山田委員】この28地区は、両方同じところと

いう理解でいいんですかね。 

【立石県民生活環境課長】同じ地区を指定して

おります。 

【山田委員】恐らくその県庁の周辺も駄目だっ

たのかなと思ってますが、ちょっと教えていた

だいていいですか。どんなところをしているか

というのを。 

【立石県民生活環境課長】地区の指定箇所につ

きましては、県北、島原、五島、壱岐、対馬そ

れぞれございまして、県北、例えば県北地区で

いきますと、黒島天主堂文化遺産地区や西海パ

ールシー自然公園地区、田平天主堂文化遺産地

区、宝亀教会文化遺産地区というふうに、各地

区でそれぞれ指定をしているところでございま

す。 

【山田委員】今、代表的な世界遺産も含めたと

ころの場所だったかなというふうに理解をして

います。長崎なら大浦天主堂のところとか、い

ろいろそういったところが中心なのか、それと

もその県庁の辺り、この辺もどうでしたっけ、

どういうふうになっているのか。指定の仕方を

ちょっと教えてもらっていいですか。 

【山内資源循環推進課長】基本的には観光地、

あと歴史上で、重要な文化遺産があるようなと

ころでございます。 
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【山田委員】観光地だけ。文化財とかあって、

たばこで燃えたりとかしてもいけないし、観光

客来るところだし、きれいにしとかないと駄目

だということだというふうに理解をしておりま

すが、なかなか、決してそれだけではまちはき

れいにはならないし、観光地だけというのがす

ごく、これもグローバルスタンダードなことな

のか、それとも、よその地域は、例えば、子ど

もたちの通学路とか、そういったところとかは

たばこは絶対駄目だとか、何かそういうのをや

ってるところとかはないのか。これが長崎県の

指定の在り方が、国に準じるとか、何かそうい

うものになっているのか、その辺りをちょっと

教えてください。 

【山内資源循環推進課長】先ほども申しました

とおり、28箇所の重要な地区が条例に基づき指

定されております。それぞれまた、市町におい

ても条例等で、たばこのポイ捨てとか、その他、

環境美化などに特に配慮すべき地域を指定して

いるところでございます。 

【山田委員】よかったらその28地区の件は、別

途教えていただきたいと思っております。 

 私さっき、これがスタンダードなのかって、

決め方として、よその県もこんなふうにしてる

のかという質問もしたけど、それには答えても

らってないんですけど。分からない。分からな

いということでいいですか。 

【山村委員長】暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１７分 休憩 ― 

― 午前１１時１８分 再開 ― 
 

【山村委員長】再開いたします。 

【山内資源循環推進課長】申し訳ございません

けども、他県の状況につきましては、ちょっと

把握をしておりません。すみません。 

【山村委員長】ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】質疑がないようですので、これ

をもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論は終了しましたので、

採決を行います。 

 第26号議案、第28号議案及び第48号議案ない

し第49号議案については、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおり、それぞれ可決

すべきものと決定されました。 

 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

の確保などに関する資料について、説明を求め

ます。 

【立石県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づきまして、本委員会

に提出いたしております県民生活環境部関係の

資料について、ご説明いたします。 

 なお、今回の報告対象期間は、本年度、昨年

11月から本年2月までに実施したものとなって

おります。 

 初めに、資料2ページをご覧ください。 

 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

して、市町等に対し内示を行った補助金でござ

います。 

 間接補助金の実績につきましては、資料2ペー

ジに記載のとおりで、長崎県浄化槽設置整備事

業補助金6件となっております。 
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 次に、3ページをご覧ください。 

 1,000万円以上の契約状況についてでありま

すが、記載のとおり計2件となっております。 

 なお、4ページ以降に入札結果一覧表を添付い

たしております。 

 次に、7ページをご覧ください。 

 知事及び部局長応答に対する陳情・要望のう

ち、県議会議長宛てにも同様の要望が行われた

ものにつきましては、島原半島振興対策協議会

外3期成会など4団体から要望のありました計6

項目でありまして、要望項目ごとの県の対応に

つきましては、7ページから12ページにそれぞれ

記載のとおりでございます。 

 次に、13ページをご覧ください。 

 附属機関等会議結果報告でございます。 

 附属機関につきましては、上段に記載のとお

り、長崎県男女共同参画審議会など19件、また、

私的諮問機関等については、下段に記載のとお

り、長崎県人権尊重を促す条例（仮称）有識者

会議2件を開催しており、会議の概要等につきま

しては、14ページ以降に記載のとおりでござい

ます。 

 なお、1,000万円以上の契約状況に係る参考資

料といたしまして、物品管理室で実施しており

ます集中契約のうち、県民生活環境部関係の契

約1件について記載したものを別紙で配付をさ

せていただいております。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

【山村委員長】次に、県民生活環境課長より補

足説明を求めます。 

【立石県民生活環境課長】補足説明資料の①-1、

第2次長崎県環境教育等行動計画改訂版（案）の

概要について、ご説明をいたします。 

 本計画は、環境保全活動や環境教育等の取組

を総合的・体系的に推進するため、平成31年3月

に策定した計画でございまして、令和12年度ま

での12年間を計画期間とし、令和7年度を中間年

度として見直しを行うものでございます。 

 計画改訂のポイントといたしましては、国の

基本方針を踏まえ、体験活動に加え、ＩＣＴを

活用した学びの実践に取り組むとともに、環境

保全活動等における協働の取組を効果的に進め

るため、学校等、家庭・地域、事業者などをつ

なぐ中間支援機能の充実に向けた取組の支援を

行うこととしております。 

 2ページをご覧ください。 

 目指す目標を「持続可能な社会づくりのため

に、一人ひとりが自ら主体的に環境保全に取り

組むこと」と定め、数値目標として、「身近な

環境保全活動に取り組んでいる人の割合」を令

和12年度までに100％とすることを掲げ、4つの

施策に取り組んでおります。 

 主な取組について、ご説明いたします。 

 まず、施策の1におきましては、環境保全活動

や環境教育等を推進するため、県のメールマガ

ジンやＳＮＳなどによる情報発信、環境アドバ

イザーの派遣などを実施することといたしてお

ります。 

 施策の2におきましては、学校や家庭・地域、

事業者等の各主体における協働の取組を推進す

るため、中間支援機能を有する団体との交流や

情報交換等を行うこととしております。 

 施策の3におきましては、人材育成の取組とし

て、ＩＣＴを活用した講座の実施や、県の環境

学習総合サイトにおける環境プログラムや活動

事例集等の提供を通して、環境活動の指導者養

成を行うこととしております。 

 施策の4におきましては、環境保全活動等の拠

点となる環境教育関連施設等との情報交換や、
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連携した情報発信の充実を図ることとしており

ます。 

 3ページをご覧ください。 

 目指す目標の達成に向けた施策の体系をお示

ししております。 

 なお、本改訂案につきましては、11月定例会

の観光生活建設委員会におきましてご意見をい

ただくとともに、パブリックコメントの意見を

踏まえ、環境審議会で審議を行い、取りまとめ

た改訂案を本議会においてご説明をさせていた

だいているものでございます。 

 以上で第2次長崎県環境教育等行動計画改訂

版（案）の概要について、説明を終わります。 

【山村委員長】次に、交通・地域安全課長より

補足説明を求めます。 

【大嶋交通・地域安全課長】交通・地域安全課

から、第5次長崎県犯罪のない安全・安心まちづ

くり行動計画（案）の概要について、ご説明い

たします。 

 本計画につきましては、前回、11月定例会の

観光生活建設委員会において、計画素案をご審

議いただきましたところで、今回、最終となる

計画案を提出しております。お手元の補足説明

資料②-1をご覧ください。 

 本計画は、長崎県総合計画の基本戦略の1つで

ある「安心して生活できる環境づくりを推進す

る」に位置づけられ、長崎県犯罪のない安全安

心まちづくり条例に基づき、犯罪のない安全安

心まちづくりを推進するために策定する計画で

す。 

 現行計画の施策の大きな方向性を継承しつつ、

社会情勢や犯罪情勢の変化を踏まえ、令和8年度

から令和12年度までの5か年を第5次計画の期間

としております。 

 2ページをご覧ください。 

 本計画の目標として、「犯罪のない日本一安

全・安心な長崎県を目指す」と掲げ、指標を全

国トップレベルの治安水準の維持と設定してお

ります。 

 3ページをご覧ください。 

 本計画の施策体系図をお示ししております。 

 犯罪のない安全・安心なまちづくりに向けた

意識づくり、地域づくり、環境づくりの3つの基

本方向を基に、14の施策とそれにつながる78の

事業で本計画を構成しております。 

 事業における主な変更点につきましては、1

「意識づくり」において、インターネットリテ

ラシー向上の推進を新たに追加し、また、2「地

域づくり」において、再犯防止の取組の推進や

子どもの居場所や体験の機会、子どもの居場所

の充実についても新たに加えております。 

 なお、本計画案につきましては、11月定例会

の観光生活建設委員会においてご審議いただき、

パブリックコメントの意見を踏まえて素案を修

正し、取りまとめた計画案を今委員会において

ご説明させていただいております。 

 以上で、簡単ではありますが、第5次長崎県犯

罪のない安全・安心まちづくり行動計画につい

ての説明を終わります。 

 引き続き、補足説明資料③-1、第12次長崎県

交通安全計画素案の概要について、ご説明いた

します。 

 本計画は、交通安全対策基本法によって国の

計画に基づき、各都道府県でも作成することが

義務づけられており、県内の交通安全に関する

総合的かつ計画的な施策を推進するために、計

画期間を令和8年度から令和12年度までの5か年

として策定するものであります。 

 また、県の総合計画の基本戦略の1つである、

「安心して生活できる環境づくりを推進する」
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に位置づけられ、交通事故のない安全・安心な

まちづくりに寄与するものです。人命尊重の理

念の下、交通の状況や地域の実態に即した交通

安全の施策を具体的に定めて、県や県警をはじ

め関係機関が取組を推進し、交通事故のない社

会を目指します。 

 今後のスケジュールとしては、4月中旬までパ

ブリックコメントを実施し、県民からの意見を

反映させた後、6月議会において計画案をお示し

し、その後、7月に長崎県交通安全対策会議に諮

る予定としております。 

 続いて、分かりやすいように3ページをご覧く

ださい。 

 目標達成に向けた施策体系図をお示ししてお

ります。 

 本計画は、まず3つの分野、道路交通の安全、

鉄道交通の安全、踏切道における交通安全から

成り立っております。現計画を継承しつつ、近

年の交通情勢を踏まえた目標や講じようとする

施策を新たに盛り込んでおります。 

 それでは、2ページ目にお戻りください。 

 本計画の目指す姿は、引き続き交通事故のな

い交通安全社会の実現です。 

 3つの分野のうち、大部分を占める道路交通の

安全について、現計画からの主な変更点をご説

明いたします。 

 目標は、年間の24時間死者数を23人以下にす

る、年間の重傷者数を235人以下にすると設定し

ております。この数値につきましては、国の次

期計画における目標設定数値算出方法を基に、

県警と協議して設定いたしました。 

 施策を講じるための現状における重視すべき

視点としては、朱書きの部分の⑤外国人の交通

安全対策の推進、⑥特定小型原動機付自転車を

はじめとする小型モビリティの法令遵守の徹底

と安全対策の推進の2点が新規の部分になりま

す。 

 次の講じようとする施策は、8つの柱の中で推

進することとしております。この中では、朱書

きの8件を新たな施策として追加しております。 

 以上で、第12次長崎県交通安全計画素案の概

要についてのご説明を終わります。 

【山村委員長】次に、食品安全・消費生活課長

より補足説明を求めます。 

【岩永食品安全・消費生活課長】当課からは、

第5次長崎県食育推進計画、第5次長崎県消費者

基本計画、第3次長崎県食品の安全・安心推進計

画の3つの計画について、ご説明いたします。 

 まず初めに、第5次長崎県食育推進計画につい

て、ご説明いたします。資料の方は、補足説明

資料④-1の計画の概要の方のファイルをご覧く

ださい。1ページ目でございます。 

 この計画は、食育の推進に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、食育基本法第

17条に基づき、国の食育推進基本計画を踏まえ

て策定するものでございます。 

 計画の役割といたしましては、県総合計画の

基本戦略「健康で生きがいを持って暮らせる社

会をつくる」に位置づけられ、本県の食育を推

進することで、健康で文化的な生活、豊かで活

力のある社会の実現を目指します。推進の方向

性は次の3つになります。 

 生涯を通じた心身の健康を支える食育、持続

可能な食を支える食育、長崎県の特色ある食文

化の継承でございます。計画期間は、令和8年度

から令和12年度までの5年間としております。 

 次に、2ページ目をお開きください。 

 まず（1）生涯を通じた心身の健康を支える食

育です。 

 施策の展開として、食育を通じた望ましい食
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習慣の普及、健康寿命の延伸、栄養バランスや

野菜の摂取の啓発、朝食欠食の減少、口腔機能

の重要性についての啓発を進めます。 

 次に（2）持続可能な食を支える食育では、食

品の安全に関する情報提供、農漁業体験や生産

者との交流、食品ロス削減や災害時に備えた取

組を推進します。 

 最後に（3）長崎県の特色ある食文化の継承で

は、学校教育や給食、地域活動やイベントにお

いて、県産食品や郷土料理の普及を進めます。 

 次に、3ページ目をご覧ください。 

 このページは、先ほどご説明いたしました3つ

の方向性と具体的な施策の展開を体系的に示し

たものになります。 

 健康で文化的な生活、豊かで活力ある社会の

実現を目指し、心身の健康、持続可能性、食文

化の継承という3つの柱で施策を展開してまい

ります。 

 次に、4ページ目から5ページ目をご覧くださ

い。 

 計画策定に当たりまして、11月定例会の本委

員会におきましてご意見をいただくとともに、

パブリックコメントのご意見を踏まえまして、

県食育推進県民会議で審議をいたしました結果、

後ページに記載のとおり、追加・修正を行いま

して、計画の最終案として今議会にお諮りして

いるものでございます。 

 以上で、第5次長崎県食育推進計画案の説明を

終わります。 

 続きまして、補足説明資料⑤-1、計画の概要

をご覧ください。 

 第5次長崎県消費者基本計画について、ご説明

いたします。 

 この計画は、長崎県民の消費生活の安定及び

向上に関する条例第8条に基づき、人口減少、高

齢化、デジタル技術の進展など、消費者を取り

巻く環境の変化を踏まえて策定するものでござ

います。 

 計画の役割といたしましては、県総合計画の

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推

進する」に位置づけられ、消費者行政を総合的

に推進することで、県民の消費生活の安定と向

上を目指すものでございます。期間は、令和8年

度からの5年間としております。 

 次に、2ページ目をお開きください。 

 本計画は、次の4つの柱で施策を展開してまい

ります。 

 まず、（1）消費者被害の防止では、消費者の

安全確保や自主的・合理的選択の支援、デジタ

ル環境でのリスク対応、高齢者被害防止等を推

進してまいります。 

 次に、（2）消費者による持続可能な社会づく

りでは、消費者団体活動支援、食品ロス削減、

環境に配慮した行動の推進を図ってまいります。 

 次に左下、（3）消費者教育の推進。学校や地

域での教育、社会情勢に対応した消費者教育を

推進してまいります。 

 最後に（4）消費者行政の相談体制等の充実で

は、県や市町消費生活センター機能の充実、関

係機関との連携を推進してまいります。 

 3ページ目をご覧ください。 

 先ほどご説明いたしました4つの柱と具体的

施策を体系的に示したものでございます。 

 目指す姿として、「啓発活動と公正な取引環

境の確保による消費者トラブルの未然防止」「自

立した消費者を育成するための消費者教育の推

進」「消費者支援体制の充実」を掲げ、県民の

消費生活の安定と向上を図ってまいります。 

 次に、4ページ目から5ページ目をご覧くださ

い。 
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 計画策定に当たりましては、パブリックコメ

ントのご意見を踏まえ、県消費生活審議会で審

議した結果、5ページに記載のとおり、追加・修

正を行い、計画の最終案として今議会にお諮り

しているものでございます。 

 以上で、第5次長崎県消費者基本計画案の説明

を終わります。 

 最後に、第3次長崎県食品の安全・安心推進計

画についてご説明いたします。 

 補足説明資料⑥-1をご覧ください。 

 この計画は、食品の安全・安心の確保に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するため、長

崎県食品の安全・安心条例第8条に基づき、社会

情勢の変化を踏まえて策定するものでございま

す。 

 計画の役割といたしましては、県総合計画の

基本戦略「安心して生活できる環境づくりを推

進する」に位置づけられ、生産から消費までの

各段階で食品の安全性を確保し、関係者からの

理解を深めることで、県民の豊かな暮らしの実

現に寄与することを目指すものでございます。

期間は、令和8年度からの5年間としております。 

 2ページ目をご覧ください。 

 本計画は、記載の5つの柱で施策を展開してま

いります。 

 Ⅰ、生産から消費までの安全性の確保では、

生産段階においては、農畜産物、水産物の安全

性確保、製造・加工・調理・流通・販売段階で

は、監視指導体制強化、ＨＡＣＣＰ導入支援、

食品表示監視、消費段階では、食品の衛生の注

意喚起に取り組みます。 

 Ⅱ、食品に関する理解促進と信頼の確保では、

正確な情報公開、リスクコミュニケーションの

推進、食育との連携に取り組みます。 

 Ⅲ、食品の安全・安心を支える体制及び連携

の強化では、食品の安全管理に関する調査・研

究、試験検査体制や危機管理体制の整備・充実、

関係機関との連携強化を図ってまいります。 

 Ⅳ、環境の保全への配慮では、化学肥料や化

学合成農薬を低減した栽培を推進します。 

 Ⅴ、県産食品産業の振興と発展では、県産品

の認知度向上を図ってまいります。 

 3ページ目をご覧ください。 

 先ほどご説明いたしました5つの柱と具体的

な施策を体系的に示したものでございます。 

 安全かつ安心な食品の生産供給の確保を図る

ことにより、県民の豊かな暮らしの実現に寄与

することを目指してまいります。 

 4ページ目から5ページ目をご覧ください。 

 計画策定に当たりまして、11月定例会の本委

員会においてご意見をいただくとともに、パブ

リックコメントのご意見を踏まえ、県食品安全

安心委員会で審議し、去る2月2日に答申を受け

まして、計画の最終案として本議会にお諮りし

ているものでございます。 

 以上で、第3次食品の安全安心推進計画案につ

いて、説明を終わります。 

【山村委員長】次に、地域環境課長より補足説

明を求めます。 

【赤澤地域環境課長】当課の方からは、3点ほど

ご説明させていただきます。 

 まず1点目ですが、第2次長崎県地球温暖化（気

候変動）対策実行計画改訂版（案）につきまし

て、補足説明資料⑦-1の方でご説明をいたしま

す。スライドの1枚目をご覧ください。 

 本県では、令和3年3月に、令和12年度までの

10年間を対象とする第2次地球温暖化(気候変

動)対策実行計画を策定しました。今年度は中間

年度に当たり、令和7年2月に閣議決定されまし

た国の計画とも整合を図りながら、現行計画の
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方向性を継承しつつ、改訂することとしており

ます。 

 計画につきましては、長崎県総合計画の基本

戦略「安心して生活できる環境づくり」に位置

づけられるとともに、地球温暖化対策推進法に

基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）及

び気候変動適応法に基づく地域適応計画となり

ます。 

 計画の改訂に当たりましては、長崎県環境審

議会へ諮問を行い、先月、2月16日付で答申をい

ただいておりますほか、昨年11月の本委員会に

もご審議いただき、パブリックコメントや市町

への意見照会を行った上で、最終案を策定して

おります。 

 次に、2枚目をご覧ください。 

 今回の改訂では、国の方針に基づきまして、

短期目標として、温室効果ガス排出量を2013年

度比で2030年度に46％削減とし、新たに中期目

標を追加し、2035年度、2040年度において、そ

れぞれ60％、73％と設定しております。また、

長期目標につきましては、これまで同様、2050

年に排出量実質ゼロを目指すこととしておりま

す。 

 具体的な施策としましては、排出抑制対策で

あります緩和策としまして、太陽光発電設備等

の補助事業や共同購入事業の実施、ながさきデ

コ活ゼロカーボンアクション12などを推進して

まいります。 

 また、温暖化の影響を予防・軽減する適応策

としまして、気候変動適応センターへの情報発

信、災害対応力の強化、食害生物の有効活用、

藻場保全、熱中症予防対策の強化などを行うこ

ととしております。 

 3枚目をご覧ください。 

 体系図ですが、緩和策と適応策は相互補完的

な施策であり、車の両輪として、各分野で関係

部局と連携を図りながら推進してまいります。 

 4枚目をご覧ください。 

 本案は、昨年11月から12月の約1か月間、パブ

リックコメントを実施し、説明が分かりづらい

箇所など、5件、意見をいただいております。加

えて12月の本委員会でご指摘がありました温室

効果ガスの量の分かりやすい表現の記載につい

ても検討を行ったほか、成長産業・県土強靱化

対策特別委員会でご指摘がありましたカーボン

ニュートラルポートにつきましても、担当部局

に確認を行い、パブリックコメントによる変更

内容と併せて、5枚目の方に記載をしております。 

 以上で説明を終わります。 

 続きまして、第2期島原半島窒素負荷低減計画

（令和7年度改訂版）の計画案について、ご説明

いたします。 

 計画案は、補足説明資料⑧-2に記載しており

ますが、補足説明資料の⑧-2の方で、計画の概

要について、ご説明をさせていただきます。 

 この計画につきましては、従前の計画を継承

したもので、県の関係部署、島原半島3市、事業

者団体からなる島原半島窒素負荷低減対策会議

で策定するものであることから、パブリックコ

メントは行わず、同会議の中で内容の整理を行

ってきたものとなります。 

 計画策定の趣旨としましては、島原半島にお

きまして、地下水における硝酸性窒素等の環境

基準超過が見られることから、関係機関が連携

して、飲用水の安全対策及び良質な地下水の保

全のため、窒素負荷の低減に向けた取組を推進

するものであります。 

 浅井戸におきましては、改善の傾向も見られ

ておりますが、今後も継続した取組が必要なこ

とから、これまでの計画の施策体系を基本的に
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は継承した上で、本計画を策定することとしま

した。計画期間は令和8年度からの5年間として

おります。 

 スライドの2枚目をご覧ください。 

 最終的には全地点での環境基準達成を目標と

しておりますが、令和12年度における中期目標

として、定期モニタリングでの環境基準超過点

が7地点以下となることとしております。 

 施策の柱につきましては、大きく2つございま

す。 

 1つ目の柱は、健康影響を防止するための飲用

水の安全対策であり、適切な水質検査や飲用井

戸利用者への注意喚起等を行うものです。 

 2つ目の柱は、良質な地下水の保全のための窒

素負荷低減対策であり、窒素の供給源となりま

す施肥対策や畜産対策、生活排水対策を行うも

のです。 

 地下水対策には長い時間を要することから、

多くは現在の計画を継続していくものとなりま

すが、拡充としまして、半島内での主要作物で

あるバレイショにつきまして、栽培手法に応じ

たきめ細かな施肥基準の策定や指導を行うこと

としております。 

 スライドの3枚目には、今回の改訂版の体系を

記載しております。 

 続きまして、第5期大村湾環境保全・活性化行

動計画の計画案につきまして、ご説明いたしま

す。 

 計画案は、補足説明資料⑨-2として掲載して

おりますが、補足説明資料の⑨-1の方で、計画

の概要及びパブリックコメントの結果について、

ご説明させていただきます。 

 本計画は、大村湾の環境保全や活性化を図る

もので、大村湾の水質や、住民等が海と触れ合

う機会が減少しているなどの課題を踏まえ、令

和8年度からの5年間を計画期間として策定する

ものでございます。 

 本計画につきましても、昨年12月のこの委員

会でもご審議いただき、パブリックコメントを

踏まえた上で、最終案として取りまとめており

ます。 

 スライドの2枚目をご覧ください。 

 計画の体系になりますが、生物の力を活用し

た自律的な再生能力や、県民、各種団体等、多

様な主体による持続的な活用を通じて、「みら

いにつなぐ“宝の海”大村湾」を目指すことを

計画の目標としており、外部有識者で構成しま

す大村湾環境保全・活性化会議のご意見も踏ま

え、現在の第4期計画を基本としております。 

 政策の柱は大きく2つございます。 

 左側の1の森里川海が一体となった里海づく

りにつきましては、宝の海づくり、里海づくり

の観点から、流入負荷抑制対策、生物多様性の

保全、里地里山の管理、水産資源の持続的な利

用、海域環境の保全に関する取組などを行うこ

ととしております。 

 また、右側のⅡのみんなで取り組む賑わいの

ある里海づくりにつきましては、大村湾の活性

化に資するものとして、親水意識醸成や環境保

全活動の推進、地域資源の活用促進、流域連携

協働取組の推進に関する取組を行うこととして

おります。 

 現在の計画から継続する取組が多く、これら

を継続していくことが重要でありますが、新た

な調査研究のほか、体験活動や情報発信の強化

にも取り組んでいきたいと考えております。 

 スライドの4枚目をご覧ください。 

 12月から1月にかけて実施しましたパブリッ

クコメントの結果になります。 

 2名の方から13件のご意見をいただきました。
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主なご意見につきましては、4ページの2にお示

ししたとおりであり、12月の計画素案から変更

した主な内容は、5枚目のとおりであります。 

 以上、当課からの3件についてご説明を終わり

ます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

【山村委員長】次に、資源循環推進課長より補

足説明を求めます。 

【山内資源循環推進課長】当課からは、所管し

ます2つの計画についてご説明いたします。 

 まず1つ目は、第6次長崎県廃棄物処理計画案

について、ご説明をいたします。補足説明資料

⑩-1の1ページをお開きください。 

 本計画は、循環型社会づくりに向け、県内の

廃棄物処理等の現状や国の動向を踏まえ、策定

をするものです。県民、事業者、行政など、全

ての主体が協働・連携するための指針となるも

のです。計画の期間は、令和8年度からの5年間

です。 

 経過につきましては、長崎県環境審議会へ諮

問を行い、2月16日付で答申をいただいておりま

す。 

 これまでパブリックコメント等による県民か

らのご意見を反映した計画案につきまして、本

日の委員会にてご審議をいただきたいと思って

おります。 

 2ページ目をお開きください。 

 目指す将来像につきましては、環境への負荷

が少ない循環型社会です。 

 目標達成に向けた3つの施策につきまして、説

明をいたします。 

 1つ目の施策は、食品ロス削減など4Ｒの推進

です。県民会議・市町と連携した実践型の4Ｒを

推進するほか、県内在住のインフルエンサーや

地元メディアを活用しまして、多チャンネル連

携型による普及啓発を強化してまいります。 

 次に、2つ目の施策、プラスチックごみの発生

抑制、再資源化の促進といたしまして、プラス

チック資源循環促進法に基づく各種取組のほか、

海岸漂着ごみの対策について、市町や民間団体

と連携し、引き続き回収処理、発生抑制対策を

推進していきます。 

 次に、3つ目の施策、廃棄物の適正処理の推進

です。 

 パトロールや事業者への立入検査を行うなど、

引き続き不適正処理防止に努めてまいります。 

 なお、各施策の数値目標につきましては記載

のとおりでございます。 

 最後に、地域循環システムと地方創生です。 

 こちらにつきましては、地域内の廃棄物が資

源となり、付加価値の高い再生材として地域内

循環利用ができれば、持続可能なまちづくりに

つながります。そのためには、資源循環のため

の製造業者とリサイクル業者の事業者間の連携

が必要不可欠でございます。まずは、国の動き

や先進地事例などを踏まえ、地域の循環資源の

可能性について、関係事業者らと議論・協議し

てまいります。 

 また、今後、人口減少などの影響も踏まえ、

持続可能な廃棄物処理体制の確保に向け、ごみ

処理施設の広域化・集約化計画や災害廃棄物処

理計画の見直しを行ってまいります。 

 3ページになります。 

 3ページにつきましては、施策の体系図をまと

めております。 

 また、4ページ、5ページにつきましては、パ

ブリックコメント等の結果でございます。いた

だきました47件のご意見のうち、30件を計画本

文へ反映しております。非常に多くのご意見を

いただき、ありがたいと思っております。 

 以上、第6次長崎県廃棄物処理計画案について、
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ご説明を終わります。 

 続きまして、第2次長崎県食品ロス削減推進計

画について、ご説明いたします。 

 補足説明資料⑪-1により説明いたします。1ペ

ージをお開きください。 

 この計画は、食品ロスの削減の推進に関する

法律に基づき、国の基本的な方針や県内の現状

を踏まえ、循環型社会の実現に向けて、県民運

動として、食品ロス削減をさらに推進するため

の計画です。計画の期間は、令和8年度から令和

12年度までの5か年です。 

 これまでパブリックコメント等を実施した結

果として、県民からのご意見を反映した計画案

につきまして、本日委員会においてご審議をい

ただきたいと思います。 

 次に、今回の計画案のポイントについて、ご

説明いたします。2ページ目をご覧ください。 

 本県の目指す姿は、長崎食ロスゼロでありま

す。目標として2つ挙げております。 

 目標1として、1人1日当たりの食品ロス発生量

を令和12年度には89.4グラムまで削減する目標

としています。 

 また、目標2としまして、食品ロス問題を認知

して削減に取り組む消費者の割合を指標として

おります。令和12年度の目標として96％以上と

しております。 

 次に、食品ロス対策として、家庭系と事業系

に整理をしております。 

 直接廃棄が多い家庭系対策といたしまして、

冷蔵庫在庫使い切り等、食材を無駄にしない行

動変容に向けた周知啓発をＳＮＳ等を活用しま

して実施してまいります。 

 また、小中学生を対象に、食品ロス削減に向

けたポスターコンテストを開催し、入選作品等

は啓発資材等に活用させていただきます。こち

らの数値目標につきましては、関係イベント等

での普及啓発を年に2回開催、ポスターコンテス

トを年に1回実施としております。 

 次に、事業系の対策としまして、小売店での

手前取りや見切り品の活用、飲食店では、宴会

時の3010運動推進など、周知啓発を行い、また、

フードバンク活動の紹介などに取り組んでまい

ります。 

 数値目標としては、3010運動の認知度を令和

12年度は令和7年度比倍増の50％へ上げる目標

としております。また、フードバンク活動の認

知度を令和7年度の78％から令和12年度には

95％まで上げる目標としております。 

 3ページになりますが、こちらは各主体の責務、

役割と、県の施策について体系としてまとめて

ございます。 

 4ページ、5ページには、いただきましたパブ

リックコメントの結果、その対応について記載

させていただいております。 

 以上、第2次長崎県食品ロス削減推進計画につ

いて、ご説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

【山村委員長】次に、自然環境課長より補足説

明を求めます。 

【深谷自然環境課長】補足説明資料⑫-1、長崎

県生物多様性保全戦略（案）の概要について、

ご説明いたします。 

 本戦略の役割としましては、長崎総合計画の

基本戦略の1つである「安心して生活できる環境

づくりを推進する」に位置づけられ、生物多様

性の保全と持続可能な利用に関する基本的な計

画となるものであり、今回、生物多様性の現状

を踏まえた課題を整理し、今後5年間の生物多様

性保全の行動目標や施策を定め、人と自然が共

生する社会づくりを目指してまいります。計画
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の期間は令和8年度からの5年間となります。 

 2ページをご覧ください。 

 生物多様性保全戦略では、いきものと人々が

にぎわう「ながさきの未来環境」の実現を目指

し、2050年までの長期目標として3つの目標を掲

げております。この3つの目標につきましては、

基本的に現戦略を踏襲したものとなっておりま

す。 

 この2050年目標の達成に向け、今後5年間で達

成すべき行動目標として、5つの2030年目標を掲

げております。 

 目標の検討に当たりましては、環境審議会に

おいて、国内や県内の社会変化、気候変動等の

グローバルな動向等を踏まえた議論を行ってい

ただき、取りまとめております。 

 この5つの行動目標とそれぞれの施策の内容、

指標設定の例につきましては、2ページの中ほど

から3ページにかけて記載しているとおりでご

ざいます。 

 行動目標1では、多様な主体の理解を深め行動

と連携強化につながるよう、普及啓発や保全活

動等の推進に向けた取組など、行動目標2では、

環境監視と種の保護、生態系の保全の強化とし

て希少種等の保護や重要地域の保全など、行動

目標3では、自然環境の適切な保護管理として外

来種対策など、行動目標4では、自然資源を活用

した地域づくりとして、自然資源を活用した公

園施設の整備など、行動目標5では、基礎データ

の収集整理や人材育成などについて、それぞれ

取り組んでまいります。 

 4ページでは、次期戦略案の全体の構成をお示

ししています。また、5ページ以降には、パブリ

ックコメントの結果等について示してございま

す。 

 本戦略の策定に当たりましては、11月定例会

の観光生活建設委員会においてご意見をいただ

くとともに、パブリックコメントや市町からの

ご意見を踏まえ、環境審議会で審議を行い、取

りまとめた案を今議会においてご説明させてい

ただいているものでございます。 

 生物多様性保全戦略案の概要の説明は以上で

ございます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

【山村委員長】以上で、説明が終わりました。 

 審査の途中ですが、午前中の審査はこれにて

とどめ、午後は1時30分から再開し、引き続き県

民生活環境部の審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 零時 １分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山村委員長】午前中に引き続き、県民生活環

境部の審査を行います。 

 議案外所管事務一般に関する質問を行います。 

 まず、政策等決定過程の透明性の確保などに

関する資料について、質問はありませんか。よ

ろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】 質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、質問はありませ

んか。 

【宮本委員】それでは議案外についてですね、

質問をさせていただきます。1点だけ質問いたし

ます。 

 食育推進について質問いたします。 

 先ほど午前中も第5次長崎県食育推進計画の

概要説明がありましたけれども、その中で、食

育フェスタに関することです。 

 今年度、昨年の12月21日、長崎駅のコンコー

スで長崎県食育フェスタが開催されまして、私
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も初めてになりましたけども、参加いたしまし

た。食育の普及啓発の観点から、非常に有意義

なフェスタで、非常に楽しかったです。当日は、

日曜日の午後でしたので、多くの方々が訪れて

いた、県民の方々が来ていらっしゃったんです。

高齢者から親子、子連れの方々もたくさん来て

いらっしゃいました。関心度は高いんだなとい

うのを確認をさせていただきました。 

 非常に私にとってはすばらしいフェスタであ

ったので、来年度も、この食育フェスタを継続

して開催していただきたいということと、あわ

せて、会場選定について、今年度は長崎駅のコ

ンコース、表彰は県庁1階ロビー、催物は長崎駅

のコンコースだったんですけども、場所の選定

についてもですね、しっかりと検討していただ

きたいと思いますけれども、ちょっとお考えを

お聞かせください。 

【岩永食品安全・消費生活課長】お話しいただ

きました食育フェスタにつきましては、食の体

験を楽しみながら、食の基本となる健康ですと

か、環境、農林水産業等について、知っていた

だく、食への関心を高めることを目的に、県庁

各関係部局と連携して開催しているところでご

ざいます。 

 昨年度に引き続き、本年度は、先ほど委員も

お話ありましたように、昨年12月21日の日曜日

に、長崎駅のコンコース、ちょうど改札口とか

もめ市場の間のところですけれども、そちらの

方でブース等を出して開催いたしました。 

 会場の方では、食に関する正しい知識の普及、

あと野菜摂取量や骨密度の測定といった健康状

態への気づきの機会をつくりまして、食育推進

の観点から、県民にとっても、我々にとっても、

有意義な機会になったんではないかなというふ

うに受け止めております。 

 来年度の開催につきましては、継続する方向

で第3回目を開きたいというふうに思っており

ます。今年度の実績や課題等を踏まえまして、

規模や会場選定も含めて、適切な実施方法を整

理していきたいなというふうに思っております。 

 なお、会場につきましては、今回長崎駅のコ

ンコースでしたけれども、県民のアクセス性で

すとか、想定の来場者数等、総合的に勘案いた

しまして、今後決定していきたいというふうに

考えております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 よかったです。来年度も継続の方向で検討と

いうことですので、ぜひともですね、開催して

いただきたいということを改めて要望いたしま

す。 

 2回目、12月21日が2回目だったんですけども、

1回目は参加しておりませんけれども、前回と今

回でですね、どの程度の来場者があったのか、

2回目、結構多かったように感じるんですけども、

1回目と2回目の来場者の比較、県として把握し

ている数字がありますならば、教えてください。 

【岩永食品安全・消費生活課長】昨年度は第1回

目の食育フェスタになりますけれども、県庁1階

のエントランスで開催させていただきました。

参加者といたしましては186名ということで把

握をしております。 

 一方で、今年度は長崎駅のコンコースでの開

催ということになりましたので、たくさんの方

が行き交う中での開催となりました。来場者の

方につきましては、会場内でボールペン等の啓

発資材等を配布いたしましたし、各ブース数で

の来場者数などを聞き取って、総合的に勘案い

たしますと、最低でも240名の方はご来場いただ

いたんじゃないかなというふうに考えておりま

す。 
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【宮本委員】ありがとうございました。 

 確かに駅コンコースは多かったように感じま

すし、ベジチェックとか骨密度の測定について

は並んでいた方もいたので、240名程度というこ

とでですね、改めて確認をいたしました。 

 食育フェスタ、食育ということに関するなら

ば、食生活改善推進委員、略して食改さん、こ

れ私も一般質問等々でもですね、過去に取り上

げさせていただきましたけど、非常に食改さん

が日頃から地域に根差した活動を、食育につい

てはされています。今回のイベント、食育フェ

スタではですね、ちょっと姿が見えなかったよ

うな感じです。 

 ぜひともですね、食改さんについても、食育

フェスタのような県のイベントには関わってい

ただきたいというふうに私自身は考えていて、

それによって県民への発信も可能になってです

ね、内容も非常に充実してくるのではないかと

いうふうに思います。 

 今回のイベントで2回目ですよね。今年度のイ

ベントで、食改さんがどのような形で関わって

いたのか。先ほども継続の方向性ということは

あるものの、来年度ですね、今後の食育フェス

タについて、食改さんの皆さんとはぜひとも連

携をしていただきたいというふうに考えていま

すけれども、県としての考え方について、確認

をさせていただきます。 

【岩永食品安全・消費生活課長】食生活改善推

進員の皆様につきましては、日頃から地域にお

きまして、食育や健康づくりの普及啓発を担っ

ていただいております。地域の食育の大事な担

い手であると認識をしております。 

 その活動と言いますのは、地域住民の方への

料理教室や講話、生活習慣病の予防に関する取

組、いろいろ多岐にわたって取り組んでいただ

いておりまして、主に市町の健康フェスタなど

の地域イベントと併せて、食育に関する啓発活

動を実施していただいているところでございま

す。 

 今回の県の食育フェスタの方では、食改さん

の方には直接的な出展ということはございませ

んでしたが、日頃より各地域でですね、行われ

ている活動内容は、県としても非常に大きな財

産であるというふうに考えておりますので、本

課においても、補助金等で現在その活動を支援

しているところでございます。 

 今後、県で開催する食育フェスタの方では、

食生活改善推進員の活動状況の紹介なども含め

て、連携の在り方を、長崎県の食生活改善推進

協議会というのがございますので、そういった

ところをはじめ、庁内の関係部局で、市町とも

協議しながら、検討していきたいなと思います。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 ぜひともですね、連携して協議して参加して

いただきたいというふうに思います。 

 以前は、食改さんについては、各家庭を県内

5,000世帯を回っていただいて、減塩チェック、

塩分チェックですね。みそ汁の中にどれだけ塩

分が入っているかというのをしていただいたり

とか、もちろん地域の食に関する活動はもちろ

んのこと、そういった健康長寿日本一の長崎県

づくりにも寄与していただいていますから、ぜ

ひともこの食育フェスタでも活躍の場をですね、

つくっていただきますようにお願いしたいと思

います。 

 最後1点ですけども、広報についてちょっと確

認をさせていただきたいんですけれども、食育、

広報がなかなか行き届いているのかなという、

ちょっと懸念はあります。ここの計画の中にも、

びわ太郎というのが出てきてですね。私も当日、
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こういうキャラクターがいるんだなというのを、

すみません、申し訳なく初めて知ったところで

す。びわ太郎＆こびわといって、非常にかわい

いマスコットキャラクターがいるものの、なか

なか普及はしてないんじゃないかなと思います。 

 その中においても、びわ太郎通信というのが

発行されているんですけれども、これは食育の

広報手段でありますが、県民の中ではなかなか

知られていないという印象が、私自身はありま

す。一般の方々にどこまで届けていらっしゃる

のか、このびわ太郎通信ですよね。びわ太郎通

信の周知方法、配布ルートについてですね、ち

ょっと確認をさせていただきます。 

 そして、このびわ太郎通信というものが、食

育推進という観点からするならば、より効果的

に県民に届けるための広報手段であるというふ

うに考えますけれども、検討状況についてです

ね、お聞かせください。 

【岩永食品安全・消費生活課長】びわ太郎通信、

びわ太郎食育通信につきましては、県民の皆様

に、食育や食の安全安心を広報するために、平

成19年から作成をしておりまして、令和6年度か

らはメール配信という形で、数多くの方に、発

信をしているところでございます。 

 現在の配信ルートといたしましては、当課か

ら、市町、幼稚園、保育園、学校、大学、あと

食育関係団体ですとか、あと庁内各課も含めて、

合計338機関にメール送信を行っているところ

でございます。これらの団体等を通じまして、

関連する機関に転送していただくことを含めま

すと、大体1,039か所への施設等へ情報が展開さ

れているものというふうに考えております。 

 また、このびわ太郎食育通信につきましては、

個人でメール配信登録ということもできるよう

な形にしておりまして、県民の皆様に、直接お

届けする仕組みとして、現在運用しているとこ

ろでございます。 

 より多くの県民の皆様に利用していただける

ように、登録数増加に向けて、努めてまいりた

いと考えております。 

 さらに、このびわ太郎食育通信につきまして

は、当課のホームページに掲載をしておりまし

て、インターネットを通じて、いつでも閲覧で

きるような形を取っております。 

 今後につきましては、食育推進の一層の効果

向上に向けまして、今の既存の配信ルートの活

用に加え、食育の実践につながるような掲載内

容の充実に努めて、より多くの方に広報できる

よう、周知できるように努めていきたいという

ふうに考えております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 関連団体ですね、あと個人でのメール配信も

受け付けているということです。びわ太郎食育

通信、もっともっと見ていただけるようにです

ね、取組をしていただきたいと思いますし、配

信ルートの活用もですね、しっかりと取り組ん

でいただきたいと思います。 

 個人的にはマスコットキャラクター、ぬいぐ

るみなどをですね、着ぐるみなどを作っていた

だきたいということも、併せて要望させていた

だきます。 

 食育フェスタについては、本当に食育を推進

する場として非常にいい機会でありますので、

もっともっと県民の方々についても食を深めて

もらいたいと、理解を深めてもらいたいと思い

ます。 

 今回は駅のコンコースでありましたけど、か

もめ市場とか、もっと広いところでの会場設定

もしていただいてもいいんじゃないかなという

ふうに思いますので、引き続き充実した食育フ
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ェスタになるように推進していただきたいとい

うことを、併せて要望させていただきます。 

【山村委員長】ほかにありませんか。 

【鵜瀬委員】それでは、私の方から2点、お尋ね

をいたします。 

 本日、様々な計画の説明がありました。それ

ぞれ昨年の11月の議会の当委員会におきまして、

素案については審議させていただいたというこ

とでありました。私は今回、この委員会に入る

のは初めてなので、質問をさせていただきます。 

 まず第1点目が、今、宮本委員の方からも話が

ありました第5次長崎県食育推進計画案概要の2

ページについて、お尋ねをいたします。 

 本計画の3本柱の1つであります長崎県の特色

ある食文化の継承、郷土料理や地産地消への関

心の数値目標の学校給食における地場産物使用

推進週間の県産品使用割合が、令和6年は74.4％

になっておりますけども、令和12年、74％と下

がっております。本来なら、県産品の使用割合

は、食育の観点から増やすべきだと思いますが、

なぜ下がっているのか、お尋ねをいたします。 

【岩永食品安全・消費生活課長】ご指摘のとこ

ろの記載につきましては、時点修正ができてお

らず、間違った数字がちょっと記載されており

ます。正しくは令和6年度の数字が74％、令和12

年度の目標値が74％以上というのが正しい数字、

目標となります。誠に申し訳ございません。 

 委員と同様のご指摘は、この食育推進計画を

検討・策定しておりました長崎県食育推進県民

会議の方でもご指摘を受けまして、所管してお

ります教育庁、体育保健課の方とも協議をいた

しましたところ、先ほど申し上げたような目標

の方に数値目標を変更させていただいていると

ころでございます。おわびして訂正させていた

だきたいと存じます。 

【鵜瀬委員】はい、分かりました。ぜひですね、

やっぱり食育の観点から、それぞれ地域にやっ

ぱりすばらしい野菜や肉や魚や、いろいろあり

ますので、ぜひ学校給食の中でもですね、でき

るだけそういった週間などにおいては、使用し

ていただくことをお願いを申し上げます。 

 続きまして、先ほど令和8年度当初予算審議の

中でもありましたけども、長崎県生物多様性保

全戦略についてお尋ねをいたします。 

 計画策定において、県民アンケートを実施さ

れておりまして、その結果、生物多様性という

言葉の認知度は上昇傾向となっておりましたが、

その意味や取組についての理解は低いことが分

かったとのことでありました。生物多様性の重

要性や県民の理解を深め、保全に向けた行動に

つなげていくことが重要と考えております。 

 そこで、今後の取組についてお尋ねをいたし

ます。 

【深谷自然環境課長】生物多様性保全戦略につ

いて、詳細にお読み取りをいただきまして、あ

りがとうございます。 

 ご指摘の点は、戦略本体、補足説明資料⑫-2

の31ページに結果を掲載しているものでござい

ます。 

 毎年行っている県民意識アンケートの結果で、

生物多様性について、意味は知らないが言葉は

聞いたことがあるという方が48％、意味も知っ

ているという方は28％ということで、どちらも

5年前から上昇しておりまして、その合計した数

字76％をその認知度の基準値として採用してい

るところではございます。 

 他方で、ご指摘のように、行動変容にきちん

とつなげていく意味では、その中身、意味する

ところをきちんと理解していただくことが重要

というふうに考えております。 
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 そういうことで申し上げますと、多様な主体

の理解を深めるということについては、従前の

戦略から継続して、庁内の関係部局とも連携し

て取り組んでおりますけれども、今回の戦略で

は、学校の教員に対しての効果的な情報提供で

すとか、地域の活動へのアドバイザーの派遣等

を強化することとしています。 

 また、分科会でもご説明申し上げましたよう

に、生物多様性の恵みや保全の必要性について、

分かりやすくご理解いただくための取組という

ことで、生物多様性情報見える化事業というと

ころで、保全戦略の概要版をつくって、その生

物多様性の意味ですとか、重要性をご理解いた

だくための媒体、地域ごとの自然をご紹介する

動画、そういったものを作って、教育現場です

とか活動の現場で使っていただくように取り組

んでまいりたいというふうに考えております。 

【鵜瀬委員】ありがとうございました。 

 今言われましたとおりですね、見える化事業

を動画を使ったり冊子を使ったりして、もう割

と分かりやすく作っていくと、教育現場にも下

ろしていって、子どもたち、次世代に向けて発

信をするということでありました。 

 今、ふるさと教育が小学校から高校まで一貫

してあってますし、そういった生物多様性、自

分たちの住んでいるところにそういう貴重なも

のがあるということが、ふるさとに対する誇り

でもありますし、自慢にもなるかと思います。

また、それを保全していくということが大事で

ありますので、例えば観光産業の中で体験メニ

ューということで、その保全環境ですね、きれ

いにするためにごみを拾ったりとか、そういう

のを、要は有料でするような、特に関東の方は

そういった意識が強いので、それをメニュー化

してですね、そこでお金を生んで、またさらに

その保全に努めていただくような財源として、

将来的にはなるようにですね、今後、まずは裾

野を広げていただいて、地域、そして子どもた

ち、次世代に発信をしていただくと、併せて県

民全体に発信をしていただくようにお願いをし

まして、私の質問を終わります。どうぞよろし

くお願いします。 

【田中委員】2点ほど、ちょっと質問をさせてい

ただきます。 

 過去も何回もこの委員会には入ったことある

んでね、20年来の課題だと思ってるんだけども、

浄化槽、個人浄化槽料金と下水道料金の比較に

おいて、あまりにも家庭用の浄化槽の利用料金

が高過ぎるんじゃないかと。倍とは言わんけど

ね。倍とは言わんけど。年間4万円にすれば、下

水道がね、8万円ぐらいの利用料金になるという

ことでね、何回も何回も皆さん方に、どうにか

ならんもんでしょうかねと相談したけれども、

どうですかね、今、進展してますか。現状を教

えてください。 

【佐藤水環境対策課長】以前から、ご指摘とし

て公共下水道と浄化槽の維持管理にかかる費用

ということでは、ご指摘をいただいておりまし

た。 

 これまで、県としては汚水処理、公共下水道

等を全部含めた処理人口普及率の方の拡大を図

るということで、合併浄化槽の設置の方に、基

本的には補助金を交付するということで、今ま

では回答してきております。 

 国の方では、維持管理に関しても高齢者世帯

に関しては、一部維持管理の方を負担するとい

うような制度も、今できているところでござい

ます。県の中では、まだその国の制度を取り入

れて実施しているところはございませんが、国

の方ではですね、今そのように維持管理に向け
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て補助制度というのも少しずつできてきている

という状況でございますので、国の状況等もよ

く見ながら、県としてもしっかり対応していき

たいと考えております。 

【田中委員】その20年来、変わってないという

感じなんだね、回答がね。 

 一番問題なのはね。家の大きさで何人槽、何

人槽と決めるね。利用する人数で決めれば、そ

んな感じじゃないんだよ。そして、この調整区

域、市街化調整区域の皆さん方が意外と利用が

多い。田舎の方が。田舎は家が大きいのは、立

派な家をお持ちなんですよ。そうすると、家の

大きさによって利用料金が決まるような形にな

るからね。合併処理槽の。うちなんかも10人槽

になってる。3人しか住んでないけど。ずっとも

う、作ってから。だから、倍近くの利用料金に

なるんで、私はもう周辺の皆さんには、推薦し

ませんよと何回も言って、改善をお願いしたけ

れども、何も進展してないということかな。も

うさっきの答弁は、それ以上のことはないでし

ょうからね。分かりました。 

 しかし、どうにか少し改善してくださいよ。

勧めようがない。新築なさるところにね。 

 次にね、これもずっと昔から言ってるんだけ

ども、大村湾の浄化というか、環境保全。今何

か、大村湾は環境保全活性化事業として、未来

につなぐ大村湾事業というようなタイトルでや

ってもらってるみたいね。大村湾。しかしこの

大村湾は、本当、長崎県にとっては貴重な財産

だと思ってるからね。財産だと。 

 だから、大村湾の環境が悪かったんです、20

年ぐらい前、特にね。年々よくなっていると聞

いているけれども、数値で、大体、ＣＯＤとい

うかな、あんな感じで皆さんは説明なさるけれ

どもね。私はだから、水質は大村湾でもね、早

岐瀬戸水道、ハウステンボス周辺の環境がどう

なってるのかな、よくなってるのかなというこ

とをお聞きすると、一緒に。未来につなぐ大村

湾事業というのはどういうことをやっているの

か。それをちょっとお聞かせ願いたい。 

【赤澤地域環境課長】まず1点目のご質問、早岐

瀬戸の水質の関係ですけど、早岐瀬戸の水質に

関しましては、佐世保市さんの方で測定を行っ

ております。公共用水域の調査地点として、指

方町の深谷地先という点がございます。この地

点で環境基準が設定されており、基準が3という

ことになっておりますが、昨年度の測定値とい

たしまして、2ミリグラムパーリットルとなって

おります。 

 ここ数年は環境基準を達成している状況でご

ざいます。 

 また、2点目の未来につなぐ大村湾関係の事業

ですが、当課で行っている事業としましては、

環境の保全が大事ということで、今後、来年以

降ですけど、水中ドローンを活用して、環境教

育を進めながら、大村湾に対する親水意識の醸

成とかを行いたいと思っております。 

 また、下の方に難分解性有機物ということで

記載をさせていただいておりますけど、大村湾

のＣＯＤに関しましては、従来、例えば植物の

プランクトンとか、そういったものが発生した

ときに、ＣＯＤが高くなるというふうな現象が

起きております。 

 委員がご指摘されたように、数十年前には3を

超えている時期もありましたので、その時期か

ら比べると、かなり低くはなっているという状

況でございます。 

 ただここ数年は、2から2.5で推移をしている

という状況。したがいまして、このＣＯＤ自体

が、単にその植物プランクトンだけなのかどう
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かということを、今後研究としてやっていくと

いうことを考えております。 

 難分解性有機物というのが、いわゆる陸上の

方から流れ出してきて、それが長期にわたって

滞留する、なかなか分解しにくいものというの

が、ある程度存在するんじゃないのかというの

が、最近全国的にも言われているというところ

でございます。したがいまして、来年度以降、

こういったことが実際大村湾でどうなのかとい

うことを研究したいと考えております。 

 先進地としては、琵琶湖とかそういったもの

もございますので、そういったところの事例研

究なんかも含めながら、今後やっていきたいと

考えております。 

【田中委員】今、5期計画なのかね、5期計画。

ずっと目標を定めてやってきてもらっているこ

とはいいけれども、何かマンネリ化しているよ

うな感じがね。だから、より具体的に、未来に

つなぐ大村湾事業というのを打ち出して、周辺

人口も多いし、これは長崎県の宝ですからね、

大村湾というのは。長与時津からぐるっと回っ

て、諫早、大村、川棚、それから彼杵とかね。

佐世保市も入ってるんですよ、十分。西海市も

入るしね。もう佐世保市でも、私は針尾島だか

らね。もう最たるものだ。大村湾の早岐瀬戸の

ところだからね。だから、ずっと関心を持って、

この浄化については発言をしてきたんだけども、

簡単にいかないみたいね。それは、終わります

が、1つだけね、委員会とはちょっと違うけれど

も、ナマコが取れなくなったという、やっぱり

環境が悪くなったからだろうと、私は逆に思っ

たりするんだけどもね。 

 だから、大村湾に稚貝、稚魚をね、毎年10億

円ぐらい放り込めという話は、昔、相当やった

ことがあるんだけれどもね。そうすると、大村

湾の魚を釣る、そういう人たちにとっては、も

う大村湾というのはやっぱり安心安全な魚釣り

ができるんでね。ぜひもう一度、見解をお聞き

して終わりたいと思います。具体的な事例があ

れば、お聞かせください。 

【赤澤地域環境課長】先ほど申しましたとおり、

その難分解性有機物の化学的な部分というのも

ございます。また、当然この計画の中では、先

ほど委員がご指摘されましたナマコの関係とい

うのも入っております。ナマコをどうするかと

いうことについては、水産部の基本計画になり

ますが、大村湾では、重要な資源と考えており

ます。 

 したがいまして、そこの方ともリンクしまし

て、水産の方のナマコの研究とか、そういった

ものも踏まえて、こちらの方としてもきっちり

情報の収集と把握をしていきたいと考えており

ます。 

【田中委員】はい、お願いしておきます。終わ

ります。 

【山村委員長】ほかにありませんか。 

【山田委員】午前中のお尋ねをしてました快適

で美しいまちの保全に関する条例の件で、いろ

いろ調べていただいたようですので、他県の状

況も含めてご答弁いただければと思います。 

【山内資源循環推進課長】午前中に山田委員か

らご質問いただきました、ポイ捨て条例等につ

いて他県ではどういった内容になってますかと、

どういった運用になっているかというお尋ねで

したけれども、調べました結果、九州管内では

本県のみが県で条例で定めて対応しており、九

州管内のほかの県では対応していないというこ

とでございました。九州各県のそれぞれの市町

の方で条例化をしているところでございますの

で、九州管内においては本県でのみ対応してい
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るという状況でございました。 

【山田委員】先進的に、九州のどこの県もやっ

ていないけれども、観光県である長崎県として、

県が条例に基づいて指定いただいているという

ことは、すばらしい取組だというふうに思って

おります。 

 長崎市は独自の条例でもって指定をされてい

るようでありますが、佐世保市は残念ながらま

だ駅前辺りだけということでありましたので、

各地でですね、こういったところが広がってい

くことを期待をしたいというふうに思っており

ます。 

 次に、第5次長崎県犯罪のない安全・安心まち

づくり行動計画案の概要の2ページの中で、地域

の防犯、安全活動の促進で、再犯防止の取組の

推進というふうに書いてあります。私もお隣の

宮本委員も保護司をしております。この件に関

しては、日頃より取組をしているところではあ

ります。 

 まず、残念ながら2人に1人の方が再犯してい

る現状があります。そして、無職者は有職者に

比べて3倍ほど再犯する確率が高い。高齢者や薬

物関連の再犯も非常に多い。そして、出所5年以

内で再入率34.1％、これ2019年の数字だから、

まだ高くなっている可能性があるかというふう

に思っております。こういった中であるという、

現状がこういう状況であるということ。 

 あわせて、福祉部局の方で長崎県再犯防止推

進計画をつくっているというふうに思っており

ます。連携の在り方、福祉部局との連携の在り

方、この、ここに書いている再犯防止の取組の

推進ということについて、中身も含めてお聞か

せをいただきたいと思います。 

【大嶋交通・地域安全課長】今のご質問につき

ましては、再犯防止の取組というふうに、とい

うことですので、これはですね、犯罪を犯した

者が円滑に社会復帰できるように支援し、地域

社会の一員として支え合う地域社会づくりをや

っていくというような形であります。 

 具体的に申しますと、先ほど委員ご指摘もあ

りました県の計画と、市町にも再犯防止推進計

画がありますので、その取組支援を行うという

のと、県の再犯防止ネットワーク会議というの

を福祉保健課が主催しておりますので、それを

開催をして情報共有するという形です。 

 あともう1点、地域生活定着支援センター、こ

れ厚労省の所管で、出所者に対して出所前から

福祉サービスへつなぐ一貫した支援を行うとい

うセンターがございます。その運営による地域

ネットワークの強化ということを推進していく

というふうにお聞きしております。 

【山田委員】福祉部局と連携して、様々な会議

体で情報共有をいただくということでありまし

た。 

 再犯をしないためには、まず仕事をすること、

そして住まいを確保すること、非常に重要であ

りますので、引き続き取り組んでいただきたい。

再犯をしないまちになれば、さらに安心して暮

らすことができると思いますので、引き続き取

組をお願いしたいと思います。 

 次に、すみません、私、予算でちょっと聞き

そびれてたものがありまして、大変申し訳ない

ですけど、予算の件でちょっと聞きたい事業が

あります。 

 横長の24ページ、女性のキャリア形成応援事

業の中で、女性の再就職を応援するということ

で、女性等の就業相談を実施をいただいている

ようでありますが、予算が減になっているよう

でもあります。この取組状況をちょっとお聞か

せください。 
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【本多男女参画・女性活躍推進室長】お尋ねい

ただきましたのが、横長24ページの女性の再就

職応援事業費ということで、674万5,000円とい

うことになっております。令和7年度当初からで

すね、130万円程度減額となっておりますが、こ

ちらですね、今年度、令和7年度から9年度まで

の複数年契約を行いまして、その契約に基づく

令和8年度の分の減額ということでですね、事業

内容については、令和8年度も令和7年度と同様

の取組を行うこととしております。 

 予算額としましては、キャリアカウンセラー

1名の人件費、それから女性向けのセミナーとい

たしまして、ＩＴ分野への関心を高めていただ

くためのセミナーを行っております。そのセミ

ナーの経費。それから施設の賃借料という形に

なっております。 

 内容といたしましては、長崎市のメルカつき

まち4階でですね、長崎県人材活躍支援センター

というものを設置しておりますが、その中に女

性のキャリアカウンセラー1名を配置いたしま

して、子育てなどで離職した後、再就職を希望

される女性とかですね、女性全般の相談窓口で

はあるんですけれども、主にそういう子育てな

どで離職された女性の再就職の相談窓口という

ことで、「ウーマンズジョブほっとステーショ

ン」というものを設置しております。 

 相談内容といたしましては、就職に向けて、

育児や介護に関する悩みとか、利用者の経歴と

かですね、強みというのもございますので、そ

ういったことを整理しまして、利用者に合った

仕事をですね、キャリアカウンセラーと一緒に

考えるような個別カウンセリングをやっており

ますほか、その方に応じた適職診断、それから

履歴書作成のアドバイスとか、コミュニケーシ

ョンやビジネスマナーなどに関するセミナーも、

その人材活躍支援センター全体で行っていると

ころでございます。 

 相談方法につきましては、来所による対面相

談だけでなくですね、こちらの横長にも書いて

おりますけれども、オンラインや電話による相

談も行っておりまして、こちらの方の周知も行

っていくこととしております。 

【山田委員】「ウーマンズジョブほっとステー

ション」ですね。私、京都に視察に行ったりし

て、随分昔ですけど、議会で求めて設置をいた

だいている、私が質問したからではなくて、世

の中的に必要だったから実現できたことと思い

ますが、非常にありがたく思っているところで

あります。 

 相談実績とですよ、マッチングリストという

か、就職に結びついた件数とか、すぐ答えられ

ますかね。 

【本多男女参画・女性活躍推進室長】利用の状

況でございますが、来所者数がですね、令和6年

度808人ということで、それから令和8年度の2月

末、今年度の令和7年度の現時点での2月末時点

での利用者数が、来所者数が984人となっており

ます。求人求職活動が活発であることなどから

ですね、利用はこの2年続けて増加しているとい

うことでございます。 

 就職率の方ですけれども、就職者数といたし

ましては、令和6年度は279名の就職が決定いた

しておりまして、就職率75.6％となっておりま

す。 

 それから令和7年度の2月末時点の状況ですけ

れども、271名の就職が決定しておりまして、就

職率は若干、今のところ去年とは落ちておりま

して、71.9％となっております。 

【山田委員】この就職率が、ほかの相談と比べ

て高いか低いかとは、ちょっと分からないんで
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すけれども、こういった形で実績が上がってい

ること、非常にありがたいと思っていますし、

女性はまず保育園、子どもを預けるところから

相談ができるということが、当時非常にありが

たいなと思っていました。 

 女性が多く抱える育児や介護、そういったと

ころにもですね、きめ細やかに相談に乗ってい

ただいて、働き方をですね、応援をいただけれ

ばと思っているところであります。 

 次にもう1点、25ページ。人権施策推進費の中

で、県民意識調査の実施とありますが、この調

査の方法などについて、お聞かせいただきたい

と思います。 

【石田人権・同和対策課長】長崎県では、長崎

県人権教育・啓発基本計画に基づきまして、様々

な人権施策を総合的、計画的に推進していると

ころですが、この基本計画は、本県の人権教育

啓発の基本方針ですとか、具体的施策の方向性

を示すものでございます。人権問題を取り巻く

環境の変化ですとか、県民の人権に対する意識

の変化などを適切に反映する必要がございまし

て、これまでも基本計画の策定、改定の前年度

に、人権に関する県民意識調査を実施している

ところでございます。 

 現在、検討を進めております人権尊重を促す

条例（仮称）に基本計画を位置づけることとし

ておりまして、条例を踏まえて基本計画の改定

を行いたいと考えておりますので、県民意識調

査について、来年度、外部委託により実施する

こととしております。 

 前回の令和2年度の調査では、県内に居住しま

す満18歳以上の方を対象に、住民基本台帳から

無作為抽出により3,000人を対象に実施してお

ります。 

 来年度の内容につきましては、これから検討

していきますけれども、前回の調査結果と比較

することですとか、時宜に応じた問題の追加な

ども考えながら、内容を今後検討していきたい

と考えております。 

【山田委員】内容の方、理解をしました。あり

がとうございます。 

 大変重要な、人権に関わることでありますの

で、しっかりと多くの県民の方から様々なご意

見を聞いていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 そして、一般質問でもお願いを申し上げまし

たが、長崎県人権尊重を促す条例（仮称）とパ

ートナーシップ宣誓制度のですね、早期導入に

向けて、重要なことでありますし、丁寧にやら

ないといけないことも理解はしておりますが、

もうかなり時間もかかっていると思っておりま

すので、可能な限り丁寧にしながら、スピード

感を持って対応いただきたいことをお願い申し

上げて終わります。 

【山村委員長】ほかにありませんでしょうか。 

【小林委員】上下水道の問題について、お尋ね

をしたいと思っております。 

 私は委員会を2年続けておりますので、昨年で

すね、当委員会において、県央振興局でご縁を

いただいた、今もいらっしゃる佐藤課長に、下

水道の問題について、お尋ねをしたことを思い

出しております。ちょうどその頃は、埼玉県の

八潮市のいわゆる陥没の問題が、話題が集中し

ておりまして、そこからあなたに質問をしたわ

けです。そうしますとね、もうあなたのいわゆ

るこの答弁では、どういう対策をやっているの

かということを申し上げますと、国で、いわゆ

るこの特別の重点調査、国の特別重点調査、こ

れが行われるよということで、そこの内容とい

うのが、いわゆるこの下水道管の直径2メートル、
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その上に設置されて30年間経過したもの、これ

が今回の調査対象だと、歯切れがよかった、今

もそうだろうと思うが。そういうようなご答弁

をいただいたわけであります。 

 それで、じゃあそこの最重点の、そういう調

査で、長崎県の中で問題になるところはないの

かと、こういう質問をいたしましたら、長崎市

に実はあるんだと。これが何と780メートルと。

今でも覚えてるぞ、本当に。780メートル。普通

は800メートルと言うんだけど、あなたは780メ

ートルと俺に教えた。 

 この780メートル、これから調査をするんだよ

という話で、それ以来ですね、会っても挨拶も

しないのがあなた。そういうことで、非常に思

い出がありますが、この780メートル、いかばか

りになっているのか、その調査の結果は、どう

いうふうになっているのか、お尋ねをしてみた

いと思います。 

【佐藤水環境対策課長】令和7年9月の委員会に

おいてご質問を受けて、長崎市で780メートル、

ちょうど浦上駅からブリックホールまでの間に

雨水を排除する管があって、それが調査の対象

となっておりました。 

 実際その780メートル区間、長崎市が管理して

おりますが、管の中に直接人が入って、目視を

して点検をしたということです。点検結果とし

て、下水道管内部が腐食、管のたるみ、ひび割

れ、そういうのは確認されておらず、早急な対

策を講じる必要がないという状況だということ

が長崎市から回答がありまして、その旨、国の

方にも報告をしております。 

【小林委員】780メートルね、早急な対応をしな

くてもいいと、長崎市が言ったかのような話だ

けども、聞いたような聞いてないような思いが

あるけれども、そういう状況でですね、何事も

ないということで安心をした次第であります。 

 そこで、今度は水道管の問題。下水道管と別

で、水道管の問題は、京都で爆発をして、大変

な、やっぱり何かあふれ出て、漏水が大変なこ

とになった。それでこの漏水が家の中にも入っ

てね、住居までですね、大変な大きな問題があ

ったということも記憶に残っているところであ

ります。 

 そうしますとね、こういうような、いわゆる

この被害が生じて、この水道管についても、全

国の調査がどのようになっているのか、その辺

のことについてもお尋ねをしておきたいと思い

ます。 

【佐藤水環境対策課長】昨年のゴールデンウィ

ーク、4月末に、京都で確かに水道管で漏水事故

が発生しております。この水道管の材質が鋳鉄

管であり、型に流し込んでつくる、鋳物ででき

た水道管になっております。管自体は硬いんで

すが、衝撃や曲げに弱いという特性がありまし

て、昭和30年代頃までは、この鋳鉄管というも

のを使ってやってきてたんですが、その後、昭

和40年代になって、その弱い部分を補強して、

今、ダクタイル鋳鉄管というものを使っており

ますので、今この鋳鉄管というものはもう使わ

れていないという状況です。 

 その京都で起きた事故というのは、その鋳鉄

管、設置から60年以上設置した水道管が破裂し

たというものになっております。 

 この漏水事故を受けまして、昭和30年代まで

使っている壊れやすい鋳鉄管というものが、ど

れだけ埋設してあるのかという調査が、国の方

からございました。県内の主要な水道管路にお

いて、道路でも特に緊急輸送道路下、緊急輸送

道路と位置づけてある道路下にある鋳鉄管が、

県内には約21キロメートルございます。緊急輸
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送道路以外では約33キロメートルあるとなって

おります。合計で約54キロ、この鋳鉄管という

のが県内にまだ水道管として埋設されていると

いう状況の調査があってございます。 

【小林委員】この鋳鉄管という、鋳物。強いけ

れども衝撃に弱いと、私みたいだね。というよ

うな、そういうこの鋳鉄管。これは衝撃に弱い

というようなことをですね、今お話があって、

これが21キロ、33キロ、これは54キロあると、

こういうようなことであるわけですね。 

 これだけは本県に54キロもあるわけだから、

その辺についての何らかの対策はやっておられ

るのか、これから対応をどうするのか、今やっ

ているのか、まだこれからの課題なのか、その

辺についてはいかがですか。 

【佐藤水環境対策課長】先ほども言いました、

県内54キロ管があるという調査を、国の方から

指示がありまして調査をいたしました。その結

果と同時に、国の方から、令和8年の1月末まで

に、その鋳鉄管の更新計画を定めるようにとい

う通知があっております。 

 先ほど言いました54キロ、県内の8つの市町に

鋳鉄管がございますが、その8つの市町が、今こ

の鋳鉄管更新計画というものを策定しておりま

す。県としては、この鋳鉄管更新計画により計

画的に更新がなされるように準備をしていきた

いと思っておりますし、緊急輸送道路というの

はほとんど大きな道路、国道とか県道とかとい

うのが緊急道路として位置づけられているとこ

ろの下に埋設している形になりますので、交通

量も非常に多い道路になりますので、道路維持

課の方とも、しっかりと綿密に協議を行い、計

画的に取り組む必要があると考えておりますの

で、県としてもその道路管理者と情報共有する

ように考えておりますし、市町においても、同

様にしっかりと道路管理者と協議を行いながら

進めるようにという働きかけを行っていきたい

と今考えているところでございます。 

【小林委員】今のご答弁でですね、鋳鉄管、８

つの市町が取り組んでますよと。そして更新計

画を立てながらやろうとしていると、こういう

ようなことでね、非常にありがたい、大事なこ

とだと思ってるんです。 

 そこで、水道事業はご案内のように、直接県

じゃなくして、それぞれ市や町でやっていただ

いていると。市や町でやっていただくというこ

とはですね、やっぱり財政的にですね、なかな

か弱いところがあるんではないかと。これはや

っぱり、国からの補助金や支援をいただかない

ことには、なかなか市や町の財政で、これだけ

の問題を対応することができないんではないか

と。こんなことを考えれば、やっぱりこの令和

8年度、今年度もですね、いわゆる市町から、い

ろいろこの水道事業等について、やっぱりこの

整備をしていくために、どれくらいの要求が、

市町から県に、あなたのところに来ているのか、

まずそこについてお尋ねをしたいと思っており

ます。 

【佐藤水環境対策課長】委員が言われたとおり、

水道事業というのは市町が実施しているところ

でございます。 

 市町の水道事業の要望額でございますが、令

和8年度として、国費で約13億7,000万円を国へ

要望しているところでございます。 

 令和7年度補正予算、15か月予算で考えたとき

の令和7年度補正予算と合わせますと、約25億円

となっておりまして、対前年で比較しますと、

約1.3倍ぐらいの、補正と要望額を合わせて約

1.3倍ぐらいのものを国の方にお願いしている

という状況になっております。 
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【小林委員】やっぱりそういうふうに、市町の

要望が、あなたのとこの県に上がってきて、そ

れで県が国にね、やっぱり要望して、それだけ

の必要な予算を確保していただいているという

ような形で、期待に応えていただいているとい

うことが分かりましたが、やっぱり水道ととも

に下水道においても、やっぱりこの老朽化とか、

あるいは耐震化とか、そんなことが、やっぱり

取組がクローズアップされているわけですね。

これも市町にとっては大変な難解な問題。やは

り国の支援はいただかないことには、これも対

策は進捗できないと。こういう点から考えてみ

たときに、この下水道対策についても、どれく

らいの要求があなたのところに来て、今、どう

いう状況になっておりますか。 

【佐藤水環境対策課長】県内の下水道整備の要

望額でございますけれども、令和8年度の当初で

の要望として、国費で約68億8,000万円の要望を

今行っているところでございます。令和7年度の

補正予算と合わせると、約74億円となっており

まして、対前年比で比較しますと、約1.1倍の要

望を今、国に行っているという状況になってご

ざいます。 

【小林委員】分かりました。ありがとうござい

ます。 

 要するに、言うまでもないことであるけれど

も、やっぱりこの水道、下水道、これはもう我々

にとっては、生活のインフラにとって、もうと

ても大事なこと。こういうことでありますから、

やっぱりしっかりとした取組を、県が国とつな

いで、市町が安心していただけるようにしてい

かなければいけないと。そのためには、現在や

っていただいていると思うけども、国の国土強

靱化事業、この対策を、国土強靱化、ここのあ

りがたい予算が、こうして大きくついているわ

けだから、そういうようなことで、しっかりで

すね、県が市町の立場に立って、国土強靱化の

予算をしっかり確保して期待に応えると、こう

いう取組をしっかり引き続きやっていただくこ

とを特にお願いして、終わりたいと思います。 

【山村委員長】ほかにありませんでしょうか。

よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】ほかに質問がないようですので、

県民生活環境部関係の審査結果について整理し

たいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時２８分 休憩 ― 

― 午後 ２時２９分 再開 ― 
 

【山村委員長】委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。 

 引き続き交通局関係の審査を行います。 

 しばらく休憩いたします。お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

― 午後 ２時４４分 再開 ― 
 

【山村委員長】分科会及び委員会を再開いたし

ます。 

 これより交通局関係の審査を行います。 

【山村分科会長】まず、分科会による審査を行

います。 

 予算議案を議題といたします。 

 交通局長より、予算議案について説明を求め

ます。 

【太田交通局長】交通局関係の議案につきまし

て、ご説明をいたします。 

 予算決算委員会観光生活建設分科会関係議案

説明資料の2ページをお開きください。 
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 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第13号議案「令和8年度長崎県交通事業会計予

算」、第63号議案「令和7年度長崎県交通事業会

計補正予算（第1号）」であります。 

 初めに、第13号議案「令和8年度長崎県交通事

業会計予算」につきまして、ご説明いたします。

中ほどをご覧ください。 

 交通局の経営状況は、全国的な運転士不足や

物価の高騰など厳しい状況にありますが、経営

計画後期5か年計画に基づき、長崎自動車株式会

社との共同経営方式での路線再編や営業所の再

編、各種経費の見直しなどを着実に行い、経営

の健全性の維持に努めております。 

 令和8年度の収益的収支においては、収入にお

いて、令和7年9月に実施した乗合バスの運賃改

定効果による運輸収入の増収が見込まれる一方

で、費用において、職員の処遇改善に伴う人件

費や車両の更新に伴う減価償却費の増加などが

見込まれることから、収支は税抜きで1,400万円

の黒字としております。 

 また、資本的収支においては、建設改良費に

ついて、新車バスの購入や中古車両の改造費用

などとして8億4,200万円を、企業債償還金につ

いて、コロナ禍で生じた特別減収対策企業債の

借換えを含み、6億9,700万円を計上しておりま

す。 

 3ページから5ページに記載されております業

務の予定量、収益的収入及び支出、4ページに記

載されております資本的収入及び支出につきま

しては、記載のとおりでございます。 

 5ページの債務負担行為については、記載のと

おりでございます。 

 6ページをお願いいたします。 

 「令和7年度長崎県交通事業会計補正予算（第

1号）」につきましては、記載のとおりでござい

ます。 

 なお、令和8年度長崎県交通事業会計予算及び

令和7年度長崎県交通事業会計補正予算（第1号）

につきましては、補足説明資料を配付させてい

ただいております。 

 最後に、6ページの一番下にございますけれど

も、令和7年度専決補正予算の専決処分について、

あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 令和7年度の予算については、年間の執行額の

確定に伴い、整理を要するものが予想されます。

これらの最終的な整理を行うため、3月末をもっ

て、令和7年度予算の補正を専決処分により措置

させていただきたいと考えておりますので、ご

了承を賜りますようお願いいたします。 

 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。 

【山村分科会長】次に、管理部長より補足説明

を求めます。 

【岩﨑管理部長】それでは私の方から、令和8年

度当初予算案及び令和7年度3月補正予算案の補

足説明をさせていただきます。お配りしており

ます補足説明資料、交通局をご覧いただければ

と思います。まず、資料の1ページでございます。 

 初めに、令和8年度当初予算案について、ご説

明をさせていただきます。 

 ①収益的収支でございます。こちらにつきま

しては、一番上の事業収益（Ａ）の令和8年度当

初予算の額が63億7,500万円となっております。

これに対しまして、中ほど事業費用の（Ｂ）が

62億9,400万円となっておりまして、差引き、一

番下でございますけれども、こちらの消費税抜

きの収支、当年度純損益になりますが、こちら

が1,400万円の黒字として計上をしてございま

す。 
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 続きまして、令和7年度当初予算との比較でご

ざいますが、上段、事業収益中の運輸収入欄を

右に見ていただきますと、運輸収入につきまし

ては、乗合事業、高速事業、貸切事業の3つがご

ざいます。 

 まず乗合収入でございますが、38億4,200万円

となっておりまして、昨年9月に実施をさせてい

ただきました運賃改定に伴う増などによりまし

て、差引き増減額でございますが、5億8,000万

の増加を見込んでいるというものでございます。 

 続きまして、その下、高速収入は2億8,300万

円と見込んでおりまして、輸送実績が前年を上

回る状況で推移をしてございますので、対前年

度比で1,000万円の増を見込んでございます。 

 続きまして、貸切収入が7億8,800万円で、本

年1月に実施をさせていただいております公示

運賃の改定による増などによりまして、令和8年

度は2,400万円の増収を見込んでいるという状

況でございます。 

 その下の運輸雑入でございます。こちらはガ

イド料でありますとか、施設の使用料でありま

すとか、バスの運行に附随する収入を運輸雑入

と整理をさせていただいております。令和8年度

は3億3,400万円で、貸切用車両の増や施設使用

料の増などによりまして、前年度1,600万円の増

を見込んでございます。 

 続きまして、その下の営業外収益でございま

すが、11億1,200万円としておりまして、こちら

は収支不足に対します補助金の増加に伴って、

前年度に比べて9,400万円の増加を見込んでご

ざいます。 

 特別利益は1,700万円でございまして、こちら

は設備撤去に伴う長期前受金の戻入による増で

ございます。 

 続きまして、Ｂ、事業費用でございますが、

営業費用が59億6,800万円で、前年度に比べて6

億6,400万円の増となってございます。その内訳

ですけれども、人件費が36億7,500万円、前年度

に比べまして4億4,400万円の増となっておりま

す。これは、昨年10月から実施をしております

給与改定等の処遇改善による増などでございま

す。 

 続きまして、物件費が8億6,300万円で、前年

度に比べまして6,200万円の減となってござい

ます。増減の主な理由の右に書いてございます

けれども、軽油費につきまして、この予算を編

成をさせていただいた時点におきましては、暫

定税率の廃止に伴う単価の下落によりまして、

軽油が8,400万円の減を見込んでございます。し

かしながら、昨今の中東情勢に伴います原油価

格の動きというものが懸念がございますので、

そちらについて引き続き状況を注視してまいり

たいと考えてございます。 

 その下の経費でございますが、こちらが14億

3,100万円で、前年度に比べて2億8,200万円の増

となっております。こちらは、コロナ禍で抑制

をしておりましたバス車両の更新を再開をした

ということによりまして、減価償却費が2億円ほ

ど増加をしたことなどによるものでございます。 

 その下の営業外費用は2億9,800万円で、こち

らは収入の増加に伴います支払い消費税の増加

によりまして、1億900万円の増となっておりま

す。 

 特別損失につきましては、2,700万円を計上し

ておりまして、前年度比較で600万円の減と、こ

ちらは設備撤去費用の減などでございます。 

 収益的収支は以上になりますけれども、令和

8年度は運賃改定による増収と、費用面では、職

員の処遇改善、あるいはバス車両の更新に伴う

減価償却の増などに対応しながら、収支均衡を
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図っていくということにしてございます。 

 続きまして、2ページをご覧いただければと思

います。資本的収支でございます。 

 こちら、資本的収入、上段は10億9,900万円で

ございまして、主に建設改良費や起債の借換え

の減に伴いまして、前年度比13億600万円の減と

なってございます。 

 次の資本的支出でございますが、16億4,300万

円で、前年度に比べて13億4,400万円の減を見込

んでおります。 

 主な内訳としましては、建設改良費が8億

4,200万円としておりまして、バス車両の更新台

数の減などによって、4億900万円の減と見込ん

でございます。 

 続きまして、2番の交通事業会計への補助金等

の概要について、説明をさせていただきます。 

 上段①が、こちらは国・県の制度によりまし

て、公営・民営を問わず、バス事業者に対して

交付される補助金、あるいは不採算路線に対す

る関係市町の補助金でございます。令和8年度は

小計ア＋イの欄でございますが、7億5,700万円

となっておりまして、昨年度に比べて7,800万円

の増を見込んでおります。 

 続きまして、②一般会計からの繰入金でござ

います。こちらは、国が定める繰出し基準に基

づくもので、国から交付税措置がなされている

ものであります。令和8年度は小計欄で、令和8

年度2億4,900万円を見込んでおりまして、前年

度に比べ1,000万円の増を見込んでおります。 

 続きまして、3ページ、令和7年度3月補正予算

案をご覧いただければと思います。 

 上段の事業収益、（Ａ）でございますけれど

も、こちらは乗合バスの運賃改定効果等により

ます運輸収入の増加などによりまして、3億

9,600万円の増加を見込んでおります。 

 一方、中ほどの事業費用（Ｂ）でございます

が、こちらは55億2,700万円で、3億800万円の増

加を見込んでございます。 

 主な内訳としましては、職員の処遇改善等に

伴います人件費の増、あるいは物価高騰の影響

によりますバス部品費など各種経費の増加を見

込んでおります。 

 この結果、3月補正後の予算の収支でございま

すが、税抜き収支で補正後予算9,000万円の黒字

を見込んでいる状況でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議を賜りますようお願いいたします。 

【山村分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。 

【宮本委員】お疲れさまです。久しぶりの交通

局ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ちょっと確認をさせてください。概要説明の

ときでも黒字が続いているという、確か説明が

あったかと思います。今のですね、ご説明でも、

1,400万円の黒字ということです。 

 なので、補足説明資料でもありましたけど、

すみません、再度ちょっと確認の意味でですね、

これは人件費の増とか、あるいは職員の処遇改

善、人件費や車両の更新に伴う減価償却費の増

加が見込まれるけれども、プラスであったとい

うことは、ざっくり言いますならば、説明のあ

ったとおり、バスの運賃改定効果、これがやっ

ぱり一番大きかったということで、黒字だとい

う理解でいいのか、それを再度確認をさせてく

ださい。 

【岩﨑管理部長】令和8年度当初予算の収支でご

ざいます。昨年、運賃改定を9月にさせていただ

きました。こちらは背景としまして、運転士の

確保が非常に難しいので、処遇改善の必要があ
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るというのがまず1点と、もう一つは、車両の老

朽化が進んでいるので、積極的に更新を重ねて

いく必要があると、そういう費用が発生します

ので、運賃改定をお願いをさせていただいたと

いう経過がございます。昨年9月に実施をさせて

いただきまして、令和8年度当初予算におきまし

ては、昨年の9月からの運賃改定の効果が通年化

しますので、おおむね4億円程度の増収を見込ん

でいるということでございます。 

 ですので、この増収を原資にしまして、処遇

改善でありますとか、車両の更新というのをさ

せていただいて、その上でも事業のバランスを

取っているという状況でございます。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 人件費の増ということ、給与改定に伴う増と

いうことで、バス運転士の方々の給料というの

は、上がってでも黒字だということですけれど

も、どれくらいその新しいバスの、前の委員会

とかもあったんでしょうけど、改めて確認させ

ていただきたいと思いますが、運転士さんの給

料がどのくらい上がったのかというのを、改め

て当初予算に絡めて教えていただければと思い

ます。 

【岩﨑管理部長】昨年10月から運賃改定を原資

にしまして、処遇改善をさせていただいており

ます。その内容につきましては、初任給を2万

4,500円の増加というのをはじめとしまして、月

額19万9,000円の初任給に設定をしたというこ

とが1点でございます。それに合わせて、現在在

職している職員についても、4,000円から3万円

程度の処遇改善をさせていただいているという

ことが1点でございます。 

 もう1点は、例えば運転士の業界におきまして

は、トラックとかバス業界とか、流動性が高い

傾向にございます。トラック業界で働いていら

っしゃった方が、当局のバス運転士になろうと

すると、バスの運転士の期間がございませんの

で、初任給がどうしても低くなってしまうとい

う状況でございました。ですので、そういった

方にもバス運転士にチャレンジしていただこう

ということで、年齢別の保障給というのを設定

をしてございます。例えば40歳でありますと、

これまでの制度ですと17万円とか、初任給に近

い数字だったんですけれども、こちらが、例え

ば40歳であれば23万円程度という形でですね、

ある程度転職される方にも、バスの運転士にチ

ャレンジいただけるということで、そういった

制度というのを設けたところでございます。 

 そういった制度を設けたことで、今年度、人

件費が上がっておりまして、約3億円程度はです

ね、給与改定に要するものということで、計上

させていただいているという状況でございます。 

【宮本委員】ありがとうございました。詳細分

かりました。ありがとうございます。 

 黒字ということをですね、確認をさせていた

だきました。 

 補足説明資料の1ページにですね、運輸収入、

乗合、高速、貸切とありますけど、その高速収

入のですね、増減の主な理由で、大分、プラス

6だから600万円、熊本プラス5だから500万円、

これは大分と熊本に高速を走らせるということ

でしょうけど、これについて、すみません、ち

ょっと教えていただけますか。 

【柿原乗合事業部長】高速バスの件でございま

すけれども、今現在、私どもで県外に走らせて

おります高速バスと申しますのが、4路線ほどご

ざいます。ここに記載のございます大分線、そ

れから熊本線、あと北九州線と宮崎線の合計九

州管内に4路線走らせているところでございま

す。 
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 こちらの方なんですが、宮崎線に関しまして

はですね、こちらは今、繁忙期を中心に季節限

定で運行しておりますので、毎日、日々運行し

ておりますのが、大分、熊本、北九州となって

ございます。 

【宮本委員】大分と熊本は多いという、お客さ

んが多いという理解でいいんですか。もう一回

確認させてください。 

【柿原乗合事業部長】失礼しました。 

 今回、当初予算の方でプラス、大分がプラス

600万円、熊本がプラス500万円という形で見さ

せていただいたというところはですね、現状の

利用状況に起因をいたします。こちら、今、直

近の利用状況を申し上げますとですね、令和8年

の2月末現在で、対前年の累計で申し上げますと、

大分線がですね、108.4％、それから熊本線が

115.6％、北九州線が105.3％と、高速全体が伸

びているというような状況にございます。その

中でも特にですね、熊本線と大分線の伸びが大

きくなっているわけでございますけれども、実

際に県をまたぐ移動という、そのものがやっぱ

り多くなってるというものと、あと、それに加

えましてですね、大分と熊本ではですね、昨年

4月に実施した施策が功を奏しているのかなと

いうふうに考えております。 

 大分の方は、昨年4月に、こちら路線開設以降

初めてとなります運賃改定を実施させていただ

いたんですけれども、そのときにですね、大分

側の大分駅近郊に乗降停留所を新たに設けまし

て、経路変更を行っております。そちら、利便

性の高い位置にあるということで、今、多くの

お客様にご利用いただいているというところが、

そういった効果につながっているのかなという

ふうに考えております。 

 それから、熊本線に関しましては、こちらは

ですね、実際運行に携わっておりますその乗務

員の方からの意見が発端になってたんですけれ

ども、長崎発の始発の時間を少し早めて、熊本

発の最終の時間を少し遅めると、だから、要は

熊本での滞在時間を多く取るような時間設定に

変更を、4月に行いました。 

 それによってですね、やはり先ほど申し上げ

た時間変更した便というものがですね、非常に

伸びているというところもありまして、こちら

がですね、全体の実績を押し上げたというふう

に考えておるところでございます。 

 こうした背景がございますので、今後も恐ら

く堅調に輸送実績が推移するものということで

考えておりますので、見込ませていただいてい

るということでございます。 

【宮本委員】詳細ありがとうございました。分

かりました。そういった理由で、増ということ

での予算編成ということで、理解いたしました。 

 あともう1点だけ、すみません。確かコロナの

ときにですね、国の制度で15億円、借りたお金

があろうかと思います。確か15億円だったと思

いますが、それが今どうなっているのか、どの

くらいのあと残があるのかというのを、ちょっ

と教えていただければと思います。 

【岩﨑管理部長】委員ご指摘のとおり、令和2年

度コロナ禍の影響で、全国的に交通事業者の経

営が悪化をしたという経過がございます。そう

した中で、国の方で資金繰りのための特別減収

対策企業債という制度を設けていただきまして、

交通局では令和2年度に12億円、令和3年度に3億

円で、計15億円を借入れを実施をしたという経

過がございます。この借入金は、償還年限がそ

れぞれ決まっておりまして、令和2年度借入分に

つきましては、据置き3年の15年償還、令和3年

度は据置き期間3年の25年償還という状況でご
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ざいます。 

 交通局におきましては、令和6年度から元金の

償還が開始をしております。毎年1億円程度とな

っておりまして、令和17年度までの間、1億円を

毎年償還するということでございます。そのあ

とは25年に伸びている令和3年度分を、毎年

1,500万円ずつ返していくということでござい

ます。令和6、7年で1億円ずつ償還をしておりま

すので、令和7年度末でいきますと、残り13億円

余りという状況でございます。 

【宮本委員】はい、ありがとうございます。 

 その返済も順調であるということで、一定の

理解をしていいでしょうか。確認です。 

【岩﨑管理部長】交通局の返済原資、資金繰り

の状況でございますけれども、令和8年度末の見

込みでございますが、約24億円程度ということ

で見込んでおりまして、コロナの前が10億円未

満でございましたので、資金繰りについては一

定改善をしているという状況でございます。今

後もその収支を安定させることで、計画的に返

済をしていけるんじゃないかということで見込

んでございます。 

【山村分科会長】ほかにありませんか。よろし

いでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】質疑がないようですので、こ

れをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】討論はないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第13号議案及び第63号議案については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村分科会長】ご異議なしと認めます。 

 よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。 

【山村委員長】委員会による審査を行います。 

 交通局においては、委員会付託議案がないこ

とから、所管事務についての説明を受けた後、

議案外の所管事務一般について質問を行います。 

 まず、交通局長より所管事項の説明を求めま

す。 

【太田交通局長】観光生活建設委員会関係説明

資料の2ページをお開きください。 

 今回、交通局関係の議案はありませんので、

主な所管事項につきまして、ご説明いたします。 

 経営状況について。交通局においては、令和

2年に始まった新型コロナウイルス感染症流行

により甚大な影響を受け、独自の給与カットや

資産売却などの経営の効率化を進め、特別減収

対策企業債による15億円の資金調達などで運営

を行うとともに、公営と民間では全国初となる

共同経営方式による路線バスの再編に取り組み

ました。その後も、経営計画後期5か年行動計画

に基づき、子会社である県央バスの統合や営業

所再編などの経営改革を着実に進めており、令

和4年度から黒字経営を続けております。 

 令和7年度においては、交流人口拡大に伴う県

内外高速バスの利用増や、昨年9月に実施した乗

合バス運賃改定の効果等から、今年度第3四半期

まで（4月～12月まで）の実績において、営業収

入が前年度に比べ2億9,000万円の増収となりま

した。 

 一方、営業費用は、職員の処遇改善や物価高

の影響等から、前年度に比べ1億4,000万円の増

加となり、営業収支は前年度から1億5,000万円

改善し、5,000万円の黒字となっております。ま
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た、営業外収支を含めた経常収支は、1億5,000

万円の黒字となっております。 

 今年1月以降もバスの利用状況が順調に推移

しており、今年度の通年の事業収支においても

黒字を見込んでおります。 

 今後も引き続き経営努力を重ねながら、収支

均衡を目指し、経営の安定・強化と地域生活路

線の維持に努めてまいります。 

 バス運転士の確保について。 

 バス運転士の確保については、全国的な人材

難や運送業への労働規制強化などから、交通局

においても喫緊の課題となっており、病休者を

含めて多数の欠員が常態化するなど、厳しい状

況が続いております。 

 交通局においては、バス運転士の確保を図る

ため、令和6年度の採用から、それまでの嘱託制

度を見直し、正規職員での雇用に切り替えたほ

か、昨年10月からは給与の大幅なベースアップ

や年齢別保障給制度を導入するなど、処遇改善

策を講じており、また、年間を通して運転士採

用試験を実施するとともに、バス運転体験会の

開催や県内外の合同企業説明会へ参加するなど、

県営バス運転士の魅力発信に努めております。 

 これらの結果、昨年秋以降から採用試験への

応募者数が増加しておりますが、今年4月時点で

は依然として10名を超える欠員が生じる見込み

となっております。 

 そのため、今後も処遇改善や働きやすい環境

整備を継続して進めるほか、高校新卒者養成制

度やカムバック採用制度の活用などの確保対策

に積極的に取り組んでいくとともに、路線バス

の需要に応じた路線の見直しについても、関係

市とも協議してまいります。 

 乗合バスの状況について。 

 乗合バスにおいては、昨年9月に27年振りとな

る本格運賃改定を実施しましたが、大きな混乱

もなく路線バスをご利用いただけているものと

考えております。 

 今回の運賃改定は、平均で17％程度の改定と

なり、ご利用のお客様に大きな負担をかけるこ

とになりましたが、一方で、公共交通機関とし

てのサービス品質向上と利便性のさらなる向上

を目指し、多様化する決済ニーズへの対応や、

デジタル技術を活用した情報発信の強化にも並

行して取り組んでおります。 

 決済サービスに関しては、本年3月23日から、

訪日外国人観光客や国内の観光・ビジネス利用

者が多い空港リムジンバスにおいて、クレジッ

トカード等による「タッチ決済」を開始しまし

た。また、ターミナル等における定期券販売に

おいても、3月16日からクレジットカード決済を

導入したところであり、決済手段の多様化によ

る利便性の向上とキャッシュレス化の推進によ

る窓口業務の効率化を図ってまいります。 

 情報発信の強化として、今年3月に、バスロケ

ーションシステムの「県営バスナビ」を県外高

速バスにも対応させるとともに、デジタルサイ

ネージを大村バスターミナルと東長崎営業所の

2か所に設置いたしました。これによる接近案内

サービスの拡充と視認性の高いリアルタイムな

情報提供を実現してまいります。 

 本年4月1日のダイヤ改正については、運転士

不足が続く厳しい状況を踏まえ、可能な限り通

勤・通学で利用されるお客様への影響を最小限

にとどめつつ、現在の乗務員体制で運行可能な

規模まで便数を削減するなどのダイヤ調整を図

ることといたしました。 

 長崎地区におきましては、長崎自動車株式会

社との共同経営計画に基づき実施してきた「ま

ちなか周遊バス」の運行を終了するほか、他の
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路線で代替が可能なバイパス経由便について、

便数の削減を図ることとしております。 

 諫早・大村地区におきましては、関係各市と

の協議に基づき、1便当たり1～4人程度の利用者

が少ない便を減便するとともに、等間隔運行と

なるよう、ダイヤ調整を行うこととしておりま

す。 

 今後も、地域住民や観光客の皆様に質の高い

輸送サービスの提供に努めるとともに、持続可

能な地域交通の維持を図ってまいります。 

 貸切バスの状況について。 

 さきの11月定例県議会において、条例改正の

議決をいただいた貸切バス運賃・料金について

は、去る12月22日付で国土交通省九州運輸局へ

届出を行い、今年1月以降に受注する団体から改

定後の運賃を適用しております。 

 今回、国が基準を改定した目的は、運転士の

担い手不足解消や安全の確保となっていること

から、利用者に丁寧にご理解を求めながら、可

能な限り収入増につなげてまいります。 

 交通局では、本県の魅力を新たに発見する着

地型周遊観光バスツアー「ぶらりん」を企画・

運行しており、本年1月から2月にグルメツアー

を3コース実施しました。 

 ツアーの内容は、毎年恒例の「小長井カキ焼

きと杵の川酒造コース」と、新たなコースとし

て「小浜観光と戸石とらふぐコース」、県央発

着の「伊王島カキ焼きとランタンフェスティバ

ルコース」を追加しております。また、4月には

「長崎空港花文字山見学と西海橋うず潮見学コ

ース」を予定しており、今後も季節に合わせた

コースを企画し、県内の交流人口促進に努めて

まいります。 

 大村バスターミナルの再整備について。 

 大村バスターミナルビルについては、築50年

以上を経過するなど、老朽化が進み、耐震性に

も課題があることから、建物の区分所有者等と

協議を重ね、市街地再開発事業による現地での

バスターミナルを含む再整備を目指しておりま

す。 

 令和5年7月に、バスターミナル及び周辺地区

の地権者である交通局や大村市等と建物の区分

所有者である大村商工会議所等において、「大

村バスターミナル地区市街地再開発準備組合」

を設立し、これまでの間、市街地再開発事業の

基本計画の検討や事業協力者の決定等を進めて

きております。 

 現在、再開発準備組合において、本年中の大

村市における都市計画決定に向けた具体的な協

議を関係先と行っており、交通局としても、大

村バスターミナルが大村市内路線バスにとって、

不可欠な交通拠点であることから、今回の市街

地再開発事業の中で必要なバスターミナル機能

を確保してまいりたいと考えております。 

 引き続き、大村市をはじめ関係機関と連携し

ながら、再開発事業が円滑に進むよう努めてま

いります。 

 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。よろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。 

【山村委員長】次に、提出のあった政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料につい

て、説明を求めます。 

【岩﨑管理部長】政策等決定過程の透明性等の

確保及び県議会議員との協議等の拡充に関する

決議に基づき、本委員会に提出いたしました交

通局関係の資料について、ご説明いたします。 

 1,000万円以上の契約案件につきましては、資

料の2ページ目から記載のとおり、令和7年11月

から本年2月までの実績は計2件となっておりま
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す。 

 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議を賜りますようお

願いいたします。 

【山村委員長】以上で説明が終わりました。 

 次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。 

 まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】ほかに質問はないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、質問はあ

りませんか。 

【小林委員】それではお尋ねします。 

 先ほどからもずっと、局長や管理部長からも

説明をいただいておりますが、4月にですね、ダ

イヤ改正、これはですね、もう待ったなしとい

うような感じがしておるわけですが、ダイヤ改

正とともに大きな問題は、やっぱりこの減便が

考えられるんじゃないかと、こういうふうに想

定しているわけですね。 

 したがいまして、この減便について、どうい

うような考え方を持っておるのか、こういう便

数がどのくらいの減便になっていくのか、具体

的に言える範囲でおっしゃっていただければあ

りがたいと思います。 

【柿原乗合事業部長】令和8年4月1日にダイヤ改

正を予定してございます。そのダイヤ改正にお

きまして、今回、長崎・諫早・大村各市内路線

の合計でございますけれども、減便数を申し上

げますと、平日が56便、土曜日のダイヤが56便、

日祝日のダイヤが38便を減便することを予定し

ております。 

 今回の減便に関しましてですけれども、背景

といたしましては、やはり運転士不足が続く中

でですね、現状の人員で運行が可能になるよう

にするためにですね、一部減便をさせていただ

いているというような状況でございます。 

 減便に当たりましては、他の路線で代替が可

能な路線であるとか、あとはご利用が少ない便

を対象にして、可能な限りですね、お客様の利

便性の確保に努めさせていただいておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

【小林委員】今、部長からの説明で、減便が56

便と、また56便プラス38ぐらい、そういうよう

な形でですね、結構当局はどう考えているか分

からないが、我々から受け止めれば、かなりの

減便数なんじゃないかと。もう考えているわけ

ですね。 

 今は部長の説明で、減便についてもやっぱり

乗降客が少ないところ、やっぱり利便性として

迷惑をかけないようなこと、いろんなことを配

慮しながら減便をしていくんだと、こういうよ

うなお話でございますから、その点については

ね、期待をしたいと思うわけです。 

 ただ、何で減便するのかというような状況に

なってくると、何度も出てくるように運転士が

足りないんだと、こういうことをですね、強調

されているわけであります。 

 先ほど説明の中で、今何名ぐらいその運転士

が不足しているんですかと、確か局長は、今10

名ぐらい不足してるんじゃないかと、こういう

ようなお話もあったが、もう一度確認いたしま

すが、この減便に対する運転士の不足、この要

因がそういうことになれば、今現状はどうなの

かということを改めて確認したいと思います。 

【岩﨑管理部長】運転士の確保でございます。

こちらにつきましては、交通局におきましては、

やっぱり最も重要な課題の1つだというふうに
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考えておりまして、様々な努力を続けておりま

すけれども、本年3月1日現在で、21名の欠員が

生じているという状況でございます。 

 昨年、令和7年の4月時点でおきますと、24名

の欠員という状況でございましたので、それに

比べると若干改善はしているという状況でござ

いますが、引き続き多くの欠員状況が続いてい

るものと認識をしてございます。 

【小林委員】10名どころじゃなくして、21名、

24名と、こういう数字がですね、今、運転士が

不足していると、こういうようなお答えでござ

います。やっぱり大変厳しいと、やっぱ我々も

そう思います。 

 そういうことで、減便にある程度つながって

いると、減便の要因は運転士不足だということ

は、否めないということでございます。 

 冒頭、宮本委員からもご指摘がありましたけ

ども、県営バスは27年ぶりに、実はそうやって

料金改正を、やったとこなんです。だから27年

間のスパン、なかなか頑張ってもらったと。本

当にね、よく改善をされていると思うわけで、

やっぱり局長をはじめ当局の皆さん方のですね、

取組に敬意を表しますけれども、ただ料金改正

をやって、それでこういう状況から、運転士の

給料なども、非常に処遇改善が前進していて、

非常によくなったんではないかと、こういうふ

うなことが言われているわけだけども、そのい

わゆる改善効果、処遇改善の改善効果がですね、

今、いいように聞こえるんだけども、まだ不足

をするのか、この辺についての質問と、また、

このダイヤ改正によって、もう今回、21、23名

とか、そういうような不足数が出ていたけども、

それは解消されるのか、この辺が一番大事な問

題。 

 加えて、もうダイヤ改正は今回のですね、そ

ういう減便によって、運転士の確保は、もう今

の現状で本当に大丈夫なのか、この辺について

お尋ねをしたいと思います。 

【岩﨑管理部長】昨年、運賃改定をさせていた

だきまして、給与等の処遇改善をさせていただ

いております。その結果でございますけれども、

昨年10月に処遇改善をさせていただいて以来、

毎月、運転士の採用試験というのは実施をして

いるんですけれども、その9月までの応募者の平

均が、毎月2、3名程度だといったものが、それ

以降はですね、10名を超えるような応募につな

がっております。 

 また、合格者、採用試験の合格者でございま

す。こちらにつきましても、11月から3月までの

期間を合計しまして、30名を超えるような合格

者を出すことができております。少しずつであ

りますけれども、処遇改善等の効果が出ている

というふうに考えております。 

 そのように、採用環境は一定改善をしつつあ

るというふうに考えておりますけれども、やは

り年度末の退職者などもありまして、本年4月の

時点では、なお10名を超えるような欠員が生じ

る見込みでございます。 

 先ほど10名を超えるということなんですけど

も、4月の時点ではそういう状況ということなん

ですけれども、採用試験に合格をされて入局を

待っていらっしゃる方という方もいらっしゃい

ますので、その方たちが順次入局をすることに

よって、今回のダイヤ改正後の規模であります

と、何とか夏頃には欠員が解消できるんではな

いかということで考えてございます。 

【小林委員】今、処遇改善によって、結構内容

がよくなった、改善されたと。それによって、

毎月のいわゆるこの応募者、働きたいという人

がですね、やっぱりずっと増えてきていると。
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それは非常にありがたいと。 

 だから、その裏返しで考えれば、やっぱり処

遇改善がね、かなり進んでいると、こういうふ

うに思って、大体今の状況ではですね、夏頃に

はですね、そういう欠員が今や解消されるんじ

ゃないかと、そういうふうなことが期待される

ということでありますが、やっぱりこの現状を

見たときの、やっぱり課題は、何といってもで

すね、今、世の中は、人手不足というようなこ

とで、今は管理部長が言うように、今は大丈夫

かもしれないが、この先どうなるかということ

が、やっぱり分からないと、こう思うわけだか

ら、今はいいけどもこれから先どうなっていく

のかと、こういうようなことでございますから、

やっぱり今後、運転士の確保に向けてはですね、

やっぱり神経を使いながら、相当のやっぱり重

点的な取組を、していかなければいけないと思

いますが、今後のことについてはどう考えてい

ますか。 

【岩﨑管理部長】交通局におきましては、これ

まで運転士確保対策としまして、従来、嘱託制

度というのがあったんですけれども、それを改

めて、最初から正規の職員として採用できるで

ありますとか、先ほどの処遇改善、またバスの

運転体験会でありますとか、合同企業説明会へ

参加をして、バスの運転士の魅力というのをし

っかり発信をしていくという取組をしてござい

ます。 

 あわせて、帽子、バスの運転士の制帽であり

ますとかネクタイなど、その着用を任意化した

ところでございまして、そういったその働きや

すい職場環境の改善というものにも取り組んで

いるところでございます。 

 また今後でございますけれども、やはり若い

世代の運転士をしっかり確保していかないとい

けないということで、高校新卒者、こちらをさ

らに採用強化をしてまいりたいということと、

今年度新たに、一度介護など様々な家庭のご事

情があって退職された方がいらっしゃいます。

そういった方に、退職前の条件と同じ内容で戻

ってきていただけるようなカムバック制度とい

うのも設けたところでございます。 

 そういった取組を含めまして、あと女性運転

士、現在交通局1名でございますけれども、こう

いった方、他社、他県の事業者では女性運転士

が多いという会社もございますので、そういっ

たところの取組を研究しながらですね、運転士

の確保というものに積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

【小林委員】とにかく、前向きに今できること

は何だってやっていこうということで、これま

で、発想になかった、感覚的になかったことは

ですね、いろんなやっぱりみんなで知恵を立ち

上げ、いろんな取組をやっていただいてですね、

我々も驚くような発想が、今管理部長から、ご

説明の中であったわけでございます。 

 要するに運転士不足というのは、県営バスだ

けの問題じゃなくて、他のバス会社でも同じよ

うな課題があっているわけです。 

 我々が、我々がというか、私が一番やっぱり

懸念することは、運転士不足イコール減便と、

これにつながった、県民の皆様方のやっぱり生

活の足を奪ってしまうと、これが一番、避けて

通らなければいけないことだと、こういうふう

に思ってるわけです。 

 だから、今の状況の中で、運転士の確保の状

況、将来的な構想、そういうことを思いながら、

やっぱり減便については、やっぱり最低になっ

ていかなきゃいけない。できるだけ減便はです

ね、やっぱりやらないようにしてもらいたいと、
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やっぱり生活の足を奪ってはいかんと、こうい

うような取組をお願いしたいと思ってるけども、

この総体的な、今、私の要望に対して、どうい

うふうに受け止めておられるか、お尋ねして終

わりたいと思います。 

【柿原乗合事業部長】やはり路線バス自体はで

すね、委員おっしゃったように、しっかり確保

していくことは重要であるというふうに考えて

おります。 

 それに向けて、運転士確保に向けての取組と

いうのはやはり、先ほどご説明申し上げました

とおり、今後もしっかりと取り組んでまいりま

すけれども、運転士不足の状況というのはです

ね、やはり今後も予断は許さないんだろうとい

うふうには考えておるところでございます。 

 そうした中、県営バスとしましては、各市が

地域公共交通計画という、その地域公共交通の

在り方を計画するものがございます。そうした

計画を立ててございますので、その地元市と連

携をしながら取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

 各市の地域公共交通計画につきましてはです

ね、やはり深刻化している、やっぱり運転士不

足というものを背景にいたしまして、ご利用の

少ない路線などはですね、乗合タクシー等への

移行なども行いながら、逆にその利用の多い生

活路線であるとか、都市間を結ぶ基幹路線とい

うものについてはですね、バス路線として今後

も維持確保を目指していこうというような立て

付けとなってございます。 

 県営バスとしましては、運転士不足でやはり

厳しい状況にはあるとは思うんですが、こうし

た都市づくりに必要とされている路線につきま

しては、利用状況等も見ながらですけれども、

適宜運行の効率化も図らせていただきながら、

運行ダイヤ設定も、今回やったような工夫も凝

らしながら、しっかりと路線維持ができるよう

にですね、運転士確保の対策と、もうこれは両

輪の取組になるというふうに考えておりますの

で、こちらをしっかり継続して取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

【小林委員】大体よく分かりました。一生懸命

取り組んでるということでありますから、何と

言っても局長、やっぱり県民の皆様方の足を奪

うと、ご迷惑をかけないように、やっぱり暮ら

しぶりに、やっぱり皆さん方からですね、いろ

いろやっぱり不安を感じるような、そういうこ

とがないように、やっぱり考えていただかなけ

ればいけないと。だからあらゆる対策を持って

乗り越えていただくということで、どうぞ一つ

頑張ってもらいたいと、こういうことをお願い

して終わりたいと思います。 

【山村委員長】ほかにありますでしょうか。 

【宮本委員】それでは、議案外について、質問

をさせていただきます。初歩的な質問になるか

もしれませんけれども、ご了承いただければと

思います。 

 まず、局長説明資料の3ページの、乗合バスに

ついてです。 

 書いてありますとおり、本年3月23日から、空

港リムジンバスはタッチ決済が始まったという

こと、そして、併せてターミナルの定期券販売

所にもなったということですが、これはもう通

常の路線を走っているバスはまだ、なっている

のかどうか。導入について、乗合バスというん

ですかね、普通の路線を走っている、空港では

なくて、空港リムジンとかではなくて、通常運

行しているバスと言うんですか、乗合バスはタ

ッチ決済になってましたかね。まだなってなか

ったら、いつ頃導入になるのか、教えていただ
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ければと思います。 

【柿原乗合事業部長】今回導入いたしましたの

が、長崎空港を走ります空港リムジンバスにで

すね、クレジットカードでタッチ決済、非接触

式のタッチ決済ができるような仕組みを導入し

たというものでございまして、その他路線バス

等々につきましてはですね、まだ導入はいたし

ておりません。 

 リムジンバスに導入した理由を申し上げます

とですね、やはりそのキャッシュレス決済であ

る、私どもが導入している、今、キャッシュレ

ス決済というのは、交通系ＩＣカード、ｎｉｍ

ｏｃａを導入しているんですが、ただ海外のお

客様にとってはですね、なかなかそれが難しい

という状況がございますので、やはり海外のお

客様が来られて、ご利用なさる路線を対象にで

すね、クレジットカードのタッチ決済を今回先

行して導入したというようなことになってござ

います。 

 今後の予定ということでございますけれども、

先ほど申し上げました現状のＩＣカード、ｎｉ

ｍｏｃａにつきましてはですね、こちらは令和

2年の6月に導入して、もう5年強たっているんで

すが、その普及に努めてきたところでございま

す。 

 今現在ですけれども、車内の決済におけるＩ

Ｃカードの比率というのがですね、年々上昇傾

向にありまして、現時点ではですね、80％を超

える状況になってきているというようなことで

ございます。その中でも特に多い路線なんかは

ですね、もう90％を超える路線なんかもあると

いう状況でございますので、今、県営バスでの

キャッシュレス比率というのは、非常に高くな

ってきているという状況がございます。 

 しかしながら、少なくはなってきているもの

の、現金決済というものも依然残っているとい

う状況がございますので、今回のタッチ決済に、

空港線に入れたタッチ決済の状況というのを見

ながらですね、さらなるそのキャッシュレス化

率の向上につながるのかどうかというような視

点を持ちながらですね、今後の利用動向という

ものを注視しながら、検討を行っていきたいと

いうふうに考えております。 

【宮本委員】ありがとうございます。 

 確かにですね、交通系ＩＣカード、ｎｉｍｏ

ｃａとかＳｕｉｃａとかありまして、それがど

んどん普及しているものの、通常の路線、乗合

バス、路線バスと言うんですかね、でも外国人

の方々が乗る比率はですね、前回の観光でもい

ろんな議論をさせていただきましたけれども、

ここ町なかでも、外国人観光客の方が増えてく

ることが予想されますので、空港リムジンバス

に導入して、様子見られるということですけれ

ども、通常の乗合バスについてもですね、でき

るだけ早期にこのクレジットカード等によるタ

ッチ決済、導入していただきたいと、交通系Ｉ

Ｃカード、ｎｉｍｏｃａ、Ｓｕｉｃａとは別に

ですね、クレジット決済のタッチ決済の方も導

入していただければと思います。 

 これ、確か、機械が別途必要になったりとか、

改修で結構な費用がかかるということをちょっ

と1回聞いたことありますが、それについては、

これを導入するに当たって、ものすごい料金、

工事費がかかる、導入費がかかるんですよとい

うことが分かりますならば、教えていただけれ

ばと思います。 

【柿原乗合事業部長】クレジットカードタッチ

決済は、やっぱりｎｉｍｏｃａとは決済手段と

しては全く別物でございますので、イメージと

しては、同じようなところにカードリーダーは
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ございますけれども、全然違う仕組みを2つ導入

しているというふうにお考えいただいて結構か

と思います。したがいまして、イニシャルコス

トも倍、ほぼほぼ倍になりますし、ランニング

コストもほぼほぼ倍になるというようなことで

ございます。 

 今回空港線に導入しておりますタッチ決済に

つきましてはですね、こちらは空港線を運行い

たします合計32台に導入をいたしておりまして、

税込の総事業費でいきますと3,500万円ほどか

かっているというような状況でございますので、

1台当たり単純計算すると、110万円ほどかかる

ということになります。乗合バス全体で申し上

げますと、約300台いるということになりますの

で、もし全部に入れるとなるとですね、やっぱ

り相当程度の費用が必要になってくるというこ

ともございますので、やはりその辺りの効果と

いうのはですね、慎重に見極めた上で検討して

まいりたいというふうに考えております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 多額の費用がかかるということ、しかしなが

らですね、タッチ決済というのは非常に大事な

観点であり、東京とかでは確か、それも実証、

今、実験とかやってるんじゃなかったかなと思

いますので、観光県長崎としてはですね、通常

の乗合バスにも導入をしていただきますように

よろしくお願いしたいと、検討を重ねてくださ

い。お願いいたします。 

 次に、貸切バスについてお尋ねをいたします。 

 4ページになりますけど、貸切バスについてで

すが、令和8年度のですね、修学旅行の予約状況

について、お尋ねいたします。どのくらい今入

っているのか、確認させてください。 

【江頭貸切事業部長】令和8年度の県外からやっ

てくる修学旅行の予約状況かと思いますが、現

段階ではですね、例年の年間の校数、台数に対

して、大体9割ぐらいはもう予約ができていると

いう状態になっております。修学旅行の場合は、

ほかの予約に比べるとですね、1年半ぐらい前か

ら予約が入りだしますので、予約のタイミング

が早うございます。そういった意味では、実施

年度に入った段階で、おおむね予約というのは

終わっている状態にはなるんですが、とはいえ

ですね、まだ来年の3月に実施する分とか、まだ

ちょっと期間がある分についてはですね、実施

年度に入っても、ぼちぼちと予約が入ってくる

ものですから、今後緩やかにではありますけれ

ども、令和8年度の予約というのが増えていくも

のかなと思っております。 

【宮本委員】ありがとうございます。 

 ちなみにこの予約状況の推移は増えてきてい

ますかね。令和8年度、7年度、6年度、5年度で、

年単位で見ると、増えているのか、減っている

のか、それだけ長崎が修学旅行先として選ばれ

るという証拠にもなりましょうけれども、ちょ

っとそれも確認させてください。 

【江頭貸切事業部長】県営バスにおきましては

ですね、修学旅行の取扱いというのは、コロナ

前まではですね、年間200校ぐらい取扱いをして

おりました。コロナが明けてですね、我々の事

情で、貸切バス等を集約して、台数を少し効率

的に動かすということで、台数を絞り込んだり

とかということで、事業規模を見直しましたの

で、令和6年以降はですね、大体150校ぐらいの

取扱いで推移しております。令和7年度も150校

ですし、令和8年度の予約も今既に140校ぐらい

来ていますので、大体横ばいかなという状況に

なっております。 

 ただ、問合せの状況から見ますとですね、今

回東京都の区立中学校がですね、もともと関西
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の方に修学旅行に行ってましたが、オーバーツ

ーリズム等の関係もあってですね、混雑を避け

るために、方面変更というのを検討されてまし

て、そういった意味では、方面変更の先がです

ね、長崎もたくさん選んでいる学校があります

ので、地域によって増えている地域もあるとい

うような状況かなと思っております。なので、

そこはもうしっかりチャンスと思ってですね、

しっかり対応してまいりたいと思っております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 いい傾向にあるということをですね、確認い

たしました。 

 一方では、バスが確保できずに非常に厳しい

状況というのも見受けられますので、できるだ

け広く門戸を開けていただいて、可能な限りで

すね、対応していただきたいと思います。 

 最後、1点、先ほど小林委員からもありました

けど、バスの運転手不足についてですね、1つだ

け確認いたします。これも前の委員会でいろん

な議論があってるかと思いますけど、改めて確

認の意味でお聞きいたします。 

 バス運転士不足、これはどの地域でもそうで

すけど、佐世保市はですね、外国人労働者の採

用に向けて、運行事業者と本格的な協議を重ね

ていくということが、昨年9月議会で明らかにな

りました。運行事業者と採用について、外国人

労働者については、前向きに検討がされている

ようです。市の方も外国人のバス運転士の実現

に向けて、支援策の検討を始めているという状

況です。 

 政府が、2024年3月に法改定をいたしまして、

外国人の採用にも可能になったということがあ

りますので、県営バスとしても、今までいろん

な議論があっているかもしれませんけれども、

久しぶりの委員会なので、改めて確認しますけ

ど、県営バスとして、今後、外国人労働者のバ

ス運転士の確保に向けた対策について、お聞か

せください。 

【岩﨑管理部長】外国人運転士制度でございま

すけれども、国におきまして、特定技能という

ことで、分野にも追加をされたということがご

ざいます。また、警察の運転免許の2種免許の試

験が、外国語で開催、実施ができるようになっ

ているとかですね、環境については徐々に整っ

てきていると思っております。 

 交通局におきましても、運転士不足が続く状

況で、全国的な人手不足ということを考えます

と、外国人運転士の採用というのも、当然視野

に入れて検討を進めていかないといけないとい

うふうに考えております。 

 現状におきましては、私ども認識しておりま

すのは、昨年の12月に路線バスの外国人運転士

が、沖縄県で初めて第1号が出たという状況でご

ざいまして、大手のバス会社を中心に、徐々に

取組が進んでいるという状況でございます。 

 一方で、受入れに向けて、我々としても整理

をしないといけない課題というのがあると認識

をしておりまして、やはりバスの運転士は1人で

運行しますので、例えば事故があったり、災害

が起こったときに、どうやって安全を守ってい

くのかというのが何より重要だと思っておりま

すので、その辺りをどうやって担保するのか、

そこは接客・接遇とかも含めてですね、そこを

しっかり整理をする必要があるということに関

係してますし、受入れに関しましても、教育体

制をどうするかとか、例えば住居とかの準備も

含めまして、育成のコストというのはかかりま

すので、その上で、現在の特定技能でいきます

と、1号では5年働いていただくということにな

りますので、例えば1人、2人頑張って採用して
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も、やはり継続して採用し続けるような仕組み

がなければ、なかなか回っていかない状況もあ

ろうと思いますので、その辺りは先進的な取組

をしております、佐世保市さんも今議論をして

いるというのは把握しておりますので、そうい

った状況をつぶさに聞きながらですね、どうい

った問題点をどういった形で解消していくのか

というところを研究を進めてまいりたいと考え

ております。 

【宮本委員】ありがとうございました。 

 民間の企業も人手不足で困っている状況の中、

どんどんやはり外国人労働者に手を向けていこ

うということで、例えば住居を確保したりとか、

日本の文化を学ばせたりというのも、もちろん

民間の企業でもされていらっしゃいます。よっ

て、県営バスにおいてもですね、ここは今後大

事な視点かと思います。 

 これ最後、局長、外国人労働者のバス運転手

の確保に向けては、今、先ほどおっしゃったと

おり、いろんなハードル、高いハードルがある

ということは承知しているものの、先ほどもご

答弁ありましたけど、若い方々に対したりとか、

女性とか、いろんな形で対応されていかれると

思いますけど、1つ外国人の労働者においてもで

すね、運転が大好きな外国人の方もいらっしゃ

ると思うし、おもてなしが上手な方もいらっし

ゃると思うので、そういった方々をつぶさにキ

ャッチしていくというのは大事だろうと思いま

す。 

 局長、外国人の労働者のバス運転士の確保に

ついて、ご意見があればお聞かせください。 

【太田交通局長】宮本委員のご意見、本当にあ

りがとうございます。 

 運転士確保についてはですね、いろんなこと

をやっていて、ようやく確保できるというよう

な状況でございます。いろんな取組を続けてお

りますけれども、その中の1つとしてですね、先

ほど管理部長からお答えしましたけども、研究

を重ねながらですね、できるものをやっていく

という形で考えております。 

【溝口委員】少しだけですけど、せっかくです

ね、交通局がですね、新たな発見をする着地型

周遊ですか、周遊観光バス「ぶらりん」を企画

運行されているんですけれども、1か月だったと

思うんですけれども、それぞれですね、1人、料

金は幾らぐらいで組んだのか、お尋ねしたいと

思います。 

【江頭貸切事業部長】周遊観光バスの「ぶらり

ん」につきましては、構想をですね、まずは長

崎県内のいろんなところを目的地にしてですね、

様々なコースで交流人口の促進を図るという目

的でやってます。ツアーの中身によって、金額

もですね、それぞれ異なるんですが、おおむね

5,000円から1万円以内ぐらいのお一人当たりの

金額で実施をさせていただいているという状況

でございます。 

【溝口委員】分かりました。 

 カキとか、フグとかですね、それぞれ料理の

内容がちょっと違うと思うんですけれども、コ

ースによってそれぞれ料金が決まると思います

が、それぞれの成果は今回どのくらいあったの

か、お尋ねしたいと思います。 

【江頭貸切事業部長】この2月にですね、小長井

のカキと、杵の川酒蔵さんのコースと、あと小

浜観光と戸石のコースと、伊王島のカキ、3コー

スやりましたが、合計で90名の方にご参加をい

ただいたということになっております。ちなみ

に、一番値段が高いのはですね、やはりトラフ

グのコースにはなるんですが、1万円以内という

ことをですね、もう先に決めて実施しましたの
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で、9,900円ということで実施をさせていただい

ております。 

【溝口委員】分かりました。 

 ただですね、せっかくいい企画をこうしてや

ろうとしているのに、90名と言いましたかね、

今回初めてですのでそのくらいか分かりません

が、やはり広報をですね、やっぱり県民の皆様

方に知っていただいて、なるだけたくさんの

方々に行ってもらうという形をつくればですね、

やっぱりトラフグにしても、カキにしても売れ

るわけですから、その辺はまず県庁内でも働い

ている方々がたくさんいますので、そこら辺が

分かってくれば、やっぱり行ってみようか、一

緒に行こうかという形に取れるんじゃないかと

思うので、その広報の在り方をですね、どのよ

うにやっていこうと考えているのか、お尋ねし

たいと思います。 

【江頭貸切事業部長】今回のツアーにつきまし

てはですね、受入れ施設の関係と、バスの空車

状況の関係もあってですね、1ツアー当たりがも

う20名で満席というような状態でやりましたの

で、予約状況を見ながら、追加の設定をやれば

よかったんですが、そこまではちょっとできて

いないという状況でございます。 

 広報につきましてはですね、県営バスのイン

スタグラム、ＳＮＳによる発信であったりとか

ですね、あとはこういった集中的に実施をする

時期は、新聞の折込みなども入れながらですね、

県民の方にも周知を図りながら実施をしてきた

というところになります。 

【溝口委員】分かりました。 

 やはり県民の方々に分かっていただかないと

使わないし、また受け入れる体制もですね、や

はりいろいろと要るかも分かりませんが、私は

やっぱりいい企画ではないかなと思ってるんで、

その辺についてですね、やっぱりしっかりとし

た広報活動をして、これが90名が、3倍も4倍も

なってくれるようにですね、していただければ

大変、トラフグとか、カキを買ってる方々も、

そしてまたお酒を飲む、つくっている方にもで

すね、大変いいんじゃないかと思ってますので、

ぜひ、今回また来年になるかと思いますけれど

も、ぜひしっかりしてですね、これを広めてい

ただければと思っております。終わります。 

【山村委員長】ほかにありませんでしょうか。 

【鵜瀬委員】先ほどから出てました空港リムジ

ンバスにつきまして、私も壱岐に帰るときです

ね、往復使わせていただいております。今、飛

行機が遅くなりまして、夕方の便は東京や大阪、

名古屋、あと韓国からですね、かなりの方が、

かなり長蛇の列でバスを待っているような状況

なんですね。でも、今度からキャッシュレスで、

クレジットカードも使えるようになるんで、乗

り降りの時間は短縮できるんじゃないかなとい

うふうに、大変ありがとうございます。 

 とは別にですね、実は、今の県営バスターミ

ナルにですね、今の古い建物なんですけど、長

崎駅を降りたときに、県営バスターミナル、見

えないんですよね。下のラインのブルーのやつ

を新しくしていただいたんですけど、その上が

ですね、三角通路があって、それで見えないと

いうのと、あと古すぎて、交通会館、そして県

営バスターミナルという、あの色を変えていた

だくだけで分かるんじゃないかなと思う。先ほ

ど言われた大分、熊本は好評。そして多分九州

号もいいはずなんですよね。そうしたときに、

ぱっと見たときに、あそこが、その高速バスが

出るというのが認知ができないんですね。 

 ただ、今、その通路の中で看板を幾つか立て

られてますけども、字が小さくてですね、見え
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づらい状況でありますし、景観的によくないん

じゃないかというのと、あとは三角屋根の下の

看板は、あくまでも長崎県内の周遊の行き先し

か書いてないんですけども、駅出てすぐのとこ

ろは、先ほど言われた大分や熊本、そして福岡

というような形で書かれてるんですけども、先

ほど言うように、字が小さくて、あと先ほどか

ら言われるように、やっぱりインバウンドでか

なり利用される方がいますし、私もあの周辺を

ですね、散策するときによく聞かれます。どこ

にあるのというのを。 

 だから、そういった部分でやはり分かるよう

な形。将来的にはですね、あそこのターミナル

を含めた大黒町の周辺の再開発があるときは、

きれいになるんでしょうけども、それまでに完

成するまでかなり時間がかかるので、内部でや

はり分かりやすく周知、優しい県営バスとして

ですね、していただければ、もっとお客さんも

来るんじゃなかろうかと思いますので、ご検討

のほどよろしくお願いします。 

【岩﨑管理部長】長崎駅が交通の結節点でござ

いますので、高速バス乗り場の表示、いかに、

どこに行けば何に乗れるかという、すぐ分かる

というのは非常に重要な視点だと考えておりま

す。空港リムジン行き乗り場というのは、令和

5年度までは表示をしてあったんですけれども、

ちょっとやはり古くなってしまって、撤去をし

たという経過がございます。 

 委員のご指摘のとおりですね、やはり利用者

の利便性を高めていくということが、バスに乗

っていただくということにつながると考えてお

りますので、表示につきましては、建物自体が

老朽化しておりますので、どういう形ができる

かというのは検討させていただきながら、対応

させていただきたいと考えております。 

【山村委員長】ほかにありませんでしょうか。 

【田中委員】経理は管理部長が大体、資金繰り

関係はなさるんですかね。管理部長がね。あれ

かね、私も20年近く、県営バスの関係やるけど、

公な会計、公会計というのは難しいね。本当に

分からない。何回やっても、見ても分からない。 

 7年度の数字で言うと、事業収益が56億3,415

万円、これ間違いないですよね。事業費用が55

億2,738万円。普通はこれの収支が、差額が利益

になるんですよ。利益にね。普通の企業は。差

し引くと1億677万の黒字だから、いいなと思う

んだけどね。 

 8年度でいうと、事業収益が63億7,503万円。

事業費用が62億9,364万円になると、差引き

8,138万の黒字と。もう事業収益と費用だけ見れ

ば。 

 しかし、これはそのままあなたたちの、決算

にはならないんだもんね。中にまたコーヒー代

足したりする感じが多くて。 

 もう一つは、10年の中期経営計画というかな。

30年から令和9年までのね。これはもう8年、9年。

2年しか残ってないわけだから。これで、先ほど

から話題になっている15億円の借入れの返済は

できるんですか。10年計画で、間違いなく返済

できるんですか。まず、それから聞かせてもら

います。 

【岩﨑管理部長】まず経営の、例えば令和8年度

でいきますと、予算におきましては税込で表示

をさせていただいているというルールになって

おりまして、税込でいきますと、差引きで8,100

万円の黒字と。消費税を計算する必要がござい

ますので、消費税を計算しますと、1,400万円の

黒字ということで見込んでございます。 

 7年につきましては、約9,000万円の、消費税

抜きベースでいきますと、純損益が9,000万円の
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黒字ということで見込んでおります。利益とし

て9,000万円の黒字ということで見込んでござ

います。 

 経営計画に基づきまして、これまでも取り組

んできているところでございます。運賃改定を

27年ぶりにやりました状況もございますので、

前提条件が、立てたときに比べますと若干変わ

っているという状況はございますけれども、当

初の経営計画では、令和5年度、6年度で8,000万

円ぐらいの黒字を出すという見込みでしたが、

実際は4億2,000万円ぐらい計画を上回って推移

をしているという状況もございますし、令和7年

度、令和8年度も、計画に比べまして2億円ほど、

これは運賃改定もございますけれども、上回っ

ているという状況にございます。 

 一方で、資金につきましても、令和8年度末で

は24億円ほど見込んでいるということで、厳し

いながらも何とか資金については資金繰りを確

保しているという状況でございますので、こう

した中で、今後も収支を保つことによって、特

別減収対策企業債の15億円、残りの13億円につ

きましては、おおむね、順調に返していけるん

ではないかというふうに考えてございます。 

【田中委員】この中期計画の30年から9年までの

間では、無理だということだね。あと2年しかな

いから、もう8年9年しかないから。10億円以上

残るのかな。10億円以上。それをそれからまた

先、ずっと払っていくという話なんだけどもね。 

 先ほど言ってた数字の方は、消費税入ってる、

入ってないの関係で違ってたので、理解はでき

た。消費税の中身が、入ってなかったから。そ

れでその後、払っていくのは、私は太田局長に、

収支ゼロになるまで頑張るようにというような

話をしたつもりなんだけどもね。もう道半ばで

10億も残してお辞めになるわけでしょう。私は

引き続きやってほしいと思うけど。あとはそう

すると、管理部長さんが引き継ぐの。あなたが。

ああそう。新しい人が来るの。 

 交通局は、それでも本当に、真剣にやらない

と、赤字出したら困るって、やっぱり、赤字は。

儲ける必要はない。この辺もちょっと言い方お

かしいけども、皆さん方の職員の皆さん方の福

利厚生等々もあるからには、ある程度の利益を

上げなきゃいかんけど、ここでもうけて本庁の

会計に繰越しなんていう話は、我々も考えてな

いけどもね。赤字は困るのよ。 

 だから、何しろ頑張ってもらわなきゃいかん

けれども、この資料を見させてもらうとね、事

業の概要というのを。もう92年になるんだね、

歴史がね。92年。昭和9年の3月のスタートとい

うことだから、県営バスは、大変な歴史がある。

当初の目的からとはもう全然違ってるから。当

初の目的。だから、その中で、事業内容で、長

崎、諫早、大村の3市の市内路線バス等の運行と、

空港リムジンバス、佐世保線、雲仙線などと、

中距離便の運行、それから県外高速バスの運行、

貸切バスの運行、4つあるんだけども、どこが一

番も儲けが良いの。どこが一番損するのね。一

概に言えない。 

【太田交通局長】まず、企業債の返還について

でございますが、15億円をお借りをしまして、

これを15年間と、12億円を15年間で返す。そし

てあと3億円はですね、20年、25年で返すという、

そういう決まりになっておりまして、それを返

すために、今、償還計画を立てているわけです。 

 その考え方といたしましては、毎年度、その

償還分を上回るような黒字を出していくという

形でですね、計画を立てますと、順調に返して

いけるという形ですね。今は計画を上回る数字

を上げて、先ほど管理部長からも説明しました
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けども、猶予資金としては、結構たまってきて

いるというような状況でございます。 

 ですから、今後また9年終わりまして、その次

の次期の計画を立てるという段階に入りますの

で、その中で、まず新たなその体制の中で、新

しい知恵を出しながら経営をやっていくという

のが企業経営のその事業を継続していく肝かな

というふうに思っております。 

 昭和9年から、続いてきたわけですけども、い

ろんな事業がやりまして、一番今、赤字の部門

と言いますのは、やはり路線バス事業でござい

ます。これは、今、長崎市内それから諫早市内、

大村市内で路線バスを運行しておりますけども、

そこの運行については、総体では赤字でござい

ます。それに対して、どのような費用負担をす

るかということで、関係の市の方からも補助金

を頂いて、そして、県営バスのいろんな事業を

やりながら、内部補助という形で補塡をして経

営をしていっているという状況でございます。 

 その中で、先ほども出ました貸切事業、それ

から県外の高速バス、そういうものをやりなが

らですね、路線バス事業、一般の乗合事業を運

行しているというような状況でございます。 

【田中委員】この業務の内容でね、何がもうか

って、何が損するというのは、一概に言えない

という感じだろうから、それはとどめますが、

定期路線で、最初から赤字路線というのは7割以

上あるわけだな。最初から赤字路線。こう書い

てある。82系統が黒字で、216系統は赤字路線だ

と。最初から赤字で分かってるところを取り組

むというのは、それは公営事業の務めかも分か

らんけど、それならそれでまた考え方、我々も

変わるんだけども。 

 本当に福祉バスみたいな、県民の福祉バス的

な発想であると、我々もそれは県の当局からね、

お金入れてもいいじゃないかと。入れられない

わけはないんだから、入れてもいいんじゃない

かという話になるんだけども、最初から赤字と

分かってて、頑張るというのが、見通しがつけ

ばいいよ、将来の見通しが。私はちょっとこう、

首かしげるね。 

 だから、一生懸命言ったのは、前言ったのは、

長崎バスとの合併しかないよと。合併って、一

緒になることしかないよと。佐世保は西肥バス

と市バスが一緒になったよという話をした記憶

があるんだけどね。それでこの協働経営方式か、

長崎バスとの。これは画期的なものだと私も理

解している。これしか、生きる道はないのかな

と、将来は。というのは、1つになることよ。1

つになるとね、また考え方が全然変わってくる。

しかし、そのときはやっぱり、本当の営業バス

みたいな感じで、福祉バスじゃなくてね。県民

の足を守る福祉的なバスじゃなくしてね。そう

いう流れになっていくんじゃないか。そうでな

いともたないと思うし、あんまり大きな赤字残

すわけにいかんからね。昔は、本庁からの金で

救済したこともあったかも分からんけどね。あ

ったかも分からんけど。今後はそういうことは、

やっぱりあったらいかんと思うからね。そこら

辺を長崎バスと今後ね、どうやってうまくやっ

ていくか、ここら辺に私は経営のみそがあるん

じゃないかと思ってるんだけどね。どうですか。 

【太田交通局長】地域の路線バス事業でござい

ますけれども、これは県営バスだから、赤字の

ところをいっぱい走ってるということではござ

いません。多くの、全国、日本全国、多くの民

間事業、バス事業者がそういう状況でございま

す。県内でも他の事業者、民間事業者において

も、やはり路線バス事業というのは今現在の状

況でいきますと、大きな赤字を抱えております。
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その中で、他の事業をやることによって、それ

を補塡しているというのが実情だというふうに

思っております。 

【田中委員】全国的なことを言うと、県の公営

バスなんてないわけでね。長崎県独自だからね。

長崎県内で言うと、この県北なんかはあんまり

影響ない。県営バスの影響。それは高速バスか

何かはやってるかも分からんけどね。 

 だから、そこら辺をどういうこの目標を持っ

ていくか。完全に営業という感じだけでやって

いくと、もう長崎バスとやっぱりもう少しうま

くやれば、私は活路はあると思う。 

 しかし、県民の足を守るんで、赤字でもいい

んだということでやるとすれば、私はこれをよ

しとしない。赤字だからいいという話は、どこ

かではしかし、払っていかなきゃいかんわけだ

からね。最後、本庁からの金でという、昔やっ

たようなことはできないと、私は思ってるから

ね。そこら辺が今からの課題だと思います。 

 どうしても、皆さんが赤字でも、県民の足を

守るためには赤字でもやらなきゃいかんという

ことならば、そういうことでまた我々も考えな

きゃいけない。どうですか。 

【太田交通局長】まず、共同経営方式によりま

す長崎バスの路線の再編、非常に令和4年、それ

から6年にかけまして、実施をしたところでござ

いますが、非常に双方ですね、長崎バスさん、

それから県営バスにおきましても、それぞれが

責任持って走る区域を決めまして、そして路線

の再編を行ったわけでございます。 

 そういうことで、非常にその効果も非常に大

きく出ておりますので、これについては、その

考え方というのは、今後も引き続き続けていき

たいというふうに思っております。 

 それと、赤字の路線を維持をするということ

についてはですね、先ほど来、乗合事業部長か

らも話がありましたように、現在、各市単位で

地域公共交通計画というのを定めるようになっ

ておりまして、その中で、路線バスで運行する

地域とか、さっき、乗合タクシーで運行すると

か、そういう全ての交通手段を使ってですね、

地域の路線網を維持していこうという計画を立

てるということになっております。 

 その中で、やはりその費用負担ということも

ですね、自治体がどのように負担をするのか、

ご利用いただくお客様がどのような形で負担を

するのかということも踏まえてですね、今後議

論が進む、今も進んでおるわけですけども、そ

ういう形で路線維持をしていくということにな

るかと思います。 

【田中委員】もう終わりますがね、禅問答じゃ

ないんで終わりますがね、1つはね、コロナの影

響で大変だったというのは理解している。私も

当時も委員会にいたこともあるからね。あのコ

ロナの当時は大変だった。 

 しかし今度、総務に行って、交通にお金を、

国からもらった金を割り振りしている課がある

よね。総務委員会でね。県営バスには若干甘い

なと感じてた。あの割り振りに。県営バスには

甘いなって。やっぱり県同士だからだ。犯罪じ

ゃないよ、それは別に。しかし、各事業体に配

るときに、県営バスには少し甘いなと。実際、

私は指摘したこともある。委員会で。いや、そ

んなことありませんよと。やってます、均一に。

しかし、見られるところも多々あったと。それ

はまた一生懸命、長崎県、県としてのメンツで、

やっぱり県営バスもちゃんとしていかなきゃい

かんからね。 

 だから、あとはもう皆さん方の頑張りしかな

いんだけども、次の社長さんは大変じゃないの。



令和８年３月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会観光生活建設分科会（３月２５日） 

- 200 - 

次の社長さんは。手を挙げてくる人がいたのか

な。あとしばらくすれば分かるんだろう。もう

はっきりしてるの。人事は。知事じゃないと言

われんと。そうですか。まあ、期待しましょう、

次の社長さんに。 

 太田局長が長年頑張ってくれたけど。頑張っ

てくれたけど。相当やった記憶がある。 

 一番はしかし、県営バスとの関係をもうちょ

っと考えろと言ったのは俺だよ。一緒になる前

に。一緒になる前って、こういう形になる前に

ね。それは、佐世保の方で、市営バスと西肥バ

スの関係が一緒になってね。それで難しい、西

肥の運営は大変みたいだ。一緒になって。 

 頑張ってください。終わります。 

【山村委員長】ほかにありませんでしょうか。 

【坂口副委員長】私から、経営状況全般につい

てですね、伺いたいと思いますけれども、田中

委員にご質問いただいたことと重複する部分も

あるかと思うんですけれども、まず、交通局の

経営計画ですね、これ10年計画の、令和9年まで

と9年度までの計画となっておりますけれども、

また10年度から新たな計画ができると思います

が、まずこれはいつぐらいから策定、新計画で

すかね、検討されるのか、そのスケジュールに

ついて伺いたいと思います。 

【岩﨑管理部長】現在の経営計画につきまして

は、経営計画の期間は10年としてるんですけれ

ども、それを2つに分けまして、前期と後期とい

う形にしてございます。現在、後期計画という

ことで、令和9年度までということになります。

ですので、令和10年からの計画につきましては、

令和8年度、9年度かけてですね、しっかり今後

の見込みを立てた上で検討してまいりたいと考

えております。 

【坂口副委員長】そうですね。前期後期の実行

計画ということで、分けて公表されております

けれども、令和8年度からいよいよ策定に取りか

かられるというご答弁だったと思うんですけれ

ども、先ほど田中委員からもお話ありましたよ

うに、ちょっと若干やっぱりストック面のです

ね、経営状況というのが分かりづらい状況かな

と。貸借対照表等ですね、決算書として公表さ

れておりますけれども、収益的収支のフローの

ところはですね、ものすごく詳しくご説明いた

だいて、皆様のですね、ご尽力とかいろんな取

組の結果というものをお示ししていただいてい

ます。 

 ただ、それはあるんですけれども、一方では

先ほどの赤字路線とかですね、構造的のような

課題にどう対応していくかというのは別問題と

してあって、多分それは交通局だけの問題じゃ

なくて、やはり県政全般、地域、県下市町全体

の問題としてですね、考えていかないといけな

いんでしょうけれども、ただこのままでいくと、

他会計からのやっぱり負担比率というのがずっ

と上がってきているような状況だと思いますの

で、これもいずれですね、どこかの段階で考え

るべきだろうと思いますけれども、話戻ります

けれども、ストックの問題ですね。 

 その現金、預金、令和6年度末で20億円ありま

して、これ令和4年の8億円からですね、大体倍

以上になっているんですけれども、これ資金繰

りのためにというお話だったんですけれども、

今後、施設の建て替えとかですね、検討する場

合に、基金としての意味合いもあるのかどうか

ですね、基金というのを設置されてないので、

固定資産の部に基金というのがありませんので、

これがいわゆる基金の役割も果たすものなのか

どうかですね。もし果たすのであれば、その固

定資産の基金として勘定を分けないのはなぜか
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とか、あるいはその負債についても、先ほど15

億円の企業債、あってますけれども、6年度末で

固定負債の企業債、他会計からの負債借入れで

約20億円ですね。令和9年度償還の企業債が19億

円と、まだ企業債の残高、あるいは他会計から

の借入れの残高というのが多く占める中で、純

資産比率、自己資本の比率が大体30％ちょっと

超えるぐらいという、ストック面から見た経営

状況ですね。これがどういう評価をすればいい

のか。現状、ちょっと決算書等からですね、自

分たちで読み取るしかないので、お聞きするん

ですけれども、こういったストック面からので

すね、フローで、収益的なところで、非常に頑

張っていただいているというのは分かりますし、

まずそこの黒字化がストック面の経営改善の前

提となりますので、それは非常に理解できるん

ですが、じゃあストック面から見た経営状況が

どうかということが分からないので、ぜひこう

いった面もですね、次の経営計画には少し盛り

込んでいただくと、いろんな情報共有ができる

のかなと思いますので、これは要望ですけれど

も、もし一言ありましたらお願いいたします。 

【岩﨑管理部長】委員ご指摘のとおり、フロー

面だけではありませんで、ストック面も重視し

ながら経営していくということは、非常に重要

だと思っております。 

 現在のところ、資金面ではある程度余裕があ

る状況でございますけれども、やはり特別減収

対策企業債の13億円というのをこの中から返し

ていくということになりますので、やはり経営

の安定を図りながらやっていく必要がございま

すし、他会計の借入金等もございますので、そ

ちらについても計画的に、経営計画をしっかり

と立てて計画的にやることが重要だと思ってま

いりますので、引き続き努力してまいりたいと

考えております。 

【山村委員長】ほかに質問ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】ほかにないようですので、交通

局の審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時２２分 休憩 ― 

― 午後 ４時２３分 再開 ― 
 

【山村委員長】委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。 

 引き続き、委員間討議を行います。理事者退

席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時２３分 休憩 ― 

― 午後 ４時２４分 再開 ― 
 

【山村委員長】それでは、再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、協議をしたい

と思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時２５分 休憩 ― 

― 午後 ４時３０分 再開 ― 
 

【山村委員長】委員会を再開いたします。 

 閉会中の委員会活動について、何か意見はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山村委員長】それでは正副委員長に一任願い

たいと存じます。 

 以上をもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時３０分 閉会 ― 
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１　議　　案

審査結果

長崎県食肉衛生検査所設置条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県食品衛生に関する条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

自然公園内県営公園施設条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する
条例（関係分）

原 案 可 決

長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例の
一部を改正する条例

原 案 可 決

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県営住宅条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結の一部変更について 原 案 可 決

財産の取得について 原 案 可 決

財産の処分について 原 案 可 決

公の施設の指定管理者の指定について 原 案 可 決

長崎県観光振興基本計画について 原 案 可 決

第５次長崎県環境基本計画について 原 案 可 決

第５次長崎県男女共同参画基本計画について 原 案 可 決
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